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【意見５１】県は放課後児童支援員人材確保・定着のため、謝金・賃金の見直し、潜在

的有資格者を対象とした再就職支援や就職説明会、多様な勤務形態の導入、シルバー
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人材センターとの連携等の施策を行う市町村への支援を拡充する等の措置を講ずるこ

とが有用と考える ........................................................................................................ 221 

１７．放課後児童クラブ待機児童解消支援事業（福祉部こども支援課） .................... 223 

【意見５２】県は国や市町村と十分に連携をとり、市町村等が児童館、塾、スポーツク

ラブ等の既存の社会資源に積極的にアプローチするように働きかけ、当該事業を拡大

できるように努める必要があると考える .................................................................... 228 

補足４．埼玉県待機児童対策協議会（福祉部こども支援課）....................................... 230 

【意見５３】保育所待機児童数を極力減らすためにも、保育所等の受入数目標を達成

できるよう、引き続き受入れに余裕のある市町村と保育所が不足している市町村との

間で融通ができる環境を県が後押しすることが望ましい .......................................... 230 

１８．こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業（福祉部こども政策課）

 ......................................................................................................................................... 232 

【意見５４】「さいたまけん★こどものこえ」アンケート及びその結果の表現について、

アンケートの体裁としての配慮が不十分である。小学生低学年向けにやさしい表現を

用いることや、難解な用語に説明を加えるなどの対応が必要である ........................ 239 

【意見５５】アンケートに寄せられた意見への施策の対応状況の記載について、各種

計画への反映内容や、具体的にいつまでに実現するかなどを丁寧に説明することが望

ましい ........................................................................................................................... 239 

【意見５６】「埼玉県こども意見箱」について、早期に意見への対応状況を公表するこ

とが望ましい ................................................................................................................ 242 

補足５．埼玉県「こどもまんなか応援サポーター」宣言（福祉部こども政策課） ...... 243 

補足６．共育て導きの書（福祉部こども政策課） ......................................................... 244 

１９．パパ・ママ応援ショップ事業費（福祉部こども政策課） ................................... 246 

【意見５７】経済性の観点から、紙製のパパ・ママ応援ショップ優待カードの廃止を検

討することが望ましい ................................................................................................. 250 

【意見５８】赤ちゃんの駅登録事業について、授乳とおむつ交換場所の提供以外の案

内についても同列に扱い、積極的に公表することが望ましい ................................... 250 

【意見５９】パパ・ママ応援ショップの場所が記載された「子育てマップ」を利用者目

線で分かりやすく改善することが望ましい ................................................................ 251 

【意見６０】赤ちゃんの駅について、継続して県民に広報を行うことが望ましい .. 252 

【意見６１】「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」において、有益な情

報を掲載することが望ましい ...................................................................................... 253 

２０．SAITAMA 出会いサポートセンター事業（福祉部こども政策課） ......................... 255 

【意見６２】会員からの相談内容について、応対ノウハウの蓄積・共有の観点から、過

去のやり取りした内容を適切に整理することが望ましい .......................................... 264 

【意見６３】相談記録のＡＩへの積極的な活用を図り、ＡＩマッチングシステムの高
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度化を推進するため、相談員が入力する「応対記録」を個人情報に配慮しつつ構造化し

ＡＩの学習データとして連携させる仕組みの構築を検討することが望ましい ......... 264 

【意見６４】協議会主催以外の婚活イベント案内で、安全性を担保する施策を行うこ

とが望ましい ................................................................................................................ 264 

【意見６５】再契約しない会員に対しても、データ収集やアンケートを実施すること

が望ましい ................................................................................................................... 265 

【意見６６】SAITAMA 出会いサポートセンター会員市町村数を増やしていくことが望ま

しい .............................................................................................................................. 265 

２１．SAITAMA 子育て応援フェスタ（福祉部こども政策課） ....................................... 266 

【意見６７】ワークショップ実施団体等への報償金について、実施回数の差異がある

にもかかわらず一律で同額の報償金が支払われているため、合理的な支払額の算定と

するべきである ............................................................................................................ 269 

【意見６８】評価指標には、SAITAMA子育て応援フェスタ全体の来場者数や出展数だけ

でなく、ファミリーワークショップの来場者数と満足度も含めるべきである ......... 269 

補足７．埼玉県子育て応援行動計画（福祉部こども政策課）....................................... 270 

補足８．近隣都県との格差（福祉部こども支援課、こども政策課）............................ 271 

【意見６９】保育料の無償化や育児支援給付など、子育て支援策に東京都と大きな格

差が生じないよう、埼玉県の施策を充実させることが重要であるため、国に対して全

国一律の支援制度の創設や税源偏在の是正などを引き続き働き掛けていくことが望ま

れる .............................................................................................................................. 271 

補足９．外国人支援 ........................................................................................................ 272 

補足１０．ウェブサイト上の記載について（福祉部こども支援課、こども政策課） .. 274 

【指摘３】県ウェブサイト等における誤りが検出された。修正すべきである ......... 274 

２２．虐待通報等環境整備・啓発事業（福祉部福祉政策課）....................................... 276 

２３．ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費（県民生活部共助社会づくり課） ...... 283 

２４．民間団体との協働事業費（県民生活部人権・男女共同参画課） ........................ 285 

【意見７０】夫が妻から受けるＤＶも相対的に割合が少ないながらも存在しており、

ＤＶ被害者支援の観点からは、被害者が少数だからといって支援対象から除外するの

は趣旨に反しかねない。したがって、事業目的を女性に限定しない、もしくは男性を対

象にする事業の実施の検討が望まれる ....................................................................... 287 

【意見７１】個別カウンセリングや継続的支援業務についても、必要に応じ内容を提

示することを検討することが望まれる ....................................................................... 287 

２５．バーチャルユースセンター（仮称）事業費（県民生活部青少年課） ................. 289 

【意見７２】埼玉県バーチャルユースセンターについて、試験運用で得られた知見を

踏まえ、資源配分の最適化を図っていくことが望まれる .......................................... 295 

【意見７３】埼玉県バーチャルユースセンターの広報を継続して実施することが望ま
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れる .............................................................................................................................. 295 

２６．こどもデジタル・シティズンシップ推進事業費（県民生活部青少年課） ......... 298 

【意見７４】講座内容と結びつきやすい中間的な成果指標を新たに設定し、評価の精

度を高めることが望まれる .......................................................................................... 304 

【意見７５】特に秩父地域と北部地域では、他の地域に比べて開催回数が著しく少な

く、学びの機会に明確な格差が生まれている。こどもたちに均等な機会を提供するた

めにも、地域間格差をなくすようにすべきである ..................................................... 305 

【意見７６】県内自治体の独自講座や先進的な取組を収集・整理し、事例集の作成や情

報交換の場の設置等を通じて、他市町村への横展開を図る仕組みを構築することが望

まれる ........................................................................................................................... 306 

２７．見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体験事業費（県民生活部青少年課）

 ......................................................................................................................................... 307 

【意見７７】需要に応じた開催設計を行う等により、多くのこどもにアウトカム（体験

教室の受講効果）が波及するよう改善を図ることが望まれる ................................... 313 

補足１１．子ども・若者支援地域協議会（県民生活部青少年課） ............................... 314 

【意見７８】子ども・若者支援地域協議会（これに相当する体制）が未設置の市町村に

対して、今後も市町村との意見交換会や、協議会による成果などを共有することを通

じて設置の働き掛けを継続して行っていくことが望ましい ....................................... 315 

２８．埼玉版ネウボラ推進事業（保健医療部健康長寿課） .......................................... 316 

【意見７９】「妊娠期からの虐待予防強化事業」の効果を評価するために適切な指標を

設定し、その結果として乳幼児の虐待件数が減少しているかどうか検証を行っていく

べきである ................................................................................................................... 328 

【意見８０】埼玉県は、各市町村が実施しているネウボラ事業の支援内容や内容の充

実度に関する状況を把握し、市町村ごとに支援内容や内容の充実度に差が生じないよ

うに、引き続き助言等を行っていくべきである ......................................................... 328 

【意見８１】妊娠期からの虐待予防強化事業において、各市町村からの実施報告を単

に集計・共有するだけでなく、傾向や成功事例等の共有を図り、医療機関や市町村によ

る虐待予防行動の後押しをしていくべきである ......................................................... 329 

【意見８２】埼玉県は、専門職の能力向上に課題を抱える市町村に対して、研修やサポ

ートなど引き続き支援を行っていくべきである ......................................................... 329 

２９．母子保健体制強化事業費（保健医療部健康長寿課） .......................................... 330 

【意見８３】新生児聴覚検査の県全体及び、保健所別又は市町村別の受検率に関する

統計データを県ウェブサイト等で公開すべきである.................................................. 337 

【意見８４】母子保健関係職員専門研修会は年１回の書面による開催であるため、そ

の他の対面やオンライン形式での研修会・会議と組み合わせ、職員同士の密な情報共

有や意見交換を促進するべきである ........................................................................... 337 
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３０．新ウェルカムベイビープロジェクト事業費（保健医療部健康長寿課） ............. 338 

【意見８５】プレコンセプションケアの認知度を向上させ、若い世代に対するプレコ

ンセプションケアの普及活動に取り組むべきである.................................................. 354 

【意見８６】プレコンセプションケア普及啓発事業の成果として、若年層が妊娠や出

産の正しい知識を身に付けているか、また、望まない妊娠の防止につながっているか

を把握できるよう、事業効果を測定するための指標を設定するべきである ............. 354 

【意見８７】相談支援事業において、利用者が相談内容に応じて適切な窓口にアクセ

スできるようにウェブサイト上の情報を整理し分かりやすく提示すべきである ...... 354 

【意見８８】思春期の性に関する相談については、相談可能な医療機関の数が適切か

どうかの検証も含め相談しやすい体制の整備や相談窓口の周知を行い、思春期の性に

関する相談体制の充実を図るべきである .................................................................... 355 

【意見８９】不妊・不育症検査費助成事業については、令和７年度においては埼玉県内

の全ての市町村で実施しているが、当制度の維持に向けて埼玉県として、引き続き支

援を行うべきである ..................................................................................................... 356 

【意見９０】プレコンセプションケア普及啓発事業の県民向け公開講座については、

幅広い広報やコンテンツの検討、他の成功事例の研究等、参加人数を増加させるため

の取組を実施すべきである .......................................................................................... 356 

【意見９１】プレコンセプションケア普及啓発事業においては、女性だけでなく、男性

も性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け健康管理が行えるように、男性向け

の啓発活動を適切に強化し事業を取り組むべきである .............................................. 356 

【意見９２】埼玉県は、プレコンセプションケア普及啓発事業を引き続き強化してい

くとともに、県が一体となって、子育て環境の整備や経済的支援等を実施し、こどもを

望む人が安心して妊娠・出産・子育てを行えるように、子育てに関する各部との連携体

制をより一層強化すべきである .................................................................................. 357 

３１．多様な働き方推進事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） ............................... 358 

【意見９３】就業規則の育児・介護休業法の遵守状況のチェックリストについて、法改

正の施行に合わせて、タイムリーに見直すべきである .............................................. 377 

【意見９４】多様な働き方実践企業の認定数について、企業に継続して働きかけるこ

とにより、純増となるようにすることが望ましい ..................................................... 381 

【意見９５】令和７年の職場体験ツアーの動画が埼玉県ウェブサイトに掲載されてい

ない。ツアーに参加できなかった高校生や、来年度の参加を検討している高校生のた

めにも、できるだけ早期に動画を掲載することが望ましい ....................................... 381 

【意見９６】多様な働き方実践企業の効果測定に当たり、評価指標として、多様な働き

方実践企業への新規就職者数や、高校卒業後３年以内の若年者の採用者人数などを設

定することが望ましい ................................................................................................. 383 

【意見９７】多様な働き方実践企業の認定を受けた企業に対し、登録情報の更新状況
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や毎年の新卒高校生の採用者数や離職者数などの情報をシステムに反映してもらう仕

組みを検討することが望ましい。現行のオンラインシステムでは難しければ、「埼玉県

企業ガイド」へ登録してもらい、情報入力をしてもらうことが望ましい ................. 383 

【意見９８】多様な働き方実践企業認定企業の紹介動画について、過年度のものなど

アクセスしにくい状況が見受けられるため、改善することが望ましい .................... 384 

【意見９９】認定企業の企業情報に変更が生じた場合は、企業より連絡があった際に

速やかに修正対応を行うことが望ましい .................................................................... 384 

３２．働きやすい職場環境づくり支援事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） ......... 386 

【意見１００】働き方改革セミナーについて、受講者数を増加させるため、評価指標と

して、受講者数を設定することが望ましい ................................................................ 398 

【意見１０１】働き方改革推進アドバイザー派遣について、労務管理や雇用管理で具

体的にどのような支援をしたのか、多くの企業に共通して改善や支援を行った事項が

あれば、その内容の概要を県ウェブサイトなどで示すことが望ましい .................... 399 

３３．学校におけるヤングケアラー支援事業（教育局人権教育課）............................ 400 

【意見１０２】県は市町村ごとのヤングケアラーの人数を正確に把握できるようにす

るため、県内部の関係部署間、市町村との連携をさらに強化する必要がある ......... 411 

【意見１０３】県は相談窓口を積極的に案内するなど、ヤングケアラーが相談しやす

い環境をさらに整えるべきである ............................................................................... 411 

【意見１０４】県は、各学校においてヤングケアラーの周知が十分に行われるような

措置がとられているか確認すべきである .................................................................... 411 

【意見１０５】ヤングケアラーに関する研修当日にやむを得ず欠席した教職員に対し

ても、動画視聴等の研修を受けられる機会を確保するべきである ............................ 412 

３４．性の多様性を尊重した教育推進事業（教育局人権教育課） ............................... 413 

【意見１０６】県は、教職員が生徒に対して研修内容のフィードバックを実施したか

確認すべきである ........................................................................................................ 423 

【意見１０７】県は、他県の担当者等と交流するなどの機会を設け、取り入れられる有

益な取組の有無を確認すべきである ........................................................................... 423 

３５．人権教育推進事業（教育局人権教育課） ............................................................ 424 

【意見１０８】県は人権教育実践報告会の成果がフィードバックされ浸透するように

周知の方法を検討すべきである .................................................................................. 431 

【意見１０９】県は、各受講者の感想や要望を集約し、有益と考えられる情報にまと

め、事後的に受講者にフィードバックすることで、意見交換と同様の効果が発揮され

るように努めるべきである .......................................................................................... 432 

【意見１１０】県は、人権教育の推進を県として定めた人権感覚育成プログラムの高

校での活用率が改善するように努めるべきである ..................................................... 432 

３６．共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業（教育局特別支援教育課・高校教育
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指導課・義務教育指導課） ............................................................................................. 434 

【意見１１１】特別支援学校教諭免許状保有率について、早急に目標値である 95％を

達成するようにすることが望ましい ........................................................................... 439 

３７．いじめ・不登校対策相談事業（教育局生徒指導課） .......................................... 440 

【意見１１２】ＳＣ関係者への理解促進活動が不十分であるため、各学校がスクール

カウンセラー（ＳＣ）の職務について十分な周知活動を行っているかどうか調査し、実

態を把握するとともに、周知活動の促進を行うことが望ましい ............................... 444 

【意見１１３】スクールカウンセラー（ＳＣ）の受け入れ態勢がＳＣ活用指針に則って
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子育て支援の充実に関する事業の管理及び財務事務の執行について 

 

第１章 監査の概要  

 

第１ 監査の種類  

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

  

第２ 選定した特定の事件（監査テーマ）  

子育て支援の充実に関する事業の管理及び財務事務の執行について 

 

第３ 監査の対象期間  

令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで）。ただし、必要に応じ令和

７年度及び過年度についても対象とした。  

 

第４ 監査の対象機関  

福祉部 

県民生活部 

保健医療部 

産業労働部 

教育局 

 

第５ 特定の事件（監査テーマ）として選定した理由 

１．近年の日本の現状について 

 日本では、人口減少に転じてきており、安心してこどもを生み、育てることのできる

環境を作るためにも、少子化対策や子育て支援、若者支援といった切れ目のない支援に

よる次世代の育成が重要な課題となっている。 

令和５年４月には、「こども基本法」が施行され、こども家庭庁が設置された。一方、

県では、令和６年 10 月に「埼玉県こども・若者基本条例」が施行され、子育ち・子育

てに関する施策の総合的かつ計画的な推進が定められるなど、行政による子育て支援の

重要性が高まっている。 

 

２．県の施策について 

  「埼玉県５か年計画」では、人類が経験したことのない超少子高齢社会への対応を踏

まえた将来像として「誰もが輝く社会」を掲げ、子育てに希望のもてる社会の実現や未

来を創るこどもたちの育成のために様々な施策を充てているところである。 

また、これに関連して、令和２年度～６年度を計画期間として、「埼玉県子育て応援
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行動計画」を策定している。これは、少子化対策や子育て支援策の内容、目標等を明確

にするために策定されたものであり、この計画に基づき、こどもや子育て家庭を取り巻

く課題、ニーズを踏まえ、少子化対策や子育て支援策を推進していくこととしている。 

そこで、当該計画の内容や成果を監査として取り上げていくことは、今後も埼玉県の

施策を検討するうえでも有益と判断した。 

さらに、過去 10 年間の包括外部監査等において、高齢者支援や男女共同参画を取り

上げている一方、少子化対策や子育て支援は監査テーマとして取り上げていない。 

このため、このタイミングでこれらを取り上げることは、次世代育成の観点からも有

益と判断した。 

今回の監査では、少子化対策や子育て支援のほか、若者支援までを含めて監査の対象

と考えているが、対象範囲は全庁に及ぶことから、上記に関連する各事業の重要性など

を検討し、監査を行うに足る事業を中心に監査を行っていくこととしたい。 

行政による子育て支援は、主に県民に近い市町村が主体となって実施しているが、県

は財政面などで市町村をフォローしていくべきであり、その観点から監査を実施するこ

ととした。 

 

 

第６ 監査の方法 

１．監査の流れ及び監査手続の概要 

 大きく以下の流れで実施した。（特に記載のない項目は埼玉県庁及び関係施設に

おいて対面で実施した） 

① 監査テーマ選定に関する包括外部監査人と福祉部との勉強会（令和７年５月） 

子育て支援に関する根拠規定や部局の業務について、福祉部から説明を受け

た。 

② 監査テーマ選定に関する監査委員との意見交換（令和７年５月） 

 監査委員と今回の監査テーマに関して意見交換を実施し、監査で留意すべき

点について、意見を受けた。 

③ 監査テーマの決定（令和７年６月） 

 監査委員との会議に出席し、監査テーマについて報告を行い、質疑応答を受

けた。 

 その後、県知事へのテーマ選定に関する報告を行った。 

④ 補助者への共有（令和７年６月） 

 包括外部監査人が監査テーマに関して補助者へ共有を行った。 

⑤ 第２回の勉強会の実施（令和７年７月） 

 監査テーマに関係する福祉部の事業について、勉強会及び質疑応答を行った。

包括外部監査人及び補助者が福祉部より事業の説明を受けた。説明を受けた事
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業のうち大部分を監査対象とすることとした。 

⑥ 第２回の勉強会の実施（令和７年９月） 

 福祉部のその他の事業と、関連部局（県民生活部ほか）について、勉強会及

び質疑応答を行った。包括外部監査人及び補助者が関係部局より事業の説明を

受けた。ここでの事業は、監査時間の制約から、全ての事業を監査対象事業と

はせず、一定の事業に絞り込むこととした。 

⑦ 書類閲覧による監査の実施（令和７年７月～12月） 

 監査対象事業について、担当する補助者を割り当て、資料の閲覧と質疑応答

を繰り返す形で監査を実施した。 （包括外部監査人及び補助者の各々が公認会計

士事務所で作業を実施。埼玉県とは電話及びメールで関係部局へ資料の依頼及

び質疑応答を実施した。一部作業は埼玉県庁にて県関係者と対面での作業を実

施した） 

 監査の内容は下記を実施した。 

・質問、関係書類の閲覧及び検討による比較及び分析的手続 

・質問、関係書類の閲覧及び検討による関連法令等との準拠性の検証  

・質問、関係書類の閲覧及び検討による監査要点の検証 

⑧ 現地調査（令和７年 10月、11 月） 

 埼玉県が主催するイベントへの現地調査として、10 月にこどもの居場所フェ

ア（さいたま市）及び 11 月にＳＡＩＴＡＭＡ子育て応援フェスタ（さいたま

市）に、児童相談所への現地調査として、11月に朝霞児童相談所（朝霞市）、中

央児童相談所（上尾市）及び所沢児童相談所（所沢市）に包括外部監査人と補

助者が訪問し、現地の担当者からの説明、質疑応答、現地施設等の視察及び資

料の閲覧などを実施した。 

⑨ 中間報告（令和７年 11月） 

 包括外部監査人及び補助者が検出した指摘・意見事項を埼玉県及び監査委員

に共有し、包括外部監査人と監査委員との意見交換を実施した。（オンライン会

議で実施） 

⑩ 関係部局との意見交換会（令和７年 12 月～令和８年２月） 

 包括外部監査人及び補助者と関係部局が参加して意見交換会を開催した。各

事業で検出した指摘・意見について、事業ごとに意見交換を実施し、事業に関

する追加説明や資料提供を受けるなどして、指摘・意見の内容の検証を行った。 

⑪ 監査のまとめ（７年 12月～令和８年２月） 

 包括外部監査人と補助者で分担して、報告書の作成を行った。 

⑫ 監査委員への報告（令和８年３月） 

 包括外部監査人が監査委員へ報告書を提出し、監査結果の報告を行う予定と

なっている。 
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⑬ 県知事への報告（令和８年３月） 

 包括外部監査人が県知事を訪問し、報告書を提出し、併せて監査結果の報告

を行う予定となっている。 

  

２．監査対象事業の選定 

 子育て支援に関連する施策の中心的部局である福祉部の事業をはじめ、子育て・

若者支援に関連する事業を行っている県民生活部、保健医療部、産業労働部、教育

局の事業のうち、下記の事業を監査対象とすることとした。（監査対象事業の選定

方法は第４章で詳述する） 

 

 

 

事業 部局 課所
警察との連携強化事業 福祉部 こども安全課
ICTを活用した児童相談所の業務効率化事業 福祉部 こども安全課
児童相談所費 福祉部 こども安全課
児童相談所一時保護所費 福祉部 こども安全課
一時保護所環境改善・機能強化推進事業 福祉部 こども安全課
朝霞児童相談所（仮称）・一時保護所整備費 福祉部 こども安全課
子供と家庭電話相談事業費 福祉部 こども安全課
子供の権利擁護事業費 福祉部 こども安全課
子供の意見表明等推進事業 福祉部 こども安全課
多子世帯保育料無償化支援事業 福祉部 こども支援課
保育士奨学金返済支援事業 福祉部 こども支援課
こどもの居場所づくり支援事業 福祉部 こども支援課
こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業 福祉部 こども支援課
地域におけるこどもの居場所支援団体育成事業 福祉部 こども支援課
子育てファミリー応援事業 福祉部 こども支援課
埼玉版放課後児童健全育成事業 福祉部 こども支援課
放課後児童クラブ待機児童解消支援事業 福祉部 こども支援課
こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業 福祉部 こども政策課
パパ・ママ応援ショップ事業費 福祉部 こども政策課
SAITAMA出会いサポートセンター事業 福祉部 こども政策課
SAITAMA子育て応援フェスタ 福祉部 こども政策課
虐待通報等環境整備・啓発事業 福祉部 福祉政策課
ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費 県民生活部 共助社会づくり課
民間団体との協働事業費 県民生活部 人権・男女共同参画課

バーチャルユースセンター(仮称）事業 県民生活部 青少年課
こどもデジタル・シティズンシップ推進事業 県民生活部 青少年課
見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体験事業費 県民生活部 青少年課
埼玉版ネウボラ推進事業 保健医療部 健康長寿課
母子保健体制強化事業費 保健医療部 健康長寿課
新ウェルカムベイビープロジェクト 保健医療部 健康長寿課
多様な働き方推進事業 産業労働部 雇用・人材戦略課
働きやすい職場環境づくり 産業労働部 雇用・人材戦略課
学校におけるヤングケアラー支援事業 教育局 人権教育課
性の多様性を尊重した教育推進事業 教育局 人権教育課
人権教育推進事業 教育局 人権教育課
共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業 教育局 特別支援教育課
いじめ・不登校対策相談事業 教育局 生徒指導課
ネットトラブルサイト監視事業 教育局 生徒指導課
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３．監査要点  

適法性、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）のほか、適法性、平等性の観点から監査

を実施した。 

すなわち、子育て支援に関する財務事務の執行に関する各種事業や諸施策が 

（１）法令や条例等に準拠しているか（適法性）  

（２）予定した目的を達成しているか。また効果を上げているか。（有効性） 

（３）費用対効果の面で、より少ない費用で実施できているか（経済性） 

（４）同じ費用で大きな成果を上げているか（効率性） 

（５）市町村ごとに行政サービスの内容等に大きな格差が生じないものとなってい

るか（平等性） 

 

 

第７ 監査の実施期間  

 令和７年７月１日から令和８年２月 28日  

 

第８ 監査人及び補助者の資格及び氏名 

包括外部監査人  

公認会計士 新江 明 

補助者（五十音順）  

公認会計士 井上 正之  

公認会計士 織田 智美 

公認会計士 小林 正和  

公認会計士 柴田 英樹  

公認会計士 髙瀬 洋行 

公認会計士 蛭田 浩平 

 

 上記のとおり、いずれも公認会計士である。 

 包括外部監査人は過去６年間（平成 30 年度～令和５年度）にわたり埼玉県包括外部

監査人の補助者に就任しており、令和６年度、包括外部監査人に就任している。 

補助者６名のうち、４名は複数年にわたって、埼玉県又は他県や他市において包括外

部監査人の補助者の就任経験がある。また、１名は昨年度から埼玉県包括外部監査の補

助者を務めている。残る１名は初めて包括外部監査に従事するが、包括外部監査人や他

の補助者からの指導助言を受けながら監査を実施した。 

 各人の公認会計士としての経験や包括外部監査における経験、知識を最大限に活かす

ため、適切な役割分担のもと監査を進めた。 

なお、監査に当たっては、福祉に関する知識を深めるために、各種文献を閲覧したほ
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か、実際に子育てを経験している方の意見を聞くなど、知識の研鑽に努めた。さらに、

児童相談所における勤務実態等を把握するべく、一部の児童相談所職員へのヒアリング

も実施した。 

また、子育てにおいては女性の視点も重要であることから、補助者に女性を採用して

いるほか、現地調査等を通じて女性の方へもヒアリングを行い、女性の視点での意見を

聴取した。 

これらの点を踏まえ、包括外部監査人が補助者に対して指導助言を行いながら、監査

を進めた。 

 

第９ 利害関係  

 包括外部監査の対象とした事件につき、県と包括外部監査人及び補助者との間には、 

地方自治法第 252 条の 29 の規定に抵触する利害関係はない。  

 

第 10 表示数値  

 本報告書の表示数値は、単位未満の端数処理の関係で、報告書中の表の総数と内訳の

合計が不一致の場合がある。 

 

第 11 監査結果 

 全体として、監査対象とした各種事業は適切に業務遂行がなされているとの印象を

持った。 

 しかし、監査を実施した結果、３個の指摘と 116 個の意見を検出した。指摘意見の

一覧を下記に示すが、それぞれの具体的な内容は第５章で詳述する。 

 

指摘意見の一覧 

１．警察との連携強化事業費（福祉部こども安全課） 

【意見１】評価指標には、児童虐待情報共有件数と児童虐待死亡事例ゼロとの間

の、中間成果指標についても設定すべきである 

【意見２】児童虐待の情報共有については、児童相談所と警察とが双方向で情報を

共有し連携を図ることができるような体制を構築することが望ましい 

【意見３】児童相談所と市町村との間の情報共有を適時・適切に図っていくため、

児童虐待情報共有システムを市町村においても導入することを引き続き検討してい

くべきである 

【意見４】児童虐待情報共有システムについては、蓄積されている情報の積極的な

活用方法及びそれを用いた児童相談所と警察の連携方法についても検討すべきであ

る 
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【意見５】県として、虐待を未然に防ぐという予防的な視点から、児童相談所と警

察との連携をさらに強化し、こどもの安全を確保していくべきである 

２．ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業費（福祉部こども安全課） 

【意見６】ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業の効果を適切に評価する

指標を設けるべきである 

【意見７】音声認識システムの児童相談所ごとの使用率を算出すべきである 

【意見８】業務時間削減効果を導入年度以降も図るとともに、当事業が残業時間の

縮減に寄与しているのかも含めて、業務時間等を定量的に評価管理していくべきで

ある 

【意見９】児童相談所職員が音声認識システムを十分に活用できるよう、必要に応

じて研修方法や利用に関する支援策を工夫すべきである 

【意見１０】業務効率化のため、現状削減できていない作業の原因を分析し、改善

策を講じるべきである 

【意見１１】音声認識システムの利用が、児童相談所職員間のノウハウ共有や若手

職員の能力向上に寄与しているかどうかを定量的又は定性的に測定すべきである 

【意見１２】児童相談所職員の育成に当たっては、これからも自らの主体的な判断

やヒアリング能力の向上が図られるよう取り組み、当該音声認識システムに依存し

すぎないように留意するべきである 

３．児童相談所費（福祉部こども安全課） 

補足１．児童相談所現地調査（福祉部こども安全課） 

【意見１３】児童虐待相談対応件数が全国平均を上回っている状況である点も踏ま

え､管轄区域の人口で 50万人以下となるような施策が望まれる 

【意見１４】現時点で、川越児童相談所と草加児童相談所には、一時保護所が附設

されていない。一時保護所の入所児童数が増加している要因として、後述の意見２

０で指摘しているとおり、児童養護施設等の退所先を確保できないことが大きいた

め、まずは退所先施設の受入れ可能体制の強化に早急に取り組むことが必要であ

る。それを踏まえた上で、この２か所への一時保護所の併設を含め、一時保護所の

整備を検討することが望ましい 

【意見１５】児童福祉司と児童心理司について、令和６年４月１日現在、各児童相

談所で配置基準に対して実数が下回っており、配置基準の充足が望まれる。また、

児童相談所において、全体として常勤職員の実数が定数を下回っている状況であ

る。すなわち、常勤職員について、必要な人数を満たしておらず、欠員となってい

る。昨今の社会情勢上、採用の困難性があるとのことではあるが、定数を満たすよ

う採用を進めることが望まれる 

【意見１６】保護者負担金については、未納がある場合、未収金の管理は各児童相

談所が行っている。令和６年度末時点での保護者負担金の未納は、累積で 16,080
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件､123,790,662 円となっている｡児童の家庭の事情へ配慮しつつ､未収の金額を減ら

していけるよう､管理を進めていくことが望まれる 

【意見１７】一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令 27 号）

にて定められる設備に関する基準について、充足するよう施策を行うことが望まれ

る 

【意見１８】児童相談所で使用するデジタルカメラ、ビデオカメラ、ICレコーダ

ー、携帯電話等の消耗品について、施設の性質上、個人情報保護の観点から特に慎

重に管理が必要であるため、各児童相談所において統一的に適切な管理体制を徹底

することが望まれる 

【意見１９】各児童相談所において、安全確認担当、虐待担当、相談指導担当の時

間外業務が多い傾向にあり、さらに担当者間で差が大きい場合も見受けられるた

め、業務量の平準化に向けた施策が望まれる 

【意見２０】一時保護施設では、入所児童について２か月以内の退所を前提として

いるところ、入所期間が長期間に及んでいる児童もいるとのことである｡退所先の確

保が出来ない原因の一つに、児童養護施設等の入所可能枠が十分に確保できていな

いことが挙げられるため、職員確保の支援等、施設の受け入れ可能体制の強化に取

り組むべきである 

【意見２１】児童の受け入れピーク時や育休・産休中の職員がいる場合、国が定め

る職員配置基準を下回る恐れがある。入所児童に適切に対応ができるよう、職員数

の確保に努めるべきである 

【指摘１】所沢児童相談所のタブレット端末及びノートパソコンについて、目的に

沿った使用をすべきである 

【意見２２】所沢児童相談所の一時保護所に設置されているバスケットボールゴー

ルについては、「学校安全点検の手引き」の安全点検表を参考にする等して適切に安

全管理に取組むべきである 

【指摘２】越谷児童相談所の備品のうち、ノートパソコン（平成 23 年末購入）は現

在使用されていない状況である。状態から見て、速やかに処分する等の対応を検討

するべきである 

【意見２３】越谷児童相談所のタブレット端末（令和３年配布）について、有効活

用を図るべきである 

４．児童相談所一時保護所費（福祉部こども安全課）） 

５．一時保護所環境改善・機能強化推進事業（福祉部こども安全課） 

【意見２４】建物の解体における入札に際しては、解体業者が工法を正しく認識し

ていないことが一因となり入札価格を過小に見積もるケースが見られる。特に、発

注図面でアスベストの撤去方法を示している場合であっても、参考数量書にも明確

に記載することで、スムーズかつ効果的な入札につなげることが望まれる 
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６．朝霞児童相談所（仮称）・一時保護所整備費（継続事業第２年次支出額）（福祉

部こども安全課） 

【意見２５】業者が決まらず、弁当対応の時期があったため、業者選定は早めに実

施することが望ましい 

７．子供と家庭電話相談事業費(福祉部こども安全課) 

【意見２６】利用者にとって電話がつながりやすい環境を整えるためにも、電話が

かかりにくい時間やかかりやすい時間をウェブサイト等に掲示することが望ましい 

８．子供の権利擁護事業費（福祉部こども安全課） 

９．子供の意見表明等推進事業（福祉部こども安全課） 

【意見２７】当事業について、児童養護施設一時保護施設にも業務拡大していく見

込みであることから、業務内容を見直す、人員の増加を図るなどの対応を行うこと

が望ましい 

【意見２８】個別面談の内容を例えば１年ごとなど定期的に整理し傾向や課題を把

握することにより、中長期的に対応すべき事項の有無を検討することが望ましい 

補足２．児童虐待対策（福祉部こども安全課） 

【意見２９】中長期的には虐待が発生しないよう、県民に対して繰り返し継続的

に、虐待は許されない行為であると、教育・啓発を行うことが望ましい 

補足３．里親制度（福祉部こども安全課） 

【意見３０】里親への委託率が低い現状を踏まえ、県民に対して広報紙のほか、Ｌ

ＩＮＥやＳＮＳ等を活用して里親制度への関心を高める周知活動を行うことが望ま

しい 

１０．多子世帯保育料無償化支援事業（福祉部こども支援課） 

【意見３１】市町村からの補助金申請が正しく行われていることを担保するため

に、市町村からの補助金申請で誤りが生じやすい箇所について重点的かつ慎重に確

認を行うことが望ましい 

１１．保育士奨学金返済支援事業（福祉部こども支援課） 

【意見３２】埼玉県は、保育士奨学金返済支援事業による支援が対象者に広く行き

わたるように、市町村に対して働き掛けを行い、執行率の向上を図るべきである 

【意見３３】保育士奨学金返済支援事業の認知度を向上させ、支援対象者に確実に

情報が届くように、今後も、ウェブサイト掲載やＳＮＳ活用、養成校・保育施設を

通じた広範な周知活動など、埼玉県主導による積極的な情報発信体制を引き続き強

化すべきである 

【意見３４】埼玉県は、保育士奨学金返済支援事業を未実施の市町村に対し、財政

的支援や制度の意義の説明等を通じて事業実施を働き掛け、埼玉県内全域で事業が

展開される体制を整えるべきである 
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【意見３５】保育士奨学金返済支援事業の事業効果を正確に把握するため、今後も

継続的かつ体系的な効果測定を実施すべきである 

【意見３６】保育士奨学金返済支援事業における補助基準額及び補助期間の妥当性

を検証し、必要に応じて補助基準額の見直しを行うべきである 

【意見３７】保育士奨学金返済支援事業の補助期間の終了後に保育士が離職するこ

とがないよう、補助期間終了後も長く働いてもらえるような職場環境づくりを進め

ていくとともに、勤務継続に結びつくインセンティブを当事業に加えるなどの工夫

についても検討すべきである 

１２．こどもの居場所づくり支援事業費（福祉部こども支援課） 

【意見３８】本事業の直接的な効果を測定する中間アウトカム指標が未整備であ

り、成果と事業手段との因果関係を明確にすることが望まれる 

【意見３９】「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトのアクセス解析結果が

十分に活用されておらず、運用改善につながる PDCA サイクルが明確になっていない 

【意見４０】アドバイザー派遣による支援が点的・短期的にとどまり、立ち上げ後

の運営段階を含めた伴走支援が十分ではない 

【意見４１】地域ネットワーク指標と本事業の目的・役割との対応関係が不明確で

あり、事業の位置付けを整理することが望まれる 

【意見４２】こどもの居場所について、数字上の目標である 800 か所以上（令和 11

年度）が達成されることが期待されるが、単に数量を満たすだけでなく、居場所と

してふさわしい場所かどうかの質的検証を行ない、質の向上を図っていくことが望

ましい 

１３．こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業費（福祉部こども支援課） 

【意見４３】測定可能な数値的目標として唯一設定されているのは関連する５か年

計画の施策指標「こどもの居場所の数 800 か所」のみである。これは最終成果に近

い状態目標であり、本事業の直接的な効果測定指標としては十分とは言い難い。本

事業の補助内容が「地域ネットワークの立ち上げ支援」であることを踏まえると、

この目標は本事業の実施成果と直結した指標とは言えず、目標設定の構造に改善の

余地があるため、見直しが望まれる 

【意見４４】周知・広報手法の改善として、市町村・社会福祉協議会を通じた個別

周知、事前説明会の開催、好事例の可視化、募集期間の確保等を通じて、より効果

的な広報戦略の構築を図ることが望まれる 

【意見４５】委託業務内容の精査、内製化の可能性の検討、業務プロセスの簡素

化・標準化を進めるとともに、成果とコストの対応関係を可視化することで、より

効率的な事業運営を図ることが望まれる 

１４．地域におけるこどもの居場所支援団体育成事業費（福祉部こども支援課） 
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【意見４６】支援団体の育成状況、行政との協働度合い、見守り支援の実施状況等

について、事業の成果と因果関係を特定できる測定可能な指標をあらかじめ設定し

たうえで事業を実施することが望まれる 

１５．子育てファミリー応援事業（福祉部こども支援課） 

【意見４７】成果指標および評価環境の整備について、本事業の目的に即した直接

的な成果指標および中間成果指標の設定が望まれると共に、収集済みデータを含め

た評価環境の整備を進め、事業の有効性を客観的かつ継続的に検証できる体制を構

築することが望まれる 

【意見４８】支援の到達性および公平性の確保について、ギフト額および配布方法

について、公平性および利用者負担の観点から制度全体を点検し、可能な範囲で支

援水準と受け取り方法の均質化を図るなど、制度設計の見直しを検討することが望

ましい 

１６．埼玉版放課後児童健全育成事業（福祉部こども支援課） 

【意見４９】県は埼玉県放課後児童クラブガイドラインにおいて、「放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準」に定められた重要事項について、漏れなく

調査を行い、可能な範囲でクラブ状況調査結果として開示することが望ましい 

【意見５０】県はクラブ運営基準の内容の点検を行っていなかった市町村に対し、

点検が実施されるように促すべき市町村に積極的に働きかけるべきと考える 

【意見５１】県は放課後児童支援員人材確保・定着のため、謝金・賃金の見直し、

潜在的有資格者を対象とした再就職支援や就職説明会、多様な勤務形態の導入、シ

ルバー人材センターとの連携等の施策を行う市町村への支援を拡充する等の措置を

講ずることが有用と考える 

１７．放課後児童クラブ待機児童解消支援事業（福祉部こども支援課） 

【意見５２】県は国や市町村と十分に連携をとり、市町村等が児童館、塾、スポー

ツクラブ等の既存の社会資源に積極的にアプローチするように働きかけ、当該事業

を拡大できるように努める必要があると考える 

補足４．埼玉県待機児童対策協議会（福祉部こども支援課） 

【意見５３】保育所待機児童数を極力減らすためにも、保育所等の受入数目標を達

成できるよう、引き続き受入れに余裕のある市町村と保育所が不足している市町村

との間で融通ができる環境を県が後押しすることが望ましい 

１８．こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業（福祉部こども政策

課） 

【意見５４】「さいたまけん★こどものこえ」アンケート及びその結果の表現につい

て、アンケートの体裁としての配慮が不十分である。小学生低学年向けにやさしい

表現を用いることや、難解な用語に説明を加えるなどの対応が必要である 
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【意見５５】アンケートに寄せられた意見への施策の対応状況の記載について、各

種計画への反映内容や、具体的にいつまでに実現するかなどを丁寧に説明すること

が望ましい 

【意見５６】「埼玉県こども意見箱」について、早期に意見への対応状況を公表する

ことが望ましい 

補足５．埼玉県「こどもまんなか応援サポーター」宣言（福祉部こども政策課） 

補足６．共育て導きの書（福祉部こども政策課） 

１９．パパ・ママ応援ショップ事業費（福祉部こども政策課） 

【意見５７】経済性の観点から、紙製のパパ・ママ応援ショップ優待カードの廃止

を検討することが望ましい 

【意見５８】赤ちゃんの駅登録事業について、授乳とおむつ交換場所の提供以外の

案内についても同列に扱い、積極的に公表することが望ましい 

【意見５９】パパ・ママ応援ショップの場所が記載された「子育てマップ」を利用

者目線で分かりやすく改善することが望ましい 

【意見６０】赤ちゃんの駅について、継続して県民に広報を行うことが望ましい 

【意見６１】「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」において、有益な

情報を掲載することが望ましい 

２０．SAITAMA 出会いサポートセンター事業（福祉部こども政策課） 

【意見６２】会員からの相談内容について、応対ノウハウの蓄積・共有の観点か

ら、過去のやり取りした内容を適切に整理することが望ましい 

【意見６３】相談記録のＡＩへの積極的な活用を図り、ＡＩマッチングシステムの

高度化を推進するため、相談員が入力する「応対記録」を個人情報に配慮しつつ構

造化しＡＩの学習データとして連携させる仕組みの構築を検討することが望ましい 

【意見６４】協議会主催以外の婚活イベント案内で、安全性を担保する施策を行う

ことが望ましい  

【意見６５】再契約しない会員に対しても、データ収集やアンケートを実施するこ

とが望ましい 

【意見６６】SAITAMA 出会いサポートセンター会員市町村数を増やしていくことが

望ましい 

２１．SAITAMA 子育て応援フェスタ（福祉部こども政策課） 

【意見６７】ワークショップ実施団体等への報償金について、実施回数の差異があ

るにもかかわらず一律で同額の報償金が支払われているため、合理的な支払額の算

定とするべきである 

【意見６８】評価指標には、SAITAMA 子育て応援フェスタ全体の来場者数や出展数

だけでなく、ファミリーワークショップの来場者数と満足度も含めるべきである 
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補足７．埼玉県子育て応援行動計画（福祉部こども政策課） 

補足８．近隣都県との格差（福祉部こども支援課・こども政策課） 

【意見６９】保育料の無償化や育児支援給付など、子育て支援策に東京都と大きな

格差が生じないよう、埼玉県の施策を充実させることが重要であるため、国に対し

て全国一律の支援制度の創設や税源偏在の是正などを引き続き働き掛けていくこと

が望まれる 

補足９．外国人支援 

補足１０．ウェブサイト上の記載について（福祉部こども支援課・こども政策課） 

【指摘３】県ウェブサイト等における誤りが検出された。修正すべきである 

２２．虐待通報等環境整備・啓発事業（福祉部福祉政策課） 

２３．ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費（県民生活部共助社会づくり課） 

２４．民間団体との協働事業費（県民生活部人権・男女共同参画課） 

【意見７０】夫が妻から受けるＤＶも相対的に割合が少ないながらも存在してお

り、ＤＶ被害者支援の観点からは、被害者が少数だからといって支援対象から除外

するのは趣旨に反しかねない。したがって、事業目的を女性に限定しない、もしく

は男性を対象にする事業の実施の検討が望まれる 

【意見７１】個別カウンセリングや継続的支援業務についても、必要に応じ内容を

提示することを検討することが望まれる 

２５．バーチャルユースセンター（仮称）事業費（県民生活部青少年課） 

【意見７２】埼玉県バーチャルユースセンターについて、試験運用で得られた知見

を踏まえ、資源配分の最適化を図っていくことが望まれる 

【意見７３】埼玉県バーチャルユースセンターの広報を継続して実施することが望

まれる 

２６．こどもデジタル・シティズンシップ推進事業費（県民生活部青少年課） 

【意見７４】講座内容と結びつきやすい中間的な成果指標を新たに設定し、評価の

精度を高めることが望まれる 

【意見７５】特に秩父地域と北部地域では、他の地域に比べて開催回数が著しく少

なく、学びの機会に明確な格差が生まれている。こどもたちに均等な機会を提供す

るためにも、地域間格差をなくすようにすべきである 

【意見７６】県内自治体の独自講座や先進的な取組を収集・整理し、事例集の作成

や情報交換の場の設置等を通じて、他市町村への横展開を図る仕組みを構築するこ

とが望まれる 

２７．見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体験事業費（県民生活部青少年

課） 
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【意見７７】需要に応じた開催設計を行う等により、多くのこどもにアウトカム

（体験教室の受講効果）が波及するよう改善を図ることが望まれる 

補足１１．子ども・若者支援地域協議会（県民生活部青少年課） 

【意見７８】子ども・若者支援地域協議会（これに相当する体制）が未設置の市町

村に対して、今後も市町村との意見交換会や、協議会による成果などを共有するこ

とを通じて設置の働き掛けを継続して行っていくことが望ましい 

２８．埼玉版ネウボラ推進事業（保健医療部健康長寿課） 

【意見７９】「妊娠期からの虐待予防強化事業」の効果を評価するために適切な指標

を設定し、その結果として乳幼児の虐待件数が減少しているかどうか検証を行って

いくべきである 

【意見８０】埼玉県は、各市町村が実施しているネウボラ事業の支援内容や内容の

充実度に関する状況を把握し、市町村ごとに支援内容や内容の充実度に差が生じな

いように、引き続き助言等を行っていくべきである 

【意見８１】妊娠期からの虐待予防強化事業において、各市町村からの実施報告を

単に集計・共有するだけでなく、傾向や成功事例等の共有を図り、医療機関や市町

村による虐待予防行動の後押しをしていくべきである 

【意見８２】埼玉県は、専門職の能力向上に課題を抱える市町村に対して、研修や

サポートなど引き続き支援を行っていくべきである 

２９．母子保健体制強化事業費（保健医療部） 

【意見８３】新生児聴覚検査の県全体及び、保健所別又は市町村別の受検率に関す

る統計データを県ウェブサイト等で公開すべきである 

【意見８４】母子保健関係職員専門研修会は年１回の書面による開催であるため、

その他の対面やオンライン形式での研修会・会議と組み合わせ、職員同士の密な情

報共有や意見交換を促進するべきである 

３０．新ウェルカムベイビープロジェクト事業費（保健医療部） 

【意見８５】プレコンセプションケアの認知度を向上させ、若い世代に対するプレ

コンセプションケアの普及活動に取り組むべきである 

【意見８６】プレコンセプションケア普及啓発事業の成果として、若年層が妊娠や

出産の正しい知識を身に付けているか、また、望まない妊娠の防止につながってい

るかを把握できるよう、事業効果を測定するための指標を設定するべきである 

【意見８７】相談支援事業において、利用者が相談内容に応じて適切な窓口にアク

セスできるようにウェブサイト上の情報を整理し分かりやすく提示すべきである 

【意見８８】思春期の性に関する相談については、相談可能な医療機関の数が適切

かどうかの検証も含め相談しやすい体制の整備や相談窓口の周知を行い、思春期の

性に関する相談体制の充実を図るべきである 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



26 

 

【意見８９】不妊・不育症検査費助成事業については、令和７年度においては埼玉

県内の全ての市町村で実施しているが、当制度の維持に向けて埼玉県として、引き

続き支援を行うべきである 

【意見９０】プレコンセプションケア普及啓発事業の県民向け公開講座について

は、幅広い広報やコンテンツの検討、他の成功事例の研究等、参加人数を増加させ

るための取組を実施すべきである 

【意見９１】プレコンセプションケア普及啓発事業においては、女性だけでなく、

男性も性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け健康管理が行えるように、男

性向けの啓発活動を適切に強化し事業を取り組むべきである 

【意見９２】埼玉県は、プレコンセプションケア普及啓発事業を引き続き強化して

いくとともに、県が一体となって、子育て環境の整備や経済的支援等を実施し、こ

どもを望む人が安心して妊娠・出産・子育てを行えるように、子育てに関する各部

との連携体制をより一層強化すべきである 

３１．多様な働き方推進事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） 

【意見９３】就業規則の育児・介護休業法の遵守状況のチェックリストについて、

法改正の施行に合わせて、タイムリーに見直すべきである 

【意見９４】多様な働き方実践企業の認定数について、企業に継続して働きかける

ことにより、純増となるようにすることが望ましい 

【意見９５】令和７年の職場体験ツアーの動画が埼玉県ウェブサイトに掲載されて

いない。ツアーに参加できなかった高校生や、来年度の参加を検討している高校生

のためにも、できるだけ早期に動画を掲載することが望ましい 

【意見９６】多様な働き方実践企業の効果測定に当たり、評価指標として、多様な

働き方実践企業への新規就職者数や、高校卒業後３年以内の若年者の採用者人数な

どを設定することが望ましい 

【意見９７】多様な働き方実践企業事業の認定を受けた企業に対し、登録情報の更

新状況や毎年の新卒高校生の採用者数や離職者数などの情報をシステムに反映して

もらう仕組みを検討することが望ましい。現行のオンラインシステムでは難しけれ

ば、「埼玉県企業ガイド」へ登録してもらい、情報入力をしてもらうことが望ましい 

【意見９８】多様な働き方実践企業認定企業の紹介動画について、過年度のものな

どアクセスしにくい状況が見受けられるため、改善することが望ましい 

【意見９９】認定企業の企業情報に変更が生じた場合は、企業より連絡があった際

に速やかに修正対応を行うことが望ましい 

３２．働きやすい職場環境づくり支援事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） 

【意見１００】働き方改革セミナーについて、受講者数を増加させるため、評価指

標として、受講者数を設定することが望ましい 
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【意見１０１】働き方改革推進アドバイザー派遣について、労務管理や雇用管理で

具体的にどのような支援をしたのか、多くの企業に共通して改善や支援を行った事

項があれば、その内容の概要を県のウェブサイトなどで示すことが望ましい 

３３．学校におけるヤングケアラー支援事業（教育局人権教育課） 

【意見１０２】県は市町村ごとのヤングケアラーの人数を正確に把握できるように

するため、県内部の関係部署間、市町村との連携をさらに強化する必要がある 

【意見１０３】県は相談窓口を積極的に案内するなど、ヤングケアラーが相談しや

すい環境をさらに整えるべきである 

【意見１０４】県は、各学校においてヤングケアラーの周知が十分に行われるよう

な措置がとられているか確認すべきである 

【意見１０５】ヤングケアラーに関する研修当日にやむを得ず欠席した教職員に対

しても、動画視聴等の研修を受けられる機会を確保するべきである 

３４．性の多様性を尊重した教育推進事業（教育局人権教育課） 

【意見１０６】県は、教職員が生徒に対して研修内容のフィードバックを実施した

か確認すべきである 

【意見１０７】県は、他県の担当者等と交流するなどの機会を設け、取り入れられ

る有益な取組の有無を確認すべきである 

３５．人権教育推進事業（教育局人権教育課） 

【意見１０８】県は人権教育実践報告会の成果が学校にフィードバックされ浸透す

るように周知の方法を検討すべきである 

【意見１０９】県は、各受講者の感想や要望を集約し、有益と考えられる情報にま

とめ、事後的に受講者にフィードバックすることで、意見交換と同様の効果が発揮

されるように努めるべきである 

【意見１１０】県は、人権教育の推進を県として定めた人権感覚育成プログラムの

高校での活用率が改善するように努めるべきである 

３６．共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業（教育局特別支援教育課） 

【意見１１１】特別支援学校教諭免許状保有率について、早急に目標値である 95％

を達成するようにすることが望ましい 

３７．いじめ・不登校対策相談事業（教育局生徒指導課） 

【意見１１２】ＳＣ関係者への理解促進活動が不十分であるため、各学校がスクー

ルカウンセラー（ＳＣ）の職務について十分な周知活動を行っているかどうか調査

し、実態を把握するとともに、周知活動の促進を行うことが望ましい 

【意見１１３】スクールカウンセラー（ＳＣ）の受け入れ態勢がＳＣ活用指針に則

っているかどうかの実態把握が不十分であるため、実態把握を行い、対応が不十分

な学校には随時指導することが望ましい 
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【意見１１４】ＳＣの勤務体制について、学校で発生する生徒に係る様々な悩みに

関して、継続的な問題対応や迅速な問題解決を図るためにも、先ずは小学校は月１

回１日、中学校は週１回に統一することが望ましい。将来的には週５日常時にＳＣ

が配置される「常駐型（あるいは常勤型）」の導入が望ましい 

３８．ネットトラブルサイト監視事業（教育局生徒指導課） 

【意見１１５】ネット監視パトロールの告知については紙やデータでの配布やウェ

ブサイトへの掲載だけでは必ずしも十分でないため、教育委員会のＳＮＳ等を活用

するなど、若年層に訴求力のある方法を採用することが望ましい 

【意見１１６】ネットトラブル監視事業のネットいじめへの対策としての有効性に

ついて、あらためて検討することが望ましい 
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第２章 報告書の構成 

 

本報告書は次の構成となっている。 

 

第１章 監査の概要（上述のとおり） 

第２章 報告書の構成（本ページ） 

第３章 監査テーマの概要 

第４章 監査結果の総括 

１．監査人の考え方 

２．監査対象事業等の選定 

３．監査の役割分担 

４．指摘と意見の定義 

５．監査のポイント 

６．監査結果 

７．監査スケジュール 

８．監査時間 

第５章 各事業等の事業内容及び監査結果 

第６章 参考文献 

第７章 最後に 
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第３章 監査テーマの概要 

  

第１ 子育て・少子化に係る課 

（１） 少子化の経緯 

  我が国では、以下の通り少子化が進行している。 

 

 

 

 

（出典：令和７年版こども白書） 

戦後の日本は、経済成長による所得水準の向上、国民皆保険・皆年金など社会保障の

充実、医療技術の向上等によって豊かな生活環境が整い、1960 年頃からはそれまでの

多産少死から少産少死への人口転換が進み、1975 年前後までの合計特殊出生率は人口

置換水準の 2.1 前後で推移してきた。 

1971 年から 1974 年の第二次ベビーブーム以降、第一次オイルショックによる経済的

な混乱や、人口増加傾向を受けて静止人口を目指す考え方が普及したこと等により、出

生数は減少傾向となり、1975年に合計特殊出生率が2.0を割り込み1.91まで低下した。  

その後も合計特殊出生率の低下傾向は続き、1980 年代初めにやや回復したものの、

1980 年代半ばから再び低下し、人口置換水準からのかい離は大きくなっていった。 

 

（２）少子化の要因 

 少子化の要因として、非婚化・晩婚化や、結婚している女性の出生率低下などが考え

られる。1970 年代後半からは 20歳代女性の未婚率が急激に上昇し、結婚年齢の上昇な

ど晩婚化も始まった。さらに 1980 年代に入ってからは、30 歳代以上の女性の未婚率も

上昇し、晩婚化とともに未婚化も進展した。 
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年齢別出生率を見ると、1950 年・1970 年は 20 代半ばでピークを迎える山型の曲線を

描いているが、次第にそのピークが推移していき、出産年齢が上昇するとともに、出生

率の高さを示す山が低くなっていくなど、出生率の低下と晩産化が同時に進行している

ことが分かる。また、1980 年代以降は、晩婚化・晩産化により、20 代の出生率が大幅

に下がり、30 代の出生率が上昇するという、出生率の山が後ろに推移する動きがみら

れるようになった。 

 

 

（出典：内閣府ウェブサイト） 
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（出典：内閣府ウェブサイト） 

 

 さらに、デフレが慢性化する中で、収入が低く雇用が不安定な男性の未婚率が高い

ほか、非正規雇用や育児休業が利用できない職場で働く女性の未婚率が高いなど、経

済的基盤や、雇用・キャリアの将来の見通し及び安定性が結婚に影響することから、

デフレ下での低賃金非正規雇用者の増加等が未婚化を加速させているおそれがある。 

 

＜女性の社会進出・価値観の多様化＞ 

 

 1985 年に男女雇用機会均等法が成立し、女性の社会進出が進む一方で、子育て支援

体制が十分でないことなどから仕事との両立に困難を感じるケースがあるほか、子育

て等により仕事を離れる際に失う所得（機会費用）が大きいことも、こどもを生む選

択に影響している可能性がある。 

 

 また、多様な楽しみや単身生活の利便性の向上のほか、結婚や家族に対する価値観

が変化していることなども、未婚化・晩婚化につながっていると考えられる。 
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（３） 埼玉県の少子化の状況 

 

（Ａ）児童人口及び 30歳未満人口の減少 

 埼玉県における平成２年の 18 歳未満の児童人口は約 154 万 3,000 人、30 歳未 

満人口は約 276 万 7,000 人であったが、その後、徐々に減少し令和５年には児童人

口が約 105 万 3,000 人、30 歳未満人口が約 197 万 1,000 人となっている。 

 また、平成２年の総人口に占める児童人口の割合は 24.1％、30 歳未満人口の 

割合は 43.2％であったが、令和５年には児童人口の割合が 14.3％、30歳未満人口 

の割合が 26.7％となっている。 

 
（出典：埼玉県こども・若者計画） 

 

（Ｂ）埼玉県の合計特殊出生率 

 合計特殊出生率は、「15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」

で、１人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相

当する。 
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 こどもの出生数や率は、出産可能な年齢の女性の数が多ければ、女性１人当たり

で生むこどもの数が減っている場合でも増加することがあるように、人口構成の影

響を受ける。しかしながら、合計特殊出生率では、このような影響を排除して比較

することができる。 

 

 

上記のとおり、埼玉県は全国に比して合計特殊出生率が低推移となっている。 
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（４） 少子化対策の取組 

 1990 年のいわゆる「1.57 ショック」を契機に深刻な少子化の現状が強く認識される

ようになったものの、最初の総合的な少子化対策である「エンゼルプラン」がまとめ

られたのは 1994 年、少子化社会対策基本法が制定されたのは 2003 年であった。1970

年代から整備された高齢者向け社会保障制度に比べて、少子化対策は非常に遅れをと

っている。 

 少子化社会に関する国際的な意識調査によれば、「あなたの国は、子どもを産み育て

やすい国だと思いますか」の質問に対して、日本では６割以上が「そう思わない」と

回答しており、国際的に見てその割合は相当に高い。 

  

（令和２年度少子化社会に関する国際意識調査（2021（令和３）年３月 内閣府）） 

 

国ではこども家庭庁を中心に、幼児教育・保育の無償化などの各種施策を推進して

いる。国の制度を補完・上乗せするかたちで、埼玉県は、県民目線に立って様々な事

業を展開している。 
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＜国におけるこれまでの主な少子化対策（内閣府ウェブサイトから一部抜粋）＞ 

エンゼルプラン 

 1994 年 12 月、最初の総合的な少子化対策となる「今後の子育て支援のための

施策の基本的方向について」（エンゼルプラン）が策定された。エンゼルプラン

では、少子化の要因として晩婚化の進行と夫婦出生力低下の兆しを挙げ、これ

らの背景には女性の職場進出、子育てと仕事の両立困難、育児の心理的・肉体

的負担増大、住宅事情、子育てコストの増大などがあると指摘した。 

 また、保育サービスの充実を中心とする７項目について具体的対応策を列挙

し、特に、保育サービスの拡充は「緊急保育対策等５か年事業」に基づき重点

的に実施した。 

新エンゼルプラン 

 1999 年 12 月、「少子化対策推進基本方針」と、この方針に基づく重点施策の

具体的実施計画として「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画につ

いて」（新エンゼルプラン）が策定された。新エンゼルプランは、従来のエンゼ

ルプランと緊急保育対策等５か年事業を見直したもので、エンゼルプランと比

べて固定的な性別役割分業を前提とした職場優先の企業風土の是正という点を

かなり大きく扱うこととなった。 

次世代育成支援対策推進法 

 「少子化社会対策基本法」と同時に成立した「次世代育成支援対策推進法」

は、地方公共団体や企業（常時雇用労働者 101 人以上）が、次世代育成支援のた

めの取組を促進するよう、行動計画の策定を義務付けた法律である。10年間の

時限立法である同法は、特に男性を含めた働き方の見直し等の観点から事業主が

子育て支援を進めるよう促している。 

 なお、同法は 2014 年 4 月に一部改正され、法律の有効期限を 2025 年 3 月まで

10 年間延長するととともに、子育て支援の実施状況が優良な事業主について厚

生労働大臣が認定する新制度（特例認定制度）を創設するなど、次世代育成支援

対策の更なる推進・強化が図られている。 

 また、同法は 2024 年５月に改正され、法律の有効期限が 2035 年３月 31 日ま

でに延長された。 

少子化社会対策基本法 

 今後の少子化の目的、基本的理念、施策の基本的方向、国・地方公共団体・

事業主及び国民の責務を定めている。同法は、国の責務のひとつとして大綱の

とりまとめを課していることから、少子化社会対策会議のもとで「少子化社会

対策大綱」が策定された。同大綱を受けて、新エンゼルプランに代わる新たな
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実施計画として「少子化社会対策大綱の具体的実施計画（子ども・子育て応援

プラン）」が策定された。子ども・子育て応援プランは、少子化の流れを変える

ための「4つの重点課題」と「28の具体的行動」を提示し、計画の実施期間で

ある 2005～2009 年の５年間に講ずる施策や数値目標、実現した場合の将来の社

会の姿（おおむね 10 年後）を示すなどした。 

子ども・若者育成支援推進法 

 少子化対策の一つに若者の自立支援、特にニートや引きこもり等の社会的自

立が困難な子どもや若者への取組が大きな問題となっている。2010 年４月に成

立した「子ども・若者育成支援推進法」では、教育、福祉、雇用等の関連分野

における子ども・若者育成支援施策の総合的な推進と、ニートやひきこもり等

困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進が図ら

れている。とりわけニートやひきこもり等に対して、関係機関が現場レベルに

おいてより一層連携して支援する地域協議会の仕組みが定められたことが特色

である。 

子ども・子育て支援法 

 2010 年１月には、「子ども・子育てビジョン」が閣議決定された。同ビジョン

では、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランに次い

で、2010～2014 年度の５年間を対象とした４番目の少子化対策プランとして、

子ども手当等の経済的支援も含めた包括的な子育て支援策が打ち出された。さら

に政府は「子ども・子育てビジョン」の確実な実現に向けて「子ども・子育て新

システム」を構築することとし、少子化社会対策会議およびその下位会議で制度

設計を行った。そうした検討なども踏まえながら、社会保障・税一体改革の一環

として、2012 年８月に子ども・子育て支援法など関連３法が成立することとな

った。 

 同法では、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付を行うこと

（「施設型給付」）、小規模保育等（家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保

育）への給付を行うこと（「地域型保育給付」）、認定こども園制度を改善するこ

と、さらに、地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て

支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」）を充実す

ることを定めており、従来の少子化対策関連法以上に対策の量的拡充や多様化、

予算措置を行っていることが特徴である。サービスの実施主体は市町村であり、

市町村は地域のニーズに基づく計画策定、給付・事業を行うこととしている。ま

た、市町村においても「子ども・子育て会議」を設置することが努力義務とされ

た。 
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（５） こども家庭庁の発足 

令和５年４月にこども家庭庁が発足した。従来、政府で所管するこどもを取り巻く

行政分野のうち、従来や内閣府や厚生労働省が担っていた事務の一元化を目的に設立

されたものである。発足後、同庁が発行した令和６年度版こども白書において、少子

化対策の必要性や、近年の少子化対策について説明している。ここでは、「少子化は、

我が国が直面する、最大の危機である。」との記載があり、国においても、少子化は人

口減少を加速化させ、持続的な経済成長の達成が困難になるとの認識を持っている。

ゆえに、少子化対策は極めて重要であるといえる。 

少子化対策については先の記載と一部重複するが、当該部分の白書からの抜粋を下

記に掲載する。 
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（出典：「令和６年版 こども白書」より抜粋） 
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第２ 子育て支援に関する関連法及び計画について 

 

１．概要 

子育て支援に関する関連法及び計画につき、県では、その中心になるものとして、 「埼

玉県こども・若者計画」（令和７年度～令和 11年度）がある。 

 当該計画は、こども・若者、子育て支援に関連する次の法律等に基づく計画として位

置付けられるものである。 

・ こども基本法、埼玉県こども・若者基本条例に基づき策定する「都道府県こども計

画」 

・ 子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」 

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「都道府県行動計画」 

・ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「都道府県計画」 

・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「都道府県自立促進計画」 

・ 子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県子ども・若者計画」 

等 

 

 すなわち、こども・若者、子育て支援に関する関連法規としては 

① こども基本法 

② 子ども・子育て支援法 

③ 次世代育成支援対策推進法 

④ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 

⑤ 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

⑥ 子ども・若者育成支援推進法 

等がある。 

 

 以下では、こども施策に関する主な法律のひとつである「こども基本法」を紹介し、

それに基づく、都道府県の計画として、埼玉県の「埼玉県・こども若者計画」を中心に

紹介し、それに基づく市町村の取組について紹介することとする。 

 

２．こども基本法 

 

 こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法と

して、「こども基本法」が令和４年６月に成立し、令和５年４月から施行された。 

 同法では、 「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」の精神に沿って、こど

も施策の基本理念のほか、こどもの意見表明や教育を受ける機会の確保、地方公共団

体がこども等の意見を施策に反映させるために必要な措置を講ずること等が定めら
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れている。 

 

 

（出典：こども家庭庁ウェブサイト） 

 

（Ａ）責務等 

 国及び地方公共団体には、同法の基本理念にのっとり、こども施策を策定し実施

する責務があることを規定し、併せて、事業主や国民に対しても、雇用環境の整備

やこども施策への協力等について努力義務が課せられている。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こ

ども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の

地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家

庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 
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（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深める

とともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 

（Ｂ）こども大綱の策定 

 こども基本法第９条に基づき、国はこども施策を総合的に推進するため、令和５

年 12 月にこども大綱を策定した。政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める

もので、それまで別々に推進されてきた「少子化社会対策基本法」「子ども・若者育

成支援推進法」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく３つの大綱が１つ

にまとめられている。 

 こども大綱の目的と、前提となる６つの方針は下記の資料のとおりである。 

 

（出典：内閣府ウェブサイト） 

（Ｃ）都道府県こども計画等の策定 

 こども基本法第 10 条により、都道府県は、国のこども大綱を勘案して都道府県

こども計画を策定するよう、また、市町村は、国のこども大綱と都道府県こども計

画を勘案して、市町村こども計画を策定するよう、それぞれ努力義務が課せられて

いる。自治体のこども計画は、各法令に基づくこども施策に関する関連計画と一体

のものとして整備することができることとされており、区域内のこども施策に全体

として統一的に横串を指すことで、住民にとって一層分かりやすいものとなること

などが期待されている。 
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 埼玉県は、こども基本法や埼玉県こども・若者基本条例を踏まえ、「埼玉県子育

て応援行動計画」及び「埼玉県青少年健全育成・支援プラン」を統合し、新たな計

画として、令和７年度から令和 11年度までを計画期間とする「埼玉県こども・若

者計画」を令和７年３月に策定している。 

 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策

についての計画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こど

も大綱及び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策に

ついての計画（以下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定す

る都道府県子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する

法律第十条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作

成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作

成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する

市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律

第十条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計

画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成するこ

とができる。 

 

３．埼玉県における計画 

（Ａ）埼玉県子育て応援行動計画（令和２年度～令和６年度） 

 少子化には未婚化や晩婚化、非正規雇用者の増加など、様々な要因や背景があり、

これらの課題に対して、安心してこどもを生み育てられる環境をつくり、少子化の

進行に歯止めをかけるためには、結婚から妊娠・出産、そして子育てまでの切れ目

のない支援に加え、経済・雇用、教育、まちづくりなどの幅広い分野にわたって、総

合的な取組を継続的に実施していくことが重要である。 

 こうしたことから、県は、今後の少子化対策や子育て支援策の内容、目標等を明

確にするために令和２年３月に、令和２年度から令和６年度を計画期間とする第４

期「埼玉県子育て応援行動計画」を策定し、国、市町村、企業、地域社会などと連携
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して、少子化対策や子育て支援策を推進してきた。なお、計画の内容に関しては、第

５章で詳述する。 

 

（Ｂ）埼玉県こども・若者計画（令和７年度～令和 11 年度） 

 令和５年に「こども家庭庁」が設置され、同年に 「こども基本法」及び「こども大

綱」が定められたことで、こどもたちの権利擁護や、将来にわたって幸福な生活を

送ることができる社会の実現を目指すこと、こども・若者・子育て支援に関する取

組や政策を社会のまんなかに据えて進めていくことが国の方針として示された。 

 県においても、こども・若者が有する権利の保障や、こども・若者の健やかで幸せ

な成長、保護者・養育者等が幸せに過ごすことのできる社会の実現を目指していく

ことを定めた「埼玉県こども・若者基本条例」を、令和６年 10 月に施行した。 

 これらを踏まえ、新たな計画として、令和７年度から令和 11 年度までを計画期間

とする「埼玉県こども・若者計画」を令和７年３月に策定した。 

 本計画は、「こども・若者の意見が尊重され、最善の利益が優先される社会」、「こ

ども・若者が夢や希望を持ち、健やかに成長・活躍できる社会」及び「こどもを生む

ことや、育てることに喜びを実感できるとともに、子育て当事者が地域全体から支

えられる社会」を将来像とし、「こどもまんなか社会」の実現を目指すものとしてい

る。 

 また、本計画は、こども基本法のほか、子ども・子育て支援法等の各法令に基づく

こども施策に関する関連計画と一体のものとして位置付けられている。 

 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



46 

 

 

 （出典：埼玉県ウェブサイト） 

(計画の位置付け) 

・こども基本法、埼玉県こども・若者基本条例に基づく「都道府県こども計画」 

・子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」  

・次世代育成支援対策推進法に基づく「都道府県行動計画」  

・こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「都道府県計画」 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「都道府県自立促進計画」 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県子ども・若者計画」  

・厚生労働省通知に基づく「都道府県成育医療等に関する計画」 

・厚生労働省通知に基づく「都道府県社会的養育推進計画」 

・埼玉県青少年健全育成条例に基づく、青少年の健全な育成に関する総合的な計画 

 

 ４．市町村における取組 

（Ａ）市町村における取組 

 市町村では、国のこども大綱、埼玉県のこども・若者計画を勘案し市町村こども

計画（計画名は市町村により異なる）を策定して、こども施策に取り組んでいる。 

 市町村では、県民により近い立場から、こども家庭センターを通じた相談支援、

児童手当の支給、保育所の提供、こどもの居場所の情報提供に至るまでこどもの成

長に合わせて切れ目のない支援を行っている。 
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 （市町村こども計画の例：所沢市「こども・若者しあわせプラン」） 

  
（出典：所沢市ウェブサイト） 
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（こども家庭センターの設置例：所沢市） 

 

                  （出典：所沢市ウェブサイト） 
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第３ 県民への広報・周知について 

 

 埼玉県では、こども・子育てに関する各種制度や施策の情報を、ウェブサイトや広報

紙、ＳＮＳなど多様な媒体を活用して県民に提供している。 

 

１．ウェブサイトを通じた広報 

 埼玉県の公式ウェブサイトにおいて、「子育て支援情報」というページを設けて、

こども・子育てに関する施策等の情報を集約して掲載し、県民に対して情報提供を

行っている。 

 

（出典：県ウェブサイト、下記も同様） 

 

 また、「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」という専用のウェブサ

イトを設けている。 
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２．ＳＮＳを活用した積極的広報 

  ＬＩＮＥや Facebook、Instagram、Ｘなどの各種ＳＮＳの埼玉県公式アカウントを 

 活用して「パパ・ママ応援ショップ優待カード」などの施策を周知している。 

  ＳＮＳの活用は、若い親世代にリーチしやすく、利用者の属性や関心に応じた情報 

 提供が可能であり、また、迅速に最新情報を発信できるといった多くのメリットがあ

る。 

  引き続き、こども・子育て支援に関する制度や施策が県民に確実に届くよう、ＳＮ  

 Ｓを活用した広報活動に取り組んでいくべきである。 

 

 （埼玉県庁公式ＬＩＮＥアカウント） 
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 （埼玉県庁公式 Facebook アカウント） 

 
 

３．広報紙を通じた広報 

  県では毎月、広報紙「彩の国だより」を作成しており、その中でこども・子育てに 

 関する情報も掲載している。 

 

（出典：「彩の国だより」令和７年 10 月号） 
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４．イベントを通じた周知 

 県では、こども・子育てに関するイベントを通じた周知にも取り組んでいる。令和７

年度はこどもの居場所フェアを開催し、ＳＡＩＴＡＭＡ子育て応援フェスタ等のイベン

トを後援しており、その中でこども・子育てに関する制度や施策等に関して県民に周知

している。 

 なお、こどもの居場所フェアとＳＡＩＴＡＭＡ子育て応援フェスタについては、第５

章で詳述する。 

 

 

 

 

 

第４ 埼玉県議会の取組 

 

 埼玉県議会では、少子・高齢福祉社会対策特別委員会が開催されており、少子化に関

する議論が行われている。また、埼玉県こども・若者基本条例を令和６年に可決承認し
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ている。 

 

１．少子・高齢福祉社会対策特別委員会 

 年に４回程度開催されている。 

 少子・高齢社会、地域医療、障害者ならびにシニアを含めた人材活用に関する総合

的対策について審査され、少子化に関する質疑応答が行われる。 

 令和６年 12 月定例会では、こどもの居場所やこどもの意見聴取、児童虐待相談対

応、児童相談所に関する質疑応答が行われている。 

 委員会の委員は下記のとおり（令和８年３月３日時点） 

 

 

２．埼玉県こども・若者基本条例 

 令和６年９月定例会において、議員提出議案である「埼玉県こども・若者基本条

例」が成立し、令和６年 10 月 18 日に施行された。 

 条例の基本理念である「全てのこども・若者が有する権利が保障され、全てのこ

ども・若者の意見が尊重されるとともにその最善の利益が優先して考慮される社会
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が構築され、保護者・養育者その他こども・若者を養育しようと思う者が子育ち・

子育てに希望や喜びを感じるとともに、幸せに過ごすことができる環境が整備され

る」ように、県だけでなく市町村、学校・保育施設等、事業者、民間支援団体及び

県民がそれぞれの役割を認識し、子育ち・子育ての推進に主体的に取り組むととも

に、相互に連携協力して社会全体で子育ち・子育てを支えていくことが定められて

いる。 

（出典：埼玉県議会だより１７９号） 
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第５ 埼玉県５か年計画 

 

 埼玉県５か年計画では、2030 年やその先の 2040 年を見据えて以下の３つの目指すべ

き将来像を設定している。 

 安心・安全の追究 Resilience（レジリエンス） 

 誰もが輝く社会 Empowerment（エンパワーメント） 

 持続可能な成長 Sustainability（サステナビリティ）   

 これらの将来像を実現させるための方向性を、政策分野ごとに「１２の針路」として

示している。 

 「誰もが輝く社会 Empowerment（エンパワーメント）」の実現に向けた針路の一つと

して、下記のとおり「子育てに希望が持てる社会」を掲げ、分野別施策と施策指標を設

定している。 
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（出典：埼玉県５か年計画） 
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第４章 監査結果の総括 

１．監査人の考え方 

 国では、合計特殊出生率を目標に掲げていたが、令和７年においては、目標として

合計特殊出生率を掲げなくなっている。 

 これは、こどもを生むか生まないかの判断は、各々の自由な意思に基づいて行われる

べきであるとの考え方が浸透してきたことによるものと考えられる。 

 監査人としては、こどもを生みたい者が安心してこども生み、育てることができる

環境を国、県、市町村が重層的に提供していくことが重要であると考える。また、仕

事と子育てを両立できるように、企業を支援していくことが重要であると考える。 

 このような視点に立ちつつ、各事業について検討を行った。 

 

２．監査対象事業等の選定 

①監査対象事業（福祉部主要事業） 

 本来であれば、子育て支援に関する事業の全てを監査対象事業にすべきであるが、 

監査時間の制約もあることから、下記の方針により監査対象事業を絞り込んでいくこと 

とした。 

子育て支援は福祉部を中心に全庁に関係することから、まずは福祉部にて実施してい

る事業の一覧を入手し、金額的・内容的に重要と考えられる事業を選定した。 

選定した事業の一覧は次ページのとおりである。 

これらの事業について、担当部局と勉強会を行い、各事業の概要について説明を受け

るとともに、質疑応答を実施した。 

これらを踏まえ、次ページの一覧のうち警察との連携強化事業をはじめ、網掛け部分

の事業を監査対象事業とすることとした。 

 選定に当たっては、国の予算が投入されている事業については、国（会計検査院）の

検査が入ることが想定され、過去の検査において書類の不備等による重大な指摘がされ

たことがないことから、監査上のリスクは相対的に低いと判断し、高額予算の事業であ

っても、監査対象事業から除外している。 

 一方で、県が独自に実施している事業については、国の検査は入らず、県独自の判断

により、予算を投じている事業であることから、なるべく多くの事業を本監査の対象と

することにした。 

このような視点で、金額的重要性や、ヒアリングの結果を踏まえて、監査対象事業を

選定した。 
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選定した事業の一覧 

 

課名 担当名 ヒアリング対象事業
児童虐待ケア対策強化事業費
市町村児童相談体制強化事業
市町村要対協等支援事業

児童虐待対応医療サポート体制強化事業

警察との連携強化事業

児童の安全確認強化事業

SNSを活用した児童虐待相談事業

ICTを活用した児童相談所の業務効率化事業

市町村ペアレントトレーニング等支援事業費

休日夜間児童虐待通告対応力強化事業費

子供と家庭電話相談事業費

子供の権利擁護事業費

子供の意見表明等推進事業

民間活用型こども家庭援助事業費（児童家庭支援センター運営事業費）

入所施設児童保護措置費

母子生活支援施設・助産施設児童保護措置費

児童養護施設等職員の家賃負担軽減事業

児童福祉施設等子どもの暮らし応援事業費

児童養護施設退所者を１０年支える自立支援事業（ささえーる）

児童養護施設等体制強化事業

妊産婦等生活援助事業

総務・里親支援担当 里親委託推進事業費

児童相談所費
児童相談所一時保護所費

一時保護所環境改善・機能強化推進事業

朝霞児童相談所（仮称）・一時保護所整備費（継続事業第２年次支出額）

こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業

パパ・ママ応援ショップ事業費

SAITAMA出会いサポートセンター事業
SAITAMA子育て応援フェスタ
ひとり親家庭福祉推進事業費
児童扶養手当給付費
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金
幼児教育・保育無償化円滑化事業費
多子世帯保育料無償化支援事業
保育所地域子育て支援事業費
家庭保育室等運営事業費
施設型給付費負担金
地域型保育給付費負担金
保育士研修等事業
保育士宿舎借上補助事業
保育士確保推進事業
保育士奨学金返済支援事業
こどもの居場所づくり支援事業
こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業
地域におけるこどもの居場所支援団体育成事業、子育てファミリー応援事業

放課後児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事業
地域子育て支援事業費
埼玉版放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ待機児童解消支援事業

放課後児童クラブ担
当

こども支援課

保育政策担当

保育・人材確保担当

こどもの居場所担当

児童虐待対策担当

手当・ひとり親支援担当

養護担当

こどもまんなか担当

児童権利養護担当

児童相談所整備担当

こども安全課

こども政策課
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② 監査対象事業（福祉部主要事業以外の事業） 

 子育て関連事業を多く手掛けていると思われる部局 （県民生活部、保健医療部、産業

労働部、教育局）の事業一覧を入手し、検討を行った。その上で福祉部同様に、勉強会

を開催し、事業内容を検討した。 

（注）なお、福祉部の新規事業など一部の事業についても、事業内容を検討した。 

 

事業一覧から選定した事業の一覧 

 

（出典：県作成資料を加工） 

 

対象事業

こどもの声を聴く「埼玉県こども会議」事業 福祉部 こども政策課 政策推進担当

朝のこどもの居場所づくりモデル事業 福祉部 こども支援課 こどもの居場所担当

放課後児童クラブ民間事業者参入・職員確保支援事業 福祉部 こども支援課 放課後児童クラブ担当

虐待通報等環境整備・啓発事業 福祉部 福祉政策課 政策企画担当

一時保護所における通学支援事業 福祉部 こども安全課 児童虐待対策担当

性の多様性を尊重した社会づくり推進事業 県民生活部 人権・男女共同参画課 LGBTQ担当

男女共同参画推進センター運営費（事業・相談） 県民生活部 人権・男女共同参画課
男女共同参画担当

男女共同参画推進センター

民間団体との協働事業費 県民生活部 人権・男女共同参画課 困難女性支援推進担当

青少年総合支援事業費 県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当・健全育成支援担当

バーチャルユースセンター(仮称）事業 県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当

青少年健全育成条例等施行費 県民生活部 青少年課 健全育成支援担当

こどもデジタル・シティズンシップ推進事業 県民生活部 青少年課 健全育成支援担当

見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体験事業費 県民生活部 青少年課 健全育成支援担当

防犯のまちづくり推進事業費 県民生活部 防犯・交通安全課 防犯担当

防犯環境整備事業費 県民生活部 防犯・交通安全課 防犯担当

ＮＰＯ活動普及・促進事業費 県民生活部 共助社会づくり課 認証担当 活動支援担当

ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費 県民生活部 共助社会づくり課 活動支援担当

共生ＳＤＧｓ地域応援事業費 県民生活部 共助社会づくり課 活動支援担当

身体障害児等対策費 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

未熟児等対策費 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

埼玉版ネウボラ推進事業 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

母子保健体制強化事業費 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

乳児マス・スクリーニング検査事業費 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

新ウェルカムベイビープロジェクト 保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

重度心身障害者医療対策助成費 保健医療部 国保医療課 福祉医療担当

こども医療対策助成費 保健医療部 国保医療課 福祉医療担当

ひとり親家庭等医療対策助成費 保健医療部 国保医療課 福祉医療担当

食育推進事業 保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

多様な働き方推進事業 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

働きやすい職場環境づくり 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

仕事と生活の両立支援事業 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業 教育局 特別支援教育課

特別支援教育課インクルーシブ教育

システム推進担当

高校教育指導課教育課程担当

義務教育指導課学びの支援担当

いじめ・不登校対策相談事業 教育局 生徒指導課 総務・不登校対策・中退防止担当

ネットトラブルサイト監視事業 教育局 生徒指導課 生徒指導・いじめ対策・非行防止担当

学校におけるヤングケアラー支援事業 教育局 人権教育課 企画・支援担当

性の多様性を尊重した教育推進事業 教育局 人権教育課 企画・支援担当

人権教育推進事業 教育局 人権教育課 総務・人権教育担当

児童虐待防止のための教育と啓発の推進事業 教育局 人権教育課 企画・支援担当

部署
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 上記の事業について、関係部局による勉強会を開催し、事業の概況の説明を受けた後、

監査人と質疑応答を行った結果、上記の網掛けの事業を監査対象事業とすることとした。 

最終的に、監査対象事業とした第１章 第６の２ないし、第５章に掲げた事業を監査

対象として選定することとした。 

 

 その他、事業そのものではないが、子育てに関連する各種施策について、検討するこ

とが有益と思われる事項についても、監査対象に含めることとした。当該事項は第５章

の補足２～１１にて項目ごとに検討している。（ゆえに、表題は「監査対象事業等」と

している） 

 

 なお、一部事業は現地視察を実施している。監査対象事業は、第１章 第６にて記載

している。なお、児童相談所は監査時間の制約から、開設から比較的年数が経過してい

る中央児童相談所、所沢児童相談所の他、新たに開設した朝霞児童相談所の合計３施設

に絞って現地調査を行うこととした。 

 

３．監査の役割分担 

 監査対象となった事業について、各補助者に分担を行い、関係部局への資料依頼、質

問を実施した。包括外部監査人は適宜、補助者と連絡を取り合いながら、実施した。 

補助者の分担は、補助者の希望も勘案しつつ、事業の複雑性や補助者の経験値などを踏

まえて割り当てを行った。 

 また、担当事業により、視察をするべき事業については、包括外部監査人と該当事業

を担当する補助者で現地視察を行っている。 

 

４．指摘と意見の定義 

 包括外部監査制度における「指摘」と「意見」について、下記のように捉えている。 

 

（１）指摘 

  「指摘」とは包括外部監査人が実施した監査結果であり、次のような内容のものであ

る。 

・財務に関する事務の執行等において、重大な誤りがあったため、当該事業の 

  是正を求めるもの。 

・事務事業の執行において、その効果が極めて不十分なため、抜本的な改善を 

  求めるもの。 

 監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは監査委員へ通

知するものとされ、監査委員はこれを公表しなければならない（地方自治法第 252 条の

38 第６項）。 
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（監査後の対応） 

・「指摘」に対する担当部局の措置状況を監査委員に通知し、監査委員が県報 

  に登載して公表する。 

   

（２）意見 

  「意見」とは監査結果ではないが、包括外部監査人が組織及び運営の合理化に資する

ため必要と認めるときに、監査結果報告書に添えて提出することができるものである。 

包括外部監査の結果ではないため、措置を講じた場合でも監査委員への通知義務や監

査委員による措置状況の公表義務はないが、指摘事項に準じた形でその対応状況をウェ

ブサイトで公表している。 

（監査後の対応） 

・「意見」に対する担当部局の対応状況（対応中含む）をウェブサイトで公表す 

    る。 

 

５．監査のポイント 

 適法性、３Ｅ （経済性、効率性、有効性）のほか、平等性の観点から監査を実施した。 

 すなわち、子育て支援の充実に関する財務事務の執行に関する各種事業や諸施策が 

（１）法令や条例等に準拠しているか（適法性）  

（２）予定した目的を達成しているか。また効果を上げているか。（有効性） 

（３）費用対効果の面で、より少ない費用で実施できているか（経済性） 

（４）同じ費用で大きな成果を上げているか（効率性） 

（５）市町村ごとに行政サービスの内容等に大きな格差が生じないものとなっているか

（平等性） 

  

 その他、下記についても考慮した。 

 予算について、子育て予算全体で把握している資料はないが、事業ごとに予算が決め

られている。予算がない事業もある。予算がある事業については、金額を把握した上で、

実績数字も把握し、経済性や効率性の観点からも検討を行った。 

 

６．監査結果 

（１）総合所見 

 全体として、適切に実施されていると考える。なお、各施策に関する県民への周知に

ついては、方法について改善の工夫の余地があると感じている。詳細は各事業の項目で、

詳述している。 
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（２）事業等ごとの所見 

 「第５ 各事業等の事業内容及び監査結果」にて記載した。 

 

７．監査スケジュール 

 第１章 第６にて記載している。 

 

８．監査時間 

   報告書作成の関係上、令和８年２月までの日数で計算した。 

   １日当たり６時間で日数をカウントしている。 

    

   監査計画                 ２日 

   関係部局との勉強会           ２１日 

   現地調査                 ５日 

   資料の閲覧、ヒアリングなど      １２７日 

   意見交換会・監査まとめ         ７０日 

   合計日数               ２２５日 
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第５章 各事業等の事業内容及び監査結果 

概要 

（１） 各監査対象事業等の概要 

  監査対象事業とした各事業について、以下の頁にて記載しているが、前述のとお

り、子育てに関連する各種施策について、検討することが有益と思われる事項につ

いても、監査対象に含め、その内容は補足２～１１として記載している。また、児

童相談所現地調査についても、補足１として記載している。 

 

全体的所見 

  全体的には適切に業務遂行をされているとの認識をもっている。 

  具体的な改善点は、事業ごとに指摘・意見の区分により記載している。 

 

  監査人の希望としては、指摘事項は早急に改善をいただきたい事項である。意見

事項には、児童相談所における職員数や児童の受け入れ定員など、短期間で改善で

きないと思われる項目も含まれているが、改善が望まれる項目や、事業の有効性や

県民サービスの目線から、検討いただきたい内容を記載している。 

 

（２）児童相談所現地調査 

今回、現地調査として、児童相談所のうち、中央、朝霞、所沢の各児童相談所を

現地調査している。そこで把握した指摘・意見事項は、補足１において記載してい

る。なお、監査時間の制約から、現地調査を行わなかった児童相談所も存在する。

そのうちの一部の児童相談所には固定資産台帳を入手し、書面で監査を行い、把握

した指摘・意見についても補足１にて記載している。 

  そのため、指摘や意見をして掲載した事項については改善が望まれるが、現地調

査を行っていない児童相談所においても、掲載した指摘や意見について該当する事

項がないかを改めて検討することが望まれる。（現地調査を行っていない児童相談所

でも、現地調査を行った児童相談所において指摘・意見した事項が当てはまる可能

性がある） 

 

（３）その他 

  今回監査対象とならなかった事業についても、本報告書の指摘・意見を参照し、

改善すべき点がある場合には、是非とも改善を進めていくことが望まれる。 
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１．警察との連携強化事業費（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応のため、警察との情報共有に係る新たなシ 

ステムを整備し、警察との連携をより一層強化する。 

 

（２）概要  

事業内容 
ア 児童虐待情報共有システムの運用 

  児童相談所における業務支援システム運用について高い

専門性を有する民間業者に開発業務を委託し、警察との情報

共有のための児童虐待情報共有システムの運用を行う。 

イ 端末のリース 

  システム運用にかかる機器のリース保守を行う。（県内警

察署、県警少年課が対象） 

当初予算額 3,237 千円 

決算額 3,227 千円 

事業計画 令和２年度からシステム稼働 

事業効果 
・家族状況等詳細な情報を共有できる。（情報共有の範囲拡大

により、的確にリスク等を共有） 

・ 児童相談所と警察署が直接つながる。（ダイレクトに児童

相談所、警察が双方の対応状況等を共有） 

 

(Ａ) 児童虐待情報共有システムについて 

警察との連携強化事業における児童虐待情報共有システムの仕組みのイメージは以

下の通りである。児童相談所内のシステムに入力された情報が、児童虐待情報共有シス

テムに随時連携されることで、警察・児童相談所・こども安全課が当システムにアクセ

スし、ダイレクトに情報を閲覧することが可能となっている。 

また、当システムに共有される情報は、児童相談所のシステムに入力されたものであ

るため、警察署やこども安全課が当システムに直接情報を入力することはできず、警察

側で虐待事案を把握した場合には、児童相談所に電話で情報提供を行うこととなってい

る。なお、下記イメージ図の中で、警察署から「警察の対応状況入力」の矢印があるが、

これは、警察で虐待行為を認定した際に、当システムに「通告書」を送信することがで

きる機能があるとのことである。 
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当システムが効果を発揮した事例として、警察の調査において、親がしつけと主張

し虐待を認め反省の態度を示したため一度は調査を終了したものの、その後当システ

ムの照会により当該児童の被虐待歴が判明したことから、児童の身柄を確保し、一時

保護に至ったという事例があるとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：こども安全課提出資料より） 

 

 

(Ｂ)児童虐待情報共有システム内での共有情報について 

   警察との連携強化事業における児童虐待情報共有システム内にて共有される情報画

面（ブランク）は以下の通りである。本人情報、家族構成、過去及び直近の相談情報、

直近の安全確認や一時保護の状況などが確認でき、リスクに応じた危険度を３段階で

評価している。 
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（出典：こども安全課提出資料より） 

 

(Ｃ)児童相談所における虐待相談対応件数の推移 

  埼玉県内の児童相談所における児童相談対応件数の推移は以下の通りである。 

（単位：件） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

児童相談

虐待防止

件数 

 

16,902 

 

17,606 

 

17,213 

 

17,472 

 

15,781 
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※令和６年１月に発出された厚生労働省及びこども家庭庁からの通知に基づき、令

和４年度以降は相談受理後の調査等の結果、虐待行為が無いことが確認されたケース

を対応件数から除外されている。令和２年度～令和３年度については虐待行為が無い

ことが確認されたケースを含めて計上しているため参考数値となる。 

（出典：令和７年７月 31 日記者発表「令和６年度の県内児童相談所における児童虐待

相談対応状況と今後の取組について」資料別表「令和６年度の県内児童相談所の児童

虐待に関する相談対応状況について」より） 

 

(Ｄ)児童虐待死亡件数の推移について 

    国の統計によると、児童虐待死亡件数（心中以外の虐待死）の推移は以下の通りであ

る。 

（単位：件） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

児童虐待死亡件数 35 15 21 27 ※未公表 

（出典：こども虐待による死亡事例等の検証結果等について＜資料編＞を監査人が加工） 

 

 また、埼玉県内においては、児童虐待死亡件数の推移は以下の通りである。また、埼

玉県は、児童虐待死亡件数０件を目標としている。 

（単位：件） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

児童虐待死亡件数 １ ４ ０ ０ ０ 

（出典：こども安全課提出資料より） 
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(Ｅ)虐待の通告経路について 

埼玉県内の児童虐待の通告経路について、令和４年度の実績では、児童虐待相談件

数が 18,877 件であるのに対し、警察からの通告が 11,929 件と、全体の６割を占めて

おり、警察との情報共有し連携を図っていくことが重要であるといえる。 

 

（出典：埼玉県児童虐待防止対策協議会（令和６年度）資料２より抜粋） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について    （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 6,524 6,270 4,246 2,865 3,237 

決算額 3,119 2,865 2,536 2,864 3,227 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童虐待対策担当 

担当の職員 0.5 名（一般）で、システムの保守及び契約等を実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 
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システムの利用に際して、警察との情報の共有については県警と「児童虐待の未然防

止と早期対応に向けた情報共有等に関する協定書」を締結している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 ・児童虐待情報共有件数：共有件数 75,329 件（累計件数） 

 

(Ａ)児童虐待情報共有件数の目標値及び実績について 

  児童虐待情報共有件数の目標値及び実績値は以下の通りである。 

 

＜児童虐待情報共有件数（累計）＞                   （単位：件） 

 令和４年

度 

令和５年

度 

令和６年

度 

令和７年

度 

令和８年

度 

令和９年

度 

目標 未設定 68,000 74,000 80,000 86,000 92,000 

実績 61,567 67,092 75,329 - - - 

 

（７）監査人総括（評価） 

警察との連携強化事業においては、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応のため、

警察との連携をより一層強化することを目的として、児童相談所と警察との情報共有に

係る新たなシステムである児童虐待情報共有システムを整備・運用している。児童虐待

情報共有システムにおいては、児童相談所内のシステムに入力された情報が、児童虐待

情報共有システムに随時連携されることで、警察・児童相談所・こども安全課が当シス

テムにアクセスし、ダイレクトに情報を閲覧することが可能となっている。 

埼玉県内の児童相談所における児童相談対応件数は年間約15,000件以上となってい

る。また、令和４年度においては、埼玉県内の児童虐待の通告経路の６割が警察からの

通告であり、児童相談所と警察とが情報共有し連携を図って児童虐待を未然に防止する

ことが重要であるといえる。 

当システムの導入後、警察の調査において、親がしつけと主張し虐待を認め反省の態

度を示したため一度は調査を終了したが、当システムの照会により当該児童の被虐待歴

が判明したことから、児童の身柄を確保し、一時保護を実施したという好事例もあり、

警察が児童相談所の情報をタイムリーに直接確認ができるようになり、虐待の未然防止

や早期発見・対応に寄与しているという点で有効性の高い事業となっている。 

一方で、下記意見に記載の通り、いくつかの課題も発見された。例えば、児童虐待情

報共有システムは、児童相談所が入力した情報が警察に共有されるという一方通行のシ

ステムであり、警察が当システムに情報を入力することはできない。また、当システム

は、あくまで児童相談所と警察との間の情報共有システムであるため、市町村が当シス

テムに情報を入力・閲覧することはできず、従来通り、電話連絡や協議会にて情報共有

を行っている状況となっている。さらに、警察は個々の案件を対応した際に、初めて当
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システムの情報を閲覧するという状況であり、当システムに入力されている情報を、児

童相談所と警察とが積極的に活用し、それを踏まえた事前協議や、積極的な予防訪問等

へつなげることはされていない。児童虐待対応においては、最悪の事態が発生する前に、

いかに予防的な措置を講じ、児童の安全を確保するかが最重要であるといえる。加えて、

本当の意味で、児童相談所と警察とが連携し、虐待の未然防止や早期発見・対応をして

いくには、児童虐待情報共有システムを介した虐待情報の共有にとどまらず、こども安

全課として、虐待を未然に防ぐという予防的な視点を今まで以上に強く持ち、定期的な

同行訪問を実施するなど、児童相談所と警察との連携をさらに強化し、こどもの安全を

確保していくことが必要であると考える。 

当情報共有システムが導入され、警察において児童相談所の情報が迅速に閲覧できる

ようになったこと自体は評価でき、また、好事例も生まれていることから、今後は、運

用上の課題を解決していきながら、当情報共有システムの更なる活用を図り、児童相談

所と警察との連携をさらに強化していっていただきたい。 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 

 

【意見１】評価指標には、児童虐待情報共有件数と児童虐待死亡事例ゼロとの間の、中

間成果指標についても設定すべきである 

警察との連携強化事業においては、警察との連携強化を推進するための評価指標とし

て、児童虐待情報共有件数（累計）を設定し、令和９年度までに 92,000 件の共有を目

標としている。また、最終成果として、児童虐待死亡事例０件を目標としている。しか

しながら、情報共有件数はあくまで手段の段階に位置する指標であり、これ自体の増加

が直ちに虐待死亡の減少に結びつくものではない。むしろ、共有件数は警察・自治体間

の協働強化やリスクの早期把握状況を反映する「入力指標」に過ぎず、最終成果である

死亡事例の減少に至る過程を測定するには、評価体系としてはそれだけでは不十分であ

るといえる。特に、共有件数の増加は、単に通報・相談が増えた結果である場合もあり、

リスク対応の実効性そのものを示しているとは限らない。さらに、情報共有件数を指標

とすることは、情報を「共有した」という形式的な行為そのものに重点が置かれ、実際

に児童の安全確保や虐待の未然防止といった政策目的の達成に向けた実質的な効果が

十分に測定されないおそれがある。また、児童虐待死亡事例０件の目標は最終目標とし

ては妥当であるものの、指標としての粒度が大きいため、警察との連携強化事業の成果

を把握するための指標としては十分ではない。よって、共有件数と死亡事例ゼロの間に、

実際の支援行動の実施状況や安全性確保に向けた対応の実施状況を測定する「中間成果

指標」についても設定することが必要であると考える。具体的には、例えば、システム

を用いて警察から通告書を受理し対応を行った件数などといった、共有された情報がい

かに活用され、こどもの安全確保につながったかを示す指標が求められる。これらの中

間指標を設定することにより、事業の成果をより実質的に把握することが可能となり、

行政評価としての説明責任の履行にも資するといえる。したがって、児童の生命を守る
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という最終目的を確実に達成するためには、情報共有からリスク対応に至る一連のプロ

セスを可視化する中間成果指標についても設定すべきであると考える。 

【意見２】児童虐待の情報共有については、児童相談所と警察とが双方向で情報を共有

し連携を図ることができるような体制を構築することが望ましい 

児童虐待情報共有システムは、児童相談所と警察との間で情報の共有を図るために整

備されたものであるが、システム上に蓄積されている情報の多くは児童相談所が入力し

たものと見受けられる。児童虐待対応においては、児童相談所と警察はそれぞれ異なる

場面・異なる立場で情報を収集しているが、警察が得た児童虐待に関する情報がシステ

ムに入力されず、児童相談所に共有されないと、それらの情報が適切に活用されないお

それがある。更なる情報共有を図るため、警察における対応状況を幅広く確実に入力し

てもらえるように説明する必要性がある。 

 

【意見３】児童相談所と市町村との間の情報共有を適時・適切に図っていくため、児童

虐待情報共有システムを市町村においても導入することを引き続き検討していくべき

である 

児童虐待情報共有システムは、児童相談所と警察との間で虐待リスク情報を共有する

ためのものであり、市町村、学校、保育所等の関係機関は、当該システムに対して入力・

閲覧を行うことができない。市町村から児童相談所へ情報提供がなされた場合には、児

童相談所職員が内容を把握したうえでシステムに情報を入力しているが、市町村が保有

する児童虐待に関する重要な情報の全てが児童相談所に適時かつ正確に伝達されると

は限らない。また、個別の事案については、電話連絡や要保護児童対策地域協議会（要

対協）における協議等にて、児童相談所と市町村等の関係機関間で情報共有を行ってい

るが、それ以外の情報については、必ずしも共有が行われているとは言えない状況にあ

る。そのため、市町村側が把握した児童虐待に関する情報が児童相談所に反映されない、

又は児童相談所が保有する同種の情報が市町村に共有されないといった可能性がある。

児童虐待防止においては、初期兆候の把握や継続的な家庭状況の観察が極めて重要であ

り、市町村が保有する情報は、虐待リスクの早期発見に資する重要な情報源になる可能

性があるため、そのような情報の共有が行われないと、重大事案の予兆を見逃すことに

もなりかねない。埼玉県としては、これまでにも当システムの市町村への導入を検討し

てきているが、市町村で既に使用しているシステムの違い等課題がいくつかあり、導入

には至っていない。児童相談所と市町村との間の情報共有を適時・適切に図っていくた

めに、児童虐待情報共有システムの市町村への導入について引き続き検討していくこと

が望ましいと考える。 
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【意見４】児童虐待情報共有システムについては、蓄積されている情報の積極的な活用

方法及びそれを用いた児童相談所と警察の連携方法についても検討すべきである 

児童虐待情報共有システムに蓄積される情報は、あくまでこどもの状況や児童相談所

の対応履歴を警察が迅速に閲覧するためのものとして存在しているにとどまり、蓄積さ

れた情報を活用し、警察と児童相談所が定期的に重点案件を協議するなどは行われてい

ない。情報共有システムにおいては、警察において児童相談所の情報が迅速に閲覧でき

るようになったこと自体は一定の前進であるものの、共有された情報を活用し、児童虐

待の抑止のための行動につながらなければ、重大事案の未然防止という本来の目的を達

成できないおそれがある。情報が「ただ蓄積されているだけ」の状態では、児童虐待情

報共有システムの活用としては不十分である。今後、蓄積されている情報の活用方法及

び児童相談所と警察の連携方法についても検討し、当システムに蓄積された情報を積極

的に活用し、警察と児童相談所との更なる連携を図っていくべきである。 

【意見５】県として、虐待を未然に防ぐという予防的な視点から、児童相談所と警察と

の連携をさらに強化し、こどもの安全を確保していくべきである 

児童相談所と警察との連携は、児童虐待情報共有システムを介した虐待情報の共有に

とどまらず、実際に児童虐待を阻止したり未然に防いだりする場面において協働が不可

欠であり、お互いに知見を得て虐待の未然防止に活かすために協力していくことが肝要

である。児童虐待事案においては、早期の予防的介入が重要であることから、早期の段

階から、児童相談所と警察が連携を行い、重要性に応じた電話相談や、場合によっては

同行訪問を実施するなど、児童相談所は警察との連携をさらに強化し、こどもの安全を

確保していくべきであると考える。 
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２．ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業費（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

 音声認識による記録の作成により定型業務の自動化を行い業務の効率化を行うとと

もに、ベテラン職員のノウハウに基づくヒアリング補助機能により若手職員の能力の底

上げを図る。 

 

（２）概要  

事業内容 
音声認識による記録の作成により定型業務の自動化を行い業

務の効率化を行うとともに、ベテラン職員のノウハウに基づく

ヒアリング補助機能により若手職員の能力の底上げを図る。 

当初予算額 10,956 千円 

決算額 10,956 千円 

事業計画 システムの運用保守業務 

事業効果 
音声認識システムを使用した場合の 1 件当たりの業務時間削

減効果 

・電話相談記録作成 △33％ 

・面談記録作成   △44％ 

・議事録作成    △60％ 

（令和４年度の効果測定結果） 

 

(Ａ)音声認識システムの概要及びイメージ図 

音声認識システムの電話相談記録作成及び面談記録作成においては、ヒアリング補

助機能が付いており、重要なヒアリング内容の聞き漏らしを防止すると同時に、若手

職員のヒアリング能力の底上げを図っている。例えば、相談において、「あざ」という

言葉があった場合に、相手方に確認すべき内容（例「場所、色、大きさ等」がガイダ

ンス表示される。音声認識システムのイメージ図は以下である。 
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（出典：こども安全課提出資料より抜粋） 

 

(Ｂ) 音声認識システムを使用した場合の１件当たりの作業時間削減について 

 令和４年度における音声認識システムを導入前の作業時間と、導入後の作業時間を計

測した結果、その削減率は以下の通りである。 

なお、こども安全課担当者によれば、音声認識システム導入前・導入後の削減効果に

ついては毎年変動するものではないことから、令和４年度の音声認識システム導入時に

削減率を測定して以降、削減時間・削減率については測定を行っていないとのことであ

る。 

 

・システムを使用した場合の１件当たりの作業時間削減 

 

【Ｒ４実績 削減効果】 

電話相談記録作成 △33％ 

面談記録作成   △44％ 

議事録作成    △60％ 

 

※削減率（％）＝（削減できた時間 ÷ 導入前の時間）× 100 

 

  また、削減率が 100%とはならないのは、電話相談記録作成や面談記録作成において

は、システムで文字起こしした内容を要約し報告ベースにまとめる必要があり、その作

業に時間を要するためであり、議事録作成については誤字脱字や、内容の誤り等を確認

の上、修正していく作業が発生するためである。 
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(Ｃ)児童相談所における音声認識システムの使用回数について 

   各児童相談所における音声認識システムの使用率については測定していない。各児

童相談所における音声認識システムの使用回数については以下の通りである。 

（単位：回） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

中央児童相談所 483 3,152 6,250 

南児童相談所 18 248 149 

川越児童相談所 1 53 178 

所沢児童相談所 109 163 273 

熊谷児童相談所 20 44 166 

越谷児童相談所 38 34 37 

草加児童相談所 137 1,112 2,220 

（出典：こども安全課提出資料より） 

 

(Ｄ)児童福祉司１人当たりの児童虐待相談対応件数について 

令和４年度から令和６年度までの児童福祉司１人当たりの児童虐待相談対応件数の

埼玉県と全国平均は以下の通りである。  

 

（単位：件数） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

埼玉県 48.2 50.7 46.4 

全国平均 36.1 36.7 ※未公表 

（出典：こども安全課提出資料より） 

 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について   （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額    11,640 10,956 

決算額    11,596 10,956 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童虐待対策担当 

 担当の職員 0.2 名（一般）で、システムの保守及び契約等を実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

なし 
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（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

児童虐待死亡事例 ０件 

 

（７）監査人総括（評価） 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業においては、音声認識システムによる

記録の作成により定型業務の自動化を行い業務の効率化を行うとともに、ベテラン職員

のノウハウに基づくヒアリング補助機能により若手職員の能力の底上げを図っている。

音声認識システムを導入することで、電話相談記録作成は△33％、面談記録作成は△

44％、議事録作成は△60％の削減効果があり、作業の効率化が図られているといえる。

また、音声認識システムの電話相談記録作成及び面談記録作成においては、ヒアリング

補助機能が付いており、重要なヒアリング内容の聞き漏らしを防止すると同時に、相手

方に確認すべき内容がガイダンス表示され、ヒアリングの質の向上に寄与しているとい

える。 

一方で、下記意見に記載の通り、いくつかの課題が発見された。例えば、当事業の目

的の一つは、音声認識システムの導入により業務効率化を図ることであり、これは児童

相談所職員の業務量が多く、慢性的な残業により離職者が多いという課題に対処するた

めのものであるが、当事業の効果により、児童相談所の職員の残業時間が減少している

かどうかについて、こども安全課では把握しておらず、当事業の効果により児童相談所

職員の業務時間が減少しているかが分からない状況であった。また、音声認識システム

による業務削減率については、当システム導入時の一時点において測定したのみでそれ

以降の年度では削減率を測定していないため、当事業による効果が持続しているのか、

あるいは更なる業務効率化が図られているのか等を確認することができない。さらに、

当システムの利用に当たっては、まだ操作に不慣れな職員が存在しているとのことであ

るから、利用促進に向けて更なる支援を引き続き行っていく必要がある。加えて、当事

業のもう一つの目的は、ベテラン職員のノウハウに基づくヒアリング補助機能により若

手職員の能力の底上げを図ることであるが、こちらについても効果の測定を行うととも

に、当該システムに依存しすぎることで、職員の主体的な判断力やヒアリング能力がか

えって低下してしまわないように、児童相談所職員の育成を行っていくことが望ましい

と考える。 

当音声認識システムの導入により、業務効率化に一定の効果が認められており、事業

として一定の評価ができるため、今後も、引き続き業務効率化を推進することにより、

児童相談所職員の業務負担の軽減や働きやすい職場環境の整備を図るとともに、ヒアリ

ング補助機能を適切に活用し、若手職員の育成につなげていっていただきたい。 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 
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【意見６】ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業の効果を適切に評価する指

標を設けるべきである 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業における評価指標を「児童虐待死亡事

例０件」とする現行の設定は、最終目標としては妥当であるものの、指標としての粒度

が大きいため、ＩＣＴ導入の効果を適切かつ継続的に把握するための指標としては十分

ではない。児童虐待死亡事例は極めて重大かつ発生頻度の低い事案であり、ＩＣＴ活用

が現場の業務効率化や質の向上にどの程度寄与したかを検証することは難しい。したが

って、当事業の効果を直接測ることのできる指標についても設定すべきである。また、

ＥＢＰＭ調書において、ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業の中間成果とし

て「働きやすい職場となる」との記載がなされているが、当該システムの導入により、

働きやすい職場となったかどうかを具体的に測定する指標は設定されていない。働きや

すい職場の実現は、職員の業務効率化や負担軽減と密接に関連しており、事業の効果を

適切に評価する上で重要な指標であるといえる。そのため、職員アンケートや残業時間

の推移、離職率の変化など、定量的及び定性的な指標を用いて効果測定を行い、測定結

果を基に課題を特定、改善策を検討・実施することで、働きやすい職場づくりに向けた

取組を推進すべきである。令和４年度の導入から時間が経過し、今後中間成果、最終成

果の効果の測定が必要になることから、それらを適切に評価する指標を設けることが求

められる。 

 

【意見７】音声認識システムの児童相談所ごとの使用率を算出すべきである 

各児童相談所における音声認識システムの活用状況について確認したところ、音声認

識システムの使用回数については児童相談所ごとに集計しているものの、その使用率に

ついては把握していないということである。使用回数のみの集計では、各児童相談所が

当該システムをどの程度活用しているかを相対的に評価することが困難であり、導入効

果を適切に確認することができない。音声認識システムは、業務効率化及び職員負担の

軽減を目的として導入したものであり、使用率の定期的な実態把握が行われなければ、

十分な効果を発揮しているか、また改善を要する課題が存在するかを判断することは難

しい。したがって、使用回数の集計のみならず、対象事務量等を踏まえた使用率につい

ても算出し、児童相談所ごとの活用状況及び導入効果を測定すべきである。 

 

【意見８】業務時間削減効果を導入年度以降も図るとともに、当事業が残業時間の縮減

に寄与しているのかも含めて、業務時間等を定量的に評価管理していくべきである 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業において、「音声認識システムを使用

した場合の 1件当たりの業務時間削減効果」の令和６年度から令和９年度までの目標値

が、システム導入前後の比較を行った令和４年度実績と全て同一となっている。これに

ついて担当課に質問したところ、削減効果は導入前後の一時点における比較で図ってお
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り、毎年変動する性質の指標ではないため、同一の数値を設定しているとの説明があっ

た。しかしながら、ＩＣＴの導入効果は単に導入直後の比較にとどまるものではなく、

運用が定着し、職員がシステムに習熟することにより、業務効率がさらに向上する場合

もあれば、導入後の活用状況によっては、当初想定した効果が維持されていない可能性

もあり得る。導入時点の一度きりの効果測定結果をその後の年度にわたり固定的に用い

ることは、実態を適切に反映しないおそれがある。導入後の検証が一時点でしか行われ

ていない現状では、当事業による効果が持続しているのか、あるいは更なる業務効率化

が図られているのか等を確認することができず、今後の改善施策や予算措置の妥当性を

検証する上でも支障をきたす可能性がある。したがって、業務時間削減効果については、

導入効果を固定的に扱うのではなく、定期的に実績値を測定し、運用状況の変化や職員

の習熟度を踏まえた実態評価を行うべきである。さらに、当事業においては、児童相談

所職員の業務量が多く、慢性的な残業により離職者が多いという課題を背景として、音

声認識システムの導入により業務時間の削減効果を期待している。そのため、当事業が

残業時間の縮減に寄与しているかどうかについても併せて把握することが望ましい。 

 

【意見９】児童相談所職員が音声認識システムを十分に活用できるよう、必要に応じて

研修方法や利用に関する支援策を工夫すべきである 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業においては、児童相談所の職員に対し

て、音声認識システムの操作に関する職員向け研修を実施し、その使用率向上を目指し

ているが、児童相談所ごとの使用回数を確認したところ、当該システムを活用しきれて

いないと考えられる児童相談所が存在している。これについて担当者に質問したところ、

一部の職員については当該音声認識システムの利用に不慣れな職員もおり、そのような

職員に対しては他の有効事例の共有を図るなどして利用を促しているとの回答を受け

た。このように、当システムの利用を促進し、ＩＣＴ導入の効果を最大限に発揮させる

には、研修や事例共有の実施にとどまらず、その成果を評価したうえで、職員の習熟度

や利用状況に応じて研修内容を改善する、操作上の課題に対して個別支援を実施する等、

必要に応じて研修方法や利用に関する支援策を工夫することが必要である。また、シス

テムの使いづらい部分がないか職員にヒアリングし、必要に応じてシステム改修を行う

ことで、当システムを利用しやすいものとしていくことも重要である。したがって、当

該システムの効果的な活用を図るためには、職員の習熟度や利用状況に応じて研修方法

や利用に関する支援策を工夫し、児童相談所職員が当該システムを十分に活用できるよ

うにすべきであると考える。 

【意見１０】業務効率化のため、現状削減できていない作業の原因を分析し、改善策を

講じるべきである 

児童相談所における令和４年度導入時の、システムを使用した場合の 1件当たりの作

業時間削減は、電話相談記録作成では△33%、面談記録作成では△44％、議事録作成で

は△60%の削減率にとどまっており、残りについては削減できていない作業が存在して
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いる。その内訳としては、相談記録や面談記録では、音声認識システムで文字起こしし

た内容を要約し、報告ベースにまとめる作業があること、また議事録については誤字脱

字や内容の誤りを確認・修正する作業が残っているとのことである。このことから、シ

ステム導入による業務効率化は一定程度効果が出ているものの、依然として人手を要す

る作業も存在することから、削減率には改善の余地があると考えられる。ＩＣＴ導入の

目的の一つである業務時間削減及び職員負担軽減を更に進めるためには、現状削減でき

ていない作業の内容と発生要因を詳細に分析し、作業内容を見直す、当該システムにて

改善すべき点があればシステム制作側に対し改善依頼を出す等して、削減率を向上させ、

更なる業務効率化を図るべきである。 

 

【意見１１】音声認識システムの利用が、児童相談所職員間のノウハウ共有や若手職員

の能力向上に寄与しているかどうかを定量的又は定性的に測定すべきである 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業の目的は、音声認識システムを用いた

記録作成により業務効率化を図ることと、ベテラン職員のノウハウに基づくヒアリング

補助機能により若手職員の能力の底上げを図ることである。一つ目の目的である業務効

率化に関しては、音声認識システム導入による作業時間削減効果測定が実施されている

が、二つ目の目的である若手職員の能力向上については、具体的な効果測定が行われて

いない。音声認識システムは、面談や電話相談の際に役立つベテラン職員のノウハウに

基づくヒアリング支援機能が付いており、経験の浅い職員でも、的確にヒアリングを実

施できるようになっている。また、面談の内容が文字として記録されるため、当該面談

記録内容を用いて若手職員にＯＪＴできるといったことにも役立っている。しかしなが

ら、現状では、これらの成果を定量的又は定性的に把握する取組が行われていないため、

その効果が十分に発揮されているかどうかを確認できない状況にある。したがって、音

声認識システムの利用が、児童相談所の若手職員の能力向上に寄与しているかどうかに

ついて、その測定方法についても検討した上で、当該評価指標を設定することが望まし

い。 

 

【意見１２】児童相談所職員の育成に当たっては、これからも自らの主体的な判断やヒ

アリング能力の向上が図られるよう取り組み、当該音声認識システムに依存しすぎな

いように留意するべきである 

ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化事業においては、音声認識システムの利用

による児童相談所職員の業務効率化や若手職員の能力向上を目的としており、一定の成

果を上げていることは評価できるが、当該システムのヒアリング補助機能に頼りすぎて

しまうと、職員の主体的な判断力やヒアリング能力がかえって低下する可能性がないと

はいいきれない。これまでも、若手職員に対しては研修やＯＪＴを通じ、自ら考え、状

況を判断し、適切な対応を導く能力の育成が図られてきたところであるが、音声認識シ

ステムのヒアリング補助機能に常時依存してしまうと、これらの能力の維持・向上に支
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障を来す可能性がある。そのため、児童相談所職員の育成に当たっては、これまで通り、

主体的な能力向上が図れるための研修やＯＪＴを実施し続けるとともに、当該音声認識

システムの補助機能に過度に依存することなく、自らの力でヒアリングを行う能力を維

持・向上できるように心がけ、訓練を積んでいくべきと考える。 
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３．児童相談所費（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

 児童虐待をはじめとする複雑多様化する児童問題に迅速に対応し、児童の健全育成

を図るため、県内７児童相談所（※令和６年度）の運営等を行う。 

 

（２）概要  

事業内容 県内７児童相談所の運営及び児童相談所で運用するシステムの

保守管理を行う。 

当初予算額 385,848千円 

決算額 277,953千円 

事業計画 都道府県に必置となっている児童相談所（児童福祉法第１２

条）を運営する。 

事業効果 令和５年度 相談対応件数 32,435件 うち児童虐待対応件数

14,351件 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 146,912 181,255 335,418 200,217 385,848 

決算額 116,130 131,770 241,621 154,760 277,953 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童相談所整備担当 

担当の職員１名（一般）で、予算調書作成や予算執行等の業務を行っている。 

 また、主幹級の職員１名が当該事業の統括を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 予算執行については、４半期に一度、各児童相談所に予算令達を行っている。 

 決算額については、各児童相談所がこども安全課総務担当へ報告している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

  令和６年度 相談対応件数 31,130 件 うち児童虐待対応件数 13,049 件  

 

（７）監査人総括（評価） 

児童相談所に現地調査を実施したほか、現地調査対象外とした児童相談所のうち、

複数の相談所に質問や資料依頼を行った。児童相談所の詳細は「補足１．児童相談所

現地調査」に記載している。 
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補足１．児童相談所現地調査（福祉部こども安全課） 

 

（１）現地調査について 

朝霞児童相談所、中央児童相談所、所沢児童相談所に現地調査を実施した。 

 

（２）児童相談所について（歴史、最近の法令、最近の整備状況） 

 

・児童相談所をめぐる国の法律・政策については、戦後の混乱期における浮浪児や

孤児の保護を目的として、昭和 22年に児童福祉法が制定され､児童相談所の設置が

義務付けられた｡ 

 昭和 20年代から 50年代にかけて､経済成長とともに、貧困や病気による養育困難

が主な相談内容となり、児童相談所は、主に児童養護施設等への入所措置を行う窓

口としての機能を果たした。 

 その後、家庭内での虐待が深刻な社会問題として認識され､平成 12年に児童虐待

防止法が制定され、児童相談所長による「立ち入り調査」や「出頭命令」などの法

的権限が明確化された。さらに、虐待相談件数の急増を受け、平成 16年に児童福祉

法が改正され、市町村への役割分担がなされた。 

 また、平成 30年に児童福祉法が改正され、子どもを「保護の対象」から「権利の

主体」と定義し、養子縁組の推進や、児童相談所への弁護士・医師の配置が義務化

された。 

 さらに、令和５年に児童福祉法が改正され、児童相談所が行う「一時保護」につ

いて、裁判官が審査する制度が導入され、こども家庭庁が発足した。 

 

・県の児童相談所の設置については、昭和 23年の「浦和児童相談所」開設を起点と

し、昭和 54年に現在の中央児童相談所が設置された後、昭和 62年の所沢、平成４〜

５年の川越・熊谷、平成 13年の越谷、平成 23年の南､平成 29年の草加と、人口増や

相談件数の推移に合わせて、管轄エリアの細分化と専門性の強化を図るため次々と新

設され、令和７年４月には、県内８番目となる「朝霞児童相談所」を開設した。これ

により、より迅速で地域に密着した相談・支援体制の整備を図っている。 

 

・埼玉県には令和７年４月現在、８つの児童相談所が設置されており、中央（鴻巣

市、上尾市等）、南（川口市、蕨市等）、朝霞（朝霞市、和光市等）、川越（川越市、

東松山市等）、所沢（所沢市、飯能市等）、熊谷（熊谷市、行田市等）、越谷（越谷

市、春日部市等）、草加（草加市、八潮市等）の各所が、県内 39市 22町１村を分担

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



86 

 

して管轄している。なお、さいたま市は政令指定都市として独自に児童相談所を設置

しているため、県の管轄外となっている。 

 

・各児童相談所の管轄地域 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 
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・管轄地域、人口等（令和７年４月１日） 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 

 

・児童相談所への相談の状況 

県の総人口はほぼ横ばいとなっているが、18歳未満の児童人口は減少傾向にあ

る。平成 26年度の約 115 万人から令和６年度は約 102 万人となり、この 10年間で約

13万人減少している。また、県人口に占める児童人口の割合も、この年間で約 1.9

ﾎﾟｲﾝト低下し、令和６年度には 13.8%となった。 

 

県人口及び児童（18歳未満)人口の推移（さいたま市を含む） 
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（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 

 

・全児童相談所の受付相談件数は、令和６年度は 31,130件で､前年度に比べ 1,305

件､4.0%の減少となっている。また、令和６年度における、児童人口 1,000 人当たり

の相談件数は、38.2 件であった｡ 

 

相談件数の推移 

 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 

 

・受付件数を相談内容別に見ると、養護相談の件数が最も多く全体の 56.9%を占めて

おり､以下､障害相談 26.1%､育成相談 6.6%､非行相談 2.2%となっている。 

障害相談の内訳では、療育手帳交付に係る診断・判定、特別児童扶養手当診断書交

付等の業務が主なものであるが、ほかにも、注意欠陥・多動性障害や自閉症スペクト

ラムなどの相談も含まれる。また、療育手帳を取得する理由の一つとして、障害者総

合支援法による制度の利用を挙げることができる｡養護相談の 17,712 件の中には､児

童虐待相談の 13,205 件が含まれる。これは令和６年度に受付けた相談の総件数

31,130件の 42.4%に相当する。育成相談には性格行動相談、育児・しつけ相談、不登

校相談等が含まれる。 
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相談内容別受付状況（単位：件） 

 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 

 

・相談の経路としては｢警察等｣が最も多く､全体の 37.8%､次に｢都道府県･市町村｣が

27.6%となっている｡さらに､｢家族･親戚｣､｢近隣･知人｣､｢学校･教育委員会等｣と続いて

いる｡ 

 

経路別受付状況（単位：件） 

 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 
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・各児童相談所における主な業務担当は、以下の通りである。 

（心理相談担当）相談の受付、診断会議に関する業務、継続指導、心理診断・判定、

心理治療・指導、療育手帳交付に係る業務、特別児童扶養手当認定診断書などの発行

に係る業務、医学診断に関する業務、保護者への精神医学的・心理学的支援 

（心理支援担当）措置児童の家族支援プログラムに関する業務、心理診断・判定、心

理治療・指導、児童相談所カウンセリング強化事業、措置後の保護者への精神医学

的・心理学的支援、家族援助技術の実施・調整に係る業務 

（虐待・相談指導担当、安全確認・市町村支援担当、里親推進担当）相談の受付（所

外での受付、通告・送致文書の受理、来談者の初回面接）、児童保護者に対する訪問

指導、処遇会議に関する事務及び児童福祉法第 26条、第 27条に規定する措置の手続

き、措置事務（措置関係書類及び受診券などの発行）、保護者負担金認定事務、措置

後の児童及び保護者に対する指導、管轄地域における児童問題の把握及び防止、再発

防止活動、児童福祉法第 30条の届出に関する業務、児童の安全確認に関する業務、

関係機関との連携、受理会議に関する事務、継続指導、統計事務に関する業務、ケー

スファイルの整理保管、里親の調査及び指導（特別養子縁組の調査を含む）、市町村

職員研修に関する業務、実習生の受入れに関する業務、地域の関係機関との連携強化

に関する業務、要保護児童対策地域協議会に関する業務、市町村への支援に関する業

務 

（家族・自立支援担当）措置児童の家族支援プログラムに関する業務、継続指導、措

置事務（措置関係書類及び受診券などの発行）、保護者負担金認定事務、措置後の児

童及び保護者に対する指導、障害者総合支援法関連業務、家族援助技術の実施・調整

に係る業務 

（保護担当〔中央・南・朝霞・所沢・熊谷・越谷児童相談所〕）一時保護の実施、一

時保護児童の行動観察及び生活指導・学習指導、一時保護児童への心理支援・心理教

育 

 

・児童相談所に利用者から相談があった場合の対応の流れは、以下の通りである。 

相談の流れ 
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（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 
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（３）各児童相談所共通事項 

下記の指摘・意見が発見された。概要とともに下記に記載する。 

 

【意見１３】児童虐待相談対応件数が全国平均を上回っている状況である点も踏まえ､

管轄区域の人口で 50万人以下となるような施策が望まれる 

児童相談所の管轄区域について、児童福祉法施行令第１条の３第２項において、管

轄区域内の人口は「基本としておおむね 50 万人以下｣であること｡(国の通知（児童相

談所運営指針）においては、目安として 20 万人から 100万人までの範囲。ただし、20

万人を下回る児童相談所の設置を妨げるものではない｡) 」､とされている。 

 管轄区域の人口について、８つの児童相談所の中で 50万人以下となっているものは

無い｡(なお､目安とされている 20万人から 100万人は満たしている。）。 

児童虐待相談対応件数が全国平均を上回っている状況である点も踏まえ､管轄区域の

人口で 50万人以下となるような施策が望まれる｡(児童人口 1,000 人当たり児童虐待相

談対応件数は､令和５年度について､全国平均約 12.2 件､埼玉県(全体)約 16.2 件） 

なお、今後の児童相談所の設置について、県としては､18歳未満人口や児童虐待相

談対応件数、朝霞児童相談所開所後の状況等を見極めながら検討しているとのことで

ある。 

 

【意見１４】現時点で、川越児童相談所と草加児童相談所には、一時保護所が附設され

ていない。一時保護所の入所児童数が増加している要因として、後述の意見２０で指摘

しているとおり、児童養護施設等の退所先を確保できないことが大きいため、まずは退

所先施設の受入れ可能体制の強化に早急に取り組むことが必要である。それを踏まえ

た上で、この２か所への一時保護所の併設を含め、一時保護所の整備を検討することが

望ましい 

県の児童相談所は、昭和 23年に浦和児童相談所･附設一時保護所開設に始まり､その

後は､おおむね､児童相談所を開設してから附設の一時保護所を開設する､という順序で

一時保護所を整備している｡ 
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・過去５年間の保護児童数と平均保護日数の推移 

 

（出典：埼玉の児童相談（令和７年度版）より抜粋） 

 

【意見１５】児童福祉司と児童心理司について、令和６年４月１日現在、各児童相談所

で配置基準に対して実数が下回っており、配置基準の充足が望まれる。また、児童相談

所において、全体として常勤職員の実数が定数を下回っている状況である。すなわち、

常勤職員について、必要な人数を満たしておらず、欠員となっている。昨今の社会情勢

上、採用の困難性があるとのことではあるが、定数を満たすよう採用を進めることが望

まれる 

 

 児童相談所への児童福祉司の配置は、児童福祉法第 13条第１項において「児童相談

所に、児童福祉司を置く。」と明記され、具体的な配置数については、同法第 13条第

２項において、「都道府県が定めるもの」とされている。本県では、「埼玉県児童福祉

司及び児童心理司配置基準」を定めており、各児童相談所の管轄地域における人口や

当該年度の前々事業年度における児童虐待件数等を基に配置基準における定数を算出

している。 

 また、児童相談所への児童心理司の配置については、児童福祉法第 12条の３第６項

において規定されており、具体的な配置数は、同第７項において、「都道府県が定める

ものとする」とされている。本県では、「埼玉県児童福祉司及び児童心理司配置基準」

を定めており、児童福祉司の数を２で除した数としている。 

令和６年４月１日時点で、児童福祉司及び児童心理司の職員配置は各児童相談所と

も基準を下回っているため、早期に配置基準を充足する必要がある。 

県は欠員を課題として認識し、業務の魅力発信や受験機会拡大など対策を講じてい

るが、引き続き、職員の確保に向けて取り組んでいくことが望まれる。 

 

・児童福祉司及び児童心理司の配置状況と実数（令和６年４月１日時点）（単位：人） 

 児童福祉司 児童心理司 

 配置基準 実数 配置基準 実数 
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中央 49 34 23 16 

南 55 43 27 16 

川越 65 49 32 19 

所沢 71 54 35 19 

熊谷 47 38 23 15 

越谷 50 35 25 15 

草加 41 26 20 13 

合計 378 279 185 113 

※実数は、育休職員を除く。 

※実数には、再任用職員を含む。 

            （出典：埼玉県中央児童相談所作成資料） 

 

・令和７年 10月 31日の決算特別委員会における、児童福祉司の欠員が多数であるこ

とに関する質問に対しての県の回答要旨  

▪ 児童福祉司として採用できる職は福祉職と児童福祉司になるが、これらの職の

採用人数が採用予定数に達していない状況が続いており、児童福祉司の欠員の

主な要因となっている。 

▪ 福祉部としては、児童相談所職員の確保に向け、大学訪問や業務説明会の実

施、インターンシップ等によるリクルート活動を積極的に行っている。また、

採用面については、福祉職の採用に加え、61 歳まで受験可能な児童福祉司に特

化した採用選考を年２回実施している。さらに、令和６年度から、経験者採用

試験の試験区分に福祉職を加えるとともに、今年度はこの経験者採用試験を年

２回実施することとしており、受験者の増加に向けて取り組んでいる。 

▪ このように、本県児童相談所の業務の魅力のＰＲと受験機会をしっかりと整え

て、必要な職員の確保に努めていきたいと考えている。 

また、令和７年４月１日時点での各児童相談所の全体の常勤職員の定数および実数

は、以下の通りである。 

 朝霞児童相談所においては、常勤職員定員 98名のところ実数は 85名、会計年度任

用職員定数 18名のところ実数は５名、全体定数 116 名のところ実数は 90 名であり、

定数に対して欠員が生じており、一時保護所は４ユニット中３ユニットしか稼働でき

ていない状態である（R７.11月実地調査時点）。全ユニットを稼働させることができ

るようにすることが望ましい。 
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児童相談所 定数 実数 

中央 91 86 

南 100 93 

朝霞 98 85 

川越 57 54 

所沢 86 81 

熊谷 100 89 

越谷 91 82 

草加 50 46 

（合計） 673 616 

（出典：児童相談所職員配置状況（育代除く）（令和７年４月１日時点） 

（こども安全課作成資料）） 

 

 

【意見１６】保護者負担金については、未納がある場合、未収金の管理は各児童相談所

が行っている。令和６年度末時点での保護者負担金の未納は、累積で 16,080 件､

123,790,662 円となっている｡児童の家庭の事情へ配慮しつつ､未収の金額を減らして

いけるよう､管理を進めていくことが望まれる 

児童相談所において以下の措置が取られた場合に、児童が属する世帯の扶養義務者

の住民税の課税状況に応じて保護者負担金が請求される。（なお、生活保護の受給世帯

や母子世帯等である場合は発生しない。） 

・児童養護施設や乳児院等への入所：こどもが施設で生活する場合、その養育費

（食費、光熱水費、指導費等）の一部を負担する。 

・里親への委託：こどもが里親と生活する場合、その養育費（食費、光熱水費、指

導費等）の一部を負担する。 

・障害児入所施設への入所：障害児福祉サービスの一環として入所する場合。 

保護者負担金については、未納がある場合、未収金の管理は各児童相談所が行って

いる｡令和６年度末で保護者負担金の未納は､累積で 16,080 件､123,790,662 円となっ

ている｡ 

児童の家庭の事情へ配慮しつつ、未納の金額を減らしていけるよう、管理を進めて

いくことが望まれる。 
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【意見１７】一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令 27 号）に

て定められる設備に関する基準について、充足するよう施策を行うことが望まれる 

令和６年４月から一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令 27

号）が施行され、「居室の原則個室化」や「一人当たりの面積拡大（８㎡以上）」が定

められた。 

同基準にて定められている設備に関する次の事項について、充足するよう施策を行

うことが望まれる。 

・学齢児童の居室の定員は４人以下とし、その面積は、１人につき 4.95㎡以上とす

ること。ただし、乳幼児のみの居室の定員は６人以下とし、その面積は、１人につき

3.3㎡以上とすること（第 15条１項４号） 

 →中央・南・所沢・越谷児相について、 

（面積）集団で生活する居室が基準未満 

（定員）一部の居室が超過（乳幼児８人、学齢児童４人） 

・学齢児童の居室の定員は、１人となるように努めるとともに、その面積は、８㎡以

上となるよう努めなければならない。 

 →中央・南・所沢・越谷について、定員４人の居室が基本となっている。（一部個室

あり） 

・ユニットを整備するよう努めなければならない。 

 →中央・南・所沢・越谷について、ユニット化されていない。 

 

【意見１８】児童相談所で使用するデジタルカメラ、ビデオカメラ、IC レコーダー、

携帯電話等の消耗品について、施設の性質上、個人情報保護の観点から特に慎重に管理

が必要であるため、各児童相談所において統一的に適切な管理体制を徹底することが

望まれる 

「消耗品管理指針（平成 29年４月１日改正、埼玉県会計管理課長）」では、消耗品

に区分される物品のうち、特にデジタルカメラ、ビデオカメラ、IC レコーダー、携帯

電話等の物品について、亡失等による県有財産損失の防止を図るために、所属ごとの

判断でラベル等による表示や消耗品管理簿の備付けなど適正な管理に務めるよう示し

ている。 

児童相談所で使用されるこれらの物品については、児童等の個人情報を扱う性質

上、特に管理に注意が必要であり、紛失を防ぐため重点的な管理が必要と思料する。 

 しかしながら、現地調査を行った中央児童相談所および所沢児童相談所において、

以下のような状況が確認された。 

・中央児童相談所：デジタルカメラ、携帯、ビデオカメラ等の物品について、消耗

品管理簿が整備されていなかった。 
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・所沢児童相談所：ICレコーダーの管理に際し、消耗品使用記録簿を設けている

が、往査当日に使用記録簿を確認したところ、返却日の記載漏れが１箇所見つかっ

た。 

  したがって、デジタルカメラ、ビデオカメラ、IC レコーダー、携帯電話等の消耗

品について、紛失防止のため適切な管理を徹底するとともに、消耗品使用簿の整備な

ど重点的な管理対象とするよう、各児童相談所において統一的な対応が望まれる。 

 

消耗品管理指針抜粋 

１ 重点的な管理の対象となる消耗品とその管理方法 

（１） 対象 所属長が供用している消耗品のうち、次の条件に該当するものの中

から、所属の実情を考慮した上で、重点的な管理が必要と判断するものを対象とす

る。  

ア 一定の保管場所から他の場所（特に庁舎外）へ持ち運んで使用するもの 

（例：デジタルカメラ、ビデオカメラ、ICレコーダー、携帯電話、タブレット端

末、試験・測定機器、プロジェクター）  

イ 一定の場所で使用するが、簡単に持ち運ぶことが可能なもの 

（例：ノートパソコン、プリンター、パソコン周辺機器、ラベルライター、シュ

レッダー）  

ウ その他、所属長が必要と判断するもの  

 

（２） 管理方法 

ア 任意のラベル等による表示 所属長は、重点的な管理の対象とした消耗品に、

次の（ア）及び（イ）の情報を内容とする任意様式のラベルを貼り付け、又は直接

手書きすることにより、当該所属で所有する物品であることを表示すること。（略） 

（ア）所属の組織名称（例：「埼玉県○○○事務所」）  

（イ）その他、所属長が必要と判断する情報 

（例：品目名、取得年度、保管場所、標示番号）  

 

イ 消耗品管理簿の備付け 

所属長は、重点的な管理の対象とした消耗品については、消耗品管理簿（別紙様

式１）により管理すること。また、備品に準じて年１回程度は消耗品管理簿と現物

を照合すること（ただし、会計管理課への報告は要しない）。（略） 

 

ウ 消耗品使用記録簿の使用 

消耗品管理簿に記載した消耗品のうち、保管場所から持ち出しして使用するもの

については、消耗品使用記録簿（別紙様式２）に記録することなどにより亡失等の
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防止を図ること。 なお、消耗品使用記録簿は、必要に応じて品目ごとや保管場所

ごとに作成し、また様式を適宜変更して使用することができる。  

 

 

【意見１９】各児童相談所において、安全確認担当、虐待担当、相談指導担当の時間外

業務が多い傾向にあり、さらに担当者間で差が大きい場合も見受けられるため、業務量

の平準化に向けた施策が望まれる 

各児童相談所の担当は、総務担当、心理相談担当、家族・自立支援担当、保護担

当、虐待相談指導担当、安全確認・市町村支援担当、里親推進担当、心理支援担当等

に分かれている。 

各児童相談所とも、これらの担当のうち、安全確認、虐待、相談指導担当の時間外

業務多い傾向にあり、またその中でも担当者によって長短の差が大きい場合がある。

各児童相談所とも配置の再考慮で調整を図っていくとのことではあるが、平準化に向

けた施策が望まれる。 

 

（４）朝霞児童相談所 

 埼玉県朝霞児童相談所は、令和７年４月に開所した。設置の経緯は、以下の通りで

ある。 

・川越・所沢児童相談所の管轄区域内人口は、それぞれ 110 万人を超えており、虐

待相談対応件数が他所より多い状況であった。 

・このため、県南西部地域を所管する児童相談所を朝霞市内に整備し、令和７年度

の開所に合わせて管轄区域の見直しを行った。 

・管轄区域内人口の一層の平準化を図るため、日高市について川越児童相談所から

所沢児童相談所へ管轄を変更した。 

    朝霞児童相談所の管轄区域は、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふ

じみ野市、三芳町の６市１町であり、管轄区域の人口は 738,733人（令和７年４月

１日）となっている。 

    朝霞児童相談所が開所した結果管轄地域における人口は、以下のように改善され

た。 
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・朝霞児童相談所の開所による管轄地域における人口の変化 

 

（出典：福祉部こども安全課朝霞児童相談所作成資料より抜粋） 

 

朝霞児童相談所は、児童相談所部分と一時保護所部分とに分かれ、建物構成は以

下のようになっている。 

 

・朝霞児童相談所建物構成 

 

（出典：福祉部こども安全課朝霞児童相談所作成資料より抜粋） 
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令和７年 11月 14 日（金）に、現地調査を実施した。 

（朝霞児童相談所 県ウェブサイトより引用） 
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（以上、朝霞児童相談所 補助者撮影） 

 

【意見２０】一時保護施設では、入所児童について２か月以内の退所を前提としている

ところ、入所期間が長期間に及んでいる児童もいるとのことである｡退所先の確保が出

来ない原因の一つに、児童養護施設等の入所可能枠が十分に確保できていないことが

挙げられるため、職員確保の支援等、施設の受け入れ可能体制の強化に取り組むべきで

ある 

 上記意見は、中央及び所沢の各児童相談所の一時保護所で検出されたものである。 

（Ａ）中央児童相談所 

中央児童相談所の一時保護所は、定員 30人、対象は２歳から 18歳未満である。 

令和６年度の一時保護所入所児童の状況は、以下のとおりである。 

新規入所児童数 183人 

１日平均児童数 33.8 人 

一人平均保護日数 45.2 人 

（出典：中央児童相談所作成資料） 

 

また、一時保護所退所児童の状況は、以下の通りである。 

施設入所 他児相等 帰宅 その他 （合計） 

43 人 13人 89人 36人 181 人 

（出典：中央児童相談所作成資料） 
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中央児童相談所一時保護所では、入所児童について２か月以内の退所を前提と

しているところ、入所期間が長期間に及んでいる児童もいるとのことである。ま

た、令和６年度の年間での１日平均児童数は 33.8 人､入所率は 112.3%である｡ 

原因として、退所先の確保が出来ないことが挙げられる。主な退所先としては

帰宅に次いで児童養護施設等への入所が多いが、施設への入所可能枠が十分に確

保出来ていないことも挙げられるとのことである。施設の人員確保等受け入れ可

能体制の強化につながる施策が望まれる。 

 

（Ｂ）所沢児童相談所 

所沢児童相談所の一時保護所は、定員 30人である。 

令和６年度の一時保護所入所児童の状況は、以下の通りである。 

保護児童数 311人 

保護延児童数 11,921 人 

１日平均児童数 32.6 

（出典：所沢児童相談所作成資料） 

 

また、月別入所および退所児童数は、以下の通りである。 

 

（出典：所沢児童相談所作成資料） 

 

所沢児童相談所における一時保護所では、入所児童について２か月以内の退所

を前提としているところ、入所期間が長期間に及んでいる児童もいるとのことで

ある。また、令和６年度の年間での１日平均児童数は 32.6人である。 

原因として、退所先の確保が出来ないことが挙げられる。主な退所先としては

帰宅に次いで児童養護施設等への入所が多いが、施設について十分な入所可能枠

が確保出来ていないこともあげられるとのことである。県としては、施設の人員

確保等受け入れ可能体制の強化につながる施策が望まれる。 

 

（５）中央児童相談所 

埼玉県中央児童相談所は、昭和 54年、国際児童年を契機に、浦和、熊谷、越谷、川

越に次ぐ県下第５番目の児童相談所として発足した。 
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 管轄区域は鴻巣市、上尾市、桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町の

７市１町であり、管轄区域の人口は 796,603 人（令和７年４月１日現在）となってい

る。 

令和７年 11月 21 日（金）に、現地調査を行った。 

(中央児童相談所：県ウェブサイトより引用) 

 

 

 

（中央児童相談所 補助者撮影） 
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【意見２１】児童の受け入れピーク時や育休・産休中の職員がいる場合、国が定める職

員配置基準を下回る恐れがある。入所児童に適切に対応ができるよう、職員数の確保に

努めるべきである 

 中央児童相談所は定員 30 人に対し、令和６年度の１日平均児童数は 33.7 人、入所率

は 111.3％となっている。「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（令和６年内閣

府令 27 号）により、一時保護所の職員配置の基準が示されており、児童指導員及び保

育士は入所児童の年齢や人数に応じて配置することとされている。 

 中央児童相談所では、定員 30 名に対して基準より余裕を持って人員が配置されてい

るものの、育休・産休中の職員がいる場合や児童受け入れのピーク時には、一時的に配

置基準を下回る恐れがある。 

 児童数のピーク時や職員の法定休業等の可能性も考慮し、育休・産休中の職員がいる

場合には早期の補充を図るなど、どのような状況であっても入所児童に適切に対応がで

きるよう、必要な職員数の確保に努めるべきである。 

 

 

 

（出典：中央児童相談所作成資料） 

 

  

（６）所沢児童相談所 

埼玉県所沢児童相談所は、昭和 62年に発足した｡ 

  管轄区域は､所沢市､飯能市､狭山市､入間市､日高市の５市であり、管轄区域の人口は

766,312人（令和７年４月１日現在）となっている。 

令和７年 11月 21 日(金）に、現地調査を行った。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

一日平均児童数 32.4 32.6 32.5 31.5 34.2 35.6 34.6 35.7 33.8 33.5 35.2 33.4 33.7

入所率 108.0% 108.7% 108.3% 105.0% 114.0% 118.7% 115.3% 119.0% 112.7% 111.7% 117.3% 111.3% 112.3%
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（所沢児童相談所 補助者撮影 包括外部監査人現地調査時のもの） 

 

【指摘１】所沢児童相談所のタブレット端末及びノートパソコンについて、目的に沿っ

た使用をすべきである 

備品として管理されているタブレット端末 10 台、ノートパソコン２台は、令和３年

１月 26日に購入されたものの、現物はキャビネットに収納されており、ほとんど使用

実績がない状況であった。これらの機器は、コロナ禍の初期に、一時保護所における

感染拡大の防止のため国庫補助金（財源：国 10／10）を活用してこども安全課が緊急

で導入したものであるが、ＳＮＳを通じて入所児童が知人等と接触しトラブルに巻き

込まれたり、他の入所児童の個人情報を意図せず流出させてしまう危険性を危惧し活

用が進んでいない。 

 今後は、目的に沿って適切に使用されることが望まれる。 

 

【意見２２】所沢児童相談所の一時保護所に設置されているバスケットボールゴール

については、「学校安全点検の手引き」の安全点検表を参考にする等して適切に安全管

理に取組むべきである 

所沢児童相談所の一時保護所に設置されているバスケットボールゴールについては

平成６年 10月 14日から使用に供されている。 

一時保護所に設置するバスケットボールゴール等の遊具については、点検の実施等

に関する直接の規制はないものの、学校保健安全法施行規則第 28条では、学校施設の

安全点検について、「学校においては、毎学期少なくとも一回、学校施設の安全点検を

行うものとする」と定められている。一時保護所に設置されているバスケットボール
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ゴールは、学校と同様に児童が使用する設備であるため、これに準じた安全性確保の

ための取組を行うべきである。埼玉県教育委員会の「学校安全点検の手引き」の安全

点検表を参考にするなどして、適切に安全管理に取り組むことが望ましいと考える。 

 

（７）現地調査した児童相談所以外の検討事項 

（Ａ）備品管理について 

 現地調査を行った児童相談所において、備品の管理状況に関する課題が発見された

ため、それ以外の児童相談所（南、川越、熊谷、越谷、草加）についても、備品管理

台帳の確認を行った。その結果、越谷児童相談所において、下記の事項が検出され

た。 

【指摘２】越谷児童相談所の備品のうち、ノートパソコン（平成 23 年末配布）は現在

使用されていない状況である。状態から見て、速やかに処分する等の対応を検討するべ

きである 

越谷児童相談所の備品のうち、平成 23年末配布のノートパソコンは、老朽化が著し

く電源も入らない状態であり、現在使用されていない状況である。過去に廃棄を検討

したものの、メーカー引き取りは高額な費用がかかることが判明し断念した経緯があ

り、現在は廃棄方法を検討中である。使用が困難なことから、速やかに処分するなど

適切な対応を検討するべきである。 

 

【意見２３】越谷児童相談所のタブレット端末（令和３年配布）について、有効活用を

図るべきである 

越谷児童相談所の備品のうち、令和３年２月、こども安全課から各児童相談所に配

布されたタブレット端末は、コロナ禍の初期に、一時保護所における感染拡大の防止

のため国庫補助金（財源：国 10／10）を活用して緊急で導入したものである。 

当初の使用用途としては、①新型コロナウイルス感染症対策として、入所児童の学

習機会の確保、②学校で行うオンライン授業の視聴及び学習補助としての学習動画の

視聴など（無料の学習講座、実験動画など）、③Microsoft Office（エクセル、ワード

など）の使用方法の習得やタイピングの練習への活用することが想定されていた。コ

ロナ禍において、越谷児童相談所では、実際にインターネットに接続して学習時間や

自由時間に児童が一人で分からないことを調べてもらうことを目的に活用したりする

など、対面学習の補完として活用できていたとのことである。 

 しかし、一時保護所には学習に困難を抱える児童も多く、通常の学校と異なりタブ

レットを活用した学習は容易ではない実態がある。コロナ禍終息後は対面中心の学習

指導が主となり、タブレット使用の必要性は低下している。 

 また、端末の台数が限られていることから、学習にタブレットを効果的に使用する
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に当たり、どのようなサービスを利用するかなどの検討に時間を要している状況であ

る。 

したがって、当初の目的は一定程度達成したところであるが、今後の活用方法につ

いて方針を明確にし、有効活用するべきである。 

（注）本来指摘とすべきところであるが、過去に用途に沿った活用実績があり、今後

も活用の可能性があることから意見とした。一方、パソコンについては、ＯＳのサポ

ート切れにもかかわらず、処分等の対応をしていない点を踏まえて指摘とした。 

 また、現地調査した所沢児童相談所のパソコンとタブレット端末について、現物は

キャビネットに保管されたままで、ほとんど使用実績がないとのことであり、用途に

沿った活用がほぼされていない実態を踏まえ、指摘としている。 

 

（Ｂ）川越、熊谷、草加児童相談所の消耗品（金額 10万円未満） 

 上述した消耗品管理指針（平成 29年４月１日改正、埼玉県会計管理課長）では、重

点的な管理の対象となる消耗品について、所属の実情を考慮した上で、重点的な管理

が必要と判断するものを対象とするとしている。そのため、各所属の判断にゆだねら

れているとしても、消耗品管理規定に沿って重点的な管理がされているかどうか、改

めて確認されたい。 

 

（Ｃ）相談記録の保管 

 各児童相談所では、入所児童の相談内容を記録に残して管理している。基本的に各

児童相談所で印刷した書類などをファイリングして保管している。なお、朝霞児童相

談所ではＩＴを活用した相談記録の保管を令和７年 10 月より暫定的に開始している。

その結果を踏まえて、相談記録の管理方法（マニュアル）を見直す予定である。その

ため管理方法を決定した後には、相談記録のマニュアルに適時に反映されたい。 
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４．児童相談所一時保護所費（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

児童虐待をはじめとする複雑多様化する児童問題に迅速に対応し、児童を良好な環

境で一時保護し、児童の健全育成を図る。 

 

（２）概要  

事業内容 県内の児童相談所に併設されている５か所（※令和６年度）の一時

保護所の運営を行う。 

当初予算額 282,049千円 

決算額 263,290千円 

事業計画 児童相談所は、必要に応じて以下のような児童を家庭から離して一

時保護する。（児童福祉法第 12 条第２項、第 12条の４、第 33 条） 

・虐待、放任等緊急に保護を要する児童 

・行動観察を要する児童 

・短期的治療指導を要する児童 

事業効果 令和５年度 一時保護児童数：1,164 人 保護延べ日数 48,200 日 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について  （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 179,713 213,177 219,309 311,826 282,049 

決算額 158,794 187,901 210,161 246,906 263,290 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童相談所整備担当 

担当の職員１名（一般）で、予算調書作成や予算執行等の業務を行っている。 

また、主幹級の職員１名が当該事業の統括を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

予算執行については、４半期に一度、各児童相談所に予算令達を行っている。 

決算額については、各児童相談所がこども安全課総務担当へ報告している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

令和６年度 一時保護児童数：1,254 人 保護延べ日数 57,889 日 

 

（７）監査人総括（評価） 

補足１「児童相談所現地調査」にまとめて記載した。 
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５．一時保護所環境改善・機能強化推進事業（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

児童相談所の一時保護所について、入所児童の権利擁護を保障するため、保護児童の

居室の個室化等の環境改善及び機能強化により一時保護所の適切な運営を図る。 

 

（２）概要  

事業内容 児童相談所一時保護所の建替え整備に向けた設計等 

当初予算額 104,534千円 

決算額 78,673千円 

事業計画 令和６年度 設計（建替え、解体）、仮設整備 

令和７年度 建替え工事、解体工事、仮設運営 

令和８年度 建替え工事、仮設運営 

令和９年度 開所、仮設解体・撤去 

事業効果 中央児童相談所一時保護所の完成、運営開始 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 － － － － 104,534 

決算額 － － － － 78,673 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童相談所整備担当 

担当の職員１名（一般）で、設計等に係る進捗管理や予算執行等の業務を行ってい

る。 

また、主幹級の職員１名が当該事業の統括を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

国の定める「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（令和６年４月１日施行）

に沿った整備を実施している（居室の個室化等）。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 令和６年度 建替え設計（令和７年３月 28日完了） 

解体設計（令和７年３月 28 日完了） 

仮設整備（令和７年２月 28 日完了） 
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（７）監査人総括（評価） 

既存の児童相談所一時保護所の環境改善のための整備として、児童の居室の個室化

など既設の一時保護所の環境改善を図るため、児童相談所の一時保護所の建て替えに

向けた設計業務等を行うものである。 

 令和６年度に設計に着手し、令和９年度に開所、仮設解体・撤去を見込んでいる。 

事業の概要は以下の通り。 

 

一時保護所環境改善・機能強化推進事業 事業概要 

 

（出典：こども安全課作成資料より抜粋） 

  

【意見２４】建物の解体における入札に際しては、解体業者が工法を正しく認識してい

ないことが一因となり入札価格を過小に見積もるケースが見られる。特に、発注図面で

アスベストの撤去方法を示している場合であっても、参考数量書にも明確に記載する

ことで、スムーズかつ効果的な入札につなげることが望まれる 

 令和７年度に実施された解体工事の初回入札では、落札者の入札価格が調査基準価

格と最低制限価格との間であったため、該当業者が入札を辞退した。その後、県が内

容を確認すると、県作成の図面に記載されたアスベストの撤去方法を採用していない

ことが判明した。 

 本件入札においては、県はアスベストの撤去方法を発注図面で示していたが、業者

が見落としてしまった可能性がある。そのため、発注図面でアスベストの撤去方法を

示している場合であっても、参考数量書にも明確に記載することで、スムーズかつ効

果的な入札につなげることが望まれる。  
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６．朝霞児童相談所（仮称）・一時保護所整備費（継続事業第２年次支出額）（福祉部こ

ども安全課） 

（１）目的 

児童相談所管轄人口の平準化を図るとともに、迅速かつきめの細かな児童虐待対応

を行うため、県設置８番目の児童相談所（一時保護所付設）を朝霞市内に整備する。 

 

（２）概要  

事業内容 朝霞児童相談所（仮称）・一時保護所の整備 

当初予算額 2,632,100 千円 

決算額 2,405,893 千円 

事業計画 令和５年度 建設工事 

令和６年度 建設工事 

令和７年度 開所 

事業効果 朝霞児童相談所一時保護所の完成、運営開始 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について  （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 － － － 149,298 2,632,100 

決算額 － － － 12,088 2,405,893 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童相談所整備担当 

担当の職員１名（一般※建築職）で、工事等に係る進捗管理や予算執行等の業務を

行っている。 

担当の職員１名（一般※行政職）で、開設準備関係（準備職員との調整、備品購

入、式典準備等）を行っている。 

また、主幹級の職員１名が当該事業の統括を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 国の定める「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」（R6.4.1 施行）に沿った

整備を実施している（居室の個室化等）。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

令和６年度 建設工事（令和７年３月 28日完了） 

      開所式 （令和７年３月 22日実施） 
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（７）監査人総括（評価） 

事業内容は、以下の通りである。 

 

 

 

【意見２５】業者が決まらず、弁当対応の時期があったため、業者選定は早めに実施す

ることが望ましい 

一時保護所については、４月及び５月を準備期間とし、６月から稼働を開始した

が、給食の業者が決まらなかったために、入所児童の食事については、６月から８月

まで給食ではなく弁当での対応となった。 

６月から８月まで給食ではなく弁当での対応となったことの原因は、昨今の人件費

や食材の高騰により、予定価格と最低基準価格の間の入札が無かったことによる、と

のことであった。 

９月からは業者が決まり給食室も稼働できたとのことではあるが、上述のとおり、業

者選定は早めに実施することが望ましい。 
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７．子供と家庭電話相談事業費(福祉部こども安全課) 

（１）目的 

 いじめや虐待などこどもの権利侵害の問題をはじめ、身の回りの様々な出来事に関

して悩みを抱えるこども自身から、また子育てに悩む親等から、安心して気軽に相談

できる電話相談窓口を運営する。 

 

（２）概要  

事業内容 こども（原則 18歳未満・高校生は対象）に関わる様々な悩

みについて、こども本人や保護者等から電話で相談を受け

る。 

受付は毎日午前 10 時 30分から午後６時まで（祝日・12 月

29日から１月３日を除く）。 

当初予算額 302千円 

決算額 266千円 

事業計画 電話相談窓口「子どもスマイルネット」を運営する。 

事業効果 電話相談件数 2,893件 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について     （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 302 302 302 302 302 

決算額 266 266 266 266 266 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童権利擁護担当 

主査級の職員 0.3 人が電話相談の周知や相談結果の取りまとめ等を行っている。 

※なお、電話相談対応は電話相談員（会計年度任用職員７人・週３日勤務）がって

いる。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

なし 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

電話相談での助言等による完結件数の割合 75％ 

 達成状況 81.3％ 

 

（７）監査人総括（評価） 
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（Ａ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額 

（千円） 

主な内容 

１ 電信・電話料  235 電話相談用電話（３回線）、事務

局用電話（１回線）及びＦＡＸ

（１回線）の回線使用料金 

２ 消耗品費 31  

３ 合計 266  

電話相談自体は無料で行っているが、通話に係る電話料金は相談者に負担をお願い

している。 

電話相談員の人件費は、当事業ではなくて、別途計上をしている。 

意見の下の【参考】にある「子どもスマイルネットカード」の印刷代及び郵送代

については、「８．子供の権利擁護事業費」で計上している。 

 

（Ｂ）事業の背景 

 平成 14年に埼玉県子どもの権利擁護委員会条例が制定され、同じ年に電話相談窓

口、子どもスマイルネットを開設した。それまで中央児童相談所で行っていた子育

て支援を中心とした電話相談窓口とも一元化して運営をしている。 

 

（Ｃ）事業の課題 

こども安全課によると、短期的課題としては、子どもスマイルネットの周知、長

期的課題としては、関係機関との更なる連携とのことである。 

 

（Ｄ）業務上、気をつけていること 

電話相談になるため相談者の気持ちに寄り添って話を傾聴し、助言だけでは解決

しない事案については、より専門的な機関へつなげている。より専門的な機関は、

例として、埼玉県子どもの権利擁護委員会や児童相談所などがある。 

子どもの権利擁護委員会 (「８．子供の権利擁護事業費」にて記載｡) について

は、埼玉県子どもの権利擁護委員会条例によって設置された第三者機関であり、い

じめなど、子どもの権利侵害に関する事案について取り扱っている。また、児童相

談所に対しては、虐待事案について情報を提供をしている。 

 

（Ｅ）市町村との連携や役割分担 

市町村関係者との連携の例として、例えば、ウェブサイトや広報紙で周知をして

もらう、相談者に窓口を相互に紹介する、などをしている。 
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  （Ｆ）電話相談の状況について 

（下記内容について、埼玉県ウェブサイト 

「令和６年度 子どもの権利擁護委員会 運営状況報告書  本文」から抜粋） 

 

 令和６年度における電話相談の受付件数は 2,893 件（無言を含む）で、前年度よ

り 77件、2.6％減少した。このうちこども本人からの相談件数は 431件（全体の

14.9％）で、前年度より 61件、16.5％増加した。なお、無言を除いた受付件数は

2,533 件で、前年度より 30件減少した。  

  

（ａ）相談内容  

相談受付状況を内容別に見て、最も多いのは、子育てに関わるものの 1,032

件（全体の 35.7％）であり、次いで思春期 401件（13.9％）、交友関係 187件

（6.5％）であった。  

相談内容のうち権利侵害に関わるものとして、いじめ、体罰及び虐待に関す

る相談では、いじめに関する相談が 76件（2.6％）、体罰に関する相談が 3件

（0.1％）、虐待に関する相談が 58件（2.0％）で合わせて 137 件（4.7％）で、

前年度より８件減少した。  

こども本人からの相談で最も多いものは、思春期 192 件（44.5％）であり、

前年度より 33件増加した。権利侵害のうち、いじめ、体罰及び虐待に関わるも

のの相談件数は 49件で前年度より 13 件減少した。  

子育てに関わる相談で最も多いものは、家庭環境に関することが 348 件

(33.7%)であるが、前年度より 138 件減少した。一方で、性格行動及び養護の相

談が増加した。 
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表１ 主たる相談内容別件数 

 

 

    （ｂ）相談者  

相談受付状況を相談者別に見ると、最も多いのは母親からの相談 1,801件（全

体の 62.3%）で、前年度より 74件減少した。また、父母からの相談件数の合計は

1,875 件（64.8％）で、前年度より 73 件減少した。  

 こども本人からの相談は 431件（14.9％）で、前年度より 61 件増加した。高校

生からの相談が 36.9%、小学校高学年からの相談が 34.8%を占めた。 

 

表２ 電話相談の相談者別件数 
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（ｃ）相談対象者  

    相談の対象となったこどもについては、権利侵害等（子育て等以外）に関わ

る相談では、中学生が 326 件（全体の 24.6％）と最も多く、次いで高校生 318

件（24.1％）であった。  

    子育て等に関わる相談においては、小学校低学年が 321 件（26.5％）と最も

多く、次いで３歳から５歳までの 300 件（24.8％）であった。なお、未就学児

（０歳から５歳まで）については、362件（29.9％）で、前年度より 108件減少

した。 

 

表３ 相談対象のこどもの内訳 

 

 

 

 

（ｄ）初回・再度相談件数  

 子どもスマイルネットへの初めての相談（初回）は 1,023 件、以前に相談し

たことがあるもの（再度）は 1,510 件で、前年度と初回は同数、再度は 30 件減

少した。  

 初回・再度の相談ともに最も多い相談は子育て、次いで思春期についてであ

った。  

   再度の相談の中には前回と違う相談の場合が多くある。したがって、新たな

悩みを抱えた人からの相談窓口として機能していると考えられる。 
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表４ 初回・再度相談件数 

 
 

（Ｇ）総括 

 歳出の金額は、毎年、一定に推移しており、予算内で処理されている。 

無料の電話相談によって、こどもや保護者等からの相談に対応し、さまざまな悩

みの解決につながっている。また、いじめや体罰など、こどもの権利に関する悩み

には、「埼玉県子どもの権利擁護委員会」への相談により、こどもの権利擁護が図ら

れている。 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 

 

【意見２６】利用者にとって電話がつながりやすい環境を整えるためにも、電話がかか

りにくい時間やかかりやすい時間をウェブサイト等に掲示することが望ましい 

電話応対時間は 10時半～18時で会計年度任用職員７名が各週３日勤務で対応して

いる。電話がかかってくるのが多い時間帯は把握していると思われるため、その実態

に応じて電話がかかりやすい時間や電話がかかりにくい時間を掲載した方が、利用者

にとっても利用しやすくなるほか、電話応対者にとっても、業務環境の向上に役立つ

と思われる。現状では、電話がかかってこない時間にも、電話応対記録を作成してい

る他、他の電話応対者の応対記録の把握や、他の電話応対者との情報共有を行ってい

る。電話応対時間がある程度調整できれば、より効率的な業務につながると思われ

る。 
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【参考】子どもスマイルネットの周知

 

（出典：県ウェブサイト「子どもスマイルネット（電話相談） - 埼玉県」 

「子どもスマイルネットカード（小・中学生向け）」） 
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・子どもスマイルネットの周知（高校生向け）

 

（出典：埼玉県ウェブサイト「子どもスマイルネットカード（高校生向け）」） 
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・県ウェブサイトでの周知  
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（出典：県で埼玉県ウェブサイト「子どもスマイルネット（電話相談） - 埼玉県」」） 

・チラシでの周知 
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（出典：県ウェブサイト「子どもスマイルネットリーフレット」） 
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８．子供の権利擁護事業費（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

 大きな社会問題となっているいじめや体罰などこどもの権利を著しく侵害する行為

に対応するために、「子どもの権利擁護委員会」を運営し、こどもを権利侵害から救済

する。 

 

（２）概要  

事業内容 こどもへの権利侵害についてこどもや親などからの相談を

受け、公平・中立かつ専門的な立場からこどもを救済する第

三者機関「埼玉県子どもの権利擁護委員会」を運営する。 

委員会は、知事に救済の申立てがなされた案件について付

託を受け、調査や審議等を行う。 

当初予算額 4,289千円 

決算額 3,381千円 

事業計画 「埼玉県子どもの権利擁護委員会」を運営する。 

事業効果 申立て事案件数 計 12件（継続５件 新規７件） 

うち終結案件   ７件（５件は次年度継続案件） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

令和 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

予算額 4,330 4,330 4,430 4,605 4,289 

決算額 3,355 2,980 2,907 3,582 3,381 

(注) 子供の意見表明等推進事業の立ち上げに当たり、当初、子供の権利擁護事業費

の中に検討委員会等の費用を含めていたことから、令和５年度の金額が多くなって

いる。 

令和６年度に金額が下がったのは、子供の意見表明等推進事業が新設され、別予

算になったことによる。 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童権利擁護担当 

主幹級の職員 0.1 人と主査級の職員 0.7人で実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

埼玉県子どもの権利擁護委員会条例、埼玉県子どもの権利擁護委員会条例施行規則 

条例及び規則に則り、適切に委員会を運営している。 
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【参考】権利擁護委員会の業務フロー 

 

 
出典：埼玉県ウェブサイト「令和６年度 子どもの権利擁護委員会 運営状況報告書   

参考資料）」 

（URL: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/smile-net/06houkokusyo.html） 
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（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 子どもの権利擁護委員会における事案の 1年以内終結率 70％ 

 達成状況 85.7％（令和 6年度終結案件） 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額（千円） 主な内容 

１ 報酬   2,583 子どもの権利擁護委員会の委員及び調査

専門員の報酬 

２ 印刷製本費 415 子どもスマイルネットカード作成印刷代 

３ 旅費 214 子どもの権利擁護委員会費用弁償 

４ 郵便料 88 子どもスマイルネットカード郵送代 

５ その他 81  

６ 合計 3,381  

 

（ア）報酬について 

予算見積調書において、委員報酬は、13,800 円×３人×18回で 745,200 円、調

査専門員報酬は、18,200 円×４人×35回で 2,548,000 円と積算されている。計

3,294 千円の予算に対して、2,583 千円の実績となった。 

現在、子どもの権利擁護委員会の報酬を予算等で明確に公表している自治体と

して確認できるのは、埼玉県のみである。 

従って、他の自治体の報酬の水準との比較はできなかったが、委員会や調査の

状況から、特に問題はないと考える。 

 

（イ）印刷製本費について 

 子どもスマイルネットカードを作成している。子どもスマイルネットと子ども

の権利擁護委員会を周知するためのカードについては、毎年 26 万枚作成し、学校

を通じて、児童・生徒に配っている。 学年としては、小学校４年生、６年生、中

学校２年生、高校１年生を対象としており、国公立私立を問わず、全ての児童・

生徒の手元に届くようにということで、配布している。その学年にしているの

は、毎年、全員には予算的に配布できないため、１年おきには手元に届くように

という考えによる。 

 

（Ｂ）事業の背景 

こども安全課によると、当事業の背景については、平成 10年頃から、児童虐

待相談が急激に増加し、いじめなど、子どもの権利を侵害する問題が増加した
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ことから、庁内職員による子どもの権利擁護対策プロジェクトチームが設置さ

れた。また、これに続いて、学識経験者等からなる埼玉県子どもの権利救済機

関検討委員会を設置して検討を行ったところ、県は、公平中立で、専門的な子

どもの権利救済機関を第三者機関として設置すべきといった提言があり、平成

14 年に埼玉県子どもの権利擁護委員会条例が制定された。 

 

（Ｃ）子どもの権利擁護委員会の概要 

（ａ）概要 

いじめなど、こどもへの権利侵害について、こどもや保護者から相談を受け、

公平・中立かつ、専門的な立場からこどもを救済する第三者機関として、埼玉県

子どもの権利擁護委員会条例に基づき設置され、平成 14年 11 月１日から業務を

開始した。同条例第８条において、知事に救済の申し立てがなされた案件につい

て、当委員会に付託されるという形をとっていて、付託を受けて、調査や審議等

を行っている。 

（ｂ）令和６年度における構成（令和７年３月 31日現在） 

①委員 ３名 

②調査専門員 ４名 

③電話相談員（会計年度任用職員） 

④事務局職員 

（ｃ）救済の対象  

原則として 18歳未満のこども 

（ｄ）委員会の業務 

 電話相談、面接相談、関係機関への調査・調整、関係機関への勧告・要請等 

（ｅ）電話相談時間・電話番号 

毎日 午前 10 時 30分から午後６時まで（祝日及び年末年始を除く） 

電話番号 048－822－7007 

（出典：埼玉県ウェブサイト「令和６年度 子どもの権利擁護委員会  

運営状況報告書  本文」から抜粋） 

   

（Ｄ）子どもの権利擁護委員会の活動の状況について（面接相談及び調査・調整活

動の状況について） 

（ａ）新規面接相談の件数・相談者  

電話相談を受けたケースでは、電話相談員による傾聴や助言により終了してい

るものがほとんどである。  
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いじめや虐待、学校の対応への不満などこどもの権利侵害に関わる内容で相談

者が希望する場合（申し立てた場合）には、知事から委嘱された調査専門員が面

接相談を行っている。  

子どもの権利擁護委員会は、調査専門員から面接相談の結果について報告を受

けて方針等について審議を行い、その結果を踏まえ、調査専門員が学校などの関

係機関へ調査や調整に入っていくことになる。  

令和６年度に相談者が権利侵害に関する調査・調整を希望し、調査専門員が面

接相談を実施した新規の事案は７件であった。これをこどもの年齢属性で見る

と、小学生が５件、中学生が２件であった。 

 

表９ 新規面接相談における対象者 

 

（ｂ）相談内容 

新規面接相談７件の内容は、学校内でのいじめや学校の対応への不満など学校

に関係する内容であった。 

 

表 10 新規面接相談の内容 

 

 

（ｃ）面接及び調査・調整活動の状況  

 こども本人や保護者との面接及び学校など関係機関に対し調査や調整を行う活

動は、１回限りではなく、委員会の審議結果に応じて継続して行われる。面接で

把握した事実関係や訴えに基づき関係機関を訪問し、調査・調整を行い、その結

果を相談者との面接でフィードバックすることを基本としている。事案にもよる

が、こうした過程を何回か繰り返すことが多い。 

令和６年度の新規面接相談７件については、こどもや保護者との面接が延べ 16

回、関係機関（学校）への訪問等が延べ 12回行われ、面接を含めた調査・調整活

動の合計は延べ 28回、１事案当たり平均 4.0回であった。 
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前年度から継続した５件については、令和６年度中の面接が 14 回、関係機関（学

校等）への訪問が 28回で、調査・調整活動の合計は延べ 42 回であった。  

迅速な解決が望ましいことは言うまでもないが、事案によっては改善状況を一定

期間フォローアップしていくなど、相談者、特に対象であるこどもの意思を確認

しながら丁寧に対応することを基本とし、調査・調整活動を行った。 

 

 

表 11 令和６年度新規面接相談の状況 （令和７年３月 31 日現在） 
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 表 12 前年度からの継続面接相談の状況 （令和７年３月 31日現在）

 

（Ｅ）事業の目標と、その達成状況 

事業の目標については、子どもの権利擁護委員会に付託された事案が、１年以

内に終結する率が 70%というのを目標として設定している。 達成状況について

は、令和６年度に終結した案件が７件あるが、そのうち、１年以内に終結したも

のが６件であったため、達成状況が 85.7%となっている。 

 

（Ｆ）事業の課題 

こども安全課によると、短期的課題としては、委員会の周知、長期的課題とし

ては、権利侵害からの迅速な救済と考えている。業務上、気をつけていることに

ついては、子ども自身の気持ちや希望を第一に考えること、また、公平で中立な

立場から調査調整活動を行うことである。 
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（Ｇ）他の課や外部業者との連携状況 

子どもの権利擁護委員会の方に上がってくる事案としては、学校関係のものが

非常に多くなっており、その際に、県の教育委員会人権教育課と連携をしてい

る。市町村の教育委員会や学校に対しては、人権教育課を通じて依頼をしてい

る。また、実際に申し立て事案に関して調査調整活動をするときには、国公立私

立に問わず学校に協力してもらい実施している。 

 

（Ｈ）市町村との連携や役割分担 

市町村の教育委員会があり、市町村立の学校に対して、学校を訪問させてもら

い、調査調整活動を行う際に、教育委員会を通じて依頼をしている。市町村立学

校は、実際の申し立て事案に対して、訪問させてもらい、調査調整活動を行って

いる。 

 

（Ｉ）まとめ 

令和６年度の子どもの権利擁護委員会（18回）の議事録を閲覧した。「（Ｃ）子

どもの権利擁護委員会の概要」において、記載しているように、委員会の委員、

調査専門員が子どもの悩みの解決に向けて、調査、協議している状況を認識し

た。 

 

問題となる事項は発見されなかった。 
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９．子供の意見表明等推進事業（福祉部こども安全課） 

（１）目的 

 令和４年児童福祉法の一部改正に則り、こどもの権利擁護の強化を図るため、こど

もの意見表明等に係る支援等を行う。 

 

（２）概要  

事業内容 こどもが社会的養護に係る自分の措置やその処遇に関して

意見を申し立てる児童福祉審議会意見聴取部会を運営する。 

社会的養護を必要とするこどもの意見表明等を支援するた

めの制度として、意見表明等支援員（アドボケイト）を養成

し、児童相談所一時保護所に派遣する。 

当初予算額 7,184 千円 

決算額 4,041 千円 

事業計画 児童福祉審議会意見聴取部会を運営する。 

意見表明等支援員を派遣する。 

事業効果 児童福祉審議会意見聴取部会の開催 ２回 

意見表明等支援員の派遣 59 回（人） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について       （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額     7,184 

決算額     4,041 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

児童権利擁護担当 

主幹級の職員 0.9 人と会計年度任用職員１人（週３日）で実施している。 

会計年度任用職員は主に意見表明等支援員に同行している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

児童福祉法第６条の３ 第 17項 

児童福祉法第 11条第１項第２号リ 

同法の規定に基づき適切に対応している。 

 

（Ａ）こどもの権利擁護スタートアップマニュアル 

 令和５年 12月 26日、こども家庭庁支援局長より、各都道府県知事・指定都市市

長・児童相談所設置市市長宛てに、発出された文書（こどもの権利擁護スタートア
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ップマニュアル）において、「こどもの権利擁護の取組をさらに推進するため、令

和４年６月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号。

以下「改正法」という。）においては、施設入所等の措置や一時保護の決定時等の

こどもの意見聴取等措置の義務化、意見表明等支援事業の創設が行われるととも

に、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県等の業務として明記されたところ

である。 

 各都道府県等において、改正法の施行に当たり、こどもの権利擁護に係るこれら

の取組が円滑に実施されるよう、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」

及び「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」を策定した。 

 以下、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」を抜粋する。 

 （ａ）こどもの権利擁護について  

（ア）こどもの権利擁護は、わが国のみならず世界的にもその重要性が明確に 

示されている事項である。平成元年（1989 年）に定められた「児童の権利に

関する条約」（子どもの権利条約）では、「生命、生存及び発達に対する権

利」「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」「差別の禁止」の４つ

を原則としており、日本も平成６年（1994 年）に当条約を批准している。  

（イ）こうした動きもあり、平成 28 年度に改正された児童福祉法では、昭和 

22年（1947 年）の制定以降見直されることのなかった理念規定を、子どもの

権利条約を踏まえ初めて見直すこととなった。具体的には、第１条にこども

の権利保障を同法の理念として明確に位置付けることとし、これにより、こ

どもは単に保護される客体として存在するのではなく、権利を享有し行使す

る主体であり、一人の独立した人格として尊重されなければならないことが

明らかにされた。  

（ウ）また、こどもの権利を守り、福祉を保障するためには、保護者、国民、 

国や地方公共団体といった社会全体がこどもの意見又は意向を尊重し、その

最善の利益を優先して考慮していくことが求められる。このため、同法第２

条では、このことを全ての国民の努力義務として規定したほか、こどもの健

やかな育成の第一義的責任を保護者としつつ、国及び地方公共団体も、とも

にその責任を負うことが明記された。  

 

児童福祉法（抜粋）  

第１条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に

養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、

その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

福祉を等しく保障される権利を有する。  
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第２条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあ

らゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊

重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成さ

れるよう努めなければならない。  

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第

一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健

やかに育成する責任を負う。  

 

（エ）上記を踏まえると、本来、全てのこどもの権利は等しく守られるべきであ

り、都道府県等もその責任を担うことが責務となる。一方で、健やかなこども

の養育に当たり、保護者への何らかの支援が必要な場合、こどもが不適切な養

育環境にある場合などは、上記に挙げたこどもの権利が制約される状況にある

ことが想定される。このため、こどもの権利擁護の仕組みを整備する上では、

まずは、こども家庭福祉分野、特に児童相談所が関わるこどもを念頭に進める

必要があるとして、近年、施策の検討が進められているところである。  

 

（ｂ）令和４年児童福祉法改正を受けた都道府県等の要対応事項  

（ア）令和４年６月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第 66号）による改正後の児童福祉法（以下「改正児童福祉法」という。）

では、社会的養護に係るこどもの権利擁護に係る様々な取組が規定された。都

道府県等も、こどもの権利擁護に係る取組を引き続き推進することとされ、特

に本法改正では以下の３点が新たに定められた。  

Ⅰ．児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等（意見聴取等措置）  

（筆者注；児童福祉法第 33条の３の３） 

（ⅰ）都道府県知事又は児童相談所長が行う在宅指導、里親等委託、施設入

所等の措置、指定発達支援医療機関への委託、一時保護の決定時等*に意見聴

取等を実施  

* 措置等の解除、停止、変更、期間の更新時についても同様。緊急一時保

護など緊急で意見聴取等の時間がない場合は事後も許容。  

（ⅱ）こどもの最善の利益を考慮するとともに、こどもの意見又は意向を勘

案して措置等を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他のこども

の事情に応じ意見聴取その他の措置を講じなければならない。  

Ⅱ．意見表明等支援事業 

（筆者注；児童福祉法第６条の３ 第 17項） 

（ⅰ）児童相談所長等の意見聴取等の義務の対象となっているこども等を対象  
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（ⅱ）こどもの福祉に関し知識又は経験を有する者（意見表明等支援員）が、

意見聴取等によりこどもの意見又は意向を把握するとともに、それを勘案して

児童相談所、都道府県その他関係機関との連絡調整等の支援を行う。 

  Ⅲ．こどもの権利擁護に係る環境整備  

（筆者注：児童福祉法第 11条第１項第２号リ） 

（ⅰ）施設入所、一時保護等の措置及びこれらの措置の実施中における処遇に

対する児童の意見又は意向に関し、都道府県の児童福祉審議会*等による調査審

議・意見具申が行われるようにすることその他の方法により、こどもの権利擁

護に係る環境を整備することを、都道府県等の行わなければならない業務とす

る。  

* 児童福祉法（筆者注：第８条）に基づき都道府県に設置され、こども等の福

祉に関する事項を調査審議し、また関係行政機関に意見具申することができ

る。（筆者注：埼玉県児童福祉審議会については、（７）（Ｈ）参照） 

   

（Ｂ）意見表明等支援員の養成のためのガイドライン 

 （Ａ）において記載した文書の別添２として、策定された資料「意見表明等支

援員の養成のためのガイドライン―意見表明等支援員の養成に向けた研修を行う

ために―」（意見表明等支援員の養成のためのガイドライン）を、抜粋する。 

（ａ）支援員養成が必要な理由  

意見表明等支援事業を支える要は、こどもの立場に立ってこどもの意見・意

向を意見聴取等により十分に把握し、こどもが望む場合には、行政機関や児童

福祉施設等の関係機関に対し、意見形成や意見表明を支援したり、こどもの意

見・意向を代弁して伝達したりする「意見表明等支援員」である。  

しかし、現状では、各自治体における意見表明等支援事業を進める課題の第

一に人材養成・確保が挙げられており、意見表明等支援員の養成が事業の成否

を分ける鍵と言える。  

（ｂ）意見表明等支援員とは   

（ア）主な業務内容  

意見表明等支援員の基本的な役割は、こどもの立場に立って、①こどもの

意見の形成を支援し（意見形成支援）、②こどもの意見・意向を意見聴取等

により把握し、こどもの希望に応じ、行政機関や児童福祉施設・里親等の関

係機関に対し、意見表明を支援したり、こどもの意見・意向を代弁した上で

伝達するために必要な連絡調整をする（意見表明等支援）というものであ

る。意見表明等支援が一度で終わりになるものもあれば、③必要に応じて、

その後再度の意見表明を支援する役割を担うこともある。これら①～③の活
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動の前提として、こどもや関係機関等に、こどもの権利や意見表明等支援員

の意義・役割等について理解してもらうことが重要である。 

 

 

（イ）求められる要件など  

意見表明等支援員として活動するには、一定の知識・技術等が求められ

るため、都道府県等が適当と認める研修を修了する必要がある。研修では
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こどもの権利擁護やアドボカシーに関する基本的な考え方や実践に必要な

態度・知識・技術を学べるようにすることが必要である。 

また、これまでの実践では、市民、社会的養護経験者、弁護士・社会福

祉士等の専門職など多様な方が研修等を経たのちに、意見表明等支援員と

して活躍している。都道府県等においては、こどもの様々なニーズに対応

できるよう、専門職の資格の有無だけでなく、多様な属性・強みを持つ意

見表明等支援員を確保していくことが望まれる。  

意見表明等支援員は、こどもの権利保障のために、６原則など重要な考

え方に基づいて、こどもの声を傾聴し、こどもを中心にした意見形成支

援・意見表明支援を行うことが求められる。この６原則は以下のとおり

で、意見表明等支援の取組・実践を進める団体が参照してきた、重要な考

え方の一つである。 

 
 

（ｃ）意見表明等支援員の活動場面  

（ア）主な活動のタイミング  
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意見表明等支援員は、一時保護所での生活や、施設や里親家庭での日常の

場面において、こども本人の求めや、関係機関の求めに応じたり、定期的に

訪問することにより、生活における悩みや不満、措置の内容に関する意見等

について意見表明等支援を行う。さらに、児童福祉施設における自立支援計

画の策定の場面でも、計画策定プロセスにおけるこどもの意見聴取の機会に

支援員も同席して支援する等の対応が考えられる。 

 

また、令和６年施行予定の改正児童福祉法では、社会的養護に関わるこど

もの養育環境を左右する重大な決定（在宅指導、里親等委託、施設入所、指

定発達支援医療機関への委託の措置、停止、変更等、一時保護の決定と解

除）が行われるタイミングで児童相談所長等が意見聴取を行うことが新たに

義務化された。こうした意見聴取は原則として児童相談所の職員により行わ

れる。一方、児童相談所の職員とは、違う立場の人になら話せる・話したい

とこどもが感じるケースも考えられるため、こうした機会においても、こど

もが希望する場合には、意見表明等支援員がこどもの意見表明等の支援を行

うことも有用と考えられる。  

このほか、改正児童福祉法では、措置の実施や措置中の処遇に関するこど

もの意見・意向について、児童福祉審議会その他の機関によって調査審議や

意見具申がなされるよう、権利擁護の環境整備が都道府県等の義務とされ

た。この規定に基づき、こどもが当該機関へ意見の申立てを行うときに支援

員がこどもの意見・意向をこどもに代わって伝える等、権利擁護に必要な支

援を行うことが考えられる。 

（イ）活動する環境  

意見表明等支援員は、一時保護所、施設や里親家庭等こどものいる場所へ

定期的に訪問や、こどもから電話や SNS等の連絡を受け求めに応じた訪問型

支援も行う。その時、こどもがアクセスしやすく、安心感・安全感を得るこ

とができ、秘密を守ってもらえると実感しやすい場所で聴き取る必要があ

る。  

静かに向き合ったテーブルの方が話しやすいときもあれば、公園等の開放的 

な場所の方が話しやすいときもある。  
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また、遊びながら、スケッチブックやカード等を使いながらの方が話しや 

すいときもある。  

こども一人一人の状況にあわせて話しやすい場を作ることが必要である。 

 

（ｄ）研修カリキュラム（例） 

（ア）基礎編  

 基礎編として７つの科目を例示している。基礎編では、アドボカシーの定

義・理念などから、意見表明等支援員が果たす役割・意義を理解しながら、

望ましい基本的な態度、またこどもを取り巻く環境などについて理解をする

ことが期待される。 

（イ）養成編 

養成編として 11の科目を例示している。養成編では、基礎編で学んだ概略

をさらに深めて理解することや、実際に出会うこどもの多様性等についてよ

り理解することが望まれる。また、意見表明等支援を行う実際の場面を想定

して学びを深められるよう演習を重ねたり、意見表明等支援を通じて抱える

葛藤について理解したりする中で、意見表明等支援員として活動するイメー

ジや体験を増やすことが必要である。なお、養成編ではロールプレイをはじ

め、グループワークが多く採用されると考えられる。グループワークは自己

覚知を深め、他者視点から学び取る部分も多く、有効な方法である。この有

効性を担保する前提には、参加者全員が、安心してワークに取り組めている

か、また、有効な助言者（SV）がいるかという点が挙げられる。研修の企画

者はこれらの点に留意しながら、研修を運営する必要がある。 
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（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 意見表明等支援員派遣人数 60回（人） 

 達成状況 59回（人）  

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）令和６年度予算における事業主体及び負担区分 

  国 1/2・県 1/2 

（Ｂ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額（千円） 主な内容 

１ 報償費   2,438 意見表明等支援員活動謝金、意見表明等支援

員検討会議、意見表明等支援員活動における

意見等交換会、意見表明等支援員養成研修検

討会議 

２ 委託料 1,256 意見表明等支援員養成研修業務、こどもの権

利擁護に関する研修業務、他 

３ 報酬 138 児童福祉審議会意見聴取部会 報酬 

４ その他 209  

５ 合計 4,041  
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（ａ）報償費について 

予算見積調書において、意見表明等支援員活動謝金は、28,400 円×60 回で、

1,704 千円、スーパーバイザー謝金は、600 千円、検証委員会委員謝金は、７人×

３回で 289 千円、関係機関連携会議委員等謝金は、７人×５回で 733千円、計

3,327 千円に対して、2,438 千円の実績となった。 

 実績の内訳は、意見表明等支援員活動謝金 1,665 千円、意見表明等支援員検討

会議 331千円、意見表明等支援員活動における意見等交換会 193千円、意見表明

等支援員養成研修検討会議 124千円、児相職員との意見交換会における意見表明

等支援員謝金 124 千円。 

予算から減った理由は、関係機関連携会議が開催できなかったためである。 

 

（ｂ）委託料 

（ア）意見表明等支援員養成研修業務 

  契約書及び見積書を閲覧した。 

Ⅰ．履行期間及び委託金額 

令和６年６月 24日から令和６年 10月 31日まで  

 957,000 円 

Ⅱ．受託者 

一般社団法人子どもの声からはじめよう 

Ⅲ．業務委託の内容 

 ①オンデマンド配信による研修、オンラインディスカッション 

   ディスカッシ

ョンの日 

基 

礎 

講 

座 

第 1回 こどもアドボカシーを知ろう ７月 11日 

第２回 子どもの権利条約と権利擁護 ７月 18日 

第３回 子どもの発達の理解 ７月 26日 

第４回 子どもの権利擁護・意見表明等支援制度 ８月２日 

第５回 子どもアドボカシーの理念と原則 ８月９日 

養 

成 

講 

座 

第６回 訪問アドボカシーの実際 ８月 16日 

第７回 トラウマインフォームドケア ８月 23日 

第８回 子どもの多様性の理解 ８月 30日 

第９回 アドボケイトの役割と守秘義務 ９月６日 

第 10 回 アドボカシーの現状と課題アドボケイト ９月 13日 

 

②実践研修（演習） 

   開催日 
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第 1回 こどもアドボケイトのコミュニケーション ８月７日 

第２回 関係性を育むためのスキル ８月 21日 

第３回 アドボカシーのプロセス ９月 20日 

 

Ⅳ．評価 

  前述の（５）（Ｂ）（ｄ）に記載した研修カリキュラム（例）に沿った研修

を実施している。 

 

（イ）その他の委託料 

意見表明等支援員の養成に向けた研修は、横浜博萌会子どもの虹情報研修セン

ターにて 40千円、こどもの権利擁護に関する研修は、一般社団法人子どもの声か

らはじめように 258千円で、委託している。 

 

（ｃ）報酬 

 予算見積調書において、児童福祉審議会部会委員及び調査専門員報酬 1,054 千

円に対して、138 千円の実績となった。 

 予算から減った理由は、意見聴取部会の案件が見込みを下回ったためである。 

 

（Ｃ）事業の背景や内容 

令和６年４月１日から施行された児童福祉法の改正で、社会的養護が必要な子

どもの権利擁護にかかる環境整備が、都道府県の業務として位置付けられた。予

算としては、令和６年度からの新規事業である。子どもが自分の措置やその処遇

に関して意見を申し立てる先として、児童福祉審議会に意見聴取部会を設置し

た。子どもの意見表明等を支援するための制度として、意見表明等支援員（アド

ボケイト）を養成して、児童相談所の一時保護所に派遣をしている。 

また、弁護士、社会福祉士、公認心理師の３職種の方に、アドボケイトの養成

研修に参加してもらっている。 

アドボケイトになる方は、公募ではなく、埼玉弁護士会、埼玉県社会福祉士

会、埼玉県公認心理師協会の事務局に推薦依頼をしている。 

令和６年 10 月から一時保護所への派遣を始めている。令和６年度は月一回、ア

ドボケイト２名の派遣だったが、令和７年度からは、月２回になった。 

 

 

 

（Ｄ）事業の目標と達成状況 
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養成した意見表明等支援員（アドボケイト）を一時保護所に派遣しており、６

年度は、60回・人が目標であった。７年度は 160回・人が目標になっている。達

成状況については、令和６年度が 59回・人だった。 

令和６年度においては、一時保護所がある中央児童相談所（上尾）、南児童相

談所（川口）、所沢児童相談所、熊谷児童相談所、越谷児童相談所の５カ所に派

遣した。７年度は、新たに開所した朝霞児童相談所にも派遣を開始している。 

 

（Ｅ）短期的課題及び長期的課題 

こども安全課によると、意見表明等支援員の活動に関して、今は一時保護所に

のみ派遣しているが、今後、児童養護施設に広げることを考えているとのことで

あり、この調整が、短期的課題になる。 

長期的課題としては、当事業を今は県直営で行っているが、将来的には、委託

による方法も視野に入れているとのことであり、その検討や調整が課題として挙

げられる。 

 

（Ｆ）業務上、気をつけていること 

こども安全課によると、児童相談所や意見表明等支援員（アドボケイト）と密

な連絡調整を行って、アドボケイト活動が円滑に進むように努めている。また、

一時保護所に直接入るので、子どもとの関わり方には気をつけているとのことで

あった。 

 

（Ｇ）他部署との連携状況及び役割分担 

こども安全課によると、児童相談所の一時保護所の職員との連携が必ず必要に

なり、活動日の日程調整や、事前の子供への周知の依頼、事前のポスター掲示な

ど依頼している。 また、当日は、面談したい児童を、一時保護所から連れて来て

もらうなど、協力してもらっている。 また、アドボケイト養成研修を委託してい

るため、この委託業者との連携も必要になっている。 

さいたま市でも、独自にアドボケイトがおり、市の一時保護所の方にアドボケ

イトを派遣しているため、今後、児童養護施設等に拡大していくに当たって、情

報を共有していく必要があると考えられる。 

 

（Ｈ）埼玉県児童福祉審議会について 

 （ａ）埼玉県児童福祉審議会の概要 

（出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県児童福祉審議会 - 埼玉県」） 

（ア）設置根拠 

児童福祉法第８条第１項により設置された執行機関の附属機関 
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（イ）審議事項 

① 児童、妊産婦及び知的障害児の福祉に関する事項の調査審議 

② 児童及び知的障害児の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊具等を推  

薦し、それらを製作し、興行し、販売する者に対する必要な勧告 

③ 要保護児童に係る措置又は報告に対する意見 

④ 国、県、市町村以外の者が設置する児童福祉施設の認可に対する意見 

⑤ 児童福祉施設の設備又は運営が基準に達せず、かつ、著しく有害であると   

認められたときの意見 

⑥ 無認可施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるときの意見 

⑦ 里親の認定に関する事項 

⑧ こども計画及び子ども・子育て支援事業支援計画に関する事項 

（ウ）組織及び会議 

Ⅰ．委員 18人 

Ⅱ．任期 ２年 

Ⅲ．会議 

・全体会：児童福祉に関する基本的事項等 

・児童養護部会：児童福祉法による児童相談所の措置、里親の認定、 

被措置児童等虐待への県の措置に係る報告 

・意見聴取部会：児童福祉法による措置の実施及びその実施中の処遇に対

する児童の意見又は意向に関する調査審議 

・認可部会：児童福祉法による保育所の認可、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による幼保連携型認定こ

ども園の設置等の認可、事業の停止、施設の閉鎖命令、認可の取消し 

 

（ｂ）埼玉県児童福祉審議会の開催状況 

（出典：埼玉県ウェブサイト: 「埼玉県児童福祉審議会_開催情報 - 埼玉

県」） 

（ア）令和６年度 

   Ⅰ．第１回 

    ・期日及び場所 

      令和６年５月８日（水曜日） 15時から 16時 Web 開催 

・審議事項 

   ①「埼玉県こども計画（仮称）」の検討体制、策定スケジュールについ 

②「埼玉県こども計画（仮称）」の位置付け、骨子案について 

③児童養護部会の審議経過について 

④意見聴取部会所属委員の決定について 
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⑤認可部会の結果について 

   Ⅱ．第２回 

    ・期日及び場所 

      令和６年９月 11日（水曜日）13時から 14時 30分 Web開催 

・審議事項 

   ①「埼玉県こども計画（仮称）」（令和７～11年度）について 

(目指す将来像） 

②「埼玉県子育て応援行動計画」（令和２～６年度） 

の進捗状況について 

③児童養護部会の審議経過について 

   Ⅲ．第３回 

    ・期日及び場所 

      令和６年 11月８日（金曜日）10時から 11時 30分 Web開催 

・審議事項 

   ①「埼玉県こども・若者計画（仮称）」について(計画案） 

②児童養護部会の審議経過について 

③「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」について 

   Ⅳ．第４回 

    ・期日及び場所 

     令和７年１月 書面開催 

・審議事項 

   「埼玉県こども・若者計画（仮称）」の計画案について 

  

（イ）令和７年度 

   Ⅰ．第１回 

    ・期日及び場所 

     令和７年６月３日（火曜日） 15時から 16時 Web開催 

・審議事項 

   ①児童養護部会、意見聴取部会及び認可部会所属委員の決定 

②児童養護部会の審議経過について 

③意見聴取部会の審議経過について 

申立て件数は１件、内容は措置に係るもの、意見具申はなし 

④認可部会の審議経過について  

  Ⅱ．第２回 

・期日及び場所 

令和７年９月３日（水曜日）15時から 16時 20分 Web開催 
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・審議事項 

  ①「埼玉県子育て応援行動計画」(令和２～６年度)の取組指標の 

結果報告について 

②児童福祉審議会規則の改正について 

③児童養護部会における審議経過について 

（ｃ）意見聴取部会について 

  令和６年度第２回の児童福祉審議会意見聴取部会（令和７年２月 17日開催）及 

び令和７年度第１回（令和７年５月 23 日開催）の資料を閲覧したが、問題となる 

事象は発見されなかった。 

 

（８）各論点（委託事業、補助事業）について 

 令和４年児童福祉法改正に従って、意見表明等支援員（アドボケイトの）を養成

し、意見表明等支援員を一時保護所等へ派遣するという事業において、所期の目的を

達成し、また、効果を上げていることを確認した。 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 

 

【意見２７】当事業について、児童養護施設一時保護施設にも業務拡大していく見込み

であることから、業務内容を見直す、人員の増加を図るなどの対応を行うことが望まし

い 

現状、児童相談所一時保護所６か所に対して、月２回ずつ、計月 12 日現地を訪問し

ている。現地訪問の場合、ほぼ一日出張となる。現状の人員体制では対応しきれないた

め、週３日は会計年度職員が担当するようにしたものの、週３日では全ての現地を回れ

ないため、当事業の職員がいくか、福祉部こども安全課から応援を頼んで対応している

という状況である。 

なお、福祉部こども安全課児童権利擁護担当では、子供と家庭電話相談事業費、子

供の権利擁護事業費、子供の意見表明等推進事業の３事業について職員２名で対応し

ているが、特に子供の意見表明等推進事業は業務量が多い状況であり、全体的に業務

過多となっている。アドボケイドの活動を今後もっと広げていこうということになっ

ているが、現状業務で手一杯の状況であり、やりたいことがあってもできない状況で

ある。 

新規事業開始時の人員増員要求も行っていたところであるが、認められない状況で

あった。月 12回の児童相談所一時保護所への訪問により内部業務にも支障をきたして

いる状況である。 

 今後は、令和７年度中にも児童養護施設一時保護施設にもこどもの意見表明等推進

事業を広げていく方針であるが、予算的にも人員的にも厳しいのが現状である。ま
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た、部会の議事録作成などの業務が一部滞っているほか、アドボケイト活動の記録整

理や分析までにも手が回らない状況でもある。 

 当事業はこどもの権利を確保する上でも極めて重要な事業であるため、既存の業務

内容を見直し重複した業務があれば見直す、あるいは人員の増加を図ることが望まし

い。 

 

【意見２８】個別面談の内容を例えば１年ごとなど定期的に整理し傾向や課題を把握

することにより、中長期的に対応すべき事項の有無を検討することが望ましい 

制度開始からの期間が短い現状においては、個別面談を行い、その結果を踏まえ

て、一時保護所、保護者、相談者などの関係者に適時適切に情報を伝えるなど対応す

ることが重要であり、この点は問題なく行われているところである。他方で、個別面

談の内容を整理・分析することで、共通する課題を把握し、解決につなげることも期

待される。したがって、一時的な個別対応に留まらず、全体として対応すべき事項が

ないか、例えば１年ごとに定期的に個別面談の内容を分析・検討することが有益と思

われる。 
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補足２．児童虐待対策（福祉部こども安全課） 

 

 こども家庭庁の公表データによると、令和５年度の対応件数は全国で 225,509 件に

上っており、全国的には増加の一途をたどっている。 

県においては、14,351 件となっており、前年度より増加している。 
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（出典：こども家庭庁ウェブサイト） 

 

 児童虐待の防止のため、県では、ウェブサイトにおいて、児童虐待について県民に

周知を行っている。 
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（出典：県ウェブサイト） 

 

 

【意見２９】中長期的には虐待が発生しないよう、県民に対して繰り返し継続的に、虐

待は許されない行為であると、教育・啓発を行うことが望ましい 

児童相談所における児童虐待相談対応件数は、埼玉県が、東京都、大阪府に次いで

件数が多い状況である。これは、虐待が疑われる案件が適切に通告され、児童相談所

が保護措置を講じている結果とも言える。したがって、件数が多いこと自体直ちに、

重大な問題とは言えない（虐待案件が漏れなく虐待として把握されることが最も重要

であり、虐待が通告されずに潜在化することが最も問題である。）。しかしながら、件

数を減少させるための取組は必要であり、中長期的には、虐待は許されない行為であ

ることを、学校や家庭での教育と啓発と継続的に繰り返し実施し、また、県の広報紙

やＳＮＳ、イベント等を通じて県民全体に広く働き掛けることが望ましい。 
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補足３．里親制度（福祉部こども安全課） 

 

日本では様々な事情により親と暮らすことができないこどもが約４万２千人存在す

る。これらのこどもは都道府県等が保護し、乳児院や児童養護施設、里親家庭やファ

ミリーホームなどの多様な環境で生活している。こどもが成長する過程において、特

定の信頼できる大人との愛着形成が非常に重要であるため、より多くのこどもが家庭

と同じような環境で生活することができるように里親やファミリーホームでの養育が

推進されている。（こども家庭庁ウェブサイト「里親制度等について」のページより） 

 埼玉県においても、県民に対して里親制度の周知を図っているところである。 

 
（出典：県ウェブサイト） 

 

また、こども家庭庁等ウェブサイトにおいて、里親等委託推進の取組として、企業や

大学と連携した広報、ラッピングバスを利用した広報、ターゲットを絞った広報、働き

手のために里親説明会の夜間開催等の事例を紹介されている。その他、マッチングの支

援や委託後支援の取組なども紹介されている。 

 埼玉県でも、広報紙への掲載や、企業や団体等との連携による広報活動を行うなど広

く県民に紹介しているところであるが、更なる認知度を一層向上させるため、これらの

取組を取り入れる検討の余地があると考えられる。 
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（出典：埼玉県広報紙） 

 

【意見３０】里親への委託率が低い現状を踏まえ、県民に対して広報紙のほか、ＬＩＮ

ＥやＳＮＳ等を活用して里親制度への関心を高める周知活動を行うことが望ましい 

里親制度に関する理解促進を目的としたウェブサイトが開設されているが、里親数

が依然として少ない状況であることから、埼玉県のＳＮＳや教育施設、公共機関、市

町村役場など多様な場での周知をより充実させることが考えられる。 
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１０．多子世帯保育料無償化支援事業（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

保育所等に入所する第３子以降の児童の保育料を無償化することにより、多子世帯

における経済的負担の軽減を図り、少子化改善の一助とする。 

 

（２）概要  

事業内容 国の多子軽減制度に該当しない満３歳未満で第３子以降

の児童の保育料を無償化する市町村に対し、経費の半額

を補助する。 

当初予算額 令和６年度予算額 1,284,102 千円 

決算額 令和６年度決算額 1,198,335 千円 

事業計画 同一世帯でこどもが３人以上かつ第３子以降のこどもが

認可保育所等を利用している世帯に対する保育料の無償

化を行う市町村に対し、経費の半額を補助する。 

事業効果 【活動指標(アウトプット)】 

対象児童 7,464人の保育料無償化 

【成果指標(アウトカム)】 

多子世帯の経済的負担の軽減 

 

 国の制度では、令和元年 10月から幼児教育・保育の無償化を実施し、３～５歳児が

無償化の対象となったが、０～２歳児（住民税非課税世帯を除く）は依然として世帯

の所得状況に応じて保育料を負担しなければならないこととなっている。県の調査で

は、３人以上のこどもを持つことが理想だと考える世帯が 22％であるのに対し、実際

に持つ予定のこども数が３人以上と回答した世帯は 11％と乖離がある。当該事業の実

施によって、国の減額対象となっていない第３子以降のこどもの保育料が無償化さ

れ、多子世帯の経済的負担が軽減されることで、県民が希望するこどもの数をもちや

すくするため、現行制度の兄弟姉妹の同時入所要件に関わらず満３歳未満で第３子以

降の保育料を無償化する。その際、財源は市町村が 1/2、県が 1/2 の負担としてい

る。 

 

 （県内市町村別の県費補助額及び対象人数） 

番号 市町村 
県費補助額

（単位：円） 

人数合計 

（単位：人） 

１ さいたま市 275,528,000 1,340 

２ 川越市 49,533,000 277 

３ 越谷市 57,006,000 330 
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４ 川口市 95,169,000 481 

５ 熊谷市 29,702,000 186 

６ 行田市 8,645,000 66 

７ 秩父市 11,506,000 103 

８ 所沢市 45,054,000 274 

９ 飯能市 10,795,000 114 

10 加須市 17,112,000 131 

11 本庄市 15,452,000 107 

12 東松山市 18,106,000 106 

13 春日部市 33,784,000 211 

14 狭山市 27,176,000 174 

15 羽生市 5,750,000 46 

16 鴻巣市 16,598,000 114 

17 深谷市 33,507,000 214 

18 上尾市 27,793,000 178 

19 草加市 26,408,000 153 

20 蕨市 7,924,000 42 

21 戸田市 36,514,000 170 

22 入間市 20,762,000 132 

23 朝霞市 20,607,000 140 

24 志木市 12,636,000 86 

25 和光市 15,447,000 84 

26 新座市 30,840,000 173 

27 桶川市 9,440,000 57 

28 久喜市 28,888,000 170 

29 北本市 8,967,000 52 

30 八潮市 13,823,000 83 

31 富士見市 12,331,000 88 

32 三郷市 23,636,000 240 

33 蓮田市 9,288,000 51 

34 坂戸市 16,107,000 101 

35 幸手市 3,564,000 32 

36 鶴ヶ島市 11,383,000 68 

37 日高市 8,322,000 63 

38 吉川市 11,656,000 89 
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39 ふじみ野市 14,500,000 207 

40 白岡市 8,004,000 45 

41 伊奈町 8,929,000 49 

42 三芳町 5,345,000 36 

43 毛呂山町 4,495,000 28 

44 越生町 1,726,000 11 

45 滑川町 6,339,000 45 

46 嵐山町 2,443,000 20 

47 小川町 3,501,000 21 

48 川島町 1,128,000 12 

49 吉見町 2,316,000 14 

50 鳩山町 1,802,000 15 

51 ときがわ町 1,666,000 16 

52 横瀬町 1,429,000 13 

53 皆野町 599,000 6 

54 長瀞町 713,000 9 

55 小鹿野町 764,000 9 

56 東秩父村 37,000 1 

57 美里町 1,943,000 19 

58 神川町 1,704,000 12 

59 上里町 4,290,000 47 

60 寄居町 5,090,000 66 

61 宮代町 5,973,000 43 

62 杉戸町 3,777,000 28 

63 松伏町 3,063,000 18 

合計 1,198,335,000 7,316 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について   （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 1,169,247 1,110,785 1,110,785 1,110,785 1,284,102 

決算額 967,481 1,059,031 1,131,401 1,263,999 1,198,335 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

担当の職員１名で実施している。 
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（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

埼玉県多子世帯保育料無償化支援事業費補助金実施要綱及び埼玉県多子世帯保育料

無償化支援事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付を行っている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 活動指標を対象児童 7,464 人の保育料無償化としていたが、実績は 7,316 人であっ

た。活動指標に対し 148人少ないが、達成率は 98％となっており、十分に事業成果が

出ている。 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

県の調査では、３人以上のこどもを持つことが理想だと考える世帯が 22％であ

るのに対し、実際に持つ予定のこども数が３人以上と回答した世帯は 11％と乖離

がある（埼玉県 少子化対策深堀り調査（令和４年度））。当該事業の実施によっ

て、国の減額対象となっていない第３子以降のこどもの保育料が無償化され、多

子世帯の経済的負担が軽減されることで、県民が希望するこどもの数をもちやす

くなるという意味において、子育て支援の充実等の観点からも一定の効果がある

と考えられる。 

また、直近５年間の当該事業の支出額及び補助対象人数は増加傾向にある。そ

のため、下記【意見３１】に記載した内容も踏まえ、市町村とさらに連携を深め

るとともに、財源の確保に留意しながら事業の継続を図るように努める必要があ

る。 

 

（Ｂ）費用対効果について 

    令和６年度の予算額は 1,284,102 千円、実績額は 1,198,335 千円であり、執行率

は約 93.3％である。多子世帯の経済的負担の軽減の趣旨に鑑みると、当該事業の

予算は適切に活用され、一定の効果が得られていると評価できる。 

 

（Ｃ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。         （単位：千円） 

節 支出命令額 内容 

負担金、補助及び交

付金 

1,198,335 多子世帯保育料無償化支援事業費補助金 
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（Ｄ）各論点（委託事業、補助事業）について 

   当該補助事業に係る資料を閲覧し、当該業務の財務の執行状況について異常

点は発見されなかった。 

 

【意見３１】市町村からの補助金申請が正しく行われていることを担保するために、市

町村からの補助金申請で誤りが生じやすい箇所について重点的かつ慎重に確認を行う

ことが望ましい 

当該事業の対象となる要件は、各市町村が保有する個人情報に基づき各市町村が確

認し、県は市町村が要件確認をした上での補助金申請を求めており、対象者ごとの要

件確認はしていないとのことであった。県の補助金等の交付手続等に関する規則第５

条には、「知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかど

うか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみや

かに補助金等の交付を決定するものとする。」と規定されており、状況に応じて県も申

請に関する現地調査等を行うことができることになっている。対象要件の詳細な確認

は各市町村が責務を負っていると考えられるが、当該事業は予算規模が比較的大き

く、県も補助金を交付している以上、正しく補助金が交付されていることを担保する

ために、市町村からの補助金申請で誤りが生じやすい箇所について重点的かつ慎重に

確認を行うことが望ましいと考える。 
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１１．保育士奨学金返済支援事業（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

県内保育所等に新たに勤務する保育士に対して、奨学金返済に係る費用の一部を補助

することで、保育士確保及び処遇改善を図る。 

 

（２）概要  

 

(Ａ)補助金交付の仕組み 

 保育士奨学金返済支援事業は、埼玉県内の保育士確保及び処遇改善を図ることを目

的として、埼玉県内保育所等で新たに勤務する保育士に対して、奨学金を返済する費

用の一部を補助するものであり、埼玉県及び市町村が補助金額の２分の１ずつを支援

する（以下③④）。実施主体は市町村となるため、申請者は各市町村にて申請を行い（以

下①）、市町村は補助金の交付申請を埼玉県に提出する。（以下②） 

 

（出典：こども支援課提出資料より抜粋） 

事業内容 
県内保育所等で新たに勤務する保育士に対して、奨学金を返済する費

用の一部を補助する。 

月額 15,000 円（県１/２、市町村１/２）を上限に、採用から 5年間

で最大 90万円を支給。 

当初予算額 40,392（千円） 

決算額 5,744（千円） 

事業計画 保育士確保及び処遇改善を図る市町村への補助を行う。 

事業効果 保育サービス受入枠拡大等に対応可能な保育士が確保され、県民がこ

どもを預けられる環境が整備される。 

利用人数 

令和５年度 30 人 

令和６年度 90 人 
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(Ｂ)対象者・対象施設・対象奨学金・対象期間 

  保育士奨学金返済支援事業の対象者・対象施設・対象奨学金・対象期間については、

埼玉県保育士奨学金返済支援事業実施要綱第４条に以下の通り定められている。 

４ 実施要件 

（１）対象者 

当該事業の対象者は、次のアからエのいずれにも該当する保育士とする。  

ア 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者  

イ 令和５年４月１日以降に対象施設等において常勤の保育士として雇用された者  

ウ 過去に保育士としての勤務実績がない者（ただし、当該事業を実施する市町村内

で複数の対象施設等に連続して勤務する場合は、当該勤務は継続とし、勤務実績がな

い者とみなす。）  

エ 類似の奨学金返済支援の補助を受けていないこと 

 

（２）対象施設等  

当該事業の対象施設等は、次のアからエのいずれかに該当する市町村以外の者が運営

する県内の施設または事業所とする。  

ア 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号、以下「法」という。）第 39 条第１項に規定

する保育所  

イ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18

年法律第 77 号）第２条第６項に規定する認定こども園  

ウ 法第６条の３第 10項に規定する小規模保育事業を行う事業所（小規模保育事業 C

型を行う事業所を除く。）  

エ 法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 

 

（３）対象奨学金  
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当該事業の対象とする奨学金は、対象者が就学時又は在学期間中の学費に充てること

を主な目的として、自己の名義で借り受けた資金であって、次のいずれかに該当する

ものとする。  

ア 日本学生支援機構奨学金 

イ あしなが育英会奨学金 

ウ 交通遺児育英会奨学金 

エ その他これらに類する資金として、知事が奨学金に準ずると認めるもの。  

 

（４）対象期間  

当該事業の対象期間は、対象者が４（１）に規定する要件を満たした日の属する月（当

該日が月の初日でない場合は翌月。）から５年間。ただし、同項の要件を満たさなく

なった場合は、当該日が属する月（当該日が月の末日でない場合は前月。）を終期と

する。 

（出典：埼玉県保育士奨学金返済支援事業実施要綱） 

 

(Ｃ) 保育士奨学金返済支援事業を実施している市町村 

  保育士奨学金返済支援事業は実施主体が市町村であるため、実施している市町村に

勤務する保育士で実施要綱の要件を満たす者のみが支援の対象となっている。 

埼玉県内の 63 市町村のうち、令和６年度で当事業を実施している市町村は 11 市町

村となっている。実施市町村は以下の通りである。 

当事業を実施してい

る市町村（11 市町村） 

さいたま市、熊谷市、行田市、所沢市、東松山市、春日部市、

深谷市、戸田市、八潮市、伊奈町、杉戸町 

（出典：こども支援課提出資料より） 

 

(Ｄ)学生の奨学金の受給状況について 

  独立行政法人日本学生支援機構の「令和４年度学生生活調査結果」によれば、日本

学生支援機構の給付奨学金、同貸与奨学金、日本学生支援機構以外の給付奨学金、同

貸与奨学金のうち、１つ以上を受給したと回答した者の割合は以下の通りであり、全

体としては約半数の学生が何らかの奨学金を受給している状況にあるといえる。 
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（単位：％） 

 平成 30 年度 令和２年度 令和４年度 

大学学部・昼間部 47.5 49.6 55.0 

短期大学・昼間部 55.2 56.9 61.5 

（出典：独立行政法人日本学生支援機構 令和４年度学生生活調査結果より） 

 

 また、同調査結果の「日本学生支援機構奨学金の種類別受給状況」によれば、給付型

奨学金のみを受給している学生は令和４年度は 9.1％となっており、約 40％程度の学生

は貸与型奨学金を受給していることが分かる。当該統計は、保育士を目指す学生に限定

したものではないが、保育士志望の学生においても、貸与型奨学金の受給者が一定程度

存在していると考えられる。したがって、保育士として就職した後、奨学金の返還が経

済的負担となっている者も相当数いると推察される。 

 

 

（出典：独立行政法人日本学生支援機構 令和４年度学生生活調査結果より） 
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(Ｅ)保育士平均賃金額について 

令和６年賃金構造基本統計調査によれば、以下に記載の通り、保育士の平均賃金額

は全産業の平均賃金額と比較してやや低い水準となっている。このことから、保育士

が負担する奨学金返済費用を補助する施策は、保育士の処遇改善に寄与するものとい

える。 

（出典：こども家庭庁「令和６年度 全国こども政策主管課長会議」P.20 より抜粋） 

 

なお、令和６年全国平均（役職者を除く、月収換算）：全産業 38.6 万円、保育士 32.9

万円となっている。 

(Ｆ)埼玉県内の保育士不足について 

 保育士の都道府県別有効求人倍率における埼玉県及び全国平均の推移は以下の通り

である。埼玉県の有効求人倍率は全国平均を上回っており、埼玉県内では保育士が不足

している状況にあるため、埼玉県内での保育士確保は重要な課題となっている。 

（単位：倍） 

有効求人倍率 令和４年１月 令和５年１月 令和６年１月 令和７年１月 

埼玉県 3.51 3.80 4.03 3.84 

全国 2.92 3.12 3.54 3.78 
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（出典：こども家庭庁 保育士の有効求人倍率の推移（全国）令和６年及び令和７年

における保育士の各都道府県別有効求人倍率等の比較（各年１月時点）、令和４年及び

５年における保育士の各都道府県別有効求人倍率等の比較（各年１月時点）より） 

 

また、埼玉県南部は東京都に隣接しているが、以下に記載の通り、東京都と埼玉県の

間には保育士の平均賃金に差があることから、埼玉県から東京都へ保育士が流出する一

つの要因と考えられ、人材確保がより一層難しい状況にあるといえる。埼玉県としては、

保育士賃金の原資となる公定価格の地域区分が、東京都の自治体と隣接する県内市との

間で大きな差が生じているなど、地域の実情を十分に反映していないため、国に対し地

域の実情を十分に反映し現在の水準を超える設定とするよう要望しているとのことで

ある。 

（単位：万円） 

 東京都 埼玉県 

令和６年度保育士平均賃

金 

34.0 31.3 

（出典：厚生労働省 令和６年賃金構造基本統計調査より） 
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(Ｇ) 保育士奨学金返済支援事業の周知について 

 埼玉県は、保育士応援ポータルサイトである埼玉保育ナビにて、保育士奨学金返済

支援事業について掲載している。 

 

（出典：埼玉保育ナビ ウェブサイト 保育士を目指す方へ｜【埼玉県公式】埼玉保

育ナビ 保育士応援ポータルサイトより）  

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について        （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 - - - 42,500 40,392 

決算額 - - - 3,095 5,744 

 

(Ａ)予算額の決定方法 

 保育士奨学金返済支援事業の予算額は、令和５年度については概算計上であるが、令

和６年度においては、当事業を実施している市町村に対して所要額調査を実施し、その

対象人数を把握したうえで算定している。令和６年度の市町村に対する所要額調査にて、

当事業を実施予定とする市町村に勤務する保育士で、実施要綱の要件を満たす者（当事

業の対象者）は 430 人となっている。 

 

(Ｂ)補助基準額及び補助期間の決定について 

保育士奨学金返済支援事業における補助基準額は、１人当たり年間 180,000 円であ

り、補助期間は５年間となっている。 

当該補助基準額の設定について、学生１人当たりの平均奨学金貸与額年額 435,000 円

に、保育士資格を取得するための修学期間２年間を乗じた 900,000 円としている。また、

補助期間については、奨学金の平均返還額月額が約 15,000 円であることから、平均奨

学金貸与額 900,000 円を返済する期間として、最長５年間（平均奨学金貸与額 900,000
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円÷（平均返還額月額 15,000 円×12 か月））としている。なお、学生１人当たりの平均

奨学金貸与額年額は、以下の通り、独立行政法人日本学生支援機構の「令和２年度 学

生生活調査結果」の調査データに基づくものであり、奨学金の平均返還額月額は、同じ

く独立行政法人日本学生支援機構の「令和元年度 奨学金の返還者に関する属性調査結

果」の調査データによるものである。 

 

 （出典：独立行政法人日本学生支援機構の「令和２年度 学生生活調査結果」 令和

２年度学生生活調査・高等専門学校生生活調査・専修学校生生活調査 | JASSO より） 
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(出典：独立行政法人日本学生支援機構の「令和元年度 奨学金の返還者に関する属性

調査結果」令和元年度奨学金の返還者に関する属性調査結果 | JASSO より） 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

保育・人材確保担当 

担当職員１名で実施 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

子ども・子育て支援法第３条及び子ども・子育て支援法基本指針(内閣府公示)に基づ

き施策を講じている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

評価指標：離職率の低下 
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（参考） 

 ・当該事業開始後２か年（R５～６）で当該事業を利用した者の離職率:1.1％ 

 ・県全体の採用者（R５年度）に占める２年以内に退職した者の割合：36.6% 

 

(Ａ)埼玉県の保育所等における常勤保育士の離職率の推移及び目標値 

  埼玉県内の保育所等における常勤保育士の離職率の推移は以下となっている。なお、

市町村ごとの同様の離職率については出典元である国の社会福祉施設等調査に示され

ていないため不明である。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

離職率 9.1% 9.4% 8.1% 5.1% 

（出典：社会福祉施設等調査より）※令和５、６年度は幼保連携型認定こども園を除く 

 

また、埼玉県内の保育所等における常勤保育士の離職率の目標値は以下となっている。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

離職率 8.9% 8.7% 8.5% 8.3% 

（出典：こども支援課提出資料より） 

 

（７）監査人総括（評価） 

保育士奨学金返済支援事業は、埼玉県内の保育士に対して、奨学金返済に係る費用の

一部を補助することで、埼玉県内に勤務する保育士の確保及び処遇を改善するための事

業である。近年、約半数の学生が何らかの奨学金を受給している状況にあり、保育士を

目指す学生も一定数含まれていると考えられる。また、保育士の平均賃金額は全産業の

平均賃金額と比較してやや低い水準となっており、奨学金を受給した学生が、保育士と

して就職した後、奨学金の返還が経済的負担となっている可能性がある。 

埼玉県内の令和７年１月の保育士有効求人倍率は 3.84 倍となっており、全国平均

3.78 倍と比べてもやや高く、保育士不足の状況にある。特に埼玉県南部では、保育士の

平均賃金の高い東京都に保育士人材が流出する傾向にあると考えられる。 

そのため、保育士が負担する奨学金返済費用を補助する当事業は、保育士の処遇改善

及び保育士確保の観点から必要な施策であるといえる。実際、埼玉県全体の保育士採用

者（令和５年度）に占める２年以内の離職率は 36.6%であるのに対し、当事業開始後２

か年（令和５年度～令和６年度）で当事業を利用した保育士の離職率は 1.1％と低い水

準となっており、当事業を利用して奨学金返済の補助を受けている保育士にとっては、

経済的な支援となり勤務継続にも寄与していると考えられる。 

一方で、下記意見に記載の通り、いくつかの課題も発見された。例えば、保育士奨学

金返済支援事業の令和６年度の予算額 40,392 千円に対して、実際の決算額 5,744 千円

に留まり、人数で見ても、令和６年度の制度利用の対象者 430 人に対して、実際の利用

人数は 90人となっており、計上した予算が有効に活用されていない。また、本事業は、
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市町村が実施主体となり、県がその経費の二分の一を補助する仕組みとなっているが、

埼玉県内で当該事業を実施している市町村は 11 市町村にとどまり、それ以外の多くの

市町村では未実施であるため、当該未実施の市町村に勤務する保育士は当制度を利用す

ることができない。さらに、奨学金返済の補助は、一時的かつ対象者が限定的であるた

め、保育士の賃金が全産業と比較して低い水準にあることを鑑みれば、処遇改善及び保

育士確保の観点からは十分とは言えず、保育士全体の賃金水準が上がるように国への働

き掛けを引き続き実施していくことや、保育士に長く勤務してもらうための支援策の工

夫の検討なども必要と考える。 

保育士の処遇を改善し、埼玉県内の保育士を確保していくために、当事業は効果的な

事業であることから、課題について改善を図りつつ、引き続き事業を継続して実施して

くことが望ましい。下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 

 

【意見３２】埼玉県は、保育士奨学金返済支援事業による支援が対象者に広く行きわた

るように、市町村に対して働き掛けを行い、執行率の向上を図るべきである 

保育士奨学金返済支援事業の予算額については、当事業を実施している市町村に対し

て対象人数を基に算定された所要額調査を実施し決定しているが、令和６年度の対象人

数は 430 人、予算額は 40,392 千円であるのに対して、実際の決算額は 5,744 千円にと

どまり、執行率は約 14％と極めて低い水準となっている。当事業の実施主体は市町村

であることから、対象者は市町村へ申請し、市町村を通じて県に交付申請が行われる仕

組みとなっている。当該事業の目的は、県内保育所等に新たに勤務する保育士に対し、

奨学金返済に係る費用の一部を補助することにより、保育士の確保および処遇改善を図

ることである。しかしながら、執行率が非常に低い現状は、支援対象者 430 人のうち大

部分が当該支援を受けていないことを示しており、事業の目的を十分に達成できている

とは言えない。県としては、計上した予算が有効に活用されるよう、市町村に対し制度

の周知や、予算の執行率が低い要因について市町村にヒアリング等を実施し、申請促進

に向けた取組を依頼するなど、執行率の向上に向けた対応を図る必要がある。 

 

【意見３３】保育士奨学金返済支援事業の認知度を向上させ、支援対象者に確実に情報

が届くように、今後も、ウェブサイト掲載やＳＮＳ活用、養成校・保育施設を通じた広

範な周知活動など、埼玉県主導による積極的な情報発信体制を引き続き強化すべきで

ある 

保育士奨学金返済支援事業は、保育人材の確保を目的とする重要な施策であるにもか

かわらず、令和６年度の予算額 40,392 千円に対し、決算額は 5,744 千円にとどまって

いる。このような状況は、制度の潜在的対象者に対して十分に情報が行き渡っていない、

すなわち認知度の不足が要因の一つであると考えられる。当事業の実施主体は市町村で

あるが、県としても当該事業に予算を投じており、保育士の確保及び定着は埼玉県とし
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て解決すべき重要課題であることから、当事業の認知度向上のため、埼玉県としても、

自ら積極的に当事業の周知活動を行っていく必要がある。具体的には、埼玉県として、

県のウェブサイトに掲載することのみならず、ＳＮＳ等を活用した広報活動、保育士養

成校や保育所・認定こども園等を通じた広範かつ積極的な情報提供を行うことが必要で

ある。県はすでに認知度の向上のため、市町村や保育園等への働き掛けを実施している

ところではあるが、当事業の趣旨を十分に実現するため、県としての周知体制を引き続

き強化し、制度を必要とする対象者に確実に情報が届く環境を整備していくことが望ま

しい。制度の存在を知らぬまま利用機会が失われることのないよう、県主導の積極的な

情報発信が強く求められる。 

 

【意見３４】埼玉県は、保育士奨学金返済支援事業を未実施の市町村に対し、財政的支

援や制度の意義の説明等を通じて事業実施を働き掛け、埼玉県内全域で事業が展開さ

れる体制を整えるべきである 

 保育士奨学金返済支援事業は、市町村が実施主体となり、県がその経費の二分の一を

補助する仕組みとなっている。しかしながら、県内で当該事業を実施している市町村は

11 市町村にとどまり、それ以外の多くの市町村においては財政上の理由等により事業

が実施されていない。 

当該事業の目的は、本来、保育士の確保および処遇改善を図り、ひいては保育サービ

スの安定供給に寄与することである。しかし、事業を実施しない市町村が存在する限り、

県全体としての政策効果は限定的とならざるを得ない。 

加えて、同一県内でありながら、居住地・勤務地の違いによって支援の有無が生じて

いることは、制度の公平性を著しく損なうものである。この事業の実施格差を放置する

ことは、政策目的の達成を妨げるだけでなく、県民に対する公平性の観点からも適切で

はない。県が主導的役割を果たし、県内全域での事業実施を促進すべきである。 

したがって、県は、当該事業を未実施の市町村に対し、制度の意義の説明を行い、事

業実施を積極的に働き掛けることで、全ての市町村で当該事業が実施される体制を整え

るべきである。そのうえで、実施市町村が増加していかない場合には、支援対象者に対

して埼玉県が直接補助を行えるような仕組みを検討することも必要になると考える。 

 

【意見３５】保育士奨学金返済支援事業の事業効果を正確に把握するため、今後も継続

的かつ体系的な効果測定を実施すべきである 

保育士奨学金返済支援事業は、令和５年度に開始した事業であり、現時点では効果測

定が始まったばかりである。令和５年度における県全体の採用者のうち、入職から２年

以内に離職した者の割合が 36.6％であるのに対し、当該年度に支援を受けた保育士に

ついては離職者がいなかったとのことである。このことは、当該事業が保育士の継続勤
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務促進や離職防止に一定程度の成果を上げている可能性を示しており、政策目的に一定

の効果が期待できる状況である。 

一方で、当該事業の効果を確実に把握し、今後の事業改善や施策展開に活かすために

は、継続的かつ体系的な効果測定の実施が不可欠である。具体的には、支援対象者と非

対象者との離職率比較、継続勤続年数の分析など、定量的又は定性的な指標を用いた評

価が求められる。 

効果測定を行わなければ、当該事業が実際に保育士の定着促進に寄与しているかどう

かを検証することができず、政策判断の妥当性も担保されない。したがって、今後も、

当該事業による保育士の継続勤続状況や離職率に与える影響を、定期的かつ体系的に測

定し、その結果を基に事業内容や運営方法の改善に反映させる体制を維持すべきである。

効果の有無を客観的に把握することは、限られた財源を有効に活用し、保育士確保およ

び定着支援策の実効性を高める上で不可欠であると考える。 

 

【意見３６】保育士奨学金返済支援事業における補助基準額及び補助期間の妥当性を

検証し、必要に応じて補助基準額の見直しを行うべきである 

保育士奨学金返済支援事業の補助基準額及び補助期間は、年間 18 万円、期間５年、

合計 90 万円と設定されている。これは、独立行政法人日本学生支援機構のアンケート

調査データに基づくものであり、一定の信頼性はあるが、実際に埼玉県の保育士奨学金

返済支援事業の制度を利用する保育士の奨学金返済額と乖離している可能性があると

考えられる。当該事業の目的は、保育士の経済的負担を軽減し、保育士の確保及び定着

を促すことである。この趣旨に照らせば、適切な補助基準額を客観的に検証し、補助基

準額及び期間を決定することが望ましい。そのため、実際に当制度を利用し補助金を受

給している保育士に対して、奨学金の返済金額及び返済期間についてのヒアリングを行

うなど、当事業で設定した補助基準額及び期間が適切かどうかを改めて検証し、必要に

応じて補助基準額の見直しを行うことが望ましい。 

 

【意見３７】保育士奨学金返済支援事業の補助期間の終了後に保育士が離職すること

がないよう、補助期間終了後も長く働いてもらえるような職場環境づくりを進めてい

くとともに、勤務継続に結びつくインセンティブを当事業に加えるなどの工夫につい

ても検討すべきである 

保育士奨学金返済支援事業は、支援対象者が補助金の交付期間中に勤務していれば利

用できる仕組みであることから、補助金の交付終了後に保育士を離職する可能性がある。   

 そのため、保育士確保及び定着の観点から、奨学金返済支援後に離職することのない

よう、補助期間終了後も長く働いてもらえるような職場環境づくりを進めていくべきで
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ある。そのうえで、例えば、勤務継続に結びつくようなインセンティブを当該事業に加

えるなどの工夫についても検討することが望ましいと考える。 
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１２．こどもの居場所づくり支援事業費（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

 こどもの居場所の立ち上げと継続的な運営を支援するもの。 

 

（２）概要  

事業内容 こどもの居場所の認知拡大及び潜在的な担い手、支援者の

掘り起こしのための「こどもの居場所フェア埼玉」を開催す

る。さらに「こどもの居場所づくりアドバイザー」を派遣

し、居場所の立ち上げから運営継続まで伴走支援する。 

 また、こども応援ネットワーク埼玉のポータルサイトの運

営を通じて様々な居場所づくりの情報を発信し、支援のマッ

チングを促進する。 

当初予算額 24,512千円 

決算額 23,922千円 

事業計画 こどもの居場所づくり支援事業 

・こどもの居場所を体験してもらい、認知を広める「こども

の居場所フェア埼玉」の開催 

・こどもの居場所づくりアドバイザーとして、こども食堂運

営者・学習支援教室従事者・栄養や広報の専門家など様々

な分野の専門家を県内各地に派遣 

「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトの管理 

 ・ポータルサイトを通じて居場所づくりに関する様々な情

報の発信 

事業効果 ・新たなこどもの居場所の誕生及び安定した運営 

・支援情報の一元的発信 

・地域全体でこどもを応援する機運の醸成 
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（参考１）県ウェブサイトでは、下記のように、こども・若者の居場所について、県

民に周知している。 

 

   （出典：こども応援ネットワーク埼玉ウェブサイト） 

 

（参考２）こどもの居場所フェア埼玉 
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 （出典：県ウェブサイト）） 
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（こどもの居場所フェア埼玉 現地視察時に包括外部監査人撮影） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について  （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 20,966 21,921 18,289 23,405 24,512 

決算額 20,560 18,609 18,055 21,409 23,922 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

こどもの居場所担当 

担当の職員１名（一般）と副担当の１名（一般）の２名で実施している。 

担当の職員がこどもの居場所アドバイザー派遣・こどもの居場所フェア埼玉の契約

関係業務を担当し、副担当の職員がセミナー・相談会、こどもの居場所フェアの広報

業務を担当している。 

また、主査級の職員１名がこどもの居場所フェアの全体総括を行っている。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針に基づいて、管内の市町村との連

携を図りつつ、こどもの居場所づくりの推進に努め、広域的なこどもの居場所づくり

の環境整備を行っている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 指標   こどもの居場所の数 800 か所 

 達成状況 734 か所（令和５年度末） 
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（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

事業の概要および実施状況 

埼玉県５か年計画においては、県内におけるこどもの居場所を 800 か所設置

することを目標としており、その達成に向けては、単に数を増やすだけでな

く、地域における機運醸成、立ち上げ段階での伴走支援、継続的な活動を支え

る仕組みづくりが不可欠である。本事業は、こうした課題認識の下、こどもの

居場所づくりを支援する中間支援的な役割を担う事業として位置付けられてい

る。 

具体的な事業内容として、令和６年度は、①こどもの居場所フェアの開催、

②こどもの居場所づくりアドバイザーの派遣および関連セミナー・相談会の実

施、③ポータルサイト「こども応援ネットワーク埼玉」を活用したマッチング

のコーディネートが実施されている。 

こどもの居場所フェアについては、令和６年度は 2024年 11 月 23日・24日に

大宮ソニックシティにおいて開催され、居場所づくりに関心を持つ団体や支援

者、企業等が一堂に会する機会が提供された。なお、令和７年度は地域連携フ

ォーラムを別途開催していることから、フェア自体は１日開催となっている。 

こどもの居場所づくりアドバイザーの派遣については、令和７年３月末時点

で派遣回数が 138 回に達しており、居場所の立ち上げや運営に関する個別相

談・助言が行われている。また、セミナー（小川町、白岡市で計２回）やオン

ライン相談会（計４回）を通じて、広域的な支援機会も確保されている。 

さらに、「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトを通じて、居場所団

体、支援者、企業等をつなぐ情報発信やマッチング機能の提供が行われてお

り、県内の居場所づくりを支える基盤として運営されている。 

 

（a）目標設定の明確性について 

目標設定の明確性の観点から見ると、本事業における現行の成果指標は、県

が掲げる５か年計画の「こどもの居場所 800 か所」という数値が、事実上のア

ウトカム指標となっている。しかし、この指標は県全体の居場所の総量を示す

マクロな指標であり、本事業の働き掛けによってどの程度居場所の立ち上げや

活動の活性化が進んだのかを直接的に示すものではない。【意見４２】 

こどもの居場所の設立数は、地域住民やＮＰＯの自主的な取組、国の制度変

更、自治体独自施策など、複数の要因の影響を受けるため、本事業単体の貢献

度を把握する指標としては十分とは言えない。この点を踏まえると、本事業の
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有効性をより的確に評価するためには、事業の働き掛けと因果関係の強い「中

間アウトカム指標」を設定することが必要であると考えられる。【意見３８】 

例えば、こどもの居場所フェアにおけるアンケート結果を用いた意識変化の

把握、アドバイザー派遣を通じたマッチング回数、マッチング後に実際に課題

解決に至った件数、相談件数の推移、設立準備段階における進捗ステップの完

了率など、事業の介入と直接結びつく指標を設定することが考えられる。これ

らの指標を用いて、アウトプットからアウトカムへの段階的な変化を測定する

ことで、事業の実効性をより適切に把握できる体制を構築できると考えられ

る。 

また、「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトについては、アクセス

数、ページビュー、地域別アクセス、曜日別アクセス状況、利用端末等のデー

タが取得され、県へ報告されている点は評価できる。一方で、現状ではこれら

のデータが「取得されている」にとどまり、明確な目標設定や運用改善に十分

に活用されているとは言い難い。 

アクセス解析を活用すれば、どの機能がどの程度利用されているか、どの地

域で情報ニーズが高いか、マッチング掲示板が利用されない理由、相談が発生

しやすい曜日や時間帯など、多くの示唆を得ることが可能である。例えば、現

状でマッチング掲示板への投稿がゼロである点についても、データ分析を通じ

て原因を把握し、改善策を講じる余地があると考えられる。 

アクセスデータは、伴走支援の充実や相談体制の改善、居場所の立ち上げ・

運営支援を的確に行うための重要な基礎資料であることから、アクセス指標に

目標値を設定し、分析結果を踏まえて改善を行う PDCA の仕組みを明確化するこ

とが望ましい。【意見３９】 

 

（b）評価環境と成果（アウトカム）について 

本事業において把握されている事業成果（アウトカム）として、まず、県内

におけるこどもの居場所数が、令和６年３月末時点で 734か所となり、前年度

から 106か所増加（増加率 16.9％）している点が挙げられる。これは、県内全

体としてこどもの居場所づくりが一定程度進展していることを示す結果であ

り、こどもの居場所に関する取組が広がりを見せている状況がうかがえる。 

また、令和６年度に実施されたこどもの居場所フェアにおける来場者アンケ

ートの結果を見ると、フェア全体について約 99％が「満足」と回答しており、

イベントとしての評価は極めて高い水準にある。さらに、フェアを通じてこど

もの居場所への関心が高まったかという設問に対しては、「興味を持った」と回

答した者が 67.5％、「少し興味を持った」と回答した者が 31.3％となってお
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り、来場者の大多数がフェアをきっかけにこどもの居場所に対する関心を高め

た結果となっている。 

これらの結果から、本事業は、こどもの居場所づくりに関する機運醸成や情

報発信という観点において、一定の成果を上げていると評価できる。一方で、

前述のとおり、本事業では事前に明確な数値目標や中間アウトカム指標が十分

に設定されていなかったため、得られた成果をどのように次の施策改善につな

げるかという点で、評価環境には課題が残る。【意見３８】 

特に、居場所数の増加やフェア来場者の満足度といった成果は把握されてい

るものの、これらを踏まえて「次年度は何をどの程度改善すべきか」「どの取組

が特に有効であったのか」といった検証を体系的に行うための PDCA サイクルを

十分に回せる評価環境が整っているとは言い難い状況にある。今後は、成果指

標と目標値をあらかじめ設定した上で、実績との比較・分析を行い、改善につ

なげる評価体制の構築が求められる。 

また、「こどもの居場所づくりアドバイザー」の派遣について、最大２回と回

数制限が定められている。限られた予算の中で、より多くの団体に支援機会を

提供するという観点からは、支援回数に上限を設けることは合理的であり、3E

（有効性・効率性・経済性）の観点から一定の評価はできる。 

 

一方で、事業実施後のアンケート等では、「アドバイザー派遣が２回までだっ

たため、細かな疑問点や運営上の悩みを気軽に相談できなかった」「立ち上げ後

の実務や運営に関する継続的な相談先がほしい」といった意見が寄せられてい

る。こどもの居場所の運営は、設立段階にとどまらず、開設後の運営体制の構

築、地域との関係づくり、安定的な資金確保、人材確保など、時間の経過とと

もに新たな課題が生じやすい分野である。そのため、短期的・点的な支援のみ

では、現場の多様なニーズに十分に応えきれない局面があることがうかがえ

る。 

この点を踏まえると、アドバイザー派遣回数の単純な増加だけでなく、立ち

上げ前、立ち上げ直後、運営安定期といったフェーズに応じた「伴走支援モデ

ル」を県として整理・設計し、継続的に相談できる環境を整備することが望ま

しいと考えられる。【意見４０】 

伴走支援の手法は、必ずしも専門家を対面で派遣する形に限定する必要はな

いと考える。例えば、 

・「こども応援ネットワーク埼玉」を活用したナレッジやノウハウの共有 

・過去の相談事例や対応策を参照できるデータベース的な仕組み 

・オンライン上で気軽に質問・相談ができる簡易的な相談窓口 
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といった、比較的負担の少ない仕組みであっても、継続的な支援として一定の

効果を発揮する可能性がある。 

なお、「こども応援ネットワーク埼玉」には、団体間の情報共有や相談を想定

したマッチング掲示板機能がすでに実装されているものの、現状では投稿数が

ゼロとなっており、実質的に活用されていない状況にある。これは、掲示板の

存在が十分に認知されていない、あるいは投稿しにくい導線や機能設計となっ

ている可能性が高く、成果（アウトカム）に課題があると考えられる。 

今後は、掲示板の目的や活用イメージを明確化するとともに、初期投稿例の

提示、県やアドバイザーによる試行的な投稿、相談テーマの類型化などを通じ

て、実際に利用される仕組みへと改善を図ることが求められる。【意見４０】 

埼玉県こども・若者計画においては、成果指標の一つとして「こどもの居場

所等地域ネットワークのある市町村数」が掲げられており、令和６年度末時点

では 27市町が該当するとされている。ここでいう「地域ネットワーク」とは、

こども食堂や学習支援団体、行政、社会福祉協議会、企業等が連携し、物資や

情報の共有、相互扶助を通じて、地域全体でこどもたちを支える仕組みを指す

ものである。個々の団体では対応が困難な食材調達や人材確保、相談体制の安

定化といった課題について、横のつながりを持つことで解決を図ろうとする考

え方であり、居場所の「量」だけでなく、「質」や「継続可能性」を高める上で

も重要な概念である。 

この点に関連し、監査人が実施した居場所団体（プレイパーク）へのヒアリ

ングにおいては、行政と居場所団体との間で使用する専門用語や価値観に違い

があり、意図が十分に伝わらないケースがあるとの意見が聞かれた。現場から

は、こうした認識のギャップを埋める存在として、「行政と居場所団体の間をつ

なぐ翻訳者（橋渡し役）」となるアドバイザーの設置を求める声が上がってお

り、市町村と居場所団体の調整機能を有する地域ネットワークの組成は、実務

上の重要な課題であると考えられる。 

一方で、現行の埼玉県こども・若者計画では、指標として「こどもの居場所

等地域ネットワークのある市町村数」が設定されているものの、当該指標の達

成に向けて、どの事業がどのように寄与するのかについては、必ずしも明確に

整理されているとは言い難い状況にある。このため、地域ネットワークの形成

や機能強化を直接的に扱う本事業において、地域ネットワークに関する事業目

的や役割をより明確に定義した上で、現場で顕在化している課題に対して体系

的に対応していくことが望まれる。 

具体的には、アドバイザー派遣やフェア、ポータルサイト運営といった既存

の取組を、単体の支援にとどめるのではなく、地域ネットワーク形成を意識し

た施策として位置付け直すことが適切と考えられる。【意見４１】 
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①  因果関係について 

本事業の成果と事業手段との因果関係について検証したところ、令和６年３

月末時点におけるこどもの居場所数 734か所（前年度比 106 か所増、増加率

16.9％）という結果は確認できるものの、この増加が本事業の実施によって直

接的にもたらされたものであると明言することは困難である。 

こどもの居場所数の増加については、本事業以外にも、市町村や地域団体の

自主的な取組、国の施策や補助制度の影響、社会的な関心の高まりなど、複数

の要因が同時に作用している可能性が高い。そのため、現状の指標のみでは、

本事業がどの程度居場所数の増加に寄与したのかを定量的に切り分けることが

できない構造となっている。 

この点を踏まえると、本事業の事業効果をより的確に把握し、成果と事業手

段との因果関係を特定するためには、本事業の働き掛けと直接的に結び付く指

標の設定が不可欠であると考えられる。例えば、アドバイザー派遣を受けた団

体のうち実際に居場所設立に至った件数、フェア参加後に具体的な立ち上げ相

談につながった件数、ポータルサイトを通じたマッチング成立件数など、事業

介入の結果として生じた変化を測定できる指標を設定することが求められる。

【意見３８】 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価 

本事業は、①こどもの居場所フェアの開催、②こどもの居場所づくりアドバイ

ザーの派遣、③ポータルサイトを活用したマッチングのコーディネート、の三

つの事業活動から構成されている。 

 

①  実施プロセスの合理性 

まず、「こどもの居場所フェアの開催」については、令和６年度において 2024

年 11月 23 日および 24日の２日間、大宮ソニックシティを会場として実施さ

れ、居場所づくりに関心を有する団体、支援者、企業等が一堂に会する場が提

供された。広域的な調整や多様な主体の参画が求められるイベントについて

は、県が主体となって企画・運営を行うことが適しており、事業実施における

手続、運営体制および進行管理は合理的に構築されていたと評価できる。 

次に、「こどもの居場所づくりアドバイザーの派遣」については、専門的知識

や実務経験が求められる分野であることから、専門団体へ業務を委託する方式

が採用されている。令和６年度においては、アドバイザー派遣およびセミナ

ー・相談会の実施について、企画提案方式による随意契約が締結されており、

事業の性質や内容に照らして、運営体制に不合理な点は認められない。専門性
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を外部に委ねることで、限られた県の人的資源を補完する構造となっており、

3E（有効性・効率性・経済性）の観点からも妥当であると考えられる。 

 

また、「ポータルサイトを活用したマッチングのコーディネート」について

は、システムの保守やアクセス解析等に専門的知識が必要であることから、保

守業務について外部委託が行われている。一方、サイト全体の運営や情報発信

については県が担っており、役割分担は明確である。委託内容は保守作業およ

びアクセス解析に限定されており、効率性の観点から不合理な点は認められな

い。ただし、アクセス解析結果を事業運営の改善に十分に反映できていない点

については、前述のとおり課題が残されている。 

 

②  資源投入と成果のバランス 

次に、人員・時間・設備といった投入されたリソースに対し、得られた成果

が適切であったかについて、「最小の手間で最大の成果が得られているか」とい

う視点から検討した。 

「こどもの居場所フェアの開催」については、令和６年度実施後の来場者ア

ンケート結果において、約 99％が「満足」と回答しており、また、こどもの居

場所への関心について「興味を持った」が 67.5％、「少し興味を持った」が

31.3％と、フェアを通じて多くの来場者が居場所づくりへの関心を高めたこと

が確認されている。これらの結果から、投入された資源に対して一定の成果が

得られており、資源投入と成果のバランスについて合理性が認められる。 

「こどもの居場所づくりアドバイザーの派遣」については、利用者アンケー

トにおいて、「アドバイザー派遣を利用して良かったか」との問いに対し約

96％、「こどもの居場所づくりに役立ったか」に対し約 92％、「派遣は居場所づ

くりを推進する上で必要か」に対し 94％がそれぞれ好意的な回答を示してい

る。利用者から高い評価が得られていることから、投入された人的・財政的資

源に対し、相応の成果が上がっているものと評価できる。 

「ポータルサイトを活用したマッチングのコーディネート」については、ア

ドバイザー派遣利用者の約 38％が「こども応援ネットワーク埼玉」のウェブサ

イトを通じて派遣に至っており、ポータルサイトがマッチング機能の一部を果

たしていることが確認できる。この点において、一定の事業成果は認められ

る。一方で、団体間の情報共有や相談を目的として実装されているマッチング

掲示板機能については、現時点で投稿数がゼロとなっており、十分に活用され

ていない状況にある。この点については、運用面での課題が残されている点は

上述の通りである。【意見４０】 
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（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

① 費用の妥当性 

本事業において支出された委託費等について、事業内容および委託仕様を踏

まえ、市場価格や過去の類似事業の実績と比較し、その妥当性を検証した。 

委託業務の内容は、専門的知識や経験を要する業務で構成されており、業務

量や求められる専門性に照らすと、当該委託費が直ちに市場価格から乖離して

いると認められる事項は確認されなかった。したがって、費用水準について

は、事業目的の達成に必要な範囲内で設定されており不合理な点は認められな

い。 

 

②  代替手段の検討 

次に、より低コストで同等の成果が得られる代替手段が存在した可能性につ

いて検証した。 

本事業における外部委託は、企画提案方式による随意契約により実施されて

おり、契約期間は最長１年間とされている。企画提案方式を採用することで、

複数の提案内容を比較検討した上で、業務遂行能力や企画内容を総合的に評価

し、委託先を選定する仕組みが確保されていた。 

このことから、委託先の決定に当たっては、制度上、一定の選択肢の比較検

討が行われる構造となっており、経済性の観点から著しく不利な選択がなされ

たとは認められない。 

 

 

 

【意見３８】本事業の直接的な効果を測定する中間アウトカム指標が未整備であり、成

果と事業手段との因果関係を明確にすることが望まれる 

 本事業における現行の成果指標は、埼玉県５か年計画に掲げられた「こどもの居場

所 800か所」という県全体のマクロ指標が事実上のアウトカム指標となっている。し

かしながら、この指標は本事業単体の取組による効果を直接的に示すものではなく、

地域団体の自主的活動や国の制度、自治体独自施策等、複数の要因の影響を受けるも

のである。 

 そのため、こどもの居場所数が増加している事実は確認できるものの、その増加が

本事業の実施によってどの程度もたらされたのかを定量的に把握することは困難であ

り、成果と事業手段との因果関係を特定できない構造となっている。今後は、フェア

参加後の相談・行動変化、アドバイザー派遣後の設立到達状況、マッチング成立や課

題解決に至った件数等、事業介入と直接結び付く中間アウトカム指標を設定すること

により、本事業の実効性をより的確に評価できる体制を整備することが望まれる。 
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【意見３９】「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトのアクセス解析結果が十

分に活用されておらず、運用改善につながる PDCA サイクルが明確になっていない 

 「こども応援ネットワーク埼玉」ポータルサイトにおいては、アクセス数、ページ

ビュー、地域別アクセス状況、曜日別の利用傾向等のデータが取得され、県へ報告さ

れている点は評価できる。一方で、これらのデータは主として把握・報告にとどまっ

ており、明確な目標設定や運営改善に十分に活用されているとは言い難い状況にあ

る。 

 アクセス解析を活用することで、利用頻度の高い機能や地域別の情報ニーズ、マッ

チング掲示板が利用されない要因、相談が集中しやすい時間帯など、多くの示唆を得

ることが可能である。 

 現状では、こうした分析結果を踏まえた改善の仕組みが明確化されていないため、

ポータルサイトが有する潜在的な機能を十分に活かしきれていない。今後は、アクセ

ス指標に目標値を設定し、分析結果を基に改善策を講じる PDCA サイクルを明確に構築

することが求められる。 

 

【意見４０】アドバイザー派遣による支援が点的・短期的にとどまり、立ち上げ後の運

営段階を含めた伴走支援が十分ではない 

 本事業では、こどもの居場所を新たに立ち上げようとする団体に対し、「こどもの居

場所づくりアドバイザー」を最大２回まで派遣する仕組みが設けられている。限られ

た予算の中で多くの団体に支援機会を提供するという観点からは合理的であり、3Eの

観点から一定の評価は可能である。 

 

 一方で、利用者アンケート等では、派遣回数が限られていることにより、立ち上げ

後の運営上の課題や細かな疑問点について、継続的に相談できる体制が不足している

との声が寄せられている。 

 こどもの居場所の運営は、設立段階のみならず、開設後の運営体制の安定化や地域

連携、資金・人材確保といった中長期的な課題が生じやすく、短期的な支援のみでは

十分に対応できない局面がある。 

 そのため、アドバイザー派遣回数の単純な増加にとどまらず、立ち上げ前・立ち上

げ直後・運営安定期といったフェーズに応じた伴走支援モデルを県として整理・設計

し、ナレッジ共有やオンライン相談等を組み合わせた持続的な支援環境を整備するこ

とが望まれる。 
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【意見４１】地域ネットワーク指標と本事業の目的・役割との対応関係が不明確であり、

事業の位置付けを整理することが望まれる 

 埼玉県こども・若者計画では、成果指標として「こどもの居場所等地域ネットワー

クのある市町村数」が掲げられているが、当該指標の達成に向けて、どの事業がどの

ように寄与するのかについては、必ずしも明確に整理されていない。 

監査人が実施した居場所団体へのヒアリングにおいては、行政と居場所団体との間

で専門用語や価値観の違いにより意思疎通が十分に図れないケースがあるとの指摘が

あり、現場からは「行政と居場所団体の間をつなぐ翻訳者（橋渡し役）」となる存在が

必要との声が上がっている。こうした調整機能を有する地域ネットワークの形成は、

居場所の量的拡大のみならず、質や継続可能性を高める上でも重要な課題である。 

現状では、地域ネットワーク形成を直接的に担う事業の位置付けが不明確であるこ

とから、地域ネットワークを扱う本事業において、事業目的や役割を明確に定義し、

アドバイザー派遣やフェア、ポータルサイト運営といった既存施策を、ネットワーク

形成・調整機能の強化という視点で体系的に再整理することが望まれる。 

 

【意見４２】こどもの居場所について、数字上の目標である 800 か所以上（令和 11年

度）が達成されることが期待されるが、単に数量を満たすだけでなく、居場所としてふ

さわしい場所かどうかの質的検証を行ない、質の向上を図っていくことが望ましい 

こどもの居場所数という量的側面では目標達成の可能性が高いと思われるが、中身

が充実した場所であるかも重要であると考える。すなわち、居場所の数が目標を達成

する前提のもと、こども居場所について、サンプル訪問やアンケート調査の実施など

により、居心地の良さ（受け入れ可能人数は十分か、場所に対して利用人数が過剰で

ないか）、運営体制の充実（必要な人数の大人がいるか）、衛生環境の整備（空調や生

活環境が快適か）等の状況の把握をすることが望まれる。これらの質的側面を把握

し、居場所として適切であるか評価した上で、質の高い居場所の取組を他の居場所に

横展開することで、更なる質の向上を図っていくことが望まれる。 
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１３．こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業費（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

 こどもの居場所の安定的な運営を支えるため、物資の保管や輸送などを市町村単位で

行う「地域ネットワーク」の立ち上げに係る費用を補助する。 

（２）概要  

事業内容 こどもの居場所の安定的な運営を支えるため、物資の保管や輸送など

を市町村単位で行う「地域ネットワーク」の立ち上げに係る費用を補

助する。 

なお、本事業は令和６年度に終了している。これは「こどもの居場所

づくりに関する指針」が令和５年 12月 22日に閣議決定され、市町村

と都道府県の役割分担が明示されたことを受け、事業の整理を行った

ことによる。 

当初予算額 28,111 千円 

決算額 15,275 千円 

事業計画 ６月 募集開始 

７月 事業説明会の開催 

10 月 交付決定 

事業効果 ・こどもの居場所の安定した運営を支える地域ネットワークの立ち上

げ 

 

・本事業の概要 

 「こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業」は、こども食堂や学習支援、

フードパントリー等の居場所づくりに取り組む団体が、地域内で連携し、継続的

に活動できる体制を構築することを目的とした補助制度である。本事業では、複

数の居場所団体を束ねる「地域ネットワーク」の形成・運営を支援しており、ネ

ットワークの立ち上げや機能強化に必要な経費を補助することによって、地域全

体でこども・子育て家庭を支える仕組みづくりを促進している。 

 補助対象となるのは、原則として単一市町村内で活動するネットワーク（また

は隣接する２〜３市町村の共同ネットワーク）であり、こども食堂等の団体が５

団体以上加盟していること、市町村と一定の連携関係があることなどを条件とし

ている。補助対象事業は、ネットワークの拠点整備、広報、人材育成、団体間連

携など多岐にわたり、補助率 10/10、補助上限額 300 万円が設定されている。事

業期間は交付決定日から当該年度末までで、事業終了後には実績報告が求められ

る。補助を受けて取得した備品や資産は、５年間の処分制限が課されるなど、適

正な管理が求められる。 
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（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 － － － － 28,111 

決算額 － － － － 15,275 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

担当１名が委託事業者との調整や全体管理を行い、その他数名で審査業務に携わって

いる。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針に基づいて、管内の市町村との連携

を図りつつ、こどもの居場所づくりの推進に努め、広域的なこどもの居場所づくりの環

境整備を行っている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

指標   こどもの居場所の数 800 か所 

達成状況 734か所（令和５年度末） 

 

 

 

 

区分 内容

事業名 こどもの居場所等地域ネットワーク支援事業

目的
地域内のこどもの居場所団体が連携し、ネットワークを形成・強化する取組を
支援する

対象者（ネッ
トワーク）

・原則1市町村で活動（隣接2〜3市町村の共同も可）・こども食堂等、居場所
提供団体が5団体以上参加・市町村が加盟または活動を把握し連携している事

主な対象事業 ・拠点整備・広報活動・人材育成（研修等）・団体間連携の強化
補助率 10/10（全額補助）
補助上限額 300万円
対象経費 旅費、謝金、消耗品・印刷費、備品購入、工事・修繕、賃借料等
事業期間 交付決定日〜当該年度末
報告義務 実績報告書の提出、帳簿等の5年間保存
資産管理 補助取得物品は5年間の処分制限
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（７）監査人総括（評価） 

 (Ａ)有効性（Effectiveness）の評価 

 

① 目標設定の明確性について 

有効性を適切に評価するために、まず事前の目標設定の明確性について評価

を行った。 

 

本事業は、こどもの居場所地域ネットワーク立ち上げに伴う拠点の整備およ

び活動の広報に要する費用を補助することにより、地域ネットワーク数の増加

（直接成果）→ 地域内におけるこどもの居場所等への支援体制の構築（中間

成果）→ 県内全てのこどもが歩いて行ける距離に居場所が確保される社会の

実現（最終成果・将来像）という段階的な成果の達成を企図している。 

 

このように、事業の方向性および最終的なビジョンについては一定の整理が

なされているものの、測定可能な数値的目標として唯一設定されている尺度は

関連する５か年計画の施策指標「こどもの居場所の数 800か所」という指標の

みである。これは最終成果に近い状態目標であり、本事業の直接的な効果測定

指標としては十分とは言い難い。事業の補助内容が「地域ネットワークの立ち

上げ支援」であることを踏まえると、当該目標は本事業の実施成果と直結した

指標とは言えず、目標設定の構造に改善の余地が認められる。【意見４３】 

 

さらに、細かな目標設定の一例として「こどもの居場所等を支える地域ネッ

トワークの立ち上げ件数」が想定されるが、令和６年度においては予算規模８

団体程度（24,000,000円）に対し、採択数（申込数）は５団体（12,096,052円）

にとどまっており、想定された事業規模との乖離が生じている。この点からも、

目標設定のみならず、その達成に向けた周知・広報の在り方にも課題があった

と考えられる。【意見４４】 

 

②評価環境と成果（アウトカム）について 

 

次に、単に実施件数や予算消化率を確認するといった形式的な評価指標の測

定にとどまらず、事業が社会的経済的な成果をどれだけ生み出したかという

「結果」に着目する視点から評価を行った。 

また、成果を把握するためのデータ収集や指標設定など、評価環境が適切に整

備されていたかも確認した。 
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本事業においては、①に示したとおり、直接成果と事業目的との対応関係

が明確でなく、数値的指標も最終成果に近い抽象的なものにとどまっている

ため、事業が実際に地域の支援体制構築にどの程度寄与したかを客観的に把

握することは容易ではない状況にある。 

 

本来であれば、本事業により地域ネットワークの立ち上げが進んだ結果、

地域におけるこどもの居場所運営体制の充実や支援の連携強化といった中

間成果が確認されるべきであるが、それらを測定する指標やデータの収集体

系は十分に整備されていない。 

本事業は令和６年度に終了となっているが、好事例や改善点は同種の別事業

で生かしていくことが望まれる。【意見４３】 

 

③ 因果関係 

 

本事業が最終目標である地域のこどもの居場所の拡充や支援体制の構築

にどの程度寄与したかを検証するに当たっては、補助を行った事業と成果と

の因果関係を検証する必要がある。 

しかしながら、現状においては上述の通り成果指標および中間成果指標が

十分に設定されておらず、またそれに基づく定期的な実績測定や比較分析も

行われていないことから、「成果が本事業の実施によって生じたのか」を客観

的に断定することは困難な状況である。 

以上より、成果指標の未整備やデータ蓄積の不足により、因果関係の検証

可能性が限定的であると評価でき、今後将来的な因果関係検証を可能とする

構造の整備が望まれる。【意見４３】 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価 

（a）実施プロセスの合理性について 

事業実施における手続、運営体制、進行管理が合理的に構築されていたか

を検証した。 

 本事業は、家や学校以外にこどもが安心して過ごせる「こどもの居場所」

が、現状ではその数が十分とは言えないという課題認識に基づいて企画され

たものである。その解決に向け、居場所数 800か所の達成を目標とし、新規

開設数の拡大を図るための環境整備を行うという方向性は、課題と施策の対

応関係が明確であり、政策目的との整合性が認められる。 

特に本事業は、居場所運営団体が抱える運送手段や保管場所といった実務

上の課題に着目し、長距離輸送や長期保管に依存しない市町村単位での地産
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地消型支援体制を構築するというアプローチを採っている点において、現場

実態に即した合理的なプロセス設計であると評価できる。市町村、市町村社

会福祉協議会、居場所運営団体、支援企業等が参画する地域ネットワークの

立ち上げを支援し、相互扶助のプラットフォームとして機能させることで、

居場所運営の安定化と新規開設の後押しを図る構造は、最終目標達成に向け

た手段として妥当性を有している。 

また、募集事業として掲げられているⅰ拠点の整備、ⅱ活動の広報、ⅲ人

材の育成、ⅳ連携の強化は、地域ネットワークの機能発揮に必要となる要素

を網羅的にカバーしており、目的達成に向けた実施手段として一定の合理性

が認められる。加えて、募集要項に示された補助事業例（倉庫機能を備えた

中間拠点の整備、備品の整備、広報ツールの作成、研修や交流会の開催等）

は、ネットワークの実効性を高める具体策として妥当であり、事業内容と目

的との論理的な一貫性が確認できる。 

 

（b）資源投入と成果のバランス 

本事業においては、合計５団体に対し、広報（ウェブサイト制作、チラシ

作成）、交流会・セミナー開催、拠点整備、協働イベントの開催等を対象とし

て、総額 12,096,052円の補助が行われた（当初予算 24,000,000円）。補助対

象となった事業内容はいずれも地域ネットワークの立ち上げおよび機能強

化に資するものであり、事業の趣旨との整合性は概ね確認できる。 

      また、サンプルとして２団体について実績報告書の内容を確認した結果、    

補助対象経費が事業目的に沿って適切に執行されており、目的外支出は認め 

られなかった。あわせて、実績報告書に記載された「事業の成果」からは、 

地域ネットワークの機能強化や居場所運営体制の安定化など、本事業の目的 

に資する成果（効果）が一定程度確認できた。この点において、補助金の執 

行管理および事業実施の妥当性について検出事項はない。 

      一方で、事務局の設置、申請書類の受付、交付決定通知の送付などの業務    

については外部団体への委託が行われており、契約金額は 3,355,000 円、令

和６年度の支出実績は 3,429,360円となっている。令和６年度における補助

金支出額 12,096,052 円に対し、運営委託費 3,429,360 円支出され補助金額

に対する割合が約 28％を占めている点から見ると、事業管理に要するコスト

としてはやや割高感が否めず、資源投入と成果とのバランスの観点では効率

性に課題が残る。この点について、県へ質問を行ったところ申し込み団体か

らの審査書類のチェックやその対応に相応の工数がかかるとの事であった。 

      補助金の執行自体については上述の通り検出事項はないが、間接経費にあ    

たる委託費の割合が高い構造となっていることから、今後は事務の内製化の
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可能性や委託業務内容の見直し、業務プロセス・申請書類の簡素化、申請書

類の参考記載例の充実化等を通じて、事業遂行の効率化を図ることが求めら

れる。【意見４５】 

 

（c）改善可能性について 

     本事業は令和６年度が初年度かつ令和６年度に終了事業となっており、実施   

期間が限定的であったことから、同年度内においては成果検証に基づく十分な

PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）を体系的に運用する段階には至って

いない。したがって、現時点では事業成果に基づく継続的な改善効果を定量的

に評価することは困難である。 

本事業は令和６年度で終了しているが、好事例や改善点は同種の別事業で生 

かしていくことが望まれる。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

    令和６年度において５団体に対し総額 12,096,052 円の補助が行われており、    

補助対象経費については上述の通りのサンプル調査を通じて目的外支出は確認

されなかったことから、支出内容の適正性についての検出事項はない。あわせて、

実績報告書に記載された「事業の成果」からは、地域ネットワークの機能強化や

こどもの居場所運営の安定化など、本事業の目的に資する成果（効果）が確認で

きており、投入した財源が一定の成果として還元されている点において、支出の

妥当性についても検出事項はない。 

一方で、補助金の執行実績に対する成果の定量的把握や、成果とコストの関 

係をより明確に示す指標は十分に整備されているとは言い難く、経済性の観点か

らの検証を一層強化するためには、成果と支出の対応関係を可視化する仕組みの

構築が望まれる。 

    また、上述の通り事務局運営等を担う外部委託費については、令和６年度にお    

ける補助金支出額 12,096,052 円に対し、運営委託費として 3,429,360 円が支出

され、補助金総額に対する運営委託費の割合が約 28％を占めており、事業管理に

係る経費としてはやや高水準であると考えられる。この点については、委託業務

の内容精査や内製化の可能性の検討、業務プロセスの簡素化を含めたコスト構造

の見直しを検討する余地がある。【意見４５】 

 

【意見４３】測定可能な数値的目標として唯一設定されているのは関連する５か年計

画の施策指標「こどもの居場所の数 800 か所」のみである。これは最終成果に近い状態

目標であり、本事業の直接的な効果測定指標としては十分とは言い難い。本事業の補助

内容が「地域ネットワークの立ち上げ支援」であることを踏まえると、この目標は本事
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業の実施成果と直結した指標とは言えず、目標設定の構造に改善の余地があるため、見

直しが望まれる 

 本事業は、こどもの居場所地域ネットワーク立ち上げに伴う拠点の整備および活動の

広報に要する費用を補助することにより、地域ネットワーク数の増加（直接成果）→ 地

域内におけるこどもの居場所等への支援体制の構築（中間成果）→ 県内全てのこども

が歩いて行ける距離に居場所が確保される社会の実現（最終成果・将来像）という段階

的な成果の達成を企図している。 

 このように、事業の方向性および最終的なビジョンについては一定の整理がなされ 

ているものの、測定可能な数値的目標としては、関連する５か年計画の施策指標「こ 

どもの居場所の数 800か所」のみである。これは最終成果に近い状態目標であり、本 

事業の直接的な効果測定指標としては十分とは言い難い。事業の補助内容が「地域ネ 

ットワークの立ち上げ支援」であることを踏まえると、当該目標は本事業の実施成果 

と直結した指標とは言えず、目標設定の構造に改善の余地が認められる。本事業は令 

和６年度で終了となっているが、こどもの居場所の数の整備に関連する後継の事業や 

取組において、目標の設定を工夫されたい。 

 

【意見４４】周知・広報手法の改善として、市町村・社会福祉協議会を通じた個別周知、

事前説明会の開催、好事例の可視化、募集期間の確保等を通じて、より効果的な広報戦

略の構築を図ることが望まれる 

 令和６年度において、想定した予算規模（８団体程度）に対し申込・採択数が５団 

体にとどまっていることから、事業の周知方法や募集手法に課題があること想定される。 

市町村・社会福祉協議会を通じた個別周知、事前説明会の開催、好事例の可視化、募集 

期間の確保等を通じて、より効果的な広報戦略の構築を図ることが望まれる。本事業は 

令和６年度に終了となっているが、好事例や改善点は同種の別事業で生かしていくこと 

が望まれる。 

 

【意見４５】委託業務内容の精査、内製化の可能性の検討、業務プロセスの簡素化・標

準化を進めるとともに、成果とコストの対応関係を可視化することで、より効率的な事

業運営を図ることが望まれる 

 事業運営コスト構造の見直しに関し、事務に係る外部委託費（事務局の設置、申請書 

類の受付、交付決定通知の送付などの業務）が補助金総額の約 28％を占めており、間接 

経費としては高水準であることから、資源投入と成果のバランスの観点で改善の余地が 

ある。今後は、委託業務内容の精査、内製化の可能性の検討、業務プロセスの簡素化・ 

標準化を進めるとともに、成果とコストの対応関係を可視化することで、より効率的な 

事業運営を図ることが望まれる。本事業は令和６年度に終了となっているが、好事例や 

改善点は同種の別事業で生かしていくことが望まれる。 
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１４．地域におけるこどもの居場所支援団体育成事業費（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

こどもの居場所づくりについては、市町村が質と量の両面から計画的に推進していく必

要がある。そこで、市町村がこどもの居場所支援組織と連携し、その地域の居場所づく

りを支援するモデル事業を実施するために必要な費用を助成する。 

 

（２）概要  

事業内容 こどもに係る地域資源を生かして、市町村がこども・子育て支援

を包括的に進めるために必要な組織をモデル的に育成する事業

である。 

 

事業目的・趣旨 

・本事業は、県が市町村と「こどもの居場所づくり」を計画的に

推進するため、市町村と地域をつなぐ機能を持つ団体（以下「支

援団体」）を育成し、これらの団体と市町村が協働してこどもの

居場所を整備・支援することで、地域のこどもの居場所づくりを

促進することを目的としている。  

・具体的には、居場所立ち上げのための初期整備、運営支援、広

報支援、連携支援などを「補助対象事業」と位置付け、補助金を

交付することで、地域団体の参入しやすさと継続性を支援する仕

組みである。  

 

補助対象および交付要件 

・対象となるのは「市町村を通じて地域におけるこどもの居場所

支援団体育成事業」を行う団体。補助対象経費は、謝金、旅費、

消耗品費、印刷本費、役務費（通信費、搬送費、保険料など）、賃

借料、委託料など、事業実施に必要な費用全般。  

・補助基準額は、300万円  

・土地の購入や賃借、居場所団体の運営上恒常的に発生する経費

（運営コストの継続部分）は、補助対象外 

 

なお、本事業は令和６年度に終了している。これは「こどもの居

場所づくりに関する指針」が令和５年 12月 22日に閣議決定され

ており、本指針の内容に基づき事業が整理されている為である。 

当初予算額 9,000千円 

決算額 2,842千円 
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事業計画 ・市町村及び市町村から推薦を受けた団体への助成 

・学識経験者等による中間評価・最終評価会の実施 

事業効果 ・市町村によるこどもの居場所づくり支援体制への確立 

・こどもの居場所の安定した運営 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 － － － － 9,000 

決算額 － － － － 2,842 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

担当１名が全体調整や全体管理を行い、審査業務に携わっている。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針に基づいて、管内の市町村との連携

を図りつつ、こどもの居場所づくりの推進に努め、広域的なこどもの居場所づくりの環

境整備を行っている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

指標   こどもの居場所の数 800 か所 

達成状況 734か所（令和５年度末） 

 

（７）監査人総括（評価） 

 

（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

（a）目標設定の明確性について 

本事業は、県が市町村と協働して「こどもの居場所づくり」を計画的に推

進するため、市町村と地域をつなぐ中間支援機能を有する団体（支援団体）

を育成し、当該団体と市町村が協働してこどもの居場所を整備・支援するこ

とを目的としている。支援団体は、行政と地域団体の橋渡し役として機能し、

地域内のこどもの居場所の安定的・継続的な運営につながる基盤形成を担う

ものとされている。 

      この目的達成のため、県は、ⅰ市町村が実施する「こどもの居場所支援組   

織育成事業」に対し補助を行い、ⅱさらに学術経験者の意見を取り入れた評

価会の開催等を通じて、活動の評価、県内市町村への横展開（ナレッジシェ

ア）を促進することを具体的な事業内容としている。 
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      本事業が想定する成果の流れは、次の通り整理される。 

・直接成果：市町村における中間支援機能及び先駆的な居場所の機能を 

備えた「こどもの居場所支援組織」の立ち上げの支援体制を整備する 

こと 

・中間成果：こども家庭センターと支援組織との連携により、困難を抱 

えたこどもや家庭の見守りが行われ、居場所が安定的に運営されるこ  

と 

・最終成果：地域全体でこどもを育てる社会の実現 → 県内の全てのこ

どもが歩いて行ける距離に居場所が設置されること 

目標設定の明確性の観点からの評価では、本事業自体には定量的な目標が

設定されておらず、成果を客観的に測定する枠組みの整備について課題があ

ると考える。唯一測定可能な指標として「関連する５か年計画の施策指標（こ

どもの居場所数 800か所）」が存在するものの、当該指標は政策全体の成果

を測るものであり、本事業単体の因果効果を測定する指標として用いること

は適切ではないと考える。【意見４６】 

 

（b）評価環境と成果（アウトカム）について 

     本事業の成果は、単に補助金交付の件数や評価会の開催件数といったアウト    

プットにとどまらず、「市町村における居場所支援体制の確立」や「支援団体・

市町村連携による見守りの実施」「居場所の安定運営」「好事例の市町村を跨ぐ

横展開」などの社会的アウトカムとして把握される必要がある。 

     本事業は、県が市町村と協働し、地域においてこどもの居場所づくりを計画  

的に推進するため、中間支援機能を担いうる団体（支援団体）を育成し、行政

と地域団体との橋渡し役として機能させることを目的としている。その成果は、

概ね次の段階的構造として整理される。 

     ・直接的成果：市町村がこどもの居場所づくりを行う体制が確立され、こど   

もの居場所支援組織の立ち上げが実現すること 

・中間成果：こども家庭センターと支援組織の連携により、困難を抱えるこ 

どもや家庭の見守りが行われ、地域の居場所が安定的に運営されること 

・最終成果：地域全体でこどもを育てる社会が形成され、県内全てのこども

が歩いて行ける距離に居場所が確保されること 

これらの成果構造は、本事業の政策目的と整合しており、事業設計の方向性 

としては妥当であると考える。 

 一方で、上記成果を客観的に把握するための定量的な指標は、上述の通り

事業開始時点において明確に設定されていなかった。 

本事業の趣旨上、市町村が育成した支援団体の活動内容や行政との協働状
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況、見守り支援や居場所運営の改善状況、市町村を跨ぐ横展開による成果な

ど、具体的な計測指標が必要であったが、これらが十分に整備されていたと

は言い難い。 

唯一、関連する「５か年計画」の施策指標として「こどもの居場所数 800

か所」が示されているものの、これは県全体の成果指標であり、本事業によ

る因果的な効果を測定する指標としては適切ではない状況であった。【意見

４６】 

 

（c）成果と事業手段の因果関係について 

事業実施自治体（越谷市）においては、被支援者と支援組織の関係構築や

先駆的な居場所での取組等において一定のアウトプットは確認されたと考

える。 

一方で、現時点では、アウトカム（成果）が本事業によってもたらされた

ものであると特定できる状況には至っていない。 

その主たる要因として、まず、事業開始段階で成果を把握するための定量

的・定性的な指標が設定されていなかったことが挙げられる。指標が存在し

ない状態では、事業によってどのような変化が生じたかを客観的に測定する

ことができず、結果として因果関係の判断が構造的に困難となる為である。

【意見４６】 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価 

（a） 実施プロセスの合理性 

本事業は、 

i. 地域に根差したこどもの居場所モデル事業を実施する市町村への補助、 

ii. 学術経験者の意見を踏まえ、県内市町村への横展開を図る評価会の開 

催 

を主たる活動として構成されている。期待される直接的アウトカムは、市町

村における こどもの居場所支援組織の立ち上げ であり、これに向けて必要

な講座開催、交流の場づくり、意見交換会などが実施されている。 

補助対象経費は、事業遂行上必要とされる謝金、旅費、需用費、役務費、

賃借料、委託料等で構成されており、いずれも事業活動と目的の達成に直接

関連する費用であり、補助率は県 100％、上限額は 300 万円とされている。

越谷市の申請においても、行政と民間団体間の連携不足という地域課題に対

応するため、中間支援機能と先駆的な居場所機能を備えたモデル事業が企画

されており、事業化の背景および補助対象費用の妥当性は概ね確認できる。 

     事業内容としては、 
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ⅰ.こども支援者に必要な知識・スキルを習得するための講座開催、 

ⅱ.こどもと支援者がともにつくるオンラインコミュニティ構築、 

ⅲ.こども施策改善のためのこどもへのヒアリング調査、 

ⅳ.中間支援組織との意見交換会、 

ⅴ．評価委員会の開催 

などが実施されており、本事業の目的である「地域におけるこどもの居場所

支援組織の形成」を支える構造となっている点で、企画内容と実施プロセス

の整合性は認められる。 

交付決定までの事務手続きについても、制度公表、申請受付、審査、交付

決定、実績報告、補助金確定・支払、書類保存という一般的な補助金プロセ

スが整然と運用されており、本評価においてプロセスの不備は確認されなか

った。 

 

（b）資源投入と成果のバランス 

 本事業は単年度でのモデル事業として実施されており、補助対象は３件

（900万円）と見込まれたが、実績は越谷市の１件（284万円）のみであった。

事業規模が計画より縮小したことにより、投入資源と期待される成果（横展

開、市町村体制整備）のバランスに制約が生じている 点は否めない。 

      特に、中間支援組織の立ち上げや、市町村・支援団体間の協働体制構築と 

いった中間成果は、本来複数自治体でのモデル形成により波及効果が期待さ

れるものであるが、単一市町村での実施にとどまったため、成果の広がりは

限定的であったと評価される。 

      さらに、本事業が単年度で終了しているため、モデル事業による学びやノ 

ウハウ（ナレッジ）を継続的に市町村へ共有し、成果を積み上げていく仕組

みが十分に構築されなかった点も、資源投入と成果のバランスの観点から課

題として位置付けられると想定されるが、この点は令和７年度で本事業の成

果の横展開を行っており別事業で成果を積み上げがなされている状況であ

る。 

 

（c）改善可能性 

事業は単年度で終了していることから、PDCA サイクルを通じた継続的改善

の仕組みを確立するには至らなかった。しかし、越谷市のモデル事業で得ら

れた知見（行政と団体の間にある用語・認識ギャップへの対応、橋渡し役と

なるアドバイザーの必要性など）は、県が今後の施策検討に活用すべき重要

な示唆を含んでいる。 

      したがって、本事業の成果が限定的であったとしても、 
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ⅰ.評価会で得られた知見の整理、 

ⅱ．モデル事業の成果を県内市町村に共有する仕組みづくり、  

ⅲ.次年度以降の関連施策での活用（委託設計・研修体系・アドバイザー 

制度等） 

など、得られたアウトカムを他事業へ承継することが改善可能性として重要

である。 

      特に、事業目的に掲げられた「市町村と支援団体の協働体制の形成」につ 

いては、別事業でのプレイパーク団体へのヒアリングでも行政と団体の認識

差やコミュニケーションのギャップが指摘されており、アドバイザー機能の

導入や対話の場の制度化など、改善策の検討余地が大きい。これらの学びを

活かすことで、効率性向上につながる施策形成が期待されると考える。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

 

（a）費用の妥当性（市場価格との比較） 

      補助対象経費に含まれる謝金、旅費、需用費（消耗品費・印刷製本費等）、    

役務費（通信費・搬送料等）、賃借料（会場利用等）、委託料などについて精

査した結果、市場価格と比較して著しく高額である、または不自然な設定が

なされている項目は認められず、費用の妥当性の観点から検出事項はなかっ

た。 

      本事業は中間支援機能およびモデル事業の支援としての性質を持つため、   

講座開催費、調査費、会議費等が中心となるが、これらの費用も一般的な水

準であり、経済性に照らして不合理な支出は確認されなかった。 

 

（b）代替手段の検討 

本事業においては、補助金交付に際し外部委託による選定や審査は行われ

ておらず、市町村から提出された書類を基に、県内部の「居場所支援団体育

成事業選定委員会」により審査が実施されている。 

      選定委員会は、こども支援課、こども政策課、こども安全課の職員の計５ 

名で構成されており、令和６年度においては、応募書類に基づき 書面審査 

方式 により評価を行った。 

審査項目は以下の５項目で構成され、評点方式により総合評価が行われる。 

ⅰ.目的の理解（提案された内容が事業の目的に合致しているか否か） 

ⅱ.事業内容（スケジュール、体制、効果、発展性、モデル性） 

ⅲ．実績(こどもの居場所支援団体の実績・ノウハウ) 

ⅳ．見積額(事業経費) 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



198 

 

ⅴ．他補助事業との重複の有無（他の国庫補助事業等と重複の有無） 

      これらの審査プロセスは、複数職員の評価に基づく内部審査を採用してお  

り、外部有識者等の活用は必須ではないものの、書面審査として一定の客観

性と公平性を確保していると考える。また、審査業務を外部に委託しないこ

とにより、追加的なコストが発生していない点も、代替手段との比較におい

て合理的である。 

以上より、選定過程において代替手段を講じる必要性が特段認められず、

経済性を損なう構造にはなっていない と評価される。 

 

【意見４６】支援団体の育成状況、行政との協働度合い、見守り支援の実施状況等につ

いて、事業の成果と因果関係を特定できる測定可能な指標をあらかじめ設定したうえ

で事業を実施することが望まれる 

本事業は、「市町村と支援団体が協働してこどもの居場所づくりを推進する」という

目的や、直接成果・中間成果・最終成果の概念整理は一定程度なされているものの、事

業単体としての定量的・定性的な目標が設定されておらず、成果を客観的に測定する評

価指標が整備されていない。 

 関連する５か年計画の施策指標として「こどもの居場所数 800か所」が掲げられてい

るが、これは県全体の政策成果を測るマクロ指標であり、本事業の因果効果を把握する

指標として用いることは適切ではない。今後は、支援団体の育成状況、行政との協働度

合い、見守り支援の実施状況等について、事業の成果と因果関係を特定できる測定可能

な指標を設定し、それを基に事業を実施することが望まれる。 
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１５．子育てファミリー応援事業（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

市町村が実施する子育て支援事業の 2 倍の金額のギフト（最大 10,000 円相当）を配付

する。市町村がギフトの配付等を通じて子育て家庭とつながることで、孤育てやワンオ

ペ育児などを防止する。 

 

（２）概要  

事業内容  市町村が実施する子育て支援事業の２倍の金額のギフト

（最大 10,000 円相当）を配付する。 

本事業は、県内の子育て世帯と市町村を確実につなぎ、「孤立

した子育て」や「ワンオペ育児」などの課題を防止し、育児の

負担軽減を図ることを目的に実施されている。  

具体的には、“「埼玉県に生まれてくれてありがとう」の感謝の

気持ちを込めた、最大１万円相当のベビーギフトをこどもが

生まれたご家庭に贈呈する” ことで、子育て家庭への支援と

市町村による子育て支援情報との接点構築を図っている。 

 

概要 

• 支援対象：埼玉県内在住で、こどもが生まれた家庭。

令和７年３月 31 日までに出生したこどもがいる家庭が対

象。  

• 支援内容：市町村が実施する第１子以降の子育て支援

事業に上乗せして、こども１人当たり最大 10,000 円相当

の「コバトンベビーギフト」を贈呈。  

• 申請方法：対象市町村で配布されるチラシの QRコード

から申請サイトにアクセスし、必要事項を入力してギフト

を選択。 

• 申請期限：こどもの１歳の誕生日の前日まで。令和７

年１月２日～３月 31日生まれの方については令和７年 12

月 31日まで申請可。  

• 外部委託先：生活協同組合パルシステム埼玉（申請管

理、ギフト配送、見守り対応、問い合わせ対応等） 

 

なお、本事業は令和６年度に終了している。これは子ども・子

育て支援法の改正により、令和７年度から、国の恒久的な制度

である妊婦支援給付金が創設されたため。 
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当 初 予 算

額 

409,769千円 

決算額 304,470千円 

事業計画 ４月  委託事業者との契約      

４月～ 申請受付・配付  

随時  未申請者のフォローアップ 

事業効果 市町村がギフトの配付等を通じて子育て家庭とつながること

で、孤育てなどを防止する。 

【活動指標】 

参加市町村数  

配付世帯数 

 

 

 

（出典：ベビーギフトの案内） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について    （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 ― ― ― 452,878  409,769 

決算額 ― ― ― 173,479 304,470 
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（４）当該事業に要する人員の状況 

こどもの居場所担当 

担当の職員２名（主査、一般）と副担当の１名（会計年度任用職員）で実施している。 

担当の職員が委託契約などの財務業務を担当し、副担当の職員が市町村のフォローア

ップの集計業務を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

なし 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

参加市町村数 63市町村 

配付世帯数 32,613 世帯 

 

（７）監査人総括（評価） 

 

（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

（a）目標設定の明確性について 

本事業は、市町村が実施する子育て支援事業に上乗せする形で、２倍相当の金

額であるギフト（最大 10,000 円相当）を配布することにより、子育て家庭への

経済的・心理的支援を行い、孤育の防止を図ることを目的として実施されている。

事業実績からは、市町村の支援事業と連動したギフト配布を通じて 40,894 世帯

が支援対象となり、子育て家庭と行政との接点が創出されたことが確認されて

おり、これは孤育の防止につながる一定の中間成果として評価できる。この中間

成果の積み重ねにより、子育て世帯が孤立せず、安心してこどもを産み育てるこ

とができる社会の実現という最終成果を企図している点において、成果の方向

性は概ね明確である。 

しかしながら、本事業個別の数値的目標は設定されておらず、事業の達成度を

客観的に測定する枠組みが十分に整備されているとは言い難い。本事業は「市町

村支援事業の２倍相当のギフトを配布する」という性格上、配布数そのものを単

純な目標とする設定は必ずしも馴染まない側面があるものの、市町村がギフト

の配付等を通じて子育て家庭とつながることで、孤立防止や安心感の醸成を企

図している以上、何らかの測定可能な数値目標を設定することが望ましい。 

    一方で、外部委託先より市町村ごとの申込数および発送数、ギフトの種類、 

アンケート集計結果等については、既にエクセル形式で整理され、県へ提出され

ていることから、これらのデータは有効性評価における基礎資料として積極的に

活用すべきである。具体的には、地域別の配布実績や利用者満足度、支援への接
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続状況等を指標化することにより、成果の傾向分析や改善点の把握が可能になる

と考えられる。 

    また、本事業の実施に当たり、外部委託先は「見守り」の視点に立った地域貢

献活動を展開しており、事業目的に対する有効性が高い取組を実施していること

が確認できる。具体的には、非組合員に対してはギフト配送後に電話またはメー

ルで利用者の声を確認し、困りごとがある場合には「子どもスマイルネット」や

県内ファミリー・サポート・センター等の相談窓口へつなぐ対応を行っている。

また、組合員については定期的な情報発信や「見守り安心サービス」による異変

察知対応体制を整備し、必要に応じて行政や緊急機関への連絡を行う仕組みが構

築されている。さらに、一般社団法人くらしサポート・ウィズとの連携による「く

らしの相談ダイヤル」の公開や、DV 等の法律相談の提供、「ポケットブックさい

たま」や「子どもスマイルネット」の情報同封など、「つながるきっかけ」の創

出にも寄与しており、孤立防止を目的とする本事業との整合性は高い。 

    しかしながら、これらの取組についても、相談件数、フォロー実施件数、支援

機関への接続件数等の数値的指標は設定されておらず、活動の成果を客観的に測

定する仕組みは十分とは言い難い。そのため、有効性の高さが認められる取組で

ある一方で、測定可能性の観点からは課題がある。【意見４７】 

    以上より、本事業は方向性および取組内容において一定の有効性が認められる 

ものの、成果を客観的に検証するための数値目標および指標設計の整備、既存デ

ータの体系的活用が今後の課題であり、評価可能性を高める観点から改善の余地

があると判断される。 

また、本事業は関連する５か年計画の施策指標として「合計特殊出生率の上

昇（現状値 1.17、目標値 1.66）」を掲げ、この目標の達成に資する施策の一つと

して位置付けられている。しかしながら、合計特殊出生率は経済状況や雇用環境、

住宅事情、価値観の変化等、複合的な要因の影響を強く受ける指標であり、本事

業単体の効果を当該指標のみで評価することは適切とは言い難い。そのため、当

該指標は政策全体の方向性を示す参考指標として位置付け、本事業の有効性に

ついては、より直接的な成果指標を併用して評価することが求められる。本事業

は令和６年度に終了となっているが、改善点や好事例などは関連する別事業で

も生かしていくことが望まれる。【意見４７】 

 

 

（b）評価環境と成果（アウトカム）について 

 本事業においては、市町村が実施する子育て支援事業と連動し、２倍相当のギ

フトを配布することにより 40,894世帯が支援対象となり、行政と子育て家庭と

の接点が創出されたことが確認できる。この点は、孤育の防止や支援への導線形
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成につながる中間成果として一定の効果が発現しているものと評価できる。 

さらに、外部委託先による「見守り」活動については、ギフト配送後のフォロ

ー確認や困りごとへの対応、「子どもスマイルネット」等の相談窓口への接続、

見守り安心サービスの運用、相談ダイヤルの提供、各種支援情報の同封など、多

角的なアプローチが行われており、本事業の目的に対する実質的な寄与が認め

られる。このような取組は、孤立防止という成果の質を高める点において評価で

きる。 

    一方で、市町村ごとの申込数・発送数、ギフトの種類、アンケート結果等につ

いてはエクセルで集計され県へ提出されているものの、これらのデータが成果

指標として体系的に分析・活用されている状況には至っていない。現状では配布

実績の把握にとどまっており、その後の支援接続件数やフォロー効果、相談利用

状況などを継続的に把握する評価環境は十分に整備されているとは言い難い。 

    したがって、本事業は一定の成果が確認できる段階にあるものの、成果の質お

よび持続性を検証するためのアウトカム指標やフォローアップ体制については、

整備が必要であったと判断される。本事業は令和６年度に終了となっているが、

改善点や好事例などは関連する別事業でも生かしていくことが望まれる。【意見

４７】 

 

（c）成果と事業手段の因果関係について 

本事業については、ギフト配布および見守り活動という支援手段と、孤育防止

や安心してこどもを産み育てられる環境づくりとの因果関係について検討を行っ

た。 

        本事業では、ギフト配布を通じて子育て家庭と行政との接点が形成され、さら

に外部委託先によるフォロー確認や相談窓口への接続といった見守り機能が実装

されていることから、支援への導線として一定の効果を果たしていると考えられ

る。また、「くらしの相談ダイヤル」や「見守り安心サービス」の導入により、相

談や緊急時対応へのアクセスが強化されている点も、孤育防止に資する要素とし

て評価できる。 

        しかしながら、これらの取組がどの程度実際に孤立防止につながったか、また

支援接続後に世帯の状況がどのように変化したかについては、相談件数、フォロ

ー実施件数、継続支援への移行件数等の数値的データが体系的に整理されておら

ず、因果関係を定量的に検証することは困難な状況にある。 

        加えて、関連する５か年計画の指標である合計特殊出生率の上昇は、本事業と

政策目標との整合性を示す参考指標ではあるものの、出生率は多様な外的要因の

影響を受けるものであり、本事業単体の成果を説明する因果指標として直接用い

ることは適切とは言い難い。 
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           以上より、本事業は構造上、成果の発現および支援への接続について一定 

の因果関係が想定されるものの、それを客観的・定量的に検証可能な評価構造

には至っておらず、測定可能性の観点から課題が残る。見守り活動や相談接続

の成果を指標化し、比較分析や継続追跡が可能な体制を整備する事が必要で

あったと考えられる。本事業は令和６年度に終了となっているが、改善点や好

事例などは関連する別事業でも生かしていくことが望まれる。【意見４７】 

  

(d)支援の到達性・公平性の観点からの評価 

本事業の有効性を検討するうえでは、成果の有無だけでなく、その成果が公

平かつ実質的に対象世帯へ届いているかという観点も重要である。その点にお

いて、本事業の制度設計には有効性を阻害するおそれのある要因が一部認めら

れる。 

          具体的には、本事業の県の補助額が市町村のギフト額と同額を上乗せする制

度構造により、市町村によって支援額に大きな差が生じており、結果として世

帯間で受給総額に不均衡が発生している状況が確認される。このことは、本来

平等に保障されるべき支援効果の到達度に差を生じさせる可能性があり、有効

性の観点から課題があると考えられる。 

          また、特に市町村から 4,000 円以下相当のギフトを受ける世帯については、  

市役所での手渡しによる配布のみとなっており、宅配対応の他世帯と比較して

負担が生じている可能性もある。この点支援の利用しやすさという観点から成

果発現に影響を与える要因となり得る。 

          以上より、制度運用における公平性および利便性の差が、支援効果の均質な    

発現を妨げている可能性がある状況であった。【意見４８】 

 

（Ｂ）経済性（Economy）の評価 

（a）実施プロセスの合理性について 

本事業においては、主要な業務について外部委託がなされており、その委託

内容は概ね以下のとおりである。 

ア．申請サイトの作成・運営及び申請受付 

イ．ギフトの選定、配送、対象者の見守り 

ウ．問い合わせ対応 

エ．問い合わせ対応マニュアルの作成 

オ．チラシの作成及び送付 

     これらの業務は、制度設計から実務運用、対象者への支援およびフォロー   

アップに至るまで、事業の一連の流れを包括的にカバーしており、環境の整備

からギフトの発送、その後の見守り活動までを一貫して外部委託できている点
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は、業務の分断を避け、責任の所在を明確にするうえで合理的な体制であると

評価できる。 

 

（b）資源投入と成果のバランスについて 

本事業における支出の大部分は外部委託費で構成されており、限られた人

的・時間的、物質的資源の中で事業を効率的に遂行するための手段として、外

部専門事業者の活用は適切であると考えられる。 

申請管理、ギフト配送、見守り対応、問い合わせ対応までを外部委託により 

一元的に実施する構造は、県側の業務負担軽減と事業運営の円滑化に寄与し

ており、投入資源と得られる成果との関係においても概ね妥当な事業構造であ

ると評価できる。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

経済性の評価は、本事業における財政支出が、事業目的に照らして適正かつ合

理的な水準で行われているかを検証するものである。具体的には、支出された費

用が市場価格や過去の類似事例と比較して妥当であるか、より低コストで同等の

成果を得られる代替手段が存在しなかったか、また公的財源が無駄なく効果的に

活用されているかという観点から評価を行った。 

    本評価では、ギフトの調達費用および委託費といった主要な支出項目について、   

価格の妥当性および契約形態の合理性に着目するとともに、外部委託の構造や競

争環境の確保状況を踏まえ、費用対効果の観点から総合的に検証した。 

 

（a）費用の妥当性（市場価格との比較） 

本事業における経済性について、まずギフト内容となる商品の価格について

サンプルによる市場調査を実施した。その結果、当該商品の価格はいずれも一

般市場における販売価格と近似しており、著しく高額である、あるいは不合理

と認められる点は確認されなかった。 

また、ギフト代金以外の支出項目である委託料、送料、通信費、消耗品費、

人件費等についても、外部委託先へ支払われる契約金額の内容を確認した結果、

監査人の判断において市場価格の範囲内に収まっており、過度な水準や不透明

な価格設定は認められなかった。 

 

（b）財源の適正利用 

本事業における公的財源の使途については、支出内容が事業目的に沿って使

用されており、不要な支出や著しく非効率な支出は確認されなかった。特に、

ギフトの配布および関連業務に係る費用は、事業の趣旨と整合しており、財源
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の適正利用が概ね確保されていると評価できる。 

 

 

【意見４７】成果指標および評価環境の整備について、本事業の目的に即した直接的な

成果指標および中間成果指標の設定が望まれると共に、収集済みデータを含めた評価

環境の整備を進め、事業の有効性を客観的かつ継続的に検証できる体制を構築するこ

とが望まれる 

本事業は、市町村が実施する子育て支援事業に上乗せしてギフトを配布し、孤育の防

止や子育て家庭と行政との接点形成に一定の成果を上げているものの、個別事業として

の有効性を客観的に検証するための枠組みが十分に整備されているとは言い難い。 

具体的には、事業の達成度を示す数値目標が設定されておらず、相談件数、フォロー

実施件数、支援機関への接続件数等、見守り活動の成果を把握するための指標も明確化

されていない。また、市町村ごとの申込数・発送数、ギフトの種類、アンケート結果等

のデータは収集されているものの、これらが体系的に分析され、成果指標として活用さ

れている状況には至っていない。 

さらに、本事業は関連する５か年計画の施策指標として「合計特殊出生率の上昇」が

掲げられているものの、当該指標は多様な要因の影響を受ける性質を有しており、本事

業単体の効果を評価する指標として用いるには限界がある。 

このため、本事業の目的に即した直接的な成果指標および中間成果指標の設定が望ま

れると共に、収集済みデータを含めた評価環境の整備を進め、事業の有効性を客観的        

かつ継続的に検証できる体制を構築することが望まれる。 

 

本事業は令和６年度に終了となっているが、改善点や好事例などは関連する別事業で

も生かしていくことが望まれる。 

 

 

【意見４８】支援の到達性および公平性の確保について、ギフト額および配布方法につ

いて、公平性および利用者負担の観点から制度全体を点検し、可能な範囲で支援水準と

受け取り方法の均質化を図るなど、制度設計の見直しを検討することが望ましい 

本事業における県の補助額は、市町村が行うギフト額と同額を上乗せする仕組みとな

っていることから、市町村間で基礎となるギフト額に差がある場合、結果として世帯ご

との受給総額に不均衡が生じる構造となっている。これは、本来等しく享受されるべき

支援効果の到達度に差を生じさせるおそれがあり、有効性の観点から課題があると考え

られる。 

また、一部の市町村においては、比較的低額のギフトを支給する世帯について、市役

所での手渡しによる配布が行われており、宅配により受け取る世帯と比較して、宅配の
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選択肢を設けないことは、申込者に追加的な時間的・身体的負担を強いる結果となって

いる可能性がある。このような実務運用上の差異も、支援の利用しやすさおよび実質的

な支援効果に影響を与え得る要因である。 

以上を踏まえ、県としては、ギフト額および配布方法について、公平性および利用者

負担の観点から制度全体を点検し、可能な範囲で支援水準と受け取り方法の均質化を図

るなど、制度設計の見直しを検討する必要があったと考える。 

本事業は令和６年度に終了となっているが、改善点や好事例などは関連する別事業

でも生かしていくことが望まれる。 
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１６．埼玉版放課後児童健全育成事業（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

児童福祉法第６条の３第２項に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児

童に対して、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図

ることを目的として市町村が実施する放課後児童クラブの運営及び設置等を支援す

る。 

 

（２）概要  

事業内容 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、授

業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全

な育成を図ることを目的として市町村が実施する放課後児

童クラブの運営及び設置等を支援する。 

当初予算額 7,483,497 千円（令和６年度） 

決算額 6,516,504 千円（令和６年度） 

事業計画 ・放課後児童健全育成事業を実施する市町村に対して、ク

ラブ運営費の補助金を交付する。 2,050 か所 

・放課後児童クラブを新設整備する市町村に対して経費の

一部を助成する。 54か所 

・放課後児童支援員認定資格研修を実施する。 16 回 

事業効果 ・放課後児童健全育成事業を実施する市町村に対して、ク

ラブ運営費の補助金を交付した。 2,084 か所 

・放課後児童クラブを新設整備する市町村に対して経費の

一部を助成した。 80か所 

・放課後児童支援員認定資格研修を実施した。 16 回 

 

  県は当該事業を実施する市町村等に対して補助金を交付しており、主な内容

は以下のとおりである。 

（Ａ）放課後児童健全育成事業費補助  

内容 放課後児童健全育成事業費補助 

目的 県は、当該事業を実施する市町村に対して、クラブ運営費

の補助金を交付する 

交付実績 63市町村（2,084 箇所） 

交付実績額 6,105,139 千円 

負担割合 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

 

（Ｂ）埼玉県放課後児童健全育成事業費補助 
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内容 埼玉県放課後児童健全育成事業費補助 

目的 「埼玉県放課後児童クラブガイドライン」の遵守や国の処

遇改善に係る補助制度を活用する民営クラブへの加算とし

て、市町村に補助金を交付する。 

交付実績 27市町村 

交付実績額 35,501千円（補助金 35,397 千円＋旅費 104 千円） 

負担割合 県 1/3、市町村 2/3 

 

（Ｃ）学校施設等を活用した放課後児童クラブの整備 

内容 学校施設等を活用した放課後児童クラブの整備 

目的 放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブを新

設整備する市町村に対して経費の一部を助成する。 

交付実績 ７市町村 

交付実績額 95,448千円 

負担割合 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3等 

 

（Ｄ）放課後児童クラブ施設整備費 

内容 放課後児童クラブ施設整備費 

目的 放課後児童クラブを新設整備する市町村に対して経費の一

部を助成する。  

交付実績 ５市町村 

交付実績額 83,065千円 

負担割合 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3等 

 

（Ｅ）放課後児童クラブ環境整備事業費 

内容 放課後児童クラブ環境整備事業費 

目的 余裕教室等の改修整備等を行う市町村に対して経費の一部

を助成する。 

交付実績 25市町村 

交付実績額 123,333千円 

負担割合 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

 

（Ｆ）埼玉県放課後児童クラブ施設整備費等補助  

内容 埼玉県放課後児童クラブ施設整備費等補助 
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目的 大規模クラブの分割を行う市町村に対して経費の一部を助

成する。 

交付実績 放課後子ども環境整備促進事業費交付金 ８市町村 

放課後児童クラブ施設整備促進事業費交付金 ３市町村 

交付実績額 放課後子ども環境整備促進事業費交付金 30,049 千円 

放課後児童クラブ施設整備促進事業費交付金 27,769 千円 

負担割合 （補助基本額に市町村の負担割合を乗じて得た額におい

て）県 1/2、市町村 1/2 

 

（Ｇ）放課後児童支援員人材確保・定着支援事業  

当該事業は、保育士養成校等へのＰＲ、学生向け現場体験（ボランティア

等）受入促進、認定資格研修、及び巡回支援アドバイザー派遣等を実施してい

る。 

(a)保育士養成校へのＰＲ 

内容 放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員と当課職員

が県内保育士養成施設を訪問し、学生向けに放課後児童支

援員の仕事内容ややりがいについて説明を行う。 

計画 20か所に訪問。 

実績 ３か所に訪問。 

支出 報償費 10千円 

 

(b) 学生向け現場体験（ボランティア等）受入促進 

内容 県内の保育士養成施設に在籍する学生に放課後児童クラブ

の業務を体験してもらうことを目的に、県内の放課後児童

クラブにボランティア受入の希望調査を実施の上、県内の

保育士養成施設へ受入希望クラブのリストを配布するなど

して、ボランティア募集の周知等を行う。 

対象者 埼玉県内の保育士養成施設の学生 

埼玉県内の大学の学生 

謝金 ボランティアに従事した学生：１日につき 2,000円 

受け入れた放課後児童クラブ（公設公営を除く）：１日につ

き 1,500円 

計画 受入計画 600 人 

実績 受入実績０人 
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(c) 巡回支援アドバイザー派遣 

内容 放課後児童クラブにおいて質の高い支援を確保できるよ

う、助言等を行う巡回アドバイザーを県から県内の放課後

児童クラブに派遣する。１クラブにつき、２回（１回当た

り２時間程度）としている。 

【児童関係】 

・こどもとの関わり方、指導方法 

・他の児童との関係性 

・こどもの特性の理解 

・保護者への対応 

【労務管理】 

・賃金等について  

・効果的な人材確保  

・施設ごとの労務管理  

・職場のハラスメント 

計画 230回 

実績 児童関係 145 回、労務関係１回 

支出 報償費 2,352 千円 

 

(d) 放課後児童支援員研修事業 

業務名 放課後児童支援員研修事業 

目的 放課後児童クラブに従事する職員の資質の向上を図るた

め、個々の職員の経験年数や保有資格、スキルに応じたき

め細やかな研修を実施することを目的とする。当該事業の

実施については外部に委託をしている。 

内容 放課後児童支援員認定資格研修※１、初任者研修※２、中堅者

研修※３及び管理者研修※４に対応するための専門研修を実施

し、各研修が相互に効果的に実施されるよう研修を体系立

てて実施するものとする。 

※１ 放課後児童支援員認定資格研修 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

（平成 26年４月 30日厚生労働省令第 63号）」に基づき

実施する研修 

※２ 初任者研修 
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放課後児童クラブに従事期間５年未満の職員を対象とし

た研修 

※３ 中堅者研修 

 放課後児童クラブに従事期間５年以上等の職員を対象と

した研修 

※４ 管理者研修 

 放課後児童クラブ内で指導的役割を担う職員を対象とし

た研修 

（※２～４を総称する場合は「放課後児童支援員等資質向

上研修」とする） 

実績 １.認定資格研修会 

研修実施日：令和６年６月20日～令和７年３月20日  

全16回開催。受講者数は1,153名だった（昨年度は1,035

名）。研修講師は大学教員、放課後児童クラブ指導員な

ど。 

成果としては、講師は 県内の教育・福祉系の大学から、科

目内容に十分応えることのできる講師を確保でき、講義内

容もおおむね好評だったとのことである。 

 

２.新任支援員研修会について  

研修実施日：令和６年７月13日、令和７年３月８日 

オンラインで２回実施。 

 受講者数 

 市町村数 参加者数 昨年度 

１回目 38 124名 162名 

２回目 36 161名 164名 

合計  285名 326名 

成果としては、限られた時間ではあるが、経験豊富な支援

員の実践から、現場で即必要となる事柄を中心に学ぶ、効

果的な学習会となった。『児童の権利条約』および『こど

も基本法』をうけ、こどもの意見表明権をどのように保障

していくか詳しく学ぶことができたとのことであった。 

 

３．中堅者研修会について  

研修実施日：令和６年11月10日、令和６年12月15日 

オンラインで２回実施。 
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 受講者数 

 市町村数 参加者数 昨年度 

１回目 39 408名 388名 

２回目 45 414名 437名 

合計  822名 825名 

成果として、こどもの主体性や権利を尊重すること、一人

ひとりの違いを踏まえ、こどもの最善の利益を保障する支

援員の役割について学ぶことができたとのことであった。 

 

４．管理者研修会について 

研修実施日：令和６年10月６日、令和７年１月13日 

全２回開催。 

受講者数 

 市町村数 参加者数 昨年度 

１回目 26 101名 101名 

２回目 25 108名 101名 

合計  209名 202名 

成果として、人材確保が困難な昨今、離職予防の観点で職

場リーダーが目配りすべきことを学べたことはたいへん有

益とのことである。 

委託金額 13,692千円 

業者名 一般社団法人子ども・放課後サポートセンター 

選定方法 随意契約 

（出典：放課後児童支援員研修事業実績報告書、仕様書） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 5,883,777 6,372,630 6,905,888 7,474,694 7,483,497 

決算額 4,987,908 5,153,754 5,394,619 5,674,982 6,516,504 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

放課後児童クラブ担当 

主幹、主査、担当３名の計５名で実施している。 

主幹は担当内総括、主査は主に認定資格研修の業務を担当し、３名の担当は主に①

運営費、②整備費、③人材確保を担当している。 
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（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

児童福祉法第６条の３第２項 ほか 

子ども・子育て支援法第３条第２項、第６７条第２、３項 ほか 

に基づき事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

・放課後児童健全育成事業を実施する市町村に対して、クラブ運営費の補助金を交

付する。 取組予定 2,050 か所 補助実績 2,084 か所 

・放課後児童クラブを新設整備する市町村に対して経費の一部を助成する。 

取組予定 54か所 補助実績 80 か所 

・放課後児童支援員認定資格研修を実施する。 取組予定 16回 実施実績 16回 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

当該事業の実施により県内の放課後児童クラブ数、利用定員数は増加傾向にあ

る。一方で、利用希望者数もそれ以上に増加し、定員に対して整備が一部追いつ

いていない面もあると考えられるが、利用希望者数の増加を予測し、様々な補助

事業を行った効果が一定程度現れていると考えられ、事業に対する効果は大きい

と考えられる。 

（放課後児童クラブの推移） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児童数 70,162人 72,447 人 75,511 人 79,017 人 82,787 人 

利用定員

数 

73,251人 75,801 人 77,729 人 79,897 人 83,659 人 

利用希望

者数 

71,827人 73,677 人 77,065 人 80,898 人 84,919 人 

クラブ数 1,875 1,920 1,967 2,015 2,112 

大規模ク

ラブ数 
25 32 29 33 39 

（出典：こども支援課作成資料より抜粋） 

 

（Ｂ）子育て支援の充実への貢献状況について 

当該事業は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、授業の終

了後に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とし

て市町村が実施する放課後児童クラブの運営及び設置等を支援することが期待さ
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れている。そのため、保護者が安心して労働できるようにする環境をつくるとと

もに、子育て環境の充実を図る意味において貢献度は高いと考えられる。 

 

（Ｃ）費用対効果について 

  令和６年度の予算額は 7,483,497 千円、実績額は 6,516,504千円であり、執行

率は約 87％であった。予算と実績額の差異の主な内訳は、放課後児童健全育成事

業費補助 848,769 千円、学校敷地等を活用した放課後児童クラブの整備 29,738 千

円、放課後児童クラブ施設整備費 22,538千円、埼玉県放課後児童クラブ施設整備

費 55,330千円等であり、市町村の所要額調査と実績額に乖離があったためとのこ

とであった。これは、放課後児童クラブの整備等が一部実施できていないものが

あることが要因と考えられるが、実績額として令和 5年度と比較すると、市町村

等への補助は大幅に増加しており、県として利用定員数の増加に向けて適切に対

応していると考えられる。 

 

（Ｄ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。        （単位：千円） 

節 支出命令額 内容 

負担金、補助及び交付金 6,500,200 放課後児童健全育成事業補助金 

委託費 13,692 放課後児童支援員研修委託料 

報償費 2,412 放課後児童クラブへの巡回支援事業アド

バイザー謝金等 

旅費等 200 旅費 

 

（Ｅ）放課後児童クラブの設備及び運営の状況調査 

放課後児童クラブ（学童保育）が適切な環境で運営されるため、設備や職員配

置、運営方法などに関する最低基準を定めた「放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準」（平成 26年厚生労働省令第 63号）がある。同基準は、子ど

も・子育て支援法など関連法令の施行に伴い、放課後児童クラブの運営水準を明確

化し、事業の安定性・継続性を確保することを目的としており、市町村は同基準を

斟酌し条例を制定している。これに関連し、県では平成 27年３月に策定した「埼

玉県放課後児童クラブガイドライン」において、各市町村における放課後児童クラ

ブの設備及び運営の状況を調査し、これを公表することとしており、令和６年度の

調査結果は以下のとおりとなっている。 

 

（a）基礎データ 

（ア）クラブ数、登録児童数について 
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調査対象クラブ数（支援の単位数※）は、2,112か所（実施状況調査と同 

対象。）で、対前年度（調査日 R5.5.1 こども家庭庁「実施状況調査」）比

4.8％増であった。一方、登録児童数は 82,787人で、前年度「実施状況調

査」と比べ 4.8％増加している。 

※支援の単位 

「支援の単位」とは、児童の集団の規模を示す基準として平成 27年度か

ら導入されたものであり、児童の放課後児童クラブでの活動は、この「支

援の単位」を基本として、行うこととなった。 

            
平成 27年４月から、子ども・子育て支援新制度が本格施行されたことによ

り、対象年齢がそれまでのおおむね 10 歳未満から小学校６年生までに拡大さ

れ、クラブ数及び登録児童数が大幅に増加した。  

待機児童については、令和２年度から令和３年度は減少し、令和４年度か

ら令和６年度は増加した。令和６年度は前年度比 251 人増の 2,132 人の待機

児童が発生した。待機児童が発生する主な要因としては、制度改正に伴い対

象学年が高学年へ拡大されたことで高学年の入所希望する家庭が増加したこ

と、保育所の入所受入枠の拡大が進み、保育所から引き続きクラブの利用を

希望する家庭が増加していること、人口や児童数が増加していない地域にお

いても申込率が増加したことなどが考えられる。  

登録児童数のうち障害児の人数は、2,214 人で、前年度「実施状況調査」よ

り 9.8%増加しており、登録児童数に占める割合は 2.7％となっている。（各年

度５月１日現在 国「実施状況調査」から） 

（イ）支援の単位の規模 

       40人以下の適正規模である支援の単位は、2,112 か所のうち 1,305 か所

で、全体の 61.8%であった。 
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一つのクラブを複数の支援単位に分ける場合に、支援の単位ごとに壁やパー

テーションで区切らずに実施している支援の単位は、2,112 か所のうち 607 か

所で、全体の 28.7%であった。 

           

   

（ウ）設置主体 

設置主体は市町村が一番多く、2,112 か所のうち 1,566 か所で、全体の

74.1%を占めた。 次に多いのはＮＰＯ法人で、327か所で 15.5%、３番目に多

いのは社会福祉法人で、103か所で 4.9%であった。「その他」の内訳は、協同

組合が３か所、有限会社が２か所などであった。 

        

 
※民法 34 条法人等：公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人 

（エ）運営主体 

運営主体はＮＰＯ法人が一番多く、2,112 か所のうち 539か所で、全体の

25.5 %であった。次に多いのは社会福祉法人で、501 か所で 23.7%、３番目に

多いのは市町村で、495か所で 23.4%であった。「その他」の内訳は、協同組

合が 10か所などであった。 
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※民法 34 条法人等：公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人 

 

（b）支援の単位の状況 

（ア）職員数（保育時の体制数） 

職員数（保育時の体制数） は 平均 4.3人であった。※障害児担当職員

の兼務を含む 

（イ）支援員の配置 

支援員（有資格者）を 3人以上（うち１人を除き補助員でも可）配置し

ている支援の単位（※）は、2,112 か所のうち 1,609 か所で、全体の 76.2%

であった。（※児童数 20人未満の場合は 2人以上配置している支援の単

位） 

         

（ウ）常勤（フルタイム）の職員数 

（ア）のうち、常勤（フルタイム）職員の人数（保育時の体制数）は 平均

1.9人であった。また、常勤職員を複数配置しているクラブは 2,112 か所

のうち 1,265 か所で、全体の 59.9％であった。 
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※「常勤職員」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時

間）の全てを勤務する者をいう。また、１日６時間以上かつ月 20日以上

勤務する者は、上記にかかわらず「常勤職員」とする。 

（エ）障害児在籍クラブ数、障害児担当職員配置状況 

障害児が在籍している支援の単位は 2,112 か所のうち 1,077 か所で、全

体の 50.1%であった。その中で障害児担当職員を配置している支援の単位

は 920 か所であった。 

（オ）児童１人当たりの面積 

児童１人当たり、設備部分を除いて 1.65㎡以上の広さが確保されてい

る支援の単位は 2,112か所のうち 1,563か所で、全体の 74.0％であっ

た。 

          

（c） 利用料金 

利用料金（おやつ代含む）の平均は 7,993 円であった。 

 

（d）点検 

毎年、クラブに対して運営基準の内容の点検を行っている（又は行う・行わ

せる予定である）市町村は 63市町村のうち 62市町村であった。また、この点

検を行っている市町村のうち、点検内容を公表している（又は公表する予定で

ある）市町村は 17市町村で、全体の 27.0%であった。 
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【意見４９】県は埼玉県放課後児童クラブガイドラインにおいて、「放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準」に定められた重要事項について、漏れなく調査を

行い、可能な範囲でクラブ状況調査結果として開示することが望ましい 

上記の県による放課後児童クラブの設備及び運営の状況調査結果において、「放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に定められている虐待等の禁止（第

12 条）、衛生管理（13条）、運営規程（14条）、帳簿（第 15 条）、苦情への対応（第 17

条）、開所時間及び日数（第 18条）、第 19 条（保護者との連絡）、第 20条（関係機関

との連絡）、事故発生時の対応（第 21条の調査結果が記載されていなかった。当該基

準は、各自治体（市町村）が条例を制定する際の「参酌すべき基準」（参考にすべき基

準）として位置付けられており、個々の事業者に罰則を伴う形で強制されるものでは

ないが、各自治体は当該基準の多くを条例に反映させるため、実質的に全ての放課後

児童クラブは、当該基準に沿って運営されることが期待されている。よって、当該基

準に定められた重要事項について、漏れなく調査を行い、可能な範囲でクラブ状況調

査結果として開示することが望ましい。 

 

（Ｆ）各論点（委託事業、補助事業）について 

 当該事業における委託事業、及び補助事業に係る資料を閲覧したが、当該業務の

財務の執行状況について異常点は発見されなかった。 

 

【意見５０】県はクラブ運営基準の内容の点検を行っていなかった市町村に対し、点検

が実施されるように促すべき市町村に積極的に働きかけるべきと考える 

令和６年度、クラブに対して運営基準の内容の点検を行っている県内の市町村は 63 

市町村のうち 62市町村であった。運営基準の内容の点検は、クラブの適正・安全な運

営ため非常に重要なものと考えられる。児童福祉法第 21条の９では、放課後児童健全

育成事業の実施主体は市町村と規定されており、県から市町村への指導権限はないた

め、クラブ運営基準の内容の点検で発見された事項について、県は市町村に対する指

導は行っていないとのことである。そのため、確かに県は法的拘束力や強制力のある

指導はできないと考えられるが、補助金の交付等を通じて県は当該事業に関与してお

り、クラブの適正・安全な運営の確認のためには点検は非常に重要であり、地方自治

法第 245条の４第１項にある技術的助言はできると考えられる。よって、今回、県内

の 63市町村のうち点検という形で実施していなかった１市町村に対しては、クラブが

公設公営だったため点検という形では実施されていなかったとのことであった。 

よって、埼玉県放課後児童クラブガイドラインに準拠した点検を実施できる体制を

整えるため、県も市町村とさらに連携を強化し、点検が実施されるように促すべきと

考える。なお、令和７年度からは前述の点検が未実施だった市町村に関して、クラブ
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が指定管理者により運営されることとなったため、市町村が点検を実施するように改

善する見込みである。 

また、点検を行っている市町村のうち、点検内容を公表している（又は公表する予定

である）県内の市町村は 17市町村で、全体の 27.0%であったが、点検内容の公表は、

利用者が児童クラブの運営状況を把握することができる重要な機会の一つであり、点

検内容の積極的な公表を促していくことが必要と考える。 

 

 

【意見５１】県は放課後児童支援員人材確保・定着のため、謝金・賃金の見直し、潜在

的有資格者を対象とした再就職支援や就職説明会、多様な勤務形態の導入、シルバー人

材センターとの連携等の施策を行う市町村への支援を拡充する等の措置を講ずること

が有用と考える 

放課後児童支援員人材確保・定着支援事業として、様々な事業を実施しているが、

下記事業については実施目標に対し実績が大きく下回っている状況にある。 

①保育士養成校等への訪問 

訪問目標 20回に対し、実績は３か所への訪問にとどまっている（令和７年度は４

校で実施見込み）。保育士養成校等への訪問は、事前に県内保育士養成校等へニーズ

を確認した上で実施しているが、保育士養成校にとっては保育士を取得することが第

一であることから、放課後児童クラブへの就職に関する情報を最優先に求めているわ

けではないことが訪問回数の未達成の要因であると県は考えている。令和７年度は県

内保育士養成校等へニーズ調査をする際に就職担当者などに直接電話で依頼や、養成

校への事前説明のために直接訪問する中で「保育士資格取得予定の学生に対し保育士

資格を活かした、こどもに関わる仕事について説明させていただきたい」と学校側に

伝えることで、少しでも説明機会が増加するよう努めている、とのことであった。県

の努力は大いに評価できると考えられるため、今後は保育士資格取得後に放課後児童

支援員として働くこともできることを積極的にアピールするなど、保育士の未来を見

据えた説明を行えるように努めることが望ましい。また、当該事業を行う市町村への

補助金支援の実施も検討することが有益と考える。 

 

②放課後児童クラブへの巡回支援事業 

実施目標 230回に対し、児童関係 145回、労務関係１回の実施にとどまっている。

巡回支援事業は、各市町村ですでに同様の事業を実施している場合は対象外としてお

り、各市町村で実施する自治体は年々増加していることから、県の派遣件数は緩やか

に減少している。また、令和６年度については、派遣できるアドバイザーが不足して

いることから、希望どおりに派遣が実施できなかったことも理由の１つとのことであ

る。市町村での実施増加によって県での実施回数が減少しているとのことであるた
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め、そこから生まれる資源をアドバイザーの人員を増やすための施策につなげていく

ことが必要と考える。 

 

③学生向け現場体験（ボランティア等）受入促進 

受入目標 600名に対し、実績は０人とのことであり、県は実績が伴っていない主

な要因は参加の要件や謝金にあると考えている（令和７年度は目標を 100名とし、令

和７年 11月末時点の受入実績は１名）。令和６年度から参加要件を１日から参加可能

としたことや、県内の大学生も参加可能として緩和を図っている。県は現場体験のボ

ランティアに係るアピール活動をさらに積極的に行うことが望まれ、謝金についても

見直しを行うなど、様々な角度から受入促進を図るように努める必要があると考え

る。 
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１７．放課後児童クラブ待機児童解消支援事業（福祉部こども支援課） 

（１）目的 

県内の放課後児童クラブ利用希望者全員の受入れ枠を確保し、保護者が労働等によ

り昼間家庭にいない児童が放課後及び小学校の休業日を安心して過ごすことができる

ようになるように支援する。 

 

（２）概要  

事業内容 県内の放課後児童クラブ利用希望者全員の受入れ枠を確保

し、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童が放課後

及び小学校の休業日を安心して過ごすことができるように

なるように支援する。 

当初予算額 12,567千円（令和６年度） 

決算額 2,241千円（令和６年度） 

事業計画 ・放課後居場所緊急対策事業 20か所 

・待機児童調査研究事業 １回 

事業効果 ・放課後居場所緊急対策事業 １か所 

・待機児童調査研究事業 １回 

 

   当該事業は下記から構成されている。 

（Ａ）放課後居場所緊急対策事業 

   事業の概要は以下のとおりである。 

趣旨 放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措

置として、児童館、公民館、小学校等の既存の社会資源を

活用することにより、放課後にこどもの安全・安心な居場

所を提供するものである。 

実施主体 本事業の実施主体は、市町村とする。ただし、市町村が適

切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。 

事業内容 放課後児童クラブの利用申込みをしたにもかかわらず利用

できない児童の受け皿や多様な居場所を確保するため、放

課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置

として、児童館、公民館、小学校等に専門スタッフを配置

し、入退館の把握や見守り等を行い、放課後のこどもの居

場所を提供する事業を実施する。 

対象児童 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童や特別支援学校の小学部に就学している児童であ

り、放課後児童クラブを利用できない児童を対象とする。 
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 また、利用児童数については、事業を実施する施設の規

模や職員体制、利用状況等を踏まえ、児童が安全に過ごす

ことができる人数を勘案して設定するものとする。 

職員体制等 市町村が適切と認めた者を１人以上配置すること。なお、

事業の実施に際しては、既存施設に従事する職員等と密接

に連携し、その協力体制のもとで行うものとする。 

開所日数等 開所する日数等は、原則として週３日以上、かつ１日２時

間以上とし、その地域における社会資源の状況や、児童の

保護者の就労日数・時間、小学校の授業の終了時刻・休業

日その他の状況等や利用者ニーズ等を考慮して設定するこ

ととする。 

実施場所等 児童館、公民館、小学校、塾・スポーツクラブなどの既存

の社会資源を活用して実施すること。また、児童が安全か

つ安心して過ごすための活動スペースを備えるほか、支援

の提供に必要な設備及び備品等（活動に必要な遊具、図

書、児童の所持品を収納するロッカー等）を備えるものと

する。 

留意事項 ・事業の実施に際しては、学校、家庭と連絡体制を構築

し、こどもの状況・居場所等について必要に応じて情報共

有を行うとともに、小学校の下校後、直接事業実施施設を

利用できるよう小学校との協力体制を構築すること。 

 また、入退館時間や送迎等にも十分注意を払い、事業実

施施設と学校間、自宅間の往来に係るこどもの安全確保に

ついて留意すること。 

・こどもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわ

しい遊びと生活の環境をつくるとともに、それぞれの実態

に応じて創意工夫を図り、こどもが過ごす場所として事業

の質の向上に努めること。 

・本事業の運営主体は、損害賠償保険に加入し、賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

また、傷害保険等に加入するものとする。 

対象事業の制

限 

・本事業の対象は、放課後児童クラブの待機児童が 10人以

上生じている市町村（又は生じる見込みのある市町村）と

する。 

・塾、スポーツクラブなどの習い事をしてこどもが過ごす

時間帯は、本事業の補助対象とならない。 
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・他の国庫補助又は県費補助を受ける場合は本事業の対象

とならない。 

費用 ・県は、市町村が実施する事業又は助成する事業に対し

て、別に定めるところにより補助するものとする。 

・市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部

を保護者から徴収することができるものとする。 

 

 当該事業の実施により交付される補助金の概要は以下のとおりである。 

名称 埼玉県放課後居場所緊急対策事業補助金 

目的 この補助金は、「埼玉県放課後居場所緊急対策事業実施要

綱」の規定に基づき市町村が実施する事業を対象に補助す

ることで、こどもを安心して育てることができる環境整備

を行うことを目的とする。 

交付対象 「埼玉県放課後居場所緊急対策事業実施要綱」により市町

村が行う事業に必要な経費とする。 

交付想定件数 20箇所 

交付実績 １箇所（本庄市） 

交付実績額 241千円 

負担区分 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

（出典：こども支援課作成資料） 

 

（Ｂ）待機児童調査研究事業 

当該事業は、効果的な待機児童対策を検討するために、待機児童に係る

詳細な調査研究を実施するものであり、下記のとおり外部に委託されてい

る。 

業務名 待機児童調査研究業務委託 

内容 埼玉県が実施する「待機児童調査」に関して以下の業務を

行う。ただし、分析・意見の内容や実施時期・報告方法に

ついては、契約締結後、県と協議をして決定する。なお、

「待機児童調査」（＊）の配布・集計については委託者が実

施する。 

（１）調査項目の検討・分析・意見【令和６年８月】 

（２）調査結果に関する分析・意見【１回目：令和６年９

月～11月／２回目：令和７年３月】 

（３）その他（とりまとめ結果に対する監修やデータ活用

への助言等） 
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調査目的 近年、放課後児童クラブのクラブ数は増加し、登録児童数

も増えているが、待機児童数も増加している。一方で、待

機児童数は年度途中で大幅に減少している。こうした現状

について、本調査により保護者のニーズを把握し、今後の

児童健全育成事業に反映させるとともに、放課後や長期休

業中の児童の過ごし方（こどもの居場所）について現状を

把握して今後の施策に反映させようとするものである。 

調査対象 県内公立小学校に通う１年生及び４年生の全保護者（約 11 

万人） 

調査時期 令和６年９月中旬から 10 月中旬の１か月間 

調査方法 ウェブアンケート 

調査項目 ① 児童及び家庭に関すること 

② 放課後児童クラブ利用家庭に関すること 

③ 放課後児童クラブ利用家庭以外に関すること 

④ その他（市町村に関することなど） 

委託金額 900千円 

業者名 岡村 利恵 

選定方法 随意契約（２者見積もり合わせ） 

（出典：待機児童調査研究業務委託仕様書） 

 

（Ｃ）就職・結婚・子育て期の転入出に関する調査業務委託 

当該事業は、こどもの人数の増加につながる様々なパターンを想定（社会

増・自然増、就職・結婚・出産・子育て期）した調査を実施し、県内のこど

もの人数の増加につながる効果的な取組を検討するための資料とするもので

あり、下記のとおり外部に委託されている。 

業務名 就職・結婚・子育て期の転入出に関する調査業務委託 

調査目的 こどもの人数の増加につながる様々なパターンを想定（社

会増・自然増、就職・結婚・出産・子育て期）した調査を

実施し、県内のこどもの人数の増加につながる効果的な取

組を検討するための資料とする。 

調査内容 20～39歳の男女かつ県内在住者（継続在住）・県内在住者

（過去５年以内に転入）・県外在住者（過去５年以内に転

出）に対し、アンケート調査を実施する。 

調査時期 令和６年 12月から令和７年１月（２週間程度） 

調査方法 インターネット調査 
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委託金額 1,639千円（負担内訳：こども支援課 1,100 千円、こども

政策課 539 千円） 

業者名 株式会社サーベイリサーチセンター 

選定方法 一般競争入札 

（出典：就職・結婚・子育て期の転入出に関する調査業務委託仕様書） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 - - - - 12,567 千円 

決算額 - - - - 2,241 千円 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

放課後児童クラブ担当 

主幹、主査、担当の計３名で実施している。 

主幹・主査が待機児童調査研究事業、担当が放課後居場所緊急対策事業を担当して

いる。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

児童福祉法第６条の３第２項等に基づき事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

・放課後居場所緊急対策事業 取組予定 20か所 補助実績１か所 

・待機児童調査研究事業 取組予定１回 実施実績１回 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

当該事業の実施により県内の放課後児童クラブ利用希望者全員の受入れ枠を確

保することを目的としているが、当該事業の中心である放課後居場所緊急対策事

業について、取組予定 20 か所に対し補助実績が１か所にとどまっており、事業が

十分に行われたとは言い難い。実際、待機児童数は下記のとおり近年著しく増加

している傾向にあり、その対策は急務である。 

（待機児童数、クラブ数等の推移） 

 令和 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

児童数 70,162人 72,447 人 75,511 人 79,017 人 82,787 人 

クラブ数 1,875 1,920 1,967 2,015 2,112 

待機児童数 1,665人 1,230 人 1,554 人 1,881 人 2,132 人 
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大規模クラ

ブ数 
25 32 29 33 39 

（出典：こども支援課作成資料より抜粋） 

 また、当該事業の１つである待機児童調査研究業務の実施により、県は県内の

公立小学校に通う児童の放課後や夏休み等の過ごしかたの現状やニーズ等の情報

を収集している。その結果、小学校への登校時間が保育所の預かり開始時間より

も遅いことによる、いわゆる「朝の小１の壁」を解消するため、小学校開始前の

朝の時間にこどもを預かる場を整備するモデル事業を令和７年度より実施してお

り、一定の事業効果が得られていると評価できる。 

 

【意見５２】県は国や市町村と十分に連携をとり、市町村等が児童館、塾、スポーツク

ラブ等の既存の社会資源に積極的にアプローチするように働きかけ、当該事業を拡大

できるように努める必要があると考える 

  令和６年度の当該事業に係る予算執行率は、予算額 12,567 千円、実績額 2,241 千円

と著しく低くなっている。また、成果指標としている毎年 200 名の待機児童の解消が

未達成となっている。そのため、県は、国や市町村と十分に連携をとり、待機児童解

消までの緊急的措置として、市町村等が児童館、塾、スポーツクラブ等の既存の社会

資源に積極的にアプローチできているか、進捗度合い及び実行可能性を逐次確認する

等、当該事業を早急に拡大できるように努める必要があると考える。 

 

（Ｂ）子育て支援の充実への貢献状況について 

当該事業は、県内の放課後児童クラブ利用希望者全員の受入れ枠を確保し、保

護者が労働等により昼間家庭にいない児童が放課後及び小学校の休業日を安心し

て過ごすことができるようになることが期待されている。そのため、保護者が安

心して労働できるようにする環境をつくるとともに、子育て環境の充実を図る意

味において貢献度は高いと考えられる。そのため、既存の社会資源に積極的にア

プローチできるように県は市町村等に働き掛け、待機児童解消に努めることが必

要と考えられる。 

 

（Ｃ）費用対効果について 

令和６年度の予算額は 12,567 千円、実績額は 2,241 千円であり、執行率は約 

17.8％と低調であった。これは、当該事業の開始初年度であったため市町村の準

備に時間を要したこと、国の要綱改正に合わせて県要綱を制定したが国の要綱改

正が遅れたこと等により、待機児童解消までの緊急的措置として、児童館、塾、

スポーツクラブ等の既存の社会資源を活用する放課後居場所緊急対策事業の取組

が、予定よりも著しく少なかったことが主な要因である（取組予定 20 か所 補助
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実績１か所）。よって、費用対効果の面では、まだ効果的に事業予算を執行できて

いる段階ではないと考えられる。 

  

（Ｄ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。        （単位：円） 

節 支出命令額 内容 

負担金、補助及び交付金 241,000 保育対策総合支援事業費補助金 

委託費 900,000 待機児童調査研究業務委託 

委託費 1,100,000 就職・結婚・子育て期の転入出に関する

調査業務委託 

 

（Ｅ）各論点（委託事業、補助事業）について 

当該事業における委託事業、及び補助事業に係る資料を閲覧したが、当該業務の

財務の執行状況について異常点は発見されなかった。 
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補足４．埼玉県待機児童対策協議会（福祉部こども支援課） 

 

（１）概要 

  「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 12 号）によ

り、都道府県は、保育の需要に応じた市町村の取組を支援するため、都道府県や関係

市町村等により構成される協議会を組織できることとされた。 

  これを受け、埼玉県では、待機児童数がおおむね 20 人を超える市町村を委員と

し、平成 30 年５月に待機児童対策協議会を設置した。待機児童を減らすため、議論

が行われている。  

 

（２）直近の待機児童数について 

  令和７年４月１日現在で、草加市 26人、新座市 22 人、戸田市 18人など、一部の

地域で待機児童が生じた。主に１歳児に多い。 

   

上記について、下記の意見が発見された。 

 

【意見５３】保育所待機児童数を極力減らすためにも、保育所等の受入数目標を達成で

きるよう、引き続き受入れに余裕のある市町村と保育所が不足している市町村との間

で融通ができる環境を県が後押しすることが望ましい 

現状では、待機児童数は減少傾向にあるものの、一部の市で待機児童が生じてい

る。このような状況は、育児に不安を持つ者が生じることにつながると考えられる。 

 また、令和６年度の保育所等受入数は、目標の 153,132 人に対し、実績は 150,861

人にとなっており、未達となっている。 

このことから、待機児童を減らす重要性があると考えられるが、現状では、近隣に

入園できる保育園があっても、個人的趣向で、例えば駅に近い別の保育園に入園を希

望する場合でも、当該保育園に入園できない場合、待機児童となるケースがある。こ

のようなケースの場合、市町村を跨いでの調整のニーズは必ずしも高いとは言えない

面もある。 

しかし、東京都に近い自治体においては、高層マンションなどの建設により、まと

まった転入者が発生する可能性があることから、待機児童が生じる可能性はある。こ

のような場合に広域自治体としての立場から、市町村を跨ぐ受入れ調整を進めるた

め、引き続き各市町村に積極的に働き掛けを行うことが望ましい。 

 なお、全国的な傾向として待機児童数が減少傾向の中、国の方向性としては、保育

所そのものの増設というよりは、保育の質を高めていこうという方向転換がされてい

るとのことである。単純に児童の増加に伴い保育所を増設する場合、施設を作ること

になるため、児童が減少した場合の余剰施設の活用の問題も生じることとなる。難し
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い面もあるが、国の方向性も踏まえながら、市町村との連携を取りつつ、バランスを

取りながら、待機児童を減らせるよう対応することが望ましい。 
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１８．こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業（福祉部こども政策課） 

（１）目的 

 こども基本法第 11条に定められた「こども等の意見反映」について、こども等の意

見を幅広く聴取して、県のこども施策等に反映させるものである。こども家庭庁も令

和５年度よりこども・若者から意見を聴く「こども若者★いけんぷらす」を実施して

いるが、その都道府県版ともいうべき取組である。 

 

（２）概要 

（Ａ）概要一覧 

事業内容 こども等の意見を県の施策等に反映するため、メンバーを対

象にインターネットを利用したウェブアンケートにより、こ

どもに関係する県の取組などについて意見を聴取する。 

当初予算額 13,527千円 

決算額 13,156千円 

事業計画 ・こどものこえのメンバー募集の実施 

・登録メンバーに対してのウェブアンケートの実施 

・アンケート結果及び施策への反映状況の公開 

事業効果 令和６年度は、アンケートを２回実施し、結果及び施策への

反映状況を県ウェブサイトに掲載した。 

（１）アンケートテーマ 

ア 第１回 

・「埼玉県こども・若者計画（仮称）」の作成に向けた

アンケート 

イ 第２回 

・バーチャル空間の遊び場について 

・食の安全・安心についての調査 

・こどもたち自身による地球温暖化対策について 

・大宮スーパー・ボールパークで試合のある日もない

日も公園を楽しみつくそう！ 

・こども食堂などの「こどもの居場所」について 

（２）回答率 

ア 第１回 76.2％ 

イ 第２回 59.6％ 
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（Ｂ）こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業に関する契約につい

て 

(a) こども県政サポーターシステム開発・運用保守業務委託 

目的：「こども基本法」により規定された、こども施策を策定・実施・評価す

るに当たり、施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見につい

て、インターネットを経由して聴取するためのシステムを構築する。 

契約期間：令和６年６月 13日から令和７年３月 31 日まで 

選定方法：一般競争入札 

応札者数：３者（うち１者は辞退） 

  

(b) 「こども県政サポーター」募集に係る広報業務委託 

目的：こどもへの意見聴取のための「こども県政サポーター」を実施するに

当たり、効果的に登録者を募集するため、広報業務を委託する。 

契約期間：令和６年６月 20日から令和６年 10月 31 日まで 

業務委託の内容：チラシ・ポスターの作成、広報動画の制作、インターネッ 

ト広告の実施 

選定方法：随意契約（企画提案方式） 

応札者数：２者 

 

（C）「さいたまけん★こどものこえ」について  

     県では、こども基本法第 11 条に定められた「こども等の意見反映」につい

て、こども等の意見を幅広く聴取して、県のこども施策等に反映させるた

め、「さいたまけん★こどものこえ」を実施している。なお、「こども等」と

はこどもや子育て当事者を指す。 

     概要は次のとおりである。 

活動内容：県政等に関するウェブアンケートへの回答 

    その他、こどもの意見表明に関する取組への協力 

募集対象：埼玉県内に在住し、応募時点において以下のいずれかの区分に該 

当する方 

     ・未就学児（埼玉県在住）の保護者 ※保護者は県外在住の者を含む 

     ・小学生低学年（１年生から３年生） 

     ・小学生高学年（４年生から６年生） 

     ・中学生 

     ・高校生相当年齢 

     ・小中高生の申込者の保護者 

 任期：登録決定の連絡をした日から令和７年３月 31日まで   
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     特典：アンケートに１回以上回答した方に、図書カード 500円分 

      県では、「さいたまけん★こどものこえ」について、インターネット広告   

費を投じて広報を行うほか、積極的な働き掛けとして、教育局や私立高校

と連携し、県内中高生への幅広い周知を実施している。また、デジタルサ

イネージでの動画配信やＬＩＮＥ広告の活用、小学生版と中高生版の別々

の告知資料作成による訴求力向上など、多角的な取組を展開しており、そ

の結果、令和７年度の中高生の登録者数は令和６年度と比較して、約 1.8

倍に増加しているという。 

しかし、「こどものこえ」という名称から、小学生向けとのイメージを多

くの県民が持っているように思われるため、中学生・高校生は自身のこと

と捉えにくく、関心を持ちづらい懸念がある。そこで、「中学生・高校生も

是非ご意見ください」といったコメントを積極的に入れるなど、中高生の

声を拾いやすくする広報の工夫を継続して行うことが望ましい。 

 

      広報のため、チラシを作成している。内容は下記のとおり。下記は令和

７年度版のものである。 
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（出典：県ウェブサイト（令和７年度版）） 

 

 

アンケートの実施期間とテーマ： 

(ⅰ)第１回（令和６年 11 月 28日から令和６年 12月 12日） 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



237 

 

対象：小学生・中学生・高校生、未就学児の保護者 

・「埼玉県こども・若者計画（仮称）」の作成に向けたアンケート（こども政 

策課） 

・第１回（アンケート回答者属性） 

○年齢  

区分 人数 

未就学児の保護者 245 

小学校低学年 351 

小学校高学年 361 

中学生 166 

高校生 71 

合計 1,194 

 

○性別  

性別 人数 

男 516 

女 676 

その他・答えたくない 2 

合計 1,194 

 

（ⅱ）第２回（令和７年２月 14 日から令和７年２月 28日） 

対象：小学生・中学生・高校生、未就学児の保護者 

・バーチャル空間の遊び場について（青少年課） 

・食の安全・安心についての調査（食品安全課） 

・こどもたち自身による地球温暖化対策について（温暖化対策課） 

・大宮スーパー・ボールパークで試合のある日もない日も公園を楽しみつく

そう！（公園スタジアム課） 

・こども食堂などの「こどもの居場所」について（こども支援課） 

 

対象：小中高生の保護者 

・バーチャル空間におけるこども・若者の居場所づくりについて（青少年 

課） 

・食の安全・安心に関する意識調査（食品安全課） 

・地球温暖化対策について（温暖化対策課） 

・こども食堂などの「こどもの居場所」について（こども支援課） 
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・第２回（アンケート回答者属性） 

○年齢  

区分 人数 

未就学児の保護者 179 

小学校低学年 265 

小学校高学年 293 

中学生 126 

高校生 70 

合計 933 

 

○性別  

性別 人数 

男 401 

女 529 

その他・答えたくない 3 

合計 933 

 

アンケート結果 URL：

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kodomonokoe/annke-tokekka.html 

（出典：県ウェブサイト） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 - - - - 13,527 

決算額 - - - - 13,156 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

こどもまんなか担当 

主査１名と主任１名の２名で実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 こども基本法第 11条の規定に基づき事業を実施している。 

  「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン～こども若者の声を聴く取組

のはじめ方～」を参照している。 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 
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評価指標 目標 実績 

アンケート実施回数 ２回 ２回 

こどものこえ登録者数 1,000 人 1,566 人 

 

（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見５４】「さいたまけん★こどものこえ」アンケート及びその結果の表現について、

アンケートの体裁としての配慮が不十分である。小学生低学年向けにやさしい表現を

用いることや、難解な用語に説明を加えるなどの対応が必要である 

現状、「さいたまけん★こどものこえ」アンケートを実施し、アンケートの集計結果

をウェブサイト上で公表しているが、いずれも漢字を多用して個人情報、詐欺など難

解な言葉が使用されている。漢字についてはすでに県ウェブサイトにふりがなを表

示・非表示できる機能が追加されたということであるが、依然として小学生低学年が

読者として含まれるアンケートの体裁としての配慮が不十分である。他の自治体で

は、小学生低学年向けにやさしい表現で作成したアンケートや結果報告を別途用意す

る、あるいは、難解な用語については都度やさしい説明を付け加えるなど工夫してい

る例があり、埼玉県においてもこのように更なる配慮を行うことが望ましい。 

 

【意見５５】アンケートに寄せられた意見への施策の対応状況の記載について、各種計

画への反映内容や、具体的にいつまでに実現するかなどを丁寧に説明することが望ま

しい 

 埼玉県は令和６年度において「さいたまけん★こどものこえ」を２回実施し、県ウ

ェブサイトにてアンケートの集計結果を公表している。施策への反映状況として、各

種計画や事業の実施に反映したことについても記載されているが、例えば各種計画へ

の反映状況に関する記載においては、具体的にどのような取組を実施するのかなど、

平易な表現を用いて丁寧に説明することが望ましい。 
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（８）参考（関連施策） 

（Ａ）埼玉県こども会議 

県では、こども基本法第 11条に規定された「こども等の意見反映」について、

こどもからの意見を県のこども施策等に反映させるため、「埼玉県こども会議」を

設置したものである。 

   下記のチラシを作成し、募集を実施している。 

 

 

 

（出典：県ウェブサイト） 
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   委員は、小学校１年生から高校生まで満遍なく構成されており、在住地域も概

ね県内全域から構成されている。会議の中ではこども達から多くの意見が出され

ている。 

「埼玉県こども会議」については、小学校だけでなく中学校・高校への周知を

積極的に行い、チラシや記者発表では小学生から高校生相当までを対象と明記し

ている。実際、こどもの会議のメンバーには、小中高生が満遍なく参加してお

り、引き続き多くの方が参加するよう取組を継続している。今後も、中学生・高

校生の応募を促すため、周知活用を継続することが望ましい。 

  

（Ｂ）埼玉県こども意見箱 

  県では、「埼玉県こども意見箱」を設けて、広く県内のこどもたちから意見を募っ

ている。 

 

 

（出典：県ウェブサイト） 

その他、広報活動の一環として、チラシを作成している。 
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（出典：県ウェブサイト） 

 

【意見５６】「埼玉県こども意見箱」について、早期に意見への対応状況を公表するこ

とが望ましい 

「埼玉県こども意見箱」実施要領第５条には、意見及びその対応内容を個人が特定

されない形に整理した上で、定期的に県ウェブサイトに掲載することが定められてい

る。しかし、県のウェブサイトに掲載されている最新の実施状況は令和７年７月４日

のものであり、そこから時間が経過している。令和７年 12月１日現在で 300 件近い意

見が寄せられており、最初に意見を出したこどもにとっては半年近くが経過している

ため、年度内を目途に、なるべく早期に意見箱の実施状況を公表することが望まし

い。 
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補足５．埼玉県「こどもまんなか応援サポーター」宣言（福祉部こども政策課） 

 

こども家庭庁は、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こども

たちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという「こどもまんなか宣

言」の趣旨に共感・賛同し、その取組を応援し、自らもアクションに取り組む個人や

地方自治体、団体や企業を、「こどもまんなか応援サポーター」と位置付けている。 

 

（出典：県ウェブサイト） 

県においても、この「こどもまんなか応援サポーター」を宣言し、県がこどもまん

なか社会に向けて取り組んでいることを周知するために、市町村と県との会議でも案

内されている。引き続き市町村や団体等に対しての周知を行っていくことが期待され

る。 
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補足６．共育て導きの書（福祉部こども政策課） 

 

県では、パートナーと協力して子育てをする「共育て＊」を推進するため、子育て

当事者・経験者による官民連携のプロジェクトチームとともに、家事・育児のヒント

集「共育て導きの書」を作成した。 

＊共育て（ともそだて）…子育て当事者が共に、こどもと過ごす時間をつくり、相互

に協力しながら子育てをすること。 
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（出典：埼玉県ウェブサイト） 

家事や育児について、子育て当事者が把握すべき事項を分かりやすく記載してい

る。県ウェブサイト、ＳＮＳ、ＬＩＮＥ、広報紙などでの広報は行われているが、さ

らに多くの県民に届くよう多様な媒体を活用して引き続き周知していくことが望まれ

る。 

  

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



246 

 

１９．パパ・ママ応援ショップ事業費（福祉部こども政策課） 

（１）目的 

子育て世帯への優待制度であるパパ・ママ応援ショップ事業や多子世帯応援ショッ

プ事業及び乳幼児連れの外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業を通じ、企業や地

域社会全体で子育て家庭を支える気運を醸成するとともに、子育て家庭が「地域社会

に支えられている」「こどもを持って良かった」と実感できる社会づくりを進める。 

 

（２）概要  

（Ａ）概要一覧 

事業内容 パパ・ママ応援ショップ事業とは、18 歳に達して次の 3月 31

日を迎えるまでのこどもまたは妊婦のいる家庭が、優待カード

を提示することにより、県内の企業・店舗、施設等が割引など

の特典を提供するもの。 

赤ちゃんの駅登録事業とは、授乳やおむつ替えができる施設に

「赤ちゃんの駅」として登録してもらい、子育て家庭の乳幼児

連れの外出を支援するもの。 

当初予算額 6,897千円 

決算額 6,586千円 

事業計画 子育て世帯への優待制度であるパパ・ママ応援ショップ事業と

多子世帯応援ショップ事業、乳幼児連れの外出を支援する「赤

ちゃんの駅」登録事業を通じ、子育てムーブメントの社会全体

への一層の浸透を図る。 

事業効果 地域社会全体で子育て家庭を支えようという気運が醸成され

る。 

パパ・ママ応援ショップ協賛店舗等の数：24,000店（令和 11

年度末） 

子育て家庭が「地域社会に支えられている」、「こども 

を持って良かった」と実感できる社会の実現 
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（Ｂ）パパ・ママ応援ショップ事業 

（a）制度の仕組み 

     パパ・ママ応援ショップ事業の制度は次の図の通りである。優待カードは

パパ・ママ応援ショップ優待カードと呼ばれ、スマートフォンのアプリ画面

又は紙カード提示により各種特典が受けられる。 

 

（パパ・ママ応援ショップ事業の制度の仕組み） 

 

パパ・ママ応援ショップの協賛店用ポスターとステッカー 
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なお、県が実施しているパパ・ママ応援ショップ事業は全国他の都道府県でも

同様の事業が行われており、平成 29年度から全ての都道府県で相互利用が可能と

なっている。従って、埼玉県民が他の都道府県を訪れた際に全国共通ロゴマーク

を掲げている店舗等において、利用先の店舗が設定した対象、利用条件、サービ

スが受けられる。 

（子育て支援パスポート事業の全国共通ロゴマーク） 

    

（b）パパ・ママ応援ショップ事業に関する契約について 

Ⅰ 令和６年度パパ・ママ応援ショップ等協賛店舗開拓業務委託  

・契約期間 令和６年 11月 15日から令和７年３月 21日 

・目的 協賛店舗新規開拓 

・選定方法 随意契約（企画提案方式） 

 

Ⅱ 令和６年度埼玉県 結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト運用・保守 

業務委託 

・委託期間 令和６年４月１日から令和７年３月 31日 

・目的 「埼玉県 結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」のライセンス管 

理等の運用・保守業務 

・選定方法 随意契約 

 

（Ｃ）赤ちゃんの駅登録事業 

   赤ちゃんの駅登録事業の登録の流れは次の通りである。 
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また、子育て支援パスポート事業の平成 27年度以降の店舗数（パパ・ママ応援ショ

ップと赤ちゃんの駅登録数の合計）は次の通りである。 

 新規① 廃止② 増減①－② 
協賛店舗数 

（年度末〆） 

平成 28 年度 1,334 461 873 21,336 

平成 29 年度 1,183 3,365 -2,182 19,154 

平成 30 年度 1,038 525 513 22,744 

令和元年度 1,885 1,609 276 23,020 

令和２年度 1,292 530 762 23,782 

令和３年度 740 1,045 -305 23,477 

令和４年度 728 641 87 23,564 

令和５年度 738 478 260 23,824 

赤ちゃんの駅登録施設数の推移は次の通りである。 

赤ちゃんの駅 登録施設数の推移 

令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 

3,697 3,701 3,805 3,815 3,811 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 11,435 15,455 11,319 12,079 6,897 

決算額 6,971 11,529 10,510 10,463 6,586 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

 こどもまんなか担当 

 担当の職員１名（一般）が契約関係事務を担当し、会計年度職員２名が協賛店舗 
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登録事務を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

子ども・子育て支援法第３条第２項に基づき事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

評価指標 目標（令和 11年度末） 実績 

協賛店舗数（まち・ひと・しご

と） 

24,000 店舗 22,200 店舗 

 

（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見５７】経済性の観点から、紙製のパパ・ママ応援ショップ優待カードの廃止を検

討することが望ましい 

 現状、パパ・ママ応援ショップ優待カードは現状スマートフォンを用いたアプリと

従来の紙の優待カードの２種類が併存している。このうち、アプリによる利用者が増

加しており令和７年３月末現在 562,120人が取得している。このような状況から、紙

の優待カードの存在意義はほぼなくなりつつあり、他の自治体では、アプリのみを運

用している例もあることも踏まえ、経済性の観点から将来的には廃止することが望ま

しい。 

 

【意見５８】赤ちゃんの駅登録事業について、授乳とおむつ交換場所の提供以外の案内

についても同列に扱い、積極的に公表することが望ましい 

 こども家庭庁の令和６年版「子育て支援パスポート事業全国共通展開自治体パスポ

ート一覧」の乳幼児連れの外出パスポート（フレンドリー・メニュー）には、授乳や

おむつの交換場所の提供に加え、ミルク用のお湯の提供、トイレにベビーキープ設

置、キッズスペースの設置、ベビーカー入店可能、妊婦・乳幼児連れに優先駐車場な

ど、多様なサービスが例示されている。   

一方、埼玉県の赤ちゃんの駅登録事業では、登録の条件がおむつ替え（ベビーベッ

ド等、おむつ替え設備の有無）及び授乳（プライバシーの確保に配慮した環境）の２

点に限定されており、その他のサービスは備考欄にまとめて記載されるに留まってい

る。 

 子育て中の親が外出しやすくするなど子育て支援の施策の効果をより高めるために

も、授乳とおむつ交換場所の提供以外の各種サービスについても、同列に扱い分かり

やすく公表することが望ましい。 
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なお、神奈川県では前述のフレンドリー・メニューに加えて、ベビーカーの貸し出

し、荷物一時預かり、離乳食の温めサービス、離乳食・お子様メニューの提供、ベビ

ーチェアの設置等、多岐にわたる子育て支援サービスを案内してり、大いに参考にな

る事例である。 

 

【意見５９】パパ・ママ応援ショップの場所が記載された「子育てマップ」を利用者目

線で分かりやすく改善することが望ましい 

 パパ・ママ応援ショップは、ウェブサイト上の子育てマップ（「埼玉県 結婚・妊

娠・出産・子育て応援公式サイト」の中にある）において協賛店舗の紹介を行い、利

用者の利便性向上を図っている。しかしながら、子育てマップのレイアウトや表示方

法に課題があり、わかりにくい状況にある。 

・パソコン版について 

 現状のウェブサイトは次の通りになっている（図１参照）。 

 

（図１） 

例えばエリア等で検索をかけると上記（図１）のように施設名のみが羅列される。 

現状ではこれらの店舗の所在地、連絡先及びどのような特典があるかについては施

設名をクリックして内容を表示させる手間が必要である。 

 さらに店舗の区分（買物、飲食等）がマークで提示されるが、マークの凡例がない

ためどのような特典が受けられるのか非常に分かりにくい状況といえる。 
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 「子育てマップ」については、検索するだけで店舗名、特典の概要、場所などが一

覧で閲覧できるように概観性を高めることが望ましい。また、特典内容についても

「飲食代割引き、こどもの飲み物サービス」など簡潔に文章で記載するなど瞬時に理

解できるような状況にすることが好ましい。 

・スマートフォン版について 

 スマートフォン版については、検索をかけると店舗名と住所や連絡先が同時に表示

されるためパソコン版よりは概観性が高いといえる。しかしながら、パソコン版同様

店舗の区分（買物、飲食等）についてはマークに凡例の説明がなされていないため、

サービス内容のわかりにくさはパソコン版と同様であり改善すべきである。 

 

 なお、県ではＤＸ推進の一環としてハザードマップやバリアフリーマップなど県が

保有する様々な地理情報を『子育て・生活』や『医療・福祉』など７つのカテゴリに

分類し、目的に応じて手軽に閲覧・活用できるサービスとして「埼玉県ＧＩＳポータ

ルサイト」を令和６年１月 30日より運用している。このＧＩＳポータルサイトでも、

パパ・ママ応援ショップの検索及び特典内容の検索が可能であるため、現状では子育

てマップと埼玉県ＧＩＳポータルサイトという２つの地図情報が並立している状況で

ある。今後は、パパ・ママ応援ショップの検索・閲覧機能を埼玉県ＧＩＳポータルサ

イトに集約することも検討することが望ましい。 

 

【意見６０】赤ちゃんの駅について、継続して県民に広報を行うことが望ましい 

 現状、子育てマップに情報が掲載されている。登録施設は県内のスーパーマーケッ

ト、デパート、病院など、特に来訪者限定しない民間施設及び公共施設である。 

 令和７年度発行の広報紙では赤ちゃんの駅が取り上げられておらず、県独自で登録

施設を増やしてきている状況を踏まえると、県民へ更なる周知が重要と考えられる。
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今後は、広報紙、ＳＮＳ、YouTube、県内企業、病院、公共施設などで動画やチラシに

よる広報を積極的に進めていくことが有益と思われる。 

 

【意見６１】「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」において、有益な情

報を掲載することが望ましい 

現状、「埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」の中央のお知らせ欄に

は、パパ・ママ応援ショップの新規登録店舗数の案内のみが表示されている。これに

加えて、子育てフェスタなどのイベント予定や、パパ・ママ応援ショップの中で特に

注目すべき店舗の紹介など、多様で有益な情報を掲載することが望ましい。さらに、

画面が数秒毎に自動で切り替わり、複数の情報を順番に表示する形式（カルーセル）

での掲載も有益である。また、パパ・ママ応援ショップの紹介に際しては、単に店舗

名を掲載するだけでなく、具体的にどのような特典を受けられるのかを明示すること

が望ましい。 
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（参考）応援公式サイト 

 

 

 上記のとおり、中心部にお知らせ欄が設けられているものの、協賛店の増加情報の

みとなっている。イベントの情報や、具体的にどのよう店舗が協賛店に登録したかと

いった内容を掲載することが有益と考えられる。更なる改良が期待される。 
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２０．SAITAMA 出会いサポートセンター事業（福祉部こども政策課） 

（１）目的 

 少子化の一因として未婚率の上昇（平成２年は男性 5.2％、女性 3.0％であったが、

令和２年には男性 28.1％・女性 15.8％に増加）が挙げられる。一方で、未婚者の約８

割は結婚を希望しているというデータがある。そこで、県、市町村、企業、民間団体

で協議会を運営し、ＡＩを活用したマッチングシステムと相談員による結婚支援を行

うことで、結婚を希望する人々に出会いの機会を提供し、結婚の実現を支援する。 

 

（２）概要  

（Ａ）概要一覧 

事業内容 【SAITAMA 出会いサポートセンター事業】 

・県、市町村、企業等による協議会を通じて、出会いの機会を提

供する。 

SAITAMA出会いサポートセンターの会員同士のマッチング、ＡＩに

よる理想の相手紹介、イベント情報の配信及び実施を行い、結婚

希望者の出会いをサポートする。 

【結婚ムーブメント推進事業】 

・オンラインによる結婚相談として、SAITAMA出会いサポートセン

ター利用者に対する身だしなみや会話術等の相談対応を実施す

る。また、結婚支援コンシェルジュを設置し、管内市町村等が実

施するイベント、セミナー、広報への助言・立会等による協力

や、結婚支援業務未実施市町への働き掛けを行う 

当初予算額 16,848 千円 

決算額 16,695 千円 

事業計画 【SAITAMA 出会いサポートセンター事業】 

・SAITAMA 出会いサポートセンターの会員同士のマッチング、ＡＩ

による理想の相手紹介 

・婚活イベント、セミナー等情報の配信及び実施 

・会員増に向けた、会員市町村及び会員企業等と連携した広報 

【結婚ムーブメント推進事業】 

（オンラインによる婚活相談） 

・身だしなみ等相談受付 週 2回程度 

（結婚支援コンシェルジュ） 

・市町村会員が実施するイベントの支援 随時 

・未加入市町への働き掛け 随時 

事業効果 ・地域や職場が持っていた結婚支援力の代替機能が果たせる。 
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・企業の結婚・子育てがしやすい環境づくり及び社会的気運が醸

成される。 

・若者同士が結婚したい時に結婚できる気運が醸成される。 

登録者数 4,000 人 

  成婚退会組数 120組 

（Ｂ）婚活支援事業について 

(a)自治体実施の婚活支援事業について 

    そもそも地方自治体が婚活支援事業を営む形態としての原点は、1940 年（昭

和 15年）に厚生省が国立の優生結婚相談所を三越デパートに開設したのが最初

とされる。翌年には初の地方自治体による公設の結婚相談所として東京市結婚

相談所が開設された。設置の意図は適齢期の男女を積極的に結婚させてこども

を増やすことが人口政策の基本であったため、結婚の斡旋や紹介は単なる個人

の商売や趣味ではなく、官民挙げての国策協力事業として展開されたのであ

る。その後は全国に公設の結婚相談所が開設され、長年いわゆる仲人が結婚相

手を紹介する「仲人型」による形態の結婚相談所が主流であったが、1990 年代

以降、インターネットが発達に伴い各自治体でネット検索を利用した紹介方法

が多数導入されてくるようになった。 

    各自治体で婚活支援事業が活性化した契機は、第一次安倍政権が 2013 年度補

正予算で「地域における少子化対策の強化」として総額約 30 億円の予算が計上

されたことである。この補助金は、各自治体が地域の実情に応じた独自の結婚

支援事業（お見合いパーティー、婚活セミナー、相談窓口の設置など）を実施

する際に充てられるためのものである。これにより全国の自治体において婚活

支援事業が広く行われるようになった。 

これらの流れと並行してインターネットや AI 技術の発展により、従前の結婚

相談所という形態からネットを中心とした婚活支援へと手段が大きく変化し

た。代表的な事例として、愛媛県の「えひめ結婚支援センター」が 2011年に導

入したビッグデータと ICT を活用した紹介システムは、お見合いの引き合わせ

率を大きく向上させ、注目を浴びた。さらに、2017 年には福島県が AIを活用し

た「はぴ福なび」を導入し、先駆的事例として知られている。これらを契機

に、全国の自治体でインターネットや AIを利用したマッチングシステムが急速

に普及していったという経緯がある。 
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（b）全国の都道府県における婚活支援事業について 

現状における監査人が調査した全国の都道府県における婚活支援事業の状

況は次の通りである。 

図１は 47都道府県における婚活支援事業を行っているかどうかを調査した

結果を示している。 

 
     ほとんどの都道府県で婚活支援事業が実施されているが、近年では婚活支

援事業そのものを廃止する自治体も少なからず存在する（注 2023 年和歌山

県が廃止。2021年に広島県安芸高田市が廃止など） 

次に、図２は、各婚活支援事業において、マッチングの実施、婚活関連イ

ベントの紹介、個別相談の実施について調査した結果を示している。 

 
ここでいうマッチングとは、見合い相手の紹介を個別に行うことであり、

ネットを通じた紹介だけでなく仲人を介した紹介も含んでいる。婚活支援事

41

6

図１ 婚活支援事業の有無

婚活支援事業を実施している 婚活支援事業を実施していない

34

7

図２ー１ マッチング実施の有無

マッチングあり マッチングなし
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業を行っている 41の自治体のうち 34 の自治体で何らかのマッチングを行っ

ていた。 

 
    次にマッチングを実施している自治体のうち、どのようなマッチング機能が

あるか調査した結果が図２－２である。 

 ここで AI によるマッチングとは、各自治体の独自のアルゴリズムに従って相

手を紹介するというものである。次に検索によるマッチングとは、他の会員の

プロフィールを検索機能にかけて相手を見つける方法である。最後の仲人型と

は専属の担当者が相性の善し悪しを判断し、会員に見合い相手を紹介する方法

である。多くの自治体で AIによるマッチングが行われているが、検索によるマ

ッチングも比較的多くの自治体で実施されていた。従来の仲人型は監査人が調

査した限りにおいては現在では大阪府で行われている１件だけであった。 

 

22

11

1

図２－２ マッチング機能の詳細

AIによるマッチング 検索によるマッチング 仲人型

41

0
図３ イベント紹介の有無

イベント紹介あり イベント紹介なし
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    図３は婚活支援事業を行っている自治体が、お見合いパーティーや婚活セミ

ナーなどの婚活イベント等の告知をおこなっているかどうかについて調査した

結果である。全ての自治体で婚活イベントの告知・紹介を行っていた。 

 
    図４は、婚活支援事業の一環として会員からの個別相談を受け付けているか

どうかを調査した結果である。多くの自治体で個別相談を実施している状況で

あった。（なお、ここでいう個別相談は相談センターで相談員と会員の対面での

相談のほかオンラインでの相談も含んでいる。） 

     

（注）各都道府県のウェブサイトの情報を監査人が集計しており可能な限り正

確性を期しているが、情報の更新時期や個人の主観による解釈の違いか

ら、現況と異なる可能性がある。（以下、同様） 

 

（b）埼玉県の状況 

（ア）SAITAMA出会いサポートセンターについて 

SAITAMA出会いサポートセンターは、結婚を誠実に希望する独身男女に 

出会いの機会を提供する公的な結婚支援センターとして、平成 30年に県事

業として官民連携で設置された。 

 その後、令和３年７月からは官民連携の「SAITAMA 出会いサポートセンタ

ー運営協議会」を設立し、協議会に運営を移行して現在に至っている。

「SAITAMA 出会いサポートセンター運営協議会」が行う事業は、SAITAMA出

会いサポートセンター運営協議会が協議会の規約に基づく業務や県からの

委託事業となっている。（詳細は（２）（A）概要一覧のとおり） 

（以下本報告書では SAITAMA 出会いサポートセンター運営協議会が実施する 

36

5

図４ 個別相談の有無

個別相談あり 個別相談なし
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婚活支援事業のことを『恋たま』と呼ぶ） 

      SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会事務局はさいたま市大宮区      

に設置している。また、会員の相談等に対応するため同所にさいたまセン

ターを設置している。センターはさいたま市以外に本庄市に本庄センタ

ー、坂戸市に坂戸センターを設置して会員の便宜を図っている。 

なお、「SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会」は令和 7年３月末

現在 60 の市町村会員、32の企業等会員、34 の協賛会員から構成されてい

る。 
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SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会の組織図は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）SAITAMA出会いサポートセンターの令和６年度の活動状況について 

Ⅰ 会員関係 

 SAITAMA 出会いサポートセンターの事業報告書によれば令和６年度の活 

動状況は以下の通りである。 

 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 

利用登録者数

（人） 3,812 4,281 4,127 3,487 3,320 

前年度比増減 2,034 469 -154 -640 -167 

利用登録者累計 7,321 11,602 15,729 19,216 22,536 

交際組数 1,466 3,294 3,217 2,995 2,546 

交際組数累計 2,812 6,106 9,323 12,318 14,864 

お見合数 3,688 8,125 8,268 8,157 6,882 

お見合数累計 7,319 15,444 23,712 31,869 38,751 

成婚退会組数 44 128 134 111 119 
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成婚退会組数累

計 85 213 347 458 577 

会員市町村 41 44 47 51 60 

企業等会員数 51 62 66 63 66 

 

Ⅱ イベント関係 

婚活イベントの実施：10回（参加人数；220 人 成立カップル：43組） 

出張登録会の実施：62回（のべ登録者数 301人） 

会員限定相談：50 回 

既存会員の満足度調査：１回（のべ回答数 570人） 

恋たまスタッフ研修：４回（のべ参加人数 26人） 

 

（ウ）結婚ムーブメント事業の委託契約について 

Ⅰ オンライン等による婚活相談業務委託 

・委託期間：令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

・目的：SAITAMA 出会いサポートセンターで婚活を行っている人へのきめ細 

かなサポートと伴走型支援を行うため。また、各市町が選定した結婚支援に 

関するボランティア等が国の定める育成モデルプログラムを受講できるよ 

う、研修会の開催等によるサポートを行う。 

・受託者：SAITAMA 出会いサポートセンター運営協議会 

・選定方法：随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号（契約 

の性質、目的が競争入札に適さないもの）） 

・委託内容： 

(ⅰ)オンラインによる婚活相談 

 (a)相談の実施 

   対応日：週２日間  

                対応時間：各日４時間  

                相談時間：１回当たり 30 分以内  

                手法：オンライン又は対面（事前予約要）  

 (b)相談者の面談予約及び記録管理に関すること  

 (c)アンケートに関すること 

(ⅱ)結婚支援ボランティアの育成モデルプログラム受講支援 

 

Ⅱ 結婚支援コンシェルジュ業務委託  

・委託期間：令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

・目的：SAITAMA 出会いサポートセンターに、結婚支援に関する専門的な知 
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識を持つ者を結婚支援コンシェルジュとして配置し、各市町村の結婚支援を 

技術面・情報面から支援するとともに国・自治体・地域の連携を強化する。 

・受託者：SAITAMA 出会いサポートセンター運営協議会 

・選定方法：随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号（契約 

の性質、目的が競争入札に適さないもの） 

・委託内容： 

(ⅰ)  市町村、企業、地域団体等への訪問および現状把握、未加入市町村 

     等への働き掛け 

(ⅱ) 市町村等が実施するイベント、セミナー、広報への助言・立会等に 

よる協力 

(ⅲ)  関係先（市町村・企業等）との情報共有 

(ⅳ)  国が実施する結婚支援コンシェルジュ会議への参加、情報提供等の 

協力 

(ⅴ)  市町村へのアンケートに関すること 

(ⅵ) その他、各市町村の結婚支援を技術面・情報面から支援するために 

必要と認められる業務 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 20,224 9,175 8,148 16,379 16,848 

決算額 20,028 8,902 7,141 16,191 16,695 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

担当の職員１名（一般）と副担当の職員１名（一般）、会計年度任用職員２名の計４

名で実施している。 

 担当の職員が事業全般を担当し、副担当の職員が契約事務を担当、会計年度任用職

員が実績の取りまとめ等を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 少子化社会対策基本法第４条に基づき適切に対応している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

評価指標 目標 実績 

登録者数 4,000 人 3,320 人 

成婚退会組数 120組 119 組 
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（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見６２】会員からの相談内容について、応対ノウハウの蓄積・共有の観点から、過

去のやり取りした内容を適切に整理することが望ましい 

 会員からの相談対応記録について確認したところ、相談日時や相談者の属性、相談内

容の概要については一覧にまとめられているものの、対応結果については記載がなかっ

た。対応時のメールデータは別途保存され、必要に応じて参照可能であるものの、応対

ノウハウの蓄積・共有の観点からは、会員数の増加に伴う対応件数の増加により、参照

データが膨大化すると閲覧の効率性が低下する恐れがあることから、応対内容まで含め

た対応記録を整備することが望ましい。 

 

【意見６３】相談記録のＡＩへの積極的な活用を図り、ＡＩマッチングシステムの高度

化を推進するため、相談員が入力する「応対記録」を個人情報に配慮しつつ構造化しＡ

Ｉの学習データとして連携させる仕組みの構築を検討することが望ましい 

 ＡＩマッチングシステムは、会員が登録した学歴、年齢などのプロフィール等のいわ

ゆる「静的データ」に基づくマッチングに留まっている。より精度の高いマッチングを

実現するには、お見合い後のフィードバックや相談員が把握する「数値化しにくい会員

の特性（対人スキル、柔軟性、成婚への意欲等）」といったいわゆる「動的データ」の

学習も必要である。現状では、相談記録がデータ化されておらずＡＩの学習データに組

み込まれていないため、ＡＩが「なぜこのマッチングが失敗（あるいは成功）したのか」

という因果関係までは学習できてない。 

 このため、ＡＩマッチングシステムの高度化を図るため、相談員の「応対記録」を個

人情報に十分配慮しつつ構造化し、ＡＩの学習データに連携させる仕組みの構築を検討

することが望ましい。 

 

【意見６４】協議会主催以外の婚活イベント案内で、安全性を担保する施策を行うこと

が望ましい  

 SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会主催以外の婚活イベントを『恋たま』

のウェブサイトで告知しているが、アンケート結果にはこうしたイベントに関して

「参加者に会員以外の人がいた」との記載が見受けられた。SAITAMA 出会いサポート

センター運営協議会主催以外の婚活イベントについては、協議会以外の主催イベント

である旨を明示するとともに、『恋たま』会員に対して協議会以外の主催イベントにつ

いては事前に『恋たま』以外の会員が含まれる旨を告知するなどの周知を行うことが

望ましい。 
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【意見６５】再契約しない会員に対しても、データ収集やアンケートを実施することが

望ましい 

 恋たまの会員の有効期限は２年間であり、その後継続して活動したい会員は再契約

するということになっている。 

再契約しない会員の中には、恋たまのサービス内容に満足しない者もいると思わ

れ、より良いサービスの提供を行うため、再契約しない会員に対するアンケートを実

施することか望ましい。 

 

【意見６６】SAITAMA 出会いサポートセンター会員市町村数を増やしていくことが望ま

しい 

 少子化が進行している中で、県では少しでも歯止めをかけるために、SAITAMA出会い

サポートセンター事業を行っているところであると認識している。１人でも多くの県

民（若者）に当センターの存在を知ってもらい、婚活をしていただくためには、会員

を増やしていくことが重要である。また、県内全市町村で結婚を支援する環境を作る

上でも、会員市町村数を増やすことが望ましい。そのために、埼玉県子育て応援行動

計画の指標として会員市町村数を掲げていたと認識している。会員市町村数は令和６

年度末の目標63市町村に対して実績は60市町村（令和７年現在は61市町村）にとどま

っている。県全体で結婚支援を推進する姿勢を示すため、引き続き働き掛けを継続す

ることが望ましい。 
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２１．SAITAMA 子育て応援フェスタ（福祉部こども政策課） 

（１）目的 

 「SAITAMA 子育て応援フェスタ」に参加し、県の子育て支援施策等をＰＲするとと

もに、出産や子育てを助ける便利なグッズやサービスを提供する企業等が出展するこ

とで、出産や育児への疑問や不安を解消し、子育ての楽しさを実感してもらうことを

目指す。これにより、本県の「こどもまんなか」の気運の醸成を図る。 

 

（２）概要  

（Ａ）概要一覧 

事業内容 「SAITAMA 子育て応援フェスタ」に県こども政策課の施策Ｐ

Ｒブースの出展などを行う。 

当初予算額 6,287千円 

決算額 6,098千円 

事業計画 令和６年 11月に子育て支援情報の提供等を行う 

事業効果 ・イベントが県民や県内企業等に認知されることで、社会全

体で子育てを応援する気運が醸成される。 

・「たのしい子育て」を知ってもらうことで、こどもを持つこ

とに対する意欲が向上する。 

・イベントへの来場者数： 20,000 人  

・イベントへの出展ブース数：約 100 ブース 

・イベントへの満足度 80%以上（来場者アンケートにより把

握） 

・子育て応援イベントに関する県民の認知度向上（ウェブア

ンケートにより把握） 

（Ｂ）子育て応援フェスタ 2024の開催状況 

開催日程：令和６年 11月 16日（土）、17 日（日） 

開催場所：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ 

主催：SAITAMA子育て応援フェスタ事務局（㈱ACCEL LINK内） 

参加ブース：107 ブース 

参加者団体数：59社・団体 

後援：埼玉県、こども家庭庁、アルファクラブグループ、（一社）日本マタニティ 

フィットネス協会 

来場者数：11 月 16日（土）8,992 名 

       11 月 17日（日）7,400名 

       合計 16,392 名 
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会場内開催コンテンツの一例：ステージショー、ハイハイ競争、妊婦体験コーナ

ー、消防体験コーナー、あかちゃんのお世話体験教室、おひるねアート、ふれあ

い手形アート、マタニティペイント／あかちゃんペイント、Tiny Teeth ネームキ

ーホルダー／マタニティマークキーホルダーワークショップ等 

 

 

（埼玉県作成のＰＲチラシ） 

 

 

（SAITAMA子育て応援フェスタ 2025 の開催の様子 補助者撮影） 
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（SAITAMA子育て応援フェスタ 2025 へのこども政策課の出展の様子 補助者撮影） 

 

（Ｃ）埼玉県こども政策課としての出展について 

(a)出展概要 

   出展内容：ファミリーワークショップ 

   出展ブース数：11ブース 

   出展コンテンツ：親子遊び（身近なものでできる、親子のふれあい遊び）５回 

    家事（家族対抗！身近なところにある見えない家事を探そう）４回 

    育児相談（おもちゃづくりと何でも育児相談）４回 

   ファミリーワークショップ参加人数：801人（家事 191 人、育児 266 人、子育 

て 344人） 

(b) 出展のための委託契約等 

（ア）SAITAMA子育て応援フェスタブース設営業務委託 

目的：県ブース設備機器等の設営及び復元までを行う。 

選定方法：随意契約（少額随意契約） 

（イ）SAITAMA子育て応援フェスタ負担金 

目的：SAITAMA子育て応援フェスタの出展料 

ブース数：11ブース 

支出先：㈱ACCEL LINK 

（ウ）その他の費用 

支出内容：ファミリーワークショップの講師等の報償費、フェスタ印刷費等 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 － － － 7,790 6,287 

決算額 － － － 7,786 6,098 
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（４）当該事業に要する人員の状況 

担当の職員１名（一般）と副担当の職員１名（一般）の２名で実施している。 

担当の職員が団体との調整、副担当の職員が契約事務を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

なし 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

評価指標 目標 実績 

来場者数 20,000 人 16,392 人 

出展ブース数 100 ブース 107 ブース 

 

（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見６７】ワークショップ実施団体等への報償金について、実施回数の差異があるに

もかかわらず一律で同額の報償金が支払われているため、合理的な支払額の算定とす

るべきである 

 令和６年度のファミリーワークショップは全 13回実施され、親子遊びが５回、家事

及び育児相談が各４回実施されている。これらはワークショップごとに３つの団体及

び個人が担当し、県から報償金が支払われている。この報償金について、ワークショ

ップの実施回数に差異があるにもかかわらず、各団体・個人に対して、一律同額の報

奨金が支払われていた。実施回数に差異があるにもかかわらず同額を支払うのは合理

的な理由を欠くため、実施回数は均等にするか、もしくは、実施回数に応じて報償額

を調整するべきである。 

 

【意見６８】評価指標には、SAITAMA 子育て応援フェスタ全体の来場者数や出展数だけ

でなく、ファミリーワークショップの来場者数と満足度も含めるべきである 

 令和６年度の評価指標として、SAITAMA 子育て応援フェスタ全体の来場者数と出展

ブース数が挙げられている。しかし、埼玉県こども政策課が支出したのはファミリー

ワークショップに対するものである。したがって、評価指標としては SAITAMA 子育て

応援フェスタ全体の来場者数と出展ブース数のみならずファミリーワークショップの

来場者数及び満足度も含めることが望ましい。 
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補足７．埼玉県子育て応援行動計画（福祉部こども政策課） 

 

県は、令和２年度から令和６年度までの第４期「埼玉県子育て応援行動計画」を策

定し、少子化対策や子育て支援策の内容、目標を明確にしてきた。 

 令和６年度末をもって同計画は終了し、「こども基本法」や「埼玉県こども・若者基

本条例」等に基づき、新たな計画として、「埼玉県子育て応援行動計画」と「埼玉県青

少年健全育成・支援プラン」を統合した、令和７年度から令和 11年度までを計画期間

とする「埼玉県こども・若者計画」を策定した。 

 

 埼玉県子育て応援行動計画では、目標として合計特殊出生率を掲げていたが、こど

も生み、育てたい者もいれば、希望しない者や体質や持病により生めない者もいる。

重要なのは、こどもを生むことを強制するのではなく、希望する者が安心して出産・

子育てができる環境を整備することと考える。 

 そのため、埼玉県こども・若者計画をはじめ、近年では、国などで、合計特殊出生

率を目標から除外をしているところである。 

 

県は、今後もこどもを生みたい、育てたい者が安心して出産できるように、継続し

て支援していくことが望ましい。 

まずは、こどもを生み、育てたい者が安心して子育てできる環境整備を引き続き進

めていくことが重要だと考える。 

若者が安心して結婚し、こどもを生み、育てられる社会の実現に向けて支援を強化

することが重要である。 
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補足８．近隣都県との格差（福祉部こども支援課、こども政策課） 

 

現在、近隣の東京都とは、こども施策に関する格差が生じている。 

 令和６年５月７日東京都近隣３県の知事が共同で国に提出した「居住する地域にと

らわれないこども施策の実現及び税源の偏在是正について」によれば、東京都は独自

に 

・18 歳年度末までのこどもに対する月 5,000 円の給付 

・高校授業料実質無償化における所得制限撤廃 

・公立学校給食費の無償化 

・０～２歳児の第２子の保育料無償化 

・18 歳年度末までのこどもに対する医療費助成 

といった施策を打ち出しており、これが埼玉県をはじめとする近隣３県との地域間格

差につながっている、としている。このような格差の要因は、財政状況の違いから生

じているものと考えられる。 

 

全国どこに居住するかによって、子育てに関して上記の格差が生じることは望まし

いことではないと考える。埼玉県では神奈川県や千葉県と共同で、上記要望書を国に

提出し、地域間格差をなくすように、国に働き掛けを行っている。 

そこで、埼玉県と東京都との格差が生じないようにするためには、まずは国が対応

することが必要と考えられる。しかし、国の対応が十分になされていない現状におい

ては、次善策として、極力このような格差が生じないように、財政状況を見ながら、

埼玉県の施策を充実させること、また今後も継続して国に格差是正を働き掛けること

が必要と考える。 

 

【意見６９】保育料の無償化や育児支援給付など、子育て支援策に東京都と大きな格差

が生じないよう、埼玉県の施策を充実させることが重要であるため、国に対して全国一

律の支援制度の創設や税源偏在の是正などを引き続き働き掛けていくことが望まれる 
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補足９．外国人支援 

 

埼玉県こども・若者計画において、外国人に対する支援として下記の記載がある。 

 

（１）在留外国人について 

本県における令和６年末（2024 年末）の在留外国人数は、約 26万 2,000 人となり、

県人口に占める割合は約 3.6％となっている。在留外国人や海外在留邦人などの増加

に伴い、支援が必要な外国人児童生徒や帰国児童生徒などが増加しており、日本語指

導が必要な外国人児童生徒は令和５年度（2023 年度）で 3,881 人と、令和３年度

（2021 年度）より 748 人増加している。また、帰国児童生徒や国際結婚により家庭内

言語が日本語以外の場合など、日本語指導を必要とする日本国籍の児童生徒も増加傾

向にある。 

 

（出典：埼玉県こども・若者計画） 

 

（２）外国人への支援 

 個々の状況に応じて、下記の３点の支援を行っている。 

① 外国人児童生徒等が学校生活へ円滑に適応できるよう、日本語指導のための教

員等の配置や実践的な教員研修の実施、日本語指導が必要な児童生徒に対する

特別の教育課程の編成など、教育支援の充実を図る。 

② 「外国人総合相談センター埼玉」を多言語対応の相談窓口として設置し、生活

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



273 

 

相談のほか、入管相談、労働相談、法律相談や福祉相談などの専門相談に対応

している。 

 

（３）外国人との意見交換 

 令和６年８月に埼玉県職員が、こども・若者との意見交換を埼玉会館で実施した。

参加者には多様な価値観を持つ若者（若者の居場所スタッフ、居場所の利用者、若者

組織のメンバー、青少年相談員、外国人、障害のある方、大学生等）が含まれ、外国

人とも意見交換を行った。 
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補足１０．ウェブサイト上の記載について（福祉部こども支援課、こども政策課） 

 

 様々な施策の情報提供のため、県ウェブサイトを活用している。しかし、下記の検

出事項が発見された。 

【指摘３】県ウェブサイト等における誤りが検出された。修正すべきである 

 具体的には下記の３点である。 

 

（１） 埼玉県放課後児童クラブガイドラインについて 

県は放課後児童クラブの設備及び運営の状況を調査において、クラブに対して運

営基準の内容の点検を行っている市町村数を正しく開示すべきである。 

県は、平成 27 年３月に策定した「埼玉県放課後児童クラブガイドライン」におい

て、各市町村における放課後児童クラブの設備及び運営の状況を調査し、これを公

表することとしている。当該調査のうち、「毎年、クラブに対して運営基準の内容の

点検を行っている（又は行う・行わせる予定である）市町村は 63市町村のうち 59

市町村で、全体の 93.7%であった。」との記載があるが、正しくは 59 市町村ではな

く 62 市町村とのことである。市町村数の正しい開示は、放課後児童クラブの設備及

び運営が県全体として適切に実施されている割合を示す重要なものであるため、市

町村数を正しく修正し、開示する必要がある。 

なお、本監査における指摘を受け、既に誤りは修正されている。 

 

（２）埼玉県待機児童対策協議会について 

埼玉県待機児童対策協議会に関する保育所等の待機児童数のページにおいて、エラ

ーが発生して閲覧ができないリンクがあるため、早急に修正すべきである。 

埼玉県待機児童対策協議会におけるＫＰＩの設定に関するページにおいて、参考 

 情報として保育所等の待機児童数に関するページのリンクを掲載しているが、監査 

 期間中（令和７年 12月上旬時点）にエラーが発生して閲覧できない期間があった。 

 該当 URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/b0616/kyougikai.html 

当該リンクページは、待機児童対策協議会のページ内にある見出しからアクセス 

 することが可能ではあるが、アクセシビリティの向上の観点からリンクの修正を行 

 うべきである。 

なお、本監査における指摘を受け、既に誤りは修正されている。 
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（３）「さいたまけん★こどものこえ」アンケートについて 

令和６年度第２回アンケート（こどもの居場所に関する調査）の結果が埼玉県のウ

ェブサイトに掲載されているが、回答率に誤りがあるため、改善すべきである。 

  埼玉県のウェブサイトに、令和６年度第２回「さいたまけん★こどものこえ」ア

ンケート（こども食堂などの「こどもの居場所」について）の結果の概要が掲載さ

れており、調査の概要の（１）調査形態の項目について、回答率が 76.2％と記載さ

れているが、正しくは 59.6％（＝回答数 933 人÷対象メンバー数 1,566人）であ

る。 

  なお、本監査における指摘を受け、既に誤りは修正されている。 
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２２．虐待通報等環境整備・啓発事業（福祉部福祉政策課） 

（１）目的 

 児童・高齢者・障害者の各虐待の通報等を行いやすい環境を整備するため、各虐待

に 24時間 365日、一元的に対応する虐待通報ダイヤルを運用する。 

 また、虐待防止に関する県民への広報を行い、虐待の早期発見・早期対応につなげ

る。 

 

（２）概要  

事業内容 
・虐待通報ダイヤルの運用 

・虐待の禁止及び虐待通報ダイヤルの広報 

当初予算

額 
 47,287,000 円 

決算額  44,647,313 円 

事業計画 

・虐待通報ダイヤルを運用し、平日日中は福祉政策課職員が、夜

間休日は外部委託業者が電話の対応をする。 

・ポスターやチラシ、動画等を作成し、通報ダイヤル等の広報を

実施する。 

事業効果 
 通報ダイヤルの運用と虐待防止に関する県民への広報により、

虐待の予防や早期発見、早期対応につなげることができる。 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について   （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 47,405 48,684 45,764 49,626 47,287 

決算額 42,454 44,494 44,349 47,978 44,647 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

政策企画担当 

主として政策企画担当職員１名（主査）と会計年度職員１名の２名で実施している。 

 会計年度任用職員は、主に虐待通報ダイヤルでの通報等の対応や支出事務、広報業

務等を行い、担当職員は運用全般に係る業務を行っている。 

 上記以外の政策企画担当職員５名（主幹、主査、一般）も補助的に通報等の対応を

行っている。 
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（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 埼玉県虐待禁止条例第 12条に規定する「啓発活動」及び第 13 条に規定する「通

告、通報、届出及び相談の環境の整備等」として実施するものである。 

 

・埼玉県虐待禁止条例 

（啓発活動）  

第 12 条 県は、虐待の防止等に関する県民の理解を深めるため、市町村と連携し、

分かりやすいパンフレット等の作成及び配布、養護者に対する研修の実施その他の

必要な啓発活動を行うものとする。  

２ 県は、学校の授業その他の教育活動において、児童の発達段階に応じた適切な虐

待の防止等に関する教育を行う機会を確保するため、市町村と連携し、必要な施策

を実施するものとする。  

３ 学校は、児童及びその保護者（児童虐待防止法第２条の保護者をいう。）に対

し、虐待の防止等のための教育又は啓発に努めなければならない。 

（通告、通報、届出及び相談の環境の整備等）  

第 13 条 県は、早期に虐待を発見することができるよう、市町村と連携し、虐待を

受けた児童等（虐待を受けたと思われる児童等を含む。以下この条及び第 15条にお

いて同じ。）を発見した者にとって通告又は通報を行いやすい環境、虐待を受けた児

童等にとって届出を行いやすい環境及び虐待を受けた児童等の家族その他の関係者

にとって相談を行いやすい環境の整備に努めなければならない。  

２ 県は、市町村と連携し、虐待を受けた児童等に係る通告、通報及び届出を常時受

けることができる環境の整備に努めなければならない。  

３ 県は、虐待を受けた児童等に係る通告、通報、届出又は相談を行った者に不利益

が生ずることがないよう、その保護について必要な配慮をしなければならない。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

【令和６年度指標】虐待通報件数：1,000 件 

【令和６年度実績】虐待通報件数：1,166 件 

 

（７）歳出の主な内容、取組，評価 

（Ａ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額（千円） 主な内容 

１ 委託料 41,461 埼玉県虐待通報ダイヤル電話相談・交換

業務、虐待通報ダイヤル保守管理業務委

託 
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２ 電信・電話料 2,434 虐待フリーダイヤル電話料金等、クイッ

クダイヤル・クイックナンバー利用料 

３ 印刷製本費、運

搬費及び送料 

421 ＃７１７１ポスター・チラシ印刷代及び

封入作業、発送料 

４ 消耗品費 181 ＃７１７１啓発品（うちわ・ティッシ

ュ）他 

５ その他役務費 101 ＃７１７１啓発用デザインデータ修正、

他 

６ 広告料、旅費 49  

７ 合計 44,647  

No.１委託料の主な内容の評価については、（７）（Ｅ）に記載。 

 

（Ｂ）事業の背景 

 平成 30年４月１日から「埼玉県虐待禁止条例」が制定された。これまで、高齢

者、障害者、児童への虐待は、それぞれ個別の法律で規制等されていたが、本条例

によりこれを一元化し、虐待禁止に向けた取組を総合的に行っていくこととなっ

た。 

 

（Ｃ）事業の主な取組 

通報がしやすい環境を設定すること、虐待ゼロを目指して広報及び普及啓発を行

うことである。 

電話番号「＃７１７１」は一元的に通報等を受けるが、虐待事案に対応する法的

権限はないため、受けた通報等については、内容をよく聞き取った上で、権限のあ

る児童相談所や市町村窓口等へ繋いでいる。 

 

・通報件数の内訳 

 児童虐待 高齢者 

虐待 

障害者 

虐待 

計 【参考】 

児童相談所虐待対

応ダイヤル「１８

９」 

令和６年度 164 249 753 1,166 2,664 

令和５年度 213 289 376 878 2,289 
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（Ｄ）事業の課題 

 福祉政策課によると、虐待と思われるような状況を認識したときに、すぐに通報

等が行われる体制を整えておくことが重要であり、そのためには＃７１７１の認知

度をもっと高めていく必要があると考えている。 

 虐待ゼロ推進月間における集中的なＰＲをはじめ、継続的な広報啓発を通じて、

虐待に関する通報等は＃７１７１ということを多くの方に認識してもらうようにす

ることが課題であり、特に取り組んでいく必要があるとしている。 

  

（Ｅ）契約締結している取引の内容 

（a）埼玉県虐待通報ダイヤル電話相談・交換業務等委託 

緊急通報ダイヤルは 24時間 365日体制で通報を受け付けているが、県職員で

は対応時間が日中に限られるため、休日・夜間の相談対応を業務委託してい

る。 

この休日・夜間対応の業務委託については、令和６年９月に、３年間の長期

継続契約を締結している。プロポーザルにより委託業者を募集したところ、結

果的に前回と同じ会社が選定された。 

 

契約書及び見積書を閲覧した。 

（ア） 委託業務の名称 

① 埼玉県虐待通報ダイヤル電話相談・交換業務等委託 

② 埼玉県休日夜間児童虐待通報等ダイヤル電話相談業務委託 

（イ） 履行期間及び委託金額  

令和６年 10月１日から令和９年９月 30日まで 

年間 75,999,000 円  

ただし、歳入歳出予算の当該契約について減額又は削除があった場合、

当該契約は解除する。 

（ウ）複数年契約にした理由 

当該業務委託については、平成 30年の相談業務開始時から長期継続契約を

締結しており、福祉政策課によると次のような理由によるとのことであっ

た。 

・契約の相手方が業務を習熟することにより、相談対応の技術が向上し、

虐待の早期発見・早期対応につながる。  

・長期の契約により安定した契約となり、本業務で必要とする有資格者等

の人材確保が期待できる。 

（エ）評価 
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（ア）の①は、38,956,500 円、②は 37,042,500円で、②については、こど

も安全課の「休日夜間児童虐待通告対応力強化事業」にて計上されている。 

（ア）の①は、＃７１７１への電話、②は「児童相談所虐待対応ダイヤル 

（１８９）及び児童相談所相談専用ダイヤル（０１２０－１８９）から転

送される電話、に対応するものである。 

見積書を確認したところ、人件費及び管理費は、毎年、定額である。 

 特に問題は発見されなかった。 

 

（b）埼玉県虐待通報ダイヤル電話交換機システム保守管理業務委託 

契約書及び見積書を閲覧した。 

（ア） 履行期間及び委託金額  

令和５年 10月１日から令和 10 年９月 30日まで 

令和６年度 年間 2,743,818 円 

ただし、歳入歳出予算の当該契約について減額又は削除があった場合、

当該契約は解除する。 

（イ）複数年契約にした理由 

当該業務委託については、平成 30年のシステム導入時から長期継続契約を

締結しており、その理由としては、１日も欠かすことなく債務の履行を受け

なければならない業務内容であり、前会計年度から契約を締結しなければ業

務運営上支障が生じるものであるため、また、契約の相手方が業務を習熟す

ることによって技術が向上し、より良質で、かつ、安定的なサービスの提供

が受けられるというメリットがあるため、とのことであった。 

（ウ）評価 

  見積書を確認したところ、入保守サービス、ハウジングサービス、ＶＰＮ

回線で、２年目以降、定額である。 

特に問題は発見されなかった。 

 

（Ｆ）監査人総括（評価） 

 通報しやすい環境整備の構築、及び、虐待ゼロに向けた普及啓発活動の実施とい

う点で、評価できる。問題となる事項は発見されなかった。 

 また、回線数の過不足の状況について、福祉政策課に質問したところ、虐待通報

ダイヤルの平均受電件数は、１日当たり令和６年度が 9.8件、令和７年度は９月末

時点で 14.0 件となっており、また、令和６年度は電話対応の重複が 74件あり、緊

急の案件があることも考慮すると、現状の２回線は最低限必要であると考えてい

る、とのことであった。 
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現状、７月の虐待ゼロ推進月間に、集中的なＰＲ活動を実施しているほか、知

事の街頭ＰＲ活動やポスター・チラシの配布、ＳＮＳを活用した広報、金融機関

やスーパー、駅等でのポスター掲出と店内放送、県内市町村広報紙への掲載、県

立学校へのポスター配布など、多面的な広報活動を行っている。 

 限られた予算内で効果的に実施しているものの、更に様々な媒体を活用して、

効果的な広報を行うことが望まれる。 

 

 

【参考】出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県虐待通報ダイヤル「#７１７１」 - 埼玉県」 
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２３．ＮＰＯによる共助社会づくり推進事業費（県民生活部共助社会づくり課） 

（１）目的 

 県内のＮＰＯ法人の活動を促進することで、ＳＤＧｓの普及促進及び共助社会の実

現を図る。 

 

（２）概要  

事業内容 ＮＰＯ基金を活用し、ＮＰＯ法人がＳＤＧｓの視点を持って地

域課題を解決する取組や自立性を高める取組を支援する。 

当初予算額 11,660千円 

決算額 9,500千円 

事業計画 ＮＰＯ基金への寄附を原資に、地域課題解決に向けた活動に対

する助成事業を実施するとともに、活動内容を広く周知する。 

【助成額】上限 50 万円/件 

【補助率】・ＳＤＧｓ推進事業 9/10 ※設立 3年以内の法人

10/10 

     ・自立促進事業 10/10 

事業効果 助成団体数 22団体 

助成額合計 9,252 千円 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 18,427 13,100 12,788 11,811 11,660 

決算額 16,568 10,481 8,801 9,120 9,500 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

活動支援担当 

担当の職員１名（一般）と副担当の１名（一般）の２名で実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

埼玉県ＮＰＯ活動促進助成事業助成金交付要綱に基づき、適正に実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

県が、応募したＮＰＯ法人の中から独創的・自立的で優れた取組を行う 22法人を

採択し、助成した。（助成額合計 9,252千円）。 
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（７）監査人総括（評価） 

本事業の令和６年度に助成した 22団体のうち、こども政策に関する内容を扱ってい

るのは４団体であった。この４団体への助成金について、助成の申請、審査、決定に

かかる資料、そして団体が作成した実施報告書を閲覧した。その結果、特に問題とな

る点は発見されなかった。 

また、支出が事業目的の達成に当たり必要なものに限定されているかについては、

事業の募集・審査や助成金交付、実績報告など、事業目的達成のために必要な経費に

限定されている、とのことであった。 

なお、埼玉県ＮＰＯ活動促進助成事業についてはその交付要綱上、当該助成金以外

に公的な補助金を受けている場合は、助成の対象にしないとしており、同一の活動に

対して助成金を交付することはない、とのことであった。 
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２４．民間団体との協働事業費（県民生活部人権・男女共同参画課） 

（１）目的 

 女性の抱える困難な問題は多様化・複合化し、そのため支援も複雑化している。相

談から保護、自立支援と切れ目ない支援を実施することで、支援を必要とする女性が

抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的に提供し、女

性が安心し、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目指す。 

 

（２）概要  

事業内容 ①民間団体に対し活動事業費の補助を実施する。 

②ＤＶ被害母子が心のケアを受けられるよう、心理教育プログ

ラムを実施する。 

③女性相談支援センター退所後の自立を支援するため、一歩を

踏み出すための準備講座を実施する。 

④困難女性及びこどもに対して自立に向けての相談や心のケア

を含めた継続的な自立支援を行う。 

当初予算額 14,622千円 

決算額 10,420千円 

事業計画 ①民間団体６施設に対し、活動事業費の 1/2 の補助を実施 

②心理教育プログラム（２コース、参加母子 14組）を民間団体

１団体に委託して実施 

③個別カウンセリングによる仕事相談、就職の動機付け、パソ

コン講座等の仕事準備及び心と体のケアを実施（36 回） 

④民間団体５施設に委託し、継続的な自立支援を実施 

事業効果 令和６年度 

①民間団体６施設に対し、活動事業費の 1/2 の補助を実施 

②心理教育プログラム（２コース、参加母子 12組）を民間団体

１団体に委託して実施 

③個別カウンセリングによる仕事相談、就職の動機付け、パソ

コン講座等の仕事準備及び心と体のケアを実施（45 回 71人） 

④民間団体５施設に委託し、継続的な自立支援を実施 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 8,605 8,396 8,047 17,836 14,622 

決算額 13,007 15,128 16,792 17,160 10,420 
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（４）当該事業に要する人員の状況 

 困難女性支援推進担当 

 主査２名及び担当の職員２名（一般）で実施している。 

 主査２名の総括のもと、担当の職員のうち１名が民間団体活動事業補助金の業務を

担当し、もう１名の職員が心理教育プログラム及び民間団体による継続的自立支援の

業務を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 民間団体活動事業費補助金については、民間団体活動事業費補助金交付要綱を定

め、要綱に沿った交付を行っている。 

 心理教育プログラムの契約については、公募型プロポーザル方式により委託業者を

選定するとともに、事前に定めた仕様書に沿って契約している。 

 継続的自立支援業務について、委託料のうち 1/2 は国庫補助金を財源としており、

厚生労働省作成のＤＶ被害者等自立生活支援事業実施要綱に沿って委託事業を実施し

ている。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 心理教育プログラム参加組数累計  

目標   令和５年度 147 組 ⇒ 令和６年度 161 組 

    達成状況                  ⇒ 令和６年度 159組 

 

（７）監査人総括（評価） 

・まとめ 

 本事業について、国及び本県の女性支援事業は、売春防止法に基づく、売春を行う

おそれのある女子の保護事業として始まり、その後、支援ニーズの多様化に伴い、Ｄ

Ｖ、家庭関係の破綻、生活困窮等の問題を抱える女性へと事業対象を拡大してきた経

緯があるとのことである。 

 また、ＤＶ対策に関しては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律上、性別に関わらず支援対象となってはいるものの、同法の施行当時はＤＶ

被害が現在以上に潜在化しており、より相談件数の多い女性被害者に対する支援を

先行して推進してきた経緯があるとのことである。 

 さらに、都道府県に設置義務がある配偶者暴力相談支援センターの機能（相談・

保護・自立支援）については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律上の

女性相談支援センターその他の適切な施設で果たすこととなっているなど、女性被

害者に対する支援を前提としてきたことから、本事業でも女性を対象とした支援を

行っているとのことである。 
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【意見７０】夫が妻から受けるＤＶも相対的に割合が少ないながらも存在しており、Ｄ

Ｖ被害者支援の観点からは、被害者が少数だからといって支援対象から除外するのは

趣旨に反しかねない。したがって、事業目的を女性に限定しない、もしくは男性を対象

にする事業の実施の検討が望まれる 

本事業の目的は、「女性の抱える困難な問題が多様化するとともに複合化し、そのた

めに複雑化している。相談から保護、自立支援と切れ目ない支援を実施することで、

支援を必要とする女性が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支

援を包括的に提供し、女性が安心し、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与する

ことを目指す。」とされているが、目的の対象は女性に限定されており、男性は対象と

されていない。 

 これは、本事業が、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律および配偶者か

らの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律を根拠法令としていることから、妻が

夫から受けるＤＶについての施策を行うことを主要な目的・内容と捉えていることに

起因する。実際に、ＤＶに関しては、県で受ける相談のうち妻が夫から受ける割合

が、夫が妻から受ける割合よりも多くなってはいる。一方で、ＤＶ被害者への支援と

いう観点からは、少数であるからと言って被害を受けた夫を支援の対象外とすること

は被害者支援の趣旨に反しかねない。そこで、事業目的を女性に限定しない、もしく

は男性を対象にする事業の実施の検討が望まれる。 

 なお、男性ＤＶ対策については、被害の特性は女性と男性で異なり、求められるノ

ウハウ等も異なるため、現在の女性被害者支援の事業とは別の枠組みとして、男性専

用相談窓口の設置、広報、支援者・相談員への研修、男性被害者向けカウンセリング

等の内容について、県として令和８年度以降での事業化を目指し検討・調整している

とのことであった。 

 

【意見７１】個別カウンセリングや継続的支援業務についても、必要に応じ内容を提示

することを検討することが望まれる 

個別カウンセリングでは、実際に支所に入所した者に対して、入所後に自立するた

めの各種プログラムを実施する講座について案内し、希望者には入所後の仕事相談、

就職の動機付け、パソコン講座等の仕事準備及び心と体のケアを実施しているとのこ

とであった。 

 また、民間団体５施設に委託して実施している、継続的な自立支援を実施する継続

的支援業務については、シェルターへの入所者を対象とし、希望者に対して実施して

いるとのことであった。 
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 すなわち、個別カウンセリングおよび継続的な自立支援については、With You さい

たまの相談窓口や市町村等窓口に相談を行った際には、広報を行っていない、とのこ

とであった。 

 その理由としては、シェルター自体が秘匿施設であるため、入所後の生活等につい

て対象となる方にしか紹介してこなかったことや、入所者一人一人に合った講座を紹

介しているため一律な広報はなじまないことが挙げられる、とのことであった。 

 相談者にとって、相談時に今後どのような支援が受けられる可能性があるのかにつ

いてその内容が提示されることは、それを理解することで支援を受けることについて

の不安感を取り除く要素になりうると考えられる。個別カウンセリングや継続的支援

業務についても、必要に応じ内容を提示することを検討することが望まれる。 

 なおカウンセリングについて、相談業務の一環としての法律相談及び心理カウンセ

リングは現在も別事業（男女共同参画推進センター運営費）で実施しており、こちら

については県ウェブサイト等で周知している。 
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２５．バーチャルユースセンター（仮称）事業費（県民生活部青少年課） 

（１）目的 

 居場所の数が多いこどもほど自己肯定感が高く、将来に希望を持っている。こどもが

自由に選べる居場所は、地域に加えてより身近なバーチャル空間にも設置して多様性を

確保することが必要である。 

 そこで、バーチャル空間にこどもの居場所となる場を整備することで、あらゆるこど

もに「居場所」があり、活躍でき、安心して暮らせる埼玉県を目指す。 

 

（２）概要  

事業内容  全庁共通メタバース空間を利用して、リアルでは自己表現

が難しい小学生から大学生程度までのこどもたちが安心し

て気軽に参加できる、体験・交流・相談等の機能を備えたオ

ンライン居場所を設置する。 

 令和６年度は、試験的に運用して本番運用に向けた運営方

法などを検討する。 

当初予算額 18,860,000 円 

決算額 16,591,137 円 

事業計画 ・オンライン居場所の運営を委託 

・居場所運営の検討会議を実施 

事業効果 ・埼玉県バーチャルユースセンターの運営 

 延べ利用者数 362人 登録者数 108 人 

・埼玉県バーチャルユースセンター運営検討会議の実施  

 ５回 
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(埼玉県バーチャルユースセンターのデモ画面) 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額     18,860 

決算額     16,591 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

 企画・非行防止担当の職員１名（主査）。担当主幹も関わりながら事務を進めている。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 なし 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

  評価指標：居場所の運営（利用者 160 人/年）、検討会議（５回程度）、相談（50 

件/年） 

  達成状況：居場所の運営（延べ利用者 362人/年） 

 ＊利用方法を試行錯誤していたため、実人数の把握不可 

   検討会議（５回）、相談（０件/年） 

 

（７）監査人総括（評価） 
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（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

    本事業は、近年のこども・若者が居場所としてインターネット空間を利用する傾向   

が高まっている一方で、県内にはオンライン上の居場所が十分に整備されていないと

いう課題認識を踏まえ、バーチャル空間を活用した交流・体験・相談の場を構築する

ことを目的として実施されたものである。内閣府の調査では、家や学校以外に「居場

所がない」と回答したこどものうち、27.1％が悩みを相談したいと考えているにもか

かわらず、相談に踏み出せない背景として「相談相手がいない」「何を話せばよいか

わからない」といった要因が指摘されている。また、リアルな相談に比べ、ＳＮＳや

メールなどバーチャルな相談手段の方が気軽であるという傾向も示されており、オン

ライン空間における相談機能の整備は喫緊の課題といえる。 

  これらの課題を踏まえ、県では、①インターネット空間における居場所の創出、   

②バーチャルな相談窓口の設置と適切な支援機関へのつなぎ、③運営方法の検討（初

年度の為）を具体的な事業活動として位置付け、埼玉県バーチャルユースセンターの

運営を通じてこども・若者の心理的安全性の確保と相談行動の促進を図ることとして

いる。 

 

（a）目標設定の明確性 

     本事業における目標は、アウトプット・アウトカムの階層ごとに整理されて     

おり、課題意識から成果に至るまでの一貫したストーリーが構築されている点

が特徴である。事業実績（アウトプット）として、「体験・交流・講演への利用

者数」「バーチャル相談の相談件数」「運営検討会議の開催回数」を測定指標と

して設定している。また、直接的成果（アウトカム）として、「バーチャルユー

スセンターを居場所と感じる利用者の割合」や「専門支援機関につながった件

数」を、いずれも測定可能な数値として明確化している。 

     さらに中間成果としては、「将来の夢や目標を持つ中学生の割合」「相談窓口    

の設置により早期相談や深刻化の未然防止が図られたと感じる支援者の割合」

を設定し、最終的には、こども・若者が多様な居場所を持ち、自己肯定感を高

めながら安心して生活できる環境の実現を目指している。 

     このように、本事業では、課題意識・活動内容・直接成果・中間成果・最終   

成果が相互に結びついた構造が形成されており、監査人としても、成果を測定

するための指標が設定されている点、またそれらが課題意識と整合している点

から、目標設定に一定の明確性が認められると評価した。 

 一方で、「体験・交流・講演への利用者数」及び「バーチャル相談の相談件

数」の目標を達成するため、広報の取組は引き続き実施していくことが望ま

れる。【意見７２】 
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（b）評価環境と成果（アウトカム）について 

    成果の把握に向けたデータ収集体制については、運営マニュアルにおいて、「協   

力機関を通じて利用者アンケートを実施し、必要に応じて直接聞き取りを行う」

と明記されており、直接的成果を測定するための仕組みが確保されている。特に、

「居場所だと感じるか」という主観的指標と、「専門的支援につながった件数」と

いう客観的指標を併用して成果を捉える構造は、アウトカム評価として妥当性が

高い。 

    また、相談件数や利用者の属性など、活動ログとして蓄積される情報も今後の    

評価精度向上に資するものであり、現段階において評価環境が一定程度整ってい

ると判断される。課題意識・事業活動・成果指標が一貫している点も、本事業の

評価可能性を高める要素である。 

 

（c）成果と事業手段の因果関係について 

    事業手段と成果の関係性については、埼玉県バーチャルユースセンターの利用   

者に対し直接アンケートを取得している点から、一定の因果関係の特定が可能で

あると評価できる。具体的には、体験・交流・相談といった事業活動（アウトプ

ット）が、利用者が「居場所だと感じる」という心理的変化や、実際に専門的支

援につながるという具体的成果に結びついているかを、事業実施と同じ時間軸で

確認しているため、アウトカムとの因果関係を裏付ける根拠が確保されている。 

    一方で、中間成果や最終成果のように中長期的な変化を要する指標については、   

本年度のみでは十分な検証が困難であるという限界を有する。しかし、短期的な

直接的成果については、事業活動と結果の因果関係を適切に把握できている点で、

有効性評価の基盤は整っていると考える。 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価について 

効率性の評価に当たっては、事業実施における手続、運営体制および進行管理

が合理的に構築されていたか、また投入された資源に対して適切な成果が得られ

ているか、さらに今後の効率向上に向けた改善余地が確保されているかという観

点から検証を行った。 

 

（a） 実施プロセスの合理性について 

    本事業の中核をなす埼玉県バーチャルユースセンターの企画・運営については、    

専門的知見と実務経験を有する外部団体に対し、企画提案競技による業務委託契

約を締結し実施されている。令和６年度は試験的な運用期間と位置付けられてお

り、本番運用に向けた運営方法やルール整備を検討することを主たる目的として

いる。 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



293 

 

    本事業は、バーチャル空間の活用、こども・若者へのユースワーク的アプロー    

チ、相談対応、支援機関との連携、安全利用ルールの構築など、求められる専門

性や対応領域が多岐にわたる。このような業務内容を県の限られた人員体制のみ

で担うことには一定の制約があることから、外部の専門団体へ委託する判断は、

実施プロセスの合理性の観点から妥当であると考える。 

    委託業務の内容は、交流・体験・相談機能を備えたバーチャルユースセンター   

の企画・運営を中心に、バーチャル空間の活用、スタッフの常駐による参加者フ

ォロー、対面イベントやリアルな居場所への接続支援、メールやＳＮＳを含む多

様な相談手法への対応など、事業目的の達成に必要な要素を包括的に網羅してい

る。また、開設時間、相談対応期限、定員設定などについても具体的に仕様書で

定められており、運営の透明性と実効性を確保する設計となっている。 

    さらに、運営検討会議への参加や資料作成、安全利用ルールやトラブル対応方   

針の検討など、試験運用期間において検証すべき事項が明確に整理されている点

も、冗長な工程や重複作業を避けた合理的なプロセス設計であると考える。 

 

（b） 資源投入と成果のバランスについて 

資源投入と成果のバランスの観点から見ると、令和６年度は試験運用期間とし

て位置付けられており、本番運用に向けた運営方法の検討や課題抽出を主たる目

的として事業が実施されている。令和７年 10 月からの本番運用につながってい

る点を踏まえると、「試験運用を通じて運営モデルを構築する」という当初の事

業目的は概ね達成されていると評価できる。 

    一方で、今後は本番運用段階に移行することから、利用者数の増加や相談件数    

の推移、設定されたアウトカム指標（居場所と感じる割合、専門支援への接続件

数等）を踏まえ、より効果的かつ効率的な運営が求められる段階にある。試験運

用で得られた知見を踏まえ、資源配分の最適化を図っていくことが重要であると

考える。【意見７３】 

 

（c）改善可能性について 

本事業においては、成果物を電子データで提出することとされており、月例報

告書、実績報告書、運営マニュアル、勤務割振実績、データベースに蓄積された

各種活動記録などが体系的に整理され、担当課へ報告されている。特に、活動報

告には、実施日数、登録者数、参加人数、相談件数といった定量情報に加え、ア

ンケート結果や事業分析といった定性的情報も含まれており、事業改善に資する

基礎データが一定程度蓄積されている。 

    本事業は初年度かつ試験運用期間であるため、現時点では改善活動そのものを    

厳密に評価する段階には至っていないものの、今後の改善に向けた体制は整備さ
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れていると判断できる。これらの成果物や蓄積データを活用することで、運営方

法の見直し、コンテンツの改善、相談対応体制の強化など、効率向上につながる

改善策を検討することが可能である。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

    経済性の評価は、本事業の実施に当たり投入された財政資源が、事業目的に照    

らして適正かつ合理的な水準で用いられているか、また同等の成果をより低いコ

ストで実現できる余地がなかったかを検証するものである。本評価では、①費用

の妥当性、②代替手段の検討の二つの観点から検証を行った。 

 

（a）費用の妥当性について 

     本事業における委託内容については、前述の効率性の評価で整理したとおり、    

埼玉県バーチャルユースセンターの企画・運営、交流・体験・相談機能の提供、

安全利用ルールや運営マニュアルの検討、運営検討会議への対応など、多岐に

わたる業務が仕様書に明示されている。事業の性質上、専門的知見と実務経験

を要する業務が中心であり、一定の委託費用を要する構造となっている点は、

事業内容から見て合理性が認められる。 

     一方で、令和 6年度は本事業の初年度であり、かつ先駆的・試験的な取組と    

して実施されたことから、業務量や対応工数を事前に精緻に見積もることが難

しい状況であったと想定される。そのため、委託費の算定においても、標準的

な工数や単価に基づく積算が必ずしも十分に行えない側面があったものと考

えられる。 

     今後、本番運用段階に移行するに当たっては、利用者アンケート結果、業務   

完了報告書、月例報告等を踏まえ、事業目的の達成に真に必要な業務内容とそ

うでない業務を整理し、仕様書に含まれる工程の妥当性を毎年度検証していく

ことが重要である。具体的には、冗長な工程や重複作業が仕様書に含まれてい

ないかを再点検するとともに、業務内容を整理・可視化した上で、標準工数を

設定し、「標準工数 × 市場単価（標準単価）」に基づく積算を行うことが望ま

しい。 

     このような手法を採ることにより、発注額が市場価格から不相当に乖離する 

ことを防止し、委託費の透明性および経済性をより一層担保することが可能に

なると考えられる。 

 

 

（b）代替手段の検討について 

     本事業においては、前述のとおり、事業実績やフィードバックを踏まえて毎    
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年度仕様書の内容を見直すことが想定されている。このような運用は、事業目

的の達成手段を固定化することなく、より効率的・経済的な実施方法を検討す

るという点で、代替手段の検討という観点からも有効である。 

     すなわち、事業を継続する中で、外部委託による実施が引き続き最適である    

のか、あるいは業務の一部を内製化することや、業務内容を再編成することで

コスト削減が可能かといった点について、実績データに基づき検討する余地が

ある。こうした検証を通じて、事業手法の選択肢を比較・検討すること自体が、

経済性を高めるための重要なプロセスであると考える。 

     以上より、本事業は初年度・試験運用という制約の中では大きな不合理は認   

められないものの、本番運用に向けては、仕様書の継続的な見直しと積算方法

の精緻化を通じて、より高い経済性を確保していくことが求められる。 

 

【意見７２】埼玉県バーチャルユースセンターについて、試験運用で得られた知見を踏

まえ、資源配分の最適化を図っていくことが望まれる 

令和７年度以降では、本番運用段階に移行することから、利用者数の増加や相談件数

の推移、設定されたアウトカム指標（居場所と感じる割合、専門支援への接続件数等）

を踏まえ、より効果的かつ効率的な運営が求められる段階にある。試験運用で得られた

知見を踏まえ、資源配分の最適化を図っていくことが重要であると考える。 

 

【意見７３】埼玉県バーチャルユースセンターの広報を継続して実施することが望ま

れる 

令和７年 10 月に開設し、県広報紙やこどもの居場所イベントなどで広報活動を行っ

ているところであるが、利用者数はまだ少ない状況である。投資額を考慮すると、更な

る利用者数の増加が望まれる。 

なお、ＬＩＮＥ会員の増加も考えられるが、現状では、匿名性を重視し、個人情報収

集につながる友達登録等は利用者の選択に委ねているとのことである一方で口コミに

よる広報も効果的とのことである。いずれにせよ継続的な実施が利用者増加のためには

必要である。 

広報活動としては、県では学校訪問、ＳＮＳ発信、動画広告等を実施している。この

他、YouTube 広告、Instagram 広告を４回実施したとのことである。また、バーチャル

ユースセンターのスタッフの人となりを伝えることで信頼関係を構築し、利用者増加を

図っているとのことである。 

新規事業ではあるが、更なる広報を行い、実際の利用している方の口コミや意見を県

民に周知するほか、学校の教員や保護者にもこども・若者たちに利用を働き掛けてもら

うことも有益と考えられる。 
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（参考）県広報紙での広報 
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（出典：県広報紙） 
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２６．こどもデジタル・シティズンシップ推進事業費（県民生活部青少年課） 

（１）目的 

  県で認定したネットアドバイザーが、デジタル社会に生きるこどもたちがリスクに対

処して「ネットを利活用」し、保護者が適切に見守ることができるように、保護者やこ

どもたちに対して啓発する。 

（２）概要  

事業内容  ネットアドバイザーが小中学校等で、保護者やこどもた

ちにインターネットトラブル事例を踏まえた予防策や家庭

内ルールの取り決めを啓発する。 

 効果的な啓発を行うため、検討委員会による講座内容・資

料等のブラッシュアップを行うとともに、研修会・情報交換

会を実施する。 

当初予算額 4,458千円 

決算額 3,125千円 

事業計画 ・こども安全見守り講座の開催 

・ネットアドバイザー検討委員会による講座内容や資料等

のブラッシュアップ 

・ネットアドバイザースキルアップ研修会の実施 

・関係機関との情報共有による連携 

事業効果 こども安全見守り講座開催数・受講者数 

開催数：193 回  

受講者数：33,161人（保護者等  8,702人 児童・生徒 24,459

人） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 6,406 5,148 8,080 4,468 4,458 

決算額 2,239 3,172 4,601 2,148 3,125 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

  健全育成支援担当 

  担当の職員１名（一般）と副担当の１名（一般）の２名で実施している。 

  主査級の職員が、研修会の実施や関係者・機関との連携を担当している。 

 主事級の職員が、講座開催の調整を担当している。 
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（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

  埼玉県青少年健全育成条例、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環

境の整備等に関する法律に基づき実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

  ・家庭内ルールを決めている小６児童の割合 75.3％（指標 80.0％） 

  ・インターネット使用における依存傾向の状況にあてはまるものなしと回答した小

６児童の割合 37.6％（指標 45.0％） 

  ・自分の個人情報をＳＮＳに掲載している小６児童の割合 6.4％（指標 7.0％） 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

    本評価では、こどもデジタル・シティズンシップ推進事業が、当初想定した課   

題意識に対してどの程度有効に機能しているかについて、①目標設定の明確性、

②評価環境と成果③成果と事業手段との因果関係の三つの観点から検証を行っ

た。 

 

（a）目標設定の明確性について 

     本事業は、保護者がこどものネットリテラシーについて体系的な啓発や学習    

を受ける機会が限られているという現状を踏まえ、デジタル社会においてこど

もが安全にインターネットを利活用できるよう、保護者およびこども双方への

啓発を強化することを目的として実施されている。 

     この課題に対応するため、令和６年度の事業活動として、ネットアドバイザ   

ーの派遣によるこども安全見守り講座の実施や保護者向け啓発動画の作成、ネ

ットアドバイザー検討委員会による講座内容・資料のブラッシュアップ、さら

に研修会や情報交換会を通じた関係機関との連携強化が位置付けられている。

事業実績としては、講座の開催回数や受講者数、アドバイザー研修の実施等が

明確に把握されており、事業活動の内容自体は具体的かつ整理されている。 

     本事業では、成果（アウトカム）として、「家庭内ルールを決めている小学    

校６年生の割合や、インターネット使用における依存傾向が見られない児童の

割合」といった指標を設定し、最終的には、こどもがデジタル社会のリスクに

対処しつつ、適切に ICTを活用できるようになることを目指している。しかし、

これらの指標は県全体の児童生徒を対象とした大規模調査（教育委員会実施調

査）に基づくものであり、講座に参加したこどもや家庭にどの程度の変化が生

じたのかを直接的に示す指標とはなっていない。このため、指標自体は存在す

るものの、事業との因果関係を明確に把握するには十分とは言えない構造的な
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課題がある。 

 

以上を踏まえると、本事業の目標設定は、政策レベルの最終成果を明示し

ている点では一定の整理がなされているが、講座実施の成果と結びつきやす

い中間的なアウトカム指標（意識の変化等）をより明確に設定することが望

まれる。「講座 → 意識の変化 → 行動の変化 → 最終的な成果」と考えた場

合、「意識の変化 」は、講座の内容と直結し中間的なアウトカムとして因果

関係を特定しやすいと考えられる。【意見７４】 

 

（b）評価環境と成果について 

    成果の把握に向けた評価環境については、現状、講座終了後に学校および保護   

者を対象としたアンケートが実施されており、講座の満足度や今後の指導への活

用可能性といった一定の効果は把握されている。令和６年度の保護者アンケート

では、講座の満足度が 84.7％、今後のこどもへの指導に活用できると回答した割

合が 90.9％に達しており、啓発活動として一定の成果が認められる。 

    しかしながら、アンケート内容は主として満足度や理解度に焦点を当てたもの   

となっており、「講座 → 意識の変化 → 行動の変化 → 最終的な成果」という

因果の流れを十分に捉える設計とはなっていない。また、講座の主な対象である

こども本人に対するアンケートが実施されていないため、アウトカムの把握が間

接的・限定的なものとなっている。【意見７４】 

    さらに、ネットアドバイザーの研修拡充も本事業の目的の一つであるにもかか   

わらず、アドバイザー育成に関するアウトカム指標が明確に設定されていない点

も、成果把握の観点からは課題として挙げられる。【意見７４】 

    加えて、講座の開催状況を地域別に見ると以下の通りとなり、秩父地域や北部   

地域において開催回数が著しく少なく、学びの機会に地域差が生じている可能性

がある。この点については、県が開催状況を把握できており、評価環境としての

基礎データは整っているものの、地域別の開催目標値が設定されていないため、

是正に向けた進捗管理が十分に行われていない可能性がある。今後は、地域別の

開催件数に目標値を設定し、事業効果をより精緻に測定することが望まれる。【意

見７５】 

なお、県では地域別の開催件数や地域別のネットアドバイザー数に偏りがある

問題に対処する為に、令和６年度より通常のネットアドバイザースキルアップ研

修会に加え地域別のネットアドバイザー地域別勉強会の開催を行っている。 

 

講座の地域別開催状況 

東部：65回 
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県央：40回 

北部：19回 

南西部：66 回 

秩父：３回 

 

（c）成果と事業手段との因果関係について 

    本事業の効果については、講座後のアンケート結果により一定の測定が可能で   

あり、その範囲においては、事業活動と成果との因果関係が一定程度認められる。

特に、保護者の理解や意識向上といった点については、講座の実施が直接的な 

影響を与えていると評価できる。 

    一方で、前述のとおり、アンケート内容が講座の満足度や理解度に偏っている   

点、こども本人の意識や行動の変化を直接測定できていない点、また中間的なア

ウトカム指標が十分に設定されていない点から、成果と事業手段との因果関係を

特定できない部分が残されている。 

    今後の改善に向けては、こども本人を対象としたアンケートの実施や、「講座   

受講後にネット利用時の行動がどのように変化したか」といった意識・行動の変

化を捉える設問の導入、さらにネットアドバイザー育成に関する成果指標の設定

などを通じて、因果関係をより明確に把握できる評価手法の構築が求められる。 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価 

     効率性の評価に当たっては、事業実施における手続、運営体制および進行管  

理が合理的に構築されていたかを検証した。具体的には、冗長な工程や重複作

業が存在していないか、また事業目的の達成に向けたプロセスが適切に設計さ

れていたかという観点から評価を行った。 

 

（a） 実施プロセスの合理性について 

    令和６年度の本事業における主な事業活動は、ネットアドバイザーの派遣によ    

るこども安全見守り講座の実施および保護者向け啓発動画の作成、ネットアドバ

イザー検討委員会による講座内容やスライド資料のブラッシュアップ、さらに研

修会や情報交換会の実施、関係機関との情報共有による連携強化である。 

    本事業の運営においては、役割分担が明確に整理されており、県は講座実施の   

全体調整や広報、研修会・情報交換会の実施、関係機関との連携促進といったコ

ーディネート機能を担い、実際の講義や現場での啓発活動は、専門知識と実務経

験を有するネットアドバイザーが担当している。このように、専門性が求められ

る業務をネットアドバイザーに委ね、県は全体調整や支援に専念する運営体制は、

限られた行政資源を有効に活用する観点から、実施プロセスとして合理的である

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



302 

 

と評価できる。 

    一方で、県内には、さいたま市や幸手市等のように、独自にネットリテラシー    

やデジタル・シティズンシップに関する講座を実施しており、県主催の講座を必

ずしも必要としない自治体も存在している。こうした自治体の取組は、地域の実

情に即した運営方法や、学校・家庭・関係機関との連携の在り方において有益な

知見を有していると考えられる。このため、県がこれらの先行事例の内容や工夫

点、成果を整理した上で他市町村へ横展開することにより、各自治体における自

発的な問題意識の醸成や、地域特性に応じた対応策の検討・実施を促すことが期

待される。特に、県主催の講座を一律に提供するのではなく、自治体独自の取組

を後押しする形で好事例を共有することは、事業全体の有効性を高めるとともに、

限られた資源を効率的に活用する観点からも有効であると考えられる。【意見７

６】 

 

（b）資源投入と成果のバランスについて 

     本事業への投入資源は、主として人的資源および運営経費で構成されている。  

人的体制としては、担当職員１名および副担当職員１名の計２名体制で事業が

運営されており、運営経費としては、ネットアドバイザーへの報奨金、会場費、

印刷製本費、消耗品費等が支出されている。 

     これに対する事業成果として、令和６年度には、ネットアドバイザー派遣に   

よるこども安全見守り講座が 193 回開催され、受講者数は 33,161 人（保護者

等 8,702人、児童・生徒 24,459 人）に達している。また、保護者アンケートで

は、講座の満足度が 84.7％、今後のこどもへの指導に活用できると回答した割

合が 90.9％となっており、啓発活動として一定の成果が確認されている。 

     さらに、こども安全見守り講座検討委員会・資料作成委員会による講座内容・    

資料の見直しにより、従来の「ネットの危険性」に重点を置いた内容から、デ

ジタル社会においてリスクに対処しながらインターネットを利活用する視点

を重視した、デジタル・シティズンシップを取り入れた講座が実施されている。

加えて、ネットアドバイザー向けの研修会や地域別勉強会の実施、講座のオン

デマンド配信等により、指導体制の質的向上も図られている。これらの研修に

対するアンケート結果においても、総合満足度が「大変高い」「高い」とする回

答が多くを占めている。 

     以上の点を踏まえると、限られた人的・財政的資源の投入に対して、多数の 

受講者への啓発と一定の満足度・活用意向が確認されており、資源投入と成果

のバランスについて不合理と認められる点は見当たらない。 
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（c） 改善可能性について 

     効率性向上に向けた改善の取組についても一定の工夫が認められる。県では、  

地域別の開催件数やネットアドバイザー数に偏りがあるという課題に対応す

るため、令和６年度から、従来のネットアドバイザースキルアップ研修会に加

え、ネットアドバイザー地域別勉強会を開催し、地域単位での底上げを図って

いる。 

     また、講座内容についても、これまでの「ネットの危険性」に重点を置いた  

構成から、こどもがデジタル社会の中で主体的にリスクに対処し、保護者が適

切に見守ることができるよう、デジタル・シティズンシップの考え方を取り入

れた内容へと見直しが行われている。 

     以上より、県は、事業の効果性および効率性を高めるため、事業内容や運営   

方法について継続的な改善を行っており、本観点において現時点で不合理と認

められる点は検出されなかったと評価される。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

    本評価では、①費用の妥当性（市場価格との比較）、②代替手段の検討、③財   

源の適正利用の三つの観点から評価を行った。 

 

（a） 費用の妥当性（市場価格との比較） 

     本事業への投入資源は、主として運営経費の支出と人的資本の投入であり、   

人的体制としては、担当職員 1名および副担当職員１名の計２名体制で事業が

運営されている。運営経費の主な内訳は、ネットアドバイザーへの報奨金、会

場費、印刷製本費、消耗品費等で構成されている。 

     これらの運営経費について、支出一覧を確認し、市場価格や一般的な事業運 

営水準と比較した結果、各費目において著しく高額である、または不相当と認

められる支出は確認されなかった。事業内容に照らして必要とされる範囲内の

支出にとどまっており、費用の妥当性の観点から不合理な点は検出されていな

い。 

 

（b）代替手段の検討について 

     より低コストで同等の成果が得られる手段の有無について検討したところ、 

県内には、さいたま市や幸手市等のように、独自にネットリテラシーやデジタ

ル・シティズンシップに関する講座を実施しており、県主催の講座を必ずしも

必要としない自治体も存在していることが確認される。これらの自治体の取組

は、地域の実情に即した運営方法や、学校・家庭・関係機関との連携の在り方
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などにおいて、有益な知見を有していると考えられる。 

 

このような先行事例について、県が内容や工夫点、成果を整理した上で他

市町村へ横展開することにより、各自治体における自発的な問題意識の醸成

や、地域特性に応じた対応策の検討・実施を促すことが期待される。特に、

県主催の講座を一律に提供するのではなく、自治体独自の取組を後押しする

形で好事例を共有することは、事業全体の有効性を高めるとともに、限られ

た資源を経済的に活用する観点からも有効であると考えられる。その際には、

県と市町村との間で役割分担を明確化し、同一内容の講座等が重複して実施

されることによる二重投資とならないよう配慮することが求められる。 

先行自治体の取組を活用した横展開や役割分担の明確化を進めることによ

り、今後更なる経済性向上を図る余地があると判断される。【意見７６】 

 

（c）財源の適正利用について 

     財源の適正利用の観点からは、運営経費の主な支出内容が、ネットアドバイ  

ザーへの報奨金、会場費、印刷製本費、消耗品費といった事業目的に直結する

項目で構成されていることを確認した。支出一覧を精査した結果、事業運営上

不必要と認められる支出や、目的外使用と判断される支出は検出されなかった。 

 

 

【意見７４】講座内容と結びつきやすい中間的な成果指標を新たに設定し、評価の精度

を高めることが望まれる 

本事業の有効性をより的確に把握し、事業改善につなげていくためには、成果（アウ

トカム）を直接的かつ因果的に測定できる評価手法の整備が重要である。現状では、家

庭内ルールの設定率やインターネット依存傾向といった指標により一定の成果測定は

行われているものの、これらは県全体を対象とした包括的な指標であり、講座実施によ

る効果を直接的に把握するには限界がある。このため、講座内容と結びつきやすい中間

的な成果指標を新たに設定し、評価の精度を高めることが望まれる。 

 具体的には、「講座 → 意識の変化 → 行動の変化 → 最終的な成果」という成果の

流れを明確に意識した上で、講座で扱った内容に即した意識変化を測定する指標を設定

することが有効である。例えば、インターネット上のリスクに対する理解度や、困った

ときの相談先を把握しているかといった項目について、講座受講後に確認することで、

講座の直接的な効果を把握することが可能となる。 

 また、現状の成果把握は主として保護者や学校を対象としたアンケートに基づいてお

り、事業の対象であるこども本人の意識や行動の変化を直接捉える仕組みが十分とは言

い難い。この点については、設問数を限定した簡易なアンケート等を活用し、こども本
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人を対象としたアウトカム測定を段階的に導入することが望ましい。これにより、講座

がこどもの行動や判断にどのような影響を与えているかを、より直接的に把握できるよ

うになると考えられる。 

 さらに、講座実施直後の評価にとどまらず、可能であれば一定期間経過後にフォロー

アップ調査を行うことで、意識の変化が家庭内での行動や相談行動の変化につながって

いるかを確認することも有効である。例えば、家庭内でのインターネット利用に関する

話し合いの有無や、利用ルールの見直し状況などを確認することで、講座の効果が実生

活に定着しているかを把握することが可能となる。 

 加えて、本事業ではネットアドバイザーの育成やスキル向上も重要な目的とされてい

ることから、アドバイザー研修についても成果指標を設定し、その効果を測定すること

が望まれる。研修受講後の理解度や講座運営に対する自己評価、受講者からの評価等を

活用することで、アドバイザー育成の成果を可視化し、講座全体の質の向上につなげる

ことができる。 

 これらの評価結果については、単に集計するだけでなく、毎年度の事業計画や講座内

容の見直しに反映させる仕組みを構築することが重要である。成果が十分に確認できた

取組については地域への展開を検討し、効果が限定的であった部分については内容や手

法の改善を行うなど、PDCA サイクルを通じた継続的な事業改善を図ることで、本事業

の有効性を一層高めていくことが期待される。 

 

【意見７５】特に秩父地域と北部地域では、他の地域に比べて開催回数が著しく少なく、

学びの機会に明確な格差が生まれている。こどもたちに均等な機会を提供するために

も、地域間格差をなくすようにすべきである 

講座の開催状況を地域別に見ると、実施回数に大きなばらつきが生じている。 

東部：65回 

県央：40回 

北部：19回 

南西部：66 回 

秩父：3回 

特に秩父地域と北部地域では、他の地域に比べて開催回数が著しく少なく、学びの機

会に明確な差が生まれている。この偏在は、学校数や人口など地域性による部分もある

が、こどもたちが直面するデジタルリスク（ＳＮＳ利用・依存・誤情報など）は地域差

が小さいことを考えると、現状のままでは望ましいとは言えない。また、講座の開催が

依頼制に依存している面もあり、地域によって啓発の必要性が十分に顕在化していなか

ったり、担当者がいなかったりすることで、結果として開催回数が極端に低い地域が生

まれている可能性がある。学びの機会が地域によって偏る状況は、デジタル社会におけ

る「情報格差」につながる懸念があり、こどもたちに均等な機会を提供するという観点
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からも改善が求められる 

 

改善提案 

① 地域別の開催目標を設定する 

児童生徒数、学校数を基準に「最低限確保すべき開催回数」を地域別に設定

し、毎年度の実績をモニタリングする仕組みを整える。 

② 依頼制だけに頼らない能動的アプローチ 

開催が少ない地域には、県側から積極的に働きかけ、学校や自治体との調整

を進める体制を整える。特に小規模地域では、行政側の働き掛けが効果的で

あると考える。 

 

【意見７６】県内自治体の独自講座や先進的な取組を収集・整理し、事例集の作成や情

報交換の場の設置等を通じて、他市町村への横展開を図る仕組みを構築することが望

まれる 

県内には、さいたま市や幸手市等のように、独自にネットリテラシーやデジタル・シ

ティズンシップに関する講座を実施しており、県主催の講座を必ずしも必要としない自

治体も存在している。このような自治体の取組は、地域の実情に即した運営方法や、学

校・家庭・関係機関との連携の在り方などにおいて有益な知見を有していると考えられ

る。 

 こうした先行事例について、県が内容や工夫点、成果を整理した上で他市町村へ横展

開することにより、各自治体における自発的な問題意識の醸成や、それぞれの地域特性

に応じた対応策の検討・実施を促すことが期待される。特に、県主催の講座の一律的な

提供にとどまらず、自治体独自の取組を後押しする形で好事例を共有することは、事業

全体の有効性を高めるとともに、限られた資源を効率的に活用する観点からも有効であ

る。 

 このため、今後は、県内自治体の独自講座や先進的な取組を収集・整理し、事例集の

作成や情報交換の場の設置等を通じて、他市町村への横展開を図る仕組みを構築するこ

とが望まれる。 
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２７．見えないチカラを伸ばし夢をつかむリアル体験事業費（県民生活部青少年課） 

（１）目的 

次代を担うこどもたちを対象に、企業や大学等と連携した体験活動の機会を提供し、

夢の実現を支援する。 

また、新たな体験活動に取り組む企業を開拓・支援し、体験創出と気運醸成を推進す

る。 

 

（２）概要  

事業内容  県内の大学や企業等と連携し、リアルな職業体験を提供

することで、将来の夢の発見、実現を支援する。 

 特に家庭環境等により体験活動の機会に恵まれないこど

もたちの参加を促すため、児童養護施設やジュニア・アスポ

ート教室等と連携して、体験の機会を提供する。 

当初予算額 3,936千円 

決算額 2,663千円 

事業計画 小学生の体験活動事業 

・リアル体験教室（県と企業が共同で実施） 

・リアル体験教室プレミア実施（企業の単独実施（県は広報

を支援））の働き掛け 

・様々な環境のこどもたちの優先枠を設定 

事業効果 リアルな職業体験により、こどもたちの将来の夢の発見と

実現に向けた行動変容を促す。 

リアル参加者：1,683 人（内オンライン参加 163人、優先枠

参加 322人） 

プレミア参加者：約 4,700 人 
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（出典：リアル体験教室の広報チラシ例） 
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（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 5,000 4,994 5,878 4,981 3,936 

決算額 4,080 3,412 3,754 3,179 2,663 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

  健全育成支援担当 

  担当の職員１名（一般）と副担当の１名（一般）の２名で実施している。 

  担当の職員が教室の運営や関係機関・参加者との調整を担当し、副担当の職員がその

補助を行っている。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

  埼玉県青少年健全育成条例に基づき実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

  ・体験教室に参加したことで夢に向かって行動に良い変化が見られた割合 76.5％

（指標 80％） 

  ・将来の夢や目標を持つ小６児童の割合 83.6％（指標 84％） 

 

（７）監査人総括（評価） 

 

（Ａ）有効性（Effectiveness）の評価 

本評価では、本事業が当初想定した目的および成果に対し、実際の事業内容お

よび実績がどの程度寄与しているかを確認するため、①目標設定の明確性、②成

果の測定とその測定環境、③成果と事業手段との因果関係の３つの観点から検証

を行った。 

 

（a）目標設定の明確性について 

本項では、事業の目的・課題認識が明確に整理されているか、また、それら

が具体的な事業活動および成果指標へ適切に落とし込まれているかという観

点から検討を行った。 

具体的には、以下の点について確認した。 

・こどもを取り巻く現状課題（体験機会の不足、体験格差、不登校の増加

等）が、統計資料や調査結果に基づき明確に整理されているか 

・上記の課題に対し、県が本事業を通じて何を解決しようとしているのか

（事業目的）が明確に示されているか 
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・事業目的が、県および企業等と連携した体験活動の提供、体験機会に恵

まれないこどもへの配慮といった具体的な事業活動（インプット・アウト

プット）に適切に反映されているか 

・アウトプット（体験教室の実施、参加人数、優先枠の設定等）と、アウ

トカム（直接的成果、中間成果、最終成果）との関係性が論理的に整理さ

れているか 

      本事業は、こどもの体験機会の不足や格差という社会的課題 → 体験活動   

の提供という事業活動 → こどもの意欲や行動変容 → 将来の夢や目標を

持つこどもの増加 → 社会全体としての体験活動の機会を十分に得ること

でチャレンジ精神や想像力など非認知能力の向上という一連のストーリー

が明確に構成されており、目標設定の考え方は妥当であると考える。 

また、アウトプットについても、参加人数や定員数といった定量的指標が設

定されており、事業の実施状況を客観的に把握できる枠組みが整えられてい

る点は評価できる。 

 

（b）成果の測定と評価環境について 

本項では、本事業が生み出した成果が、単なる事業実施実績（アウトプッ

ト）にとどまらず、こどもの意識や行動の変化といったアウトカムとして把

握されているか、また、それを測定するための評価環境が整備されているか

という観点から検討を行った。 

具体的には、以下の点について確認した。 

・県が想定する直接的アウトカム（体験を通じたこどもの行動変容）が、

事業目的と整合した内容となっているか 

・アウトカムが「夢に向かって行動に良い変化が見られるか」といった、

事業の効果を的確に捉える指標として設定されているか 

・当該アウトカムが、測定可能な定量的指標として設計されているか 

・成果を把握するためのデータ収集方法（保護者への追跡アンケート等）

が明確に定められ、実際に運用されているか 

・直接的アウトカムから中間成果、最終成果へと至る評価構造が一貫して

整理されているか 

 

体験教室終了後に参加児童の保護者を対象とした追跡アンケートを実施

することで、こどもの意欲や行動の変化を把握しており、成果測定の体制

は適切に整備されていると認められる。令和６年度のアンケート結果にお

いても、将来の夢や目標について親子で話し合う機会が増えた割合や、行

動に良い変化が見られたとする回答が高い水準で確認されており、事業に
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よる一定の成果が示されていると考えられる。 

      また、アウトプット（体験教室への参加）→直接的アウトカム（意欲・行    

動の変化）→中間成果（将来の夢や目標を持つこどもの増加）→最終成果（非

認知能力の向上と前向きに生きる社会の実現）という成果の流れが明確に定

義されている。 

      一方で、体験教室の倍率が高く、参加を希望するこども全員が機会を得ら 

れていない状況が継続している点については、成果が一部の参加者に限定さ

れている可能性がある。今後は、追加開催やオンラインによるハイブリッド

開催や倍率が高い教室と低い教室が混在している状況を踏まえ、需要に応じ

た開催設計を行う等により、多くのこどもにアウトカムが波及するよう改善

を図ることが望まれる。【意見７７】 

 

（Ｂ）効率性（Efficiency）の評価 

（a）実施プロセスの合理性 

     効率性の評価に当たっては、事業実施における手続、運営体制および進行管   

理が合理的に構築されていたかについて検証を行った。具体的には、冗長な工

程や重複作業が存在していないか、また事業目的の達成に向けたプロセスが適

切に設計されていたかという観点から評価した。 

     本事業の主な実施内容は、 

ⅰ．県と企業が共同して実施する「リアル体験教室」の開催、 

ⅱ．企業が単独で実施する「リアル体験教室プレミア」に対する広報支援、 

ⅲ．家庭環境等に配慮した様々な環境のこどもたちへの優先枠の設定、 

で構成されている。 

     具体的な事業活動は、体験教室の企画・開催・運営、および企業単独実施型    

事業の広報活動が中心であり、事業内容は明確で、相互に重複する工程は認め

られない。特に、体験活動の実施自体を全て県が内製化するのではなく、当該

分野に知見や実績を有する民間企業や専門学校等と連携する構造を採用して

いる点は、事業の実施プロセスとして効率性の観点から合理的であると考える。 

 

 

（b）資源投入と成果のバランス 

     本事業における事業費の主な支出内訳は、広報活動に係る印刷製本費が約   

197 万円、体験教室の開催に係る経費として消耗品費約 24 万円、会場使用借 

上料約 18万円、旅費等約 16 万円、その他一般経費約 11万円となっている。 

     これらの支出は、事業の中心的な活動である体験教室の実施および参加者募  

集に直結するものであり、投入された資源は事業目的に沿った形で使用されて
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いると認められると考える。 

また、支出項目について既に人材、設備、ノウハウを有する民間団体と共同 

で事業を実施することで、県が新たに専門人材や設備を確保する必要がなく、

限られた資源の中で多くの参加機会を創出している点は、資源投入と成果のバ

ランスの観点から評価できる。さらに企業の社会貢献活動と本事業の目的をう

まく結びつけ、企業単独実施による体験教室を促進している点についても、県

の直接的な負担を抑えつつ参加者数の拡大につなげており、効率的な事業構造

が構築されていると考えられる。 

 

（c）改善可能性 

     本事業では、アウトプットおよびアウトカムが参加人数や行動変容の有無と 

いった測定可能な定量的指標として設定されており、効率性向上に向けた改善

検討を行うための基礎的な評価環境が整備されていると考える。 

実際、参加申込件数に対して当選倍率が低い教室が存在する一方で、令和 6 

年度においては、より多くのこどもが参加できるよう、企業等の理解を得た教

室についてはオンライン配信を併用するなど、実施方法の工夫が行われている

と考える。 

 

（Ｃ）経済性（Economy）の評価 

    本評価では、①費用の妥当性、②代替手段の検討、③財源の適正利用の三つの 

観点から評価を行った。 

 

（a） 費用の妥当性（市場価格との比較） 

     本事業における令和 6年度の事業費の主な支出内訳は、広報活動に係る印刷   

製本費が約 197 万円、体験教室の開催に係る経費として消耗品費約 24 万円、

会場使用借上料約 18 万円、旅費等約 16 万円、その他一般経費約 11 万円とな

っている。 

     これらの支出内容について、市場価格や一般的な事業運営水準と照らして確   

認した結果、各費目において著しく高額である、または不合理と認められる点

は確認されなかった。特に、広報活動や体験教室の実施は本事業の中核をなす

活動であり、これらに一定の経費を要することは事業の性質上やむを得ないも

のと考えられる。 

     また、過去の事業費（決算額）の推移を見ると、令和２年度 4,080 千円、令    

和３年度 3,412千円、令和４年度 3,754千円、令和５年度 3,179千円と推移し

ており、令和６年度の決算額 2,663 千円はこれらと比較して減少している。一

方で、令和６年度においては体験教室の申込倍率が高い状況が継続しており、
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限られた財政資源の中で多くの参加ニーズに応える成果が得られていること

から、従前よりも少ない投資額で相対的に高い成果を上げることが出来ている

と考える。 

 

（b）代替手段の検討 

     代替手段の検討の観点では、支出経費の推移から、事業実施方法や経費配分   

について毎年度一定の見直しが行われ、その結果として支出額が減少傾向にあ

ることが確認できる。この点から、事業運営においてコスト意識を持った検討

が継続的に行われてきたものと考えられ、代替的な実施方法や効率化に向けた

取組について、一定の成果が認められる。 

     一方で、広報活動に係る印刷製本費や会場使用借上料については、事業効果   

に照らして直ちに不合理と判断されるものではないものの、更なる経費低減の

余地があると考えられる。例えば、広報物に協賛企業や協力団体の広告掲載欄

を設けることにより、印刷費用の一部負担を協議することや、デジタル媒体の

活用を拡充することなどが考えられる。 

     また、会場使用料についても、可能な範囲で自治体施設の活用や、協賛企業・   

協力団体からの会場提供を受けるなどの工夫を一層行うことで、同等の成果を

より低いコストで実現できる可能性がある。 

 

（c）財源の適正利用 

     財源の適正利用の観点からは、事業費が体験教室の開催や広報活動といった   

事業目的に直結する用途に充てられており、不必要な支出や目的外支出は確認

されなかった。 

     また、年度ごとに事業費が縮減されつつも、事業の成果や参加ニーズが維持・   

向上している点を踏まえると、財源の配分についても一定の適正性が確保され

ていると考えられる。 

 

【意見７７】需要に応じた開催設計を行う等により、多くのこどもにアウトカム（体験

教室の受講効果）が波及するよう改善を図ることが望まれる 

  

体験教室の倍率が高く、参加を希望するこども全員が機会を得られていない状況が継

続していることから、事業の成果が一部の参加者に限定されている可能性がある。今後

は、追加開催やオンラインによるハイブリッド開催や倍率が高い教室と低い教室が混在

している状況を踏まえ、需要に応じた開催設計を行う等により、多くのこどもにアウト

カムが波及するよう改善を図ることが望まれる。 
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補足１１．子ども・若者支援地域協議会（県民生活部青少年課） 

（１） 概要 

近年、日本においては、若年無業やひきこもりなど若者の自立をめぐる問題の深刻

化や、児童虐待、いじめ、少年による重大事件、有害情報の氾濫など、こどもや若者

を巡る状況が深刻化している。これを受け、子ども・若者育成支援推進法第 19 条で

は、地方公共団体に対し、関係機関等の支援を適切に組み合わせることにより効果的

かつ円滑な実施を図るため、単独又は共同で、関係機関等により構成される「子ど

も・若者支援地域協議会」の設置に努めることを求めている。また、同法第 13 条で

は、地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介そ

の他の必要な情報の提供・助言を行う拠点（子ども・若者総合相談センター）として

の機能を担う体制を、単独又は共同で確保するよう努めることしている。 

 

（２）埼玉県の取組 

子ども・若者育成支援推進法第 19条に基づき、埼玉県では平成 30 年 11 月に埼玉県

若者支援協議会を設置している。 

設置の背景としては、若者が抱えている困難は複雑化・深刻化しており、1つの支

援機関や団体では解決が難しくなっていることがあり、そこで、様々な支援機関や団

体のネットワークを強化するため設置したものである。埼玉県若者支援協議会では、

支援者のスキルアップや顔が見える関係づくりに取組んでいる。 

 

（３）県内市町村の取組 

県内市町村でも、同様に子ども・若者支援地域協議会（これに相当する体制を含

む。以下、「子ども・若者支援地域協議会等」）を令和６年度で 33 市町に設置してい

る。 

設置市町：さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、東松山市、狭山市、上尾

市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、新座市、富士見市、蓮田市、

吉川市、ふじみ野市、白岡市、越生町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、

皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町、松伏町 

 子ども・若者が抱える問題が複雑化・深刻化している傾向は、県内でも同様であ

り、各支援機関や団体が協力していくことが不可欠である。現在設置していない市町

村においても、設置が望まれる。 

 

（４）県内市町村への支援 

 埼玉県では、子ども・若者支援地域協議会を設置している市町と、設置していない

市町村の地域間格差をなくすために、取組を行っている。令和７年度は下記の取組を

行っている。 
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・令和７年４月   市町村若者支援担当者会議を開催し、子ども・若者支援協議会設

置の働き掛けや、設置に当たって活用できる国の事業を紹介。 

・令和７年５月   市町村に対し、設置状況把握のためのアンケート実地。 

・令和７年７月   市町村若者支援担当者会議を開催し、令和 7年５月のアンケート

調査のフィードバックを行うとともに、設置に当たって課題解決に資するよう、他県

から講師を招き、先進事例を紹介。  

・令和７年９月～ 未設置市町村に対して、国事業「こども・若者支援体制整備及び

機能向上事業」アドバイザーと一緒に訪問や、オンラインでの県と市町村担当者との

意見交換により、個別の設置の働き掛けや相談会を実施。（令和７年 12月現在、10市

町） 

・令和８年２月  市町村若者支援担当者会議を開催し、国事業のアドバイザーと県

外自治体から講師を招き、先進事例を紹介。 

上記のように、埼玉県では、継続して、協議会等未設置の市町村に対して設置の働

き掛けを行っているところである、 

 

【意見７８】子ども・若者支援地域協議会（これに相当する体制）が未設置の市町村に

対して、今後も市町村との意見交換会や、協議会による成果などを共有することを通じ

て設置の働き掛けを継続して行っていくことが望ましい 

 具体的には、協議会等を設置している市町の取組事例を共有することや、設置市町

から未設置の近隣市町村へ情報提供の支援について働き掛けることも有益と考えられ

る。 
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２８．埼玉版ネウボラ推進事業（保健医療部健康長寿課） 

（１）目的 

  市町村が実施する妊娠期から子育て期まで切れ目ない相談支援機能等の拡充を図る。 

 

（２）概要  

事業内容 妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、妊娠期

から子育て期にわたるまで切れ目のない支援体制を担う「子育

て世代包括支援センター」の相談支援機能の拡充並びに市町村

が実施する新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備するた

めの補助を行う。  

併せて乳児家庭全戸訪問事業等を実施し、安心して妊娠・出産・

子育てができる環境づくりを進め、児童虐待の発生を予防する

とともに、妊娠期からの伴走型支援を通じ、切れ目ない支援を

推進できるよう市町村を支援する。 

当初予算額 250,775 千円 

決算額 210,449 千円 

事業計画 （１） 子育て世代包括支援センターの支援拡充 

妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、切れ目

のない支援体制を担う「子育て世代包括支援センター」の相談

支援機能拡充を図る。 

（２） 埼玉版ネウボラの推進 

妊娠期からの伴走型支援を通じ、産後うつ病の予防・早期発見・

適切な医療につなげるとともに、産科医療機関等と市町村との

連携を強化することできめ細やかな支援体制を構築する。 

（３） こども家庭センターの整備や運営への支援 

こども家庭センターの設置や運営に対する支援を通じ、母子保

健と児童福祉の一元的なマネジメント体制の構築を図ること

により、妊娠期からの切れ目ない支援の一層の推進を図る。 

事業効果 全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福

祉の両機能について一体的に相談支援を行う機関である、市町

村の「こども家庭センター」の設置・運営を支援した。また、
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妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、切れ目

のない支援体制を担う母子保健機能（旧子育て世代包括支援セ

ンター）を運営する市町村のうち、４５市町に対して運営経費

や開設準備経費を助成した。 

 

（Ａ）ネウボラとは 

（a）ネウボラとは 

ネウボラとは、フィンランド語で「相談・アドバイスの場所」を意味する造語で 

ある。フィンランドでは、妊娠期から就学前までかかりつけの保健師が妊娠から産

後、学童期まで一貫して担当して悩み相談を受けアドバイスを行い、ワンストップ

で継続的に母子とその家族の相談・支援が行われている。 

 

（b）市町村におけるネウボラ 

       埼玉県和光市においては、安心・安全な妊娠・出産・子育てを実現するために、

「わこう版ネウボラ」事業を独自に展開している。 

    その他にも、埼玉県上尾市や埼玉県神川町などでも、ウェブサイトにおいて「あ

げお版ネウボラ」や「かみかわ版ネウボラ」の取組を掲載している。 

 

（c）国のこども家庭庁の設置について 

「こども家庭庁」は、子育てや少子化、児童虐待、いじめなどこどもを取り巻く社

会問題に対して本質的な対策を進め解決するために令和５年４月に内閣府に設置

された。また、令和５年４月に施行した「こども基本法」の目的は、「全てのこども

が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成

長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁

護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、

こども施策を総合的に推進すること」である（こども基本法第一条より）。 

こども家庭庁では、こども（心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。）が自

立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育

てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、

その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及

びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長

及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁

護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関す
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る内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置

することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めるとしている。 （こども家

庭庁設置法第三条） 

（d）こども家庭センターの設置について 

こども家庭センターは、こどもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・福祉・保育・

教育などの多方面から継続して一体的な支援をおこなう施設である。従来の市区町

村には、母子健康を担う「子育て世代包括支援センター」と児童福祉を担う「子ど

も家庭総合支援拠点」があったが、令和６年４月施行の改正児童福祉法により、二

つの機能を統合した「こども家庭センター」が新設された。こども家庭センターは

母子保健機能と児童福祉機能を連携しながら、子育て世帯などに対する一体的な支

援を切れ目なく・漏れなく対応することを目的としているとともに、周辺の関係機

関とも協力しながら地域の中核的機関としての役割も期待されている。 

（出典：こども家庭庁支援局虐待防止対策課 「こども家庭センターについて」より

抜粋） 

 

 

（Ｂ）利用者支援事業（こども家庭センター型）について：こども家庭センターへの 

援助 
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（a）利用者支援事業（こども家庭センター型）の事業内容について 

埼玉県健康長寿課母子保健担当では、こども家庭センターの母子保健機能（旧子

育て世代包括支援センター）を運営する市町村に対し、保健師等専門職員の人件費

等を運営経費として助成する。また、市町村が行う母子保健と児童福祉の一元的な

マネジメント体制の構築を図るこども家庭センターの統括支援員の配置に必要な

費用、支援が必要な者に対するサポートプランの作成や、地域における社会資源の

発掘に必要な費用制度の円滑な導入に資する費用、開設のために必要な費用の支援

を行う。 

（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 

 

（b）こども家庭センター設置状況について 

令和６年度調査時点 （令和６年５月１日付こども家庭庁調査）においては、埼玉

県内の 47 市町村がこども家庭センターを設置済みであり、令和７年度においても

13 市町村がこども家庭センターを設置している。設置済み市町村は以下の通りで

ある。なお、埼玉県では、令和８年度までに県内全市町村での設置を目指している。 

令和６年度までに

設置済み市町村

（47 市町村） 

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、

飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、

鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間

市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田

市、坂戸市、幸手市、日高市、ふじみ野市、白岡市、三芳町、嵐

山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、皆野町、

神川町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町 
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令和７年度設置市

町村（13市町村） 

朝霞市、志木市、和光市、新座市、鶴ヶ島市、吉川市、伊奈町、

毛呂山町、越生町、滑川町、横瀬町、小鹿野町、寄居町 

現時点で未設置の

市町村(３市町村) 

長瀞町、東秩父村、美里町 

（出典：健康長寿課提出資料より） 

 

利用者支援事業（こども家庭センター型）の令和６年度の予算額及び決算額は以下の

通りである。 

（単位：千円） 

 令和６年度 

予算額 140,865 

決算額 124,137 

 

（Ｃ）妊娠・出産包括支援推進事業 

（a）概要  

市町村が妊娠・出産・育児に係る切れ目ない支援事業を実施するために、保健師

等の専門職への研修を行い、円滑な支援の推進及び職員の資質向上を図っている。

また、埼玉県内市町村のこども家庭センター等を訪問調査し、事業の実施状況や課

題をヒアリングし、今後の県事業に活かしている。さらに、妊産婦本人の居住地に

かかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができるように、令和７年度より、遠方の産

科医療機関等で分娩や妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、当該医療機関

等までの移動にかかる交通費等の助成を行う市町村に補助金を支出している。それ

により、周産期医療体制の不足を補完し、妊婦の経済的負担の軽減を図ることがで

きる。 
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（b）遠方の産科医療機関等で分娩や妊婦健診を受診する際の交通費支援について 

令和７年度より実施予定であり、遠方の分娩取扱い施設で出産する妊婦への交通

費・宿泊費支援を行う市町村への補助金及び、遠方の産科医療機関等で妊婦検診を

受診する妊婦への交通費支援を行う市町村への補助金である。 

以下は、遠方の産科医療機関等で妊婦検診を受診する妊婦への交通費支援のイ

メージ図である。 

（出典：こども家庭庁ウェブサイトより抜粋） 

 

県においては、遠方の分娩取扱い施設で出産する妊婦への交通費・宿泊費支援の令和

７年度実施予定は５市町村（秩父市、横市町、皆野町、小鹿野町、寄居町）であり、遠

方の産科医療機関等で妊婦検診を受診する妊婦への交通費支援の令和７年度実施予定

は３市町村（秩父市、横瀬町、小鹿野町）となっている。 
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妊娠・出産包括支援推進事業における令和６年度の予算額及び決算額は以下の通りであ

る。 

（単位：千円） 

 令和６年度 

予算額 158 

決算額 100 

 

（Ｄ）乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業・子育て世帯訪問支援事業 

乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業・子育て世帯訪問支援事業は、生後４か

月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等

の把握を行うとともに、養育支援が特に必要な家庭に対して支援を行う市町村に対し

事業費を助成する事業である。また、訪問支援員は、家事・育児等に対して不安を抱

えた妊産婦の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育

児等の支援を実施し、虐待リスクの高まりを未然に防ぐ。 

（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 
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乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業・子育て世帯訪問支援事業における令和６年

度の予算額及び決算額は以下の通りである。 

（単位：千円） 

 令和６年度 

予算額 97,174 

決算額 83,432 

 

(Ｅ)妊娠期からの虐待予防強化事業 

（a）概要 

妊娠期からの虐待予防強化事業は、単独予算事業であり、各市町村が妊娠初期から

妊婦の心身の問題に対応し、養育支援を必要とする家庭を把握しやすい立場にある

産婦人科医療機関や助産所と連携を図ることで、妊娠期に支援を必要とする妊産婦

を把握し早期に支援を行うシステムの整備を行っている。具体的には、養育上の問題

等があり、市町村の支援が必要な妊婦を把握した医療機関は、妊婦の居住地の市町村

へ情報提供を行い、市町村は、母子保健サービスの中で適切な支援を行うとともに、

必要に応じて要保護児童対策地域協議会等を利用した継続支援を実施している。そ

の他、県保健所が市町村と医療機関の連携強化や事業の円滑な推進及び職員の資質

向上のため、研修会・事例検討会等を開催し困難事例への対応支援を実施している。 

妊娠期からの虐待予防強化事業実施の背景としては、全ての妊婦や乳幼児を対象

としている母子保健事業においては、「支援を必要とする家庭の把握」「虐待予防」の

役割が求められていることにある。各市町村では健診未受診者への対応や家庭訪問

の中でリスクの把握を行っている一方、産婦人科医療機関や助産所は妊娠初期から

妊婦の心身の問題に対応し、養育支援を必要とする家庭を把握しやすい立場にある

ため、産婦人科医療機関と市町村（こども家庭センター等）が連携を図ることにより、

妊娠期に支援を必要とする妊産婦を把握し早期に支援を行うシステムの整備を行う

ことで、支援の必要な家庭が早期に把握され、早期に必要な支援を受けることがで

き、乳幼児や児童虐待の未然防止及び児童虐待による死亡事例ゼロへとつながると

考えられる。 
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妊娠期からの虐待予防強化事業における令和６年度の予算額及び決算額は以下の

通りである。 

 

（単位：千円） 

 令和６年度 

予算額 4,091 

決算額 2,676 

 

（b）乳幼児の虐待件数について 

埼玉県の乳幼児の虐待件数の推移は以下となっている。 

（単位：件） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０～３歳未

満 

3,287 3,436 3,095 3,041 2,603 

３～就学前 4,090 4,482 4,370 4,459 3,833 

（出典：こども安全課提出資料より） 

 

（c）実施報告書について 

妊娠期からの虐待予防強化事業においては、市町村からの実施報告を集計し、そ

の内容を実施報告書として全市町村に共有している。 

実施報告書の共有内容の抜粋は以下の通りである。 
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（単位：件） 

 

 

 

 

（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 
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（Ｆ）産後ケア推進事業 

     産後ケア推進事業は、各市町村が産後間もない母子に対して、心身のケアや     

育児のサポートを行う産後ケア事業の実施を支援するものである。令和３年度から「産

後ケア事業」の実施が市区町村の努力義務となっていたが、子ども・子育て支援法の

改正により、令和７年度から地域子ども・子育て支援事業に位置付けられることにな

り、市町村の必須の業務となった。地域子ども・子育て支援事業となったため、子ど

も・子育て支援法及び子ども・子育て支援交付金交付要綱により、令和７年度から新

たに県負担（補助率１/４）が生じることになったものである。 

 

（出典：こども家庭庁ウェブサイトより抜粋） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について       （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 295,296 289,074 268,995 309,725 250,775 

決算額 217,873 218,433 200,656 245,280 210,449 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

母子保健担当 
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基本的には単位事業ごとに１名ずつ主担当を定め、事業を実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 母子保健法、児童福祉法に基づき、事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 この地域で子育てをしたいと思う親の割合 R６目標 96％ 実績 93.2％ 

 

（７）監査人総括（評価） 

埼玉版ネウボラ推進事業は、主に市町村が実施する、妊娠期から子育て期まで切れ目

ない相談支援機能の拡充のための支援を行う事業である。具体的には、「こども家庭セ

ンター（旧子育て世代包括支援センター）」の整備や運営の支援、遠方の分娩取扱い施

設で出産する妊婦、又は遠方の産科医療機関等で妊婦検診を受診する妊婦への交通費等

の支援を行う市町村への補助金（令和７年度より予算措置）、乳児家庭全戸訪問事業等

への助成、妊娠期から支援を必要とする妊産婦を把握し支援を行う体制への支援、出産

後１年以内の母子に対して実施売る産後ケア事業への補助等（令和７年度より予算措置）

である。 

こども家庭センターは、こどもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・福祉・保育・教

育などの多方面から継続して支援をおこなう施設として、令和６年度より設置が進めら

れており、埼玉県内でも、現時点で既に 60 市町村において、こども家庭センターが設

置済みとなっている。こども家庭センターでは、母子保健機能と児童福祉機能を連携し

ながら、子育て世帯などに対する一体的な支援を切れ目なく・漏れなく対応することを

目的としている。 

また、児童福祉法などに基づき、妊娠期からの虐待予防強化事業を実施している。当

事業は、産婦人科と市町村が連携し、養育支援を必要とする妊産婦がいる場合に産婦人

科から市町村へ情報提供を行うことで、当該妊産婦に必要な支援を提供し、乳幼児や児

童虐待の未然防止を目的としている。 

これらの妊娠期から子育て期まで様々な支援を実施することで、令和６年度の「この

地域で子育てをしたいと思う親の割合」は 93.2%であり、目標値である 96%には届かな

いものの、埼玉県内で子育てをしたいと思う親の割合が非常に高いことがうかがえる。 

一方で、下記意見に記載の通り、いくつかの課題も発見された。例えば、埼玉版ネウ

ボラ事業は、市町村が主体となって実施するものであるため、その支援内容や内容の充

実度に市町村間で差が生じてしまう可能性がある。埼玉県としては、市町村ごとの支援

の内容や質の差を把握し、助言を行っているとのことであり、引き続き当該助言を継続

していき、市町村間で支援内容に差が生じてしまうことがないように努めることが望ま

しいと考える。また、妊娠期からの虐待予防強化事業においては、産婦人科や助産所と

の連携を図り、支援が必要な妊婦への継続的な支援を行うことで、こどもの虐待を未然

に防ぐための取組を行っているが、当該事業に関する評価指標がないため、その効果の

測定はされていない。当該事業の効果についても測定し、その結果、乳幼児の虐待が減

少しているかどうかについても検証していくことが望ましいと考える。 
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埼玉版ネウボラ推進事業においては、埼玉県がより一層子育てのしやすい県となるよ

うに、今後も引き続き、課題の把握と改善を図りながら事業を推進していっていただき

たいと考える。 

 

【意見７９】「妊娠期からの虐待予防強化事業」の効果を評価するために適切な指標を

設定し、その結果として乳幼児の虐待件数が減少しているかどうか検証を行っていく

べきである 

埼玉版ネウボラ事業では、市町村への支援を通じて、安心して妊娠・出産・子育てが

できる環境づくりを推進している。その中の埼玉県独自の「妊娠期からの虐待予防強化

事業」の取組では、産婦人科や助産所と連携し、支援が必要な妊婦への継続的支援で、

児童虐待の未然防止に取り組んでいる。児童虐待の相談件数は全国的にも埼玉県におい

ても増加傾向にあり、虐待を予防し、こどもの権利を守ることは当事業の重要な役割の

１つとなっている。しかしながら、埼玉版ネウボラ事業の評価指標は、「この地域で子

育てをしたいと思う親の割合」のみであり、結果として「妊娠期からの虐待予防強化事

業」の取組の効果測定が十分に行われていない状況である。そのため、当事業の効果が

発揮され、実際に乳幼児の虐待件数が減少しているかどうかが分からない。したがって、

当事業の効果について適切に測定できる新たな指標を設定し、その結果、乳幼児の虐待

件数が減少しているかどうかについて検証を行っていくことを検討することが望まし

い。 

 

【意見８０】埼玉県は、各市町村が実施しているネウボラ事業の支援内容や内容の充実

度に関する状況を把握し、市町村ごとに支援内容や内容の充実度に差が生じないよう

に、引き続き助言等を行っていくべきである 

埼玉版ネウボラ事業は、市町村が主体となって実施するものであるため、その支援内

容や内容の充実度に市町村間で差異が生じてしまう可能性がある。これについて、こど

も家庭センターについては、国が主体となって人員配置等の調査を行っており、埼玉県

としてはその調査結果を基に市町村への助言等を行っているとのことである。また、年

に数カ所こども家庭センターを訪問しヒアリングを実施するとともに、こども家庭セン

ターの担当課長会議への参加を通じて、支援内容について市町村にアドバイスを実施し

ているとのことである。市町村間で支援内容に差が生じないように、埼玉県としては、

適切に市町村への助言・指導をしていくことが重要であることから、今後も引き続き、

当該事業の運営を市町村任せにするのではなく、市町村が実施している支援内容や内容

の充実度に関する情報を把握し、支援内容が十分ではない市町村については助言等を行

っていくことが望ましい。 
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【意見８１】妊娠期からの虐待予防強化事業において、各市町村からの実施報告を単に

集計・共有するだけでなく、傾向や成功事例等の共有を図り、医療機関や市町村による

虐待予防行動の後押しをしていくべきである 

埼玉県は、妊娠期からの虐待予防強化事業において、市町村から提出される実施報告

の内容を集計し報告書にまとめて全市町村に共有しているが、当該集計結果の内容を用

いて、市町村に対して留意事項やアドバイス等を共有する取組は実施していない。埼玉

県としては、各市町村からの実施報告を単に集計・共有することにとどまらず、各医療

機関や各市町村の傾向や成功事例等についても積極的に共有することで、医療機関や市

町村による虐待予防の行動につながるように後押ししていくことが望ましいと考える。 

 

【意見８２】埼玉県は、専門職の能力向上に課題を抱える市町村に対して、研修やサポ

ートなど引き続き支援を行っていくべきである 

現状、多くの市町村で、保健師や相談員等の専門職が不足している。また、近年は子

育てに関する事例が複雑化しており専門職の能力向上も重要な課題となっている。 

県は、埼玉版ネウボラ推進事業の一環として、保健師等の専門職への研修や、県保健

所による困難事例への対応支援のための研修会・事例検討会などの支援を実施している

が、担当課も専門職員の更なる能力向上の必要性を強く認識している。引き続き、この

ような研修会を実施し、専門職員の知識や判断力の向上に役立てていくことが肝要と考

えられる。したがって、埼玉県は、今後も、研修支援を継続し、専門職の能力向上に向

けた支援を引き続き行っていくことが望ましい。 
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２９．母子保健体制強化事業費（保健医療部健康長寿課） 

（１）目的 

 地域母子保健の質の維持向上を図り、虐待の予防及び早期発見に努める。 

 

（２）概要  

事業内容 市町村母子保健の質の向上のため、母子保健運営協議会及び研修

会を実施している。そのほか、旧優生保護法相談受付、新生児聴

覚検査体制整備を行っている。 

当初予算額 16,571 千円 

決算額 13,546 千円 

事業計画 （１）母子保健運営協議会・連携会議・研修会の開催 

（２）旧優生保護法補償金等支給法の相談、周知、請求事務 

（３）新生児聴覚スクリーニング検査の精度管理 

事業効果 （１）担当者の資質向上と県内母子保健体制の強化による母子保

健の向上により、こどもの健全育成と妊娠から出産に至る切れ目

ない支援の充実が図られる。 

 ・母子保健担当者向け研修会の実施 1,924 名参加 

 ・こどもの心の健康相談延べ相談件数 241 件 

（２）旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた方への損害賠

償等の支給が図られる。 

 ・旧優生保護法相談件数： 123 件 

（３）新生児聴覚スクリーニング検査の精度向上による難聴児の

早期発見・早期療育によりコミュニケーションが可能となり、難

聴児の QOL が向上する。 

・新生児聴覚検査体制整備事業：精度管理委託１件 

 

（Ａ）母子保健基盤整備事業 

母子保健基盤整備事業においては、埼玉県内母子保健の向上に資することを目的と

して、母子保健運営協議会や母子保健関係職員専門研修会、新生児聴覚検査検討会議

を実施している。また、地域における母子保健の向上と体制強化のため、保健所にお

いて関係機関との連携の強化や市町村への支援を行っている。 

なお、令和６年度における「母子保健運営協議会」、「母子保健関係職員専門研修会」、

「新生児聴覚検査検討会議」の実施回数、実施方法は以下の通りである。母子保健関

係職員専門研修会については、会議の効率化を図るため書面開催としているとのこと

である。 
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研修名 実施回数 実施方法 

母子保健運営協議会（新生児聴覚

検査検討会議を兼ねている） 

１回 

令和７年１月 30日

（木） 

オンライン開催 

母子保健関係職員専門研修会 １回 

－ 

書面開催 

（出典：健康長寿課提出資料より） 

 

（Ｂ）ハイリスク児支援事業 

ハイリスク児支援事業においては以下の事業を実施している。 

（a）子どもの心の健康づくり事業 

子どもの心の健康づくり事業では、何らかの精神的な問題があると思われる児童

に対し、保健所において小児精神保健医療に関する専門相談を実施している。  

各保健所において、医師１名、心理士１名、保育士１名の専門家を配置しており、

月に１回専門相談を開催している。担当課によれば、各保健所の専門医は、保健所

毎に委嘱した固定の医師・心理士であり、毎回同じ専門医が対応に応じることがで

きているとのことである。また、保健所における専門相談の待機状況については、

待機が生じているという報告はないとのことである。 

また、保健所の専門相談にて、専門家に相談した後、治療・福祉・教育支援等に

どのようにつなげて継続支援をしていくのかについて担当課に質問したところ、保

健所での相談の後は、対応した医師・心理士等の判断により、医療機関や教育相談

への案内・紹介状の作成等を行っているとの回答を受けた。その後さらに継続支援

が必要と判断されたケースについては、市町村など関係機関や保健所の職員がその

後の支援を実施しているとのことである。 

各保健所における相談件数及び相談結果（複数計上）は以下の通りである。 
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（単位：件） 

保健所 件数

（実） 

相談結果（複数計上） 

経過観察 他機関紹

介 

対応方法

の助言 

その他 合計 

南部 14 11 2 12 0 25 

朝霞 9 0 1 25 20 45 

春日部 22 8 9 25 2 44 

草加 11 5 4 3 8 20 

鴻巣 4 0 0 12 3 15 

東松山 0 0 0 0 0 0 

坂戸 32 2 20 3 0 25 

狭山 8 0 1 8 0 9 

加須 9 0 5 5 0 10 

幸手 9 0 0 8 1 9 

熊谷 9 0 5 7 1 13 

本庄 0 0 0 0 0 0 

秩父 7 0 2 9 0 11 

合計 134  

（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 
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（b）子どもの心の地域子育て支援事業 

子どもの心の地域子育て支援事業では、市町村・学校関係者に対し、子供の精神

保健に係る研修・検討会議を開催する。 

令和６年度の会議の実績については以下の通りである。 

会議名 テーマ 日時 実施形式 

2024 年度埼玉県子

どもの心の地域子

育て支援事業研修

会 

こころの問題を抱

える子どもと家庭

支援 

2024 年 10 月 20 日

（日） 

対面（獨協医科大学

埼玉医療センター）

大会議室 

2024 年 10 月 27 日

（日） 

 

（Ｃ）新生児聴覚検査体制整備事業 

新生児聴覚検査体制整備事業においては、新生児聴覚検査実施産科医療機関等に対

し、定期的に検査実施状況の把握・確認や検査の精度管理を行っている。 

 

（a）新生児聴覚検査の重要性 

先天的に難聴を有するこどもは、出生児 1,000 人当たり１～２人の割合で発生し

ているが、新生児聴覚検査の正確な実施や再検査受検率の向上より、早期療育に至

る確率は 20 倍以上上昇するとともに、早期療育を受けた場合、聴覚を活用したコ

ミュニケーションが可能となる確率は３倍以上上昇する。そのため、先天性聴覚障

害を早期に発見し、適切な療育や医療につなぐことが重要であるとともに、産科医

療機関において実施される新生児聴覚検査について、適切な検査が行われているか

を市町村が母子健康手帳などにより定期的に確認する必要がある。 

 

（b）新生児聴覚検査の流れ 

新生児聴覚検査の流れは以下の通りである。 
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（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 

 

（c）埼玉県内の実施医療機関数 

埼玉県内において、新生児聴覚検査を実施している医療機関の市町村ごとの

数は以下の通りである。 

さいたま市 17、川越市 1、熊谷市 2、川口市 9、行田市 1、秩父市 1、所沢市 6、飯能

市 1、加須市 1、本庄市 1、東松山市 1、春日部市 4、狭山市 2、羽生市 2、鴻巣市 1、

深谷市 3、上尾市 4、草加市 3、越谷市 7、蕨市 1、戸田市 2、入間市 2、朝霞市 3、志
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木市 0、和光市 1、新座市 3、桶川市 0、久喜市 0、北本市 1、八潮市 0、富士見市 3、

三郷市 3、蓮田市 1、坂戸市 2、幸手市 1、鶴ヶ島市 0、日高市 1、吉川市 1、ふじみ野

市 1、白岡市 1、伊奈町 1、三芳町 0、毛呂山町 1、越生町 0、滑川町 0、嵐山町 0、小

川町 1、川島町 0、吉見町 0、鳩山町 0、ときがわ町 0、横瀬町 0、皆野町 0、長瀞町

0、小鹿野町 0、東秩父村 0、美里町 0、神川町 0、上里町 0、寄居町 0、宮代町 0、杉

戸町 0、松伏町 0 

合計 97 

（出典：健康長寿課提出資料を監査人が加工） 

 

（d）受検率について 

厚生労働省／こども家庭庁は、毎年度「新生児聴覚検査の実施状況等について」

を調査・公表している。当該資料における令和５年度（※令和６年度は未公表）の

新生児聴覚検査の受検者数及び受検率は以下の通りである。 

 

（出典：こども家庭庁「令和５年度「新生児聴覚検査の実施状況等について」より抜粋」） 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について       （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 20,062 18,991 17,930 25,239 16,571 

決算額 11,486 11,958 10,679 14,865 13,546 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

母子保健担当 

基本的には単位事業ごとに１名ずつ主担当を定め、事業を実施している。 
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（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

母子保健法、旧優生保護法補償金等支給法に基づき事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

児童相談所における虐待相談対応件数 R6 目標 15,000 件 R6 実績 15,781 件 

 

（７）監査人総括（評価） 

母子保健体制強化事業においては、地域母子保健の質の維持向上を図り、虐待の予防

及び早期発見に努めるために、母子保健運営協議会・連携会議・研修会の開催、旧優生

保護法補償金等支給法の相談、周知、請求事務、新生児聴覚スクリーニング検査の制度

管理等を実施している。 

また、母子保健体制強化事業の中の、ハイリスク児支援事業においては、何らかの精

神的な問題があると思われる児童または保護者に対し、保健所において小児精神保健医

療に関する専門相談を実施している。当該専門相談により早期の段階から専門的な助言

及び支援が可能となり、児童の健全な発達支援につながっているといえる。 

また、新生児聴覚検査体制整備事業においては、新生児聴覚検査実施産科医療機関等

に対し、定期的に検査実施状況の把握・確認や検査の精度管理を実施している。先天的

に軟調を有するこどもは、出生時 1,000 人当たり１～２人の割合で発生しているが、早

期療育により、聴覚を活用したコミュニケーションが可能となる確率は３倍以上上昇す

るため、先天性聴覚障害を早期に発見し、適切な療育や医療につなぐことが重要となる。

当事業により、検査体制の信頼性の確保が図られ、新生児の早期発見・早期支援につな

がる体制整備が進められている。 

一方で、以下意見に記載の通り、いくつかの課題も発見された。例えば、母子保健関

係職員専門研修会は、職員の資質向上や情報共有を目的としているが、現状では年に１

回の書面による担当者会議にとどまっており、当研修会内においては実質的な研修や現

場の課題解決に資する議論等は行われていない状況である。これについては、その他の

研修や会議において、対面やオンライン等で協議や意見交換を実施しているとのことで

あるため、それらの対面やオンラインの研修や会議を組み合わせることで、今後も、職

員同士の密な情報共有や意見交換を図っていき、母子保健関係職員が必要な知識・技術

を適時に習得し、実践に反映されていくことが望ましい。 

母子保健体制強化事業においては、地域母子保健の質の確保についての役割を果た

していることから、今後も、事業効果や運用上の課題を確認しつつ、必要な見直しを行

いながら事業を継続していっていただきたいと考える。 

 

 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 
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【意見８３】新生児聴覚検査の県全体及び、保健所別又は市町村別の受検率に関する統

計データを県ウェブサイト等で公開すべきである 

厚生労働省・こども家庭庁では毎年 「新生児聴覚検査の実施状況等」について調査・

公表を行っているが、埼玉県では、県全体及び、保健所別又は市町村別の受検率が公表

されていない。新生児聴覚検査は、先天性聴覚障害を早期に発見し、適切な療育につな

げるための重要な事業であるため、また、地域ごとの受検率を公表することは、受検率

に差がある場合はその課題を明確にし、受検率の向上を図るための有効な材料となる。

なお、新生児聴覚検査は産科医療機関にて受検するため、出生市町村と受検する産科医

療機関がある市町村は必ずしも一致しないが、おおよそ全体の傾向については把握する

ことができるといえる。したがって、県は、県全体及び、保健所別又は市町村別の受検

率に関する統計データを県ウェブサイト等で公開することが望ましい。 

 

【意見８４】母子保健関係職員専門研修会は年１回の書面による開催であるため、その

他の対面やオンライン形式での研修会・会議と組み合わせ、職員同士の密な情報共有や

意見交換を促進するべきである 

母子保健関係職員専門研修会は、職員の資質向上や情報共有を目的として設置されて

いるものの、現状では年に１回の書面会議にとどまり、実質的な研修や現場の課題解決

に資する議論等は十分に行われていない。担当課によれば、当研修会は書面での情報共

有になるが、その他の研修や会議において、対面やオンライン等で協議や意見交換を実

施しているという。 

母子保健分野は、妊娠期から子育て期にかけて多職種が連携する必要があり、事例も

複雑化している現状を鑑みると、母子保健関係職員が必要な知識・技術を適時に習得し、

実践に活かする研修が求められる。したがって、今後も、１回の書面会議に加え、その

他の対面やオンラインで実施する研修や会議とを組み合わせて、職員同士の密な情報共

有や意見交換を促進していくことが望ましい。 
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３０．新ウェルカムベイビープロジェクト事業費（保健医療部健康長寿課） 

（１）目的 

 妊娠、出産、不妊に関する正しい知識を思春期の段階から習得を目指し、各々のライ

フステージに合わせて適切な時期に妊娠、出産を実現できるよう支援する。 

 

（２）概要  

事業内容 希望する方が妊娠・出産を実現できるよう若いうちから妊娠・出

産や自身の健康に関する正しい知識を持ち、自身の健康管理を

意識する「プレコンセプションケア」の推進を図るため、普及啓

発及び相談支援を実施する。不妊症や不育症の治療を行う方の

精神的な負担に関する支援を強化することにより、望む方が治

療を継続できる環境を整える。また、不妊・不育症検査費用の一

部を助成し、早期に検査を実施できるよう支援する。 

当初予算額 100,642 千円 

決算額 111,491 千円 

事業計画 （１）プレコンセプションケア普及啓発 

健康教育（出前講座）の実施、プレコンセプションケア研修会 

（２）相談支援 

プレコンセプションケア相談センター、不妊専門相談センター、

不妊症・不育症等ピアサポートセンターの設置 

（３）相談支援スキルの強化 関係者を対象とした研修会を実

施 

（４）不妊・不育症検査費助成 

事業効果 正しい知識の普及啓発を行うことにより、若い世代が結婚、子育

てを含めたライフプラン形成の意識向上を図る。不妊・不育症検

査に対する経済的支援の充実を図ることで、こどもを生み育て

る環境整備が図られる。 

・健康教育（出前講座）の実施回数 40 回 

・不妊・不育症及びプレコンセプションケアに関する電話相談 

212 件 

・不妊・不育症検査費助成件数 3,722 件 

 

(Ａ)新ウェルカムベイビープロジェクト全体像 

新ウェルカムベイビープロジェクト事業は、プレコンセプションケア普及啓発事業、

相談支援事業、相談支援スキルの強化、関係機関の連携強化事業、不妊・不育症検査費

助成事業で構成されており、全体像は以下の通りである。なお、プレコンセプションケ
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ア普及啓発事業においては、中学生・高校生・大学生、将来妊娠を考えるカップル、不

妊・不育で悩む夫婦の３つのステージに区分し、それぞれのステージに合わせた支援事

業を実施している。 

 

 

（出典：健康長寿課提出資料より抜粋） 

 

（Ｂ）プレコンセプションケア普及啓発事業 

プレコンセプションケア（プレコン）とは、こども家庭庁のプレコンセプションケ

ア推進５か年計画によれば、「プレコンセプションケアは、元来、周産期死亡率の低下

や新生児予後の改善を目的とした、健康な妊娠・出産を目指す「妊娠前のケア」とい

う概念であったが、現在はそれにとどまらず、生涯にわたり、身体的・精神的・社会

的（バイオ・サイコ・ソーシャル）に健康な状態であるための取組として、「性別を問

わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライ

フデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行う」概念であるとのこと

である。埼玉県としても、若いうちから男女ともに将来の妊娠等も意識し、自分の心

身の健康管理を行うことができるため、プレコンセプションケア普及啓発事業を実施

している。 

 

（a）プレコンセプションケアの認知度について 

こども家庭庁のプレコンセプションケア推進５か年計画によれば、「プレコンセプ

ションケア」という言葉やその概念について、国民の９割以上が「知らなかった」と

回答しており、プレコンセプションケアという言葉自体の認知度は低く、また、プレ

コンセプションケアに関する知識を適切に身につけることが重要と認識している。
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また、30 代以下の若い世代におけるプレコンセプションケアの概念の認知度が５年

後に 80％以上となることを目指すとしている。 

 

（b）健康教育（出前講座）について 

プレコンセプションケア普及啓発事業において、中高校生や 20 歳前後の人に対

し、助産師等による出前講座を委託により実施しており、妊娠・出産に関する正し

い知識や妊娠や不妊、性感染症に関する知識の普及啓発を行っている。なお、埼玉

県内の人工妊娠中絶件数は以下となっており、20歳未満の望まない妊娠が毎年 300

件程度発生している。比率としては必ずしも高くないものの、将来の妊娠出産を見

据えて、若い世代への性や妊娠・出産に関する正しい知識の普及が重要となってい

る。 

 

埼玉県内の人工妊娠中絶件数の推移は以下の通りである。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数（件） 5,490 4,513 4,919 

うち 20 歳未満（件） 416 299 362 

（県ウェブサイト 令和５年 埼玉県保健統計年報 統計資料（第５章 業務統計等） 

より抜粋） 

 

また、妊娠・出産の適齢期に関する正しい知識については、出前講座だけでな

く埼玉県ウェブサイトにても掲載しており、将来こどものいるライフプランを考

えている人にとっての啓発を行っている。 
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（出典：県ウェブサイト思春期からの男女の健康について ～「プレコンセプションケ

ア」を知っていますか？～ - 埼玉県より抜粋） 

 

 

（c）県民向け公開講座について 

     プレコンセプションケア普及啓発事業の健康教育（出前講座）は、主に中高校生

や 20 歳前後の人を対象としていることから、県単独予算事業として、将来妊娠を

考える若いカップル等に対して、県民向け公開講座を実施している。令和７年度に

ついては、11 月 1日（土）に実施し、参加人数は 12 名であったが、参加後のアン

ケート結果によれば、参加者全員が講座１及び２について「参考になった」と回答

した。 
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（出典：埼玉県ウェブサイト県民向け講座「未来の自分、未来の家族のためのプレコ

ンセプションケア～知ってほしい妊娠・不妊・カラダのこと～ - 埼玉県より抜粋） 
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（Ｃ）相談支援事業 

相談支援事業においては、相談窓口として「プレコンセプションケア相談センター

ぷれたま」や、「不妊専門相談センター」、「不妊症・不育症等ピアサポートセンター「ふ

わり」」、「県保健所」の４つを設けており、また、思春期の性に関する相談・指導ので

きる医療機関として 15 機関を埼玉県ウェブサイトに掲載している。その他、「妊娠と

薬外来」として埼玉県内に設置された拠点病院における妊娠中の薬物治療に関する相

談支援を実施している。埼玉県ウェブサイト内に掲載されているこれらの相談ページ

及び、「性に関する問題に関する情報提供、助言、その他の必要な支援行う医療機関」

の一覧は以下の通りである。 
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（出典：県ウェブサイト不妊治療・不育症・プレコンセプションケア（思春期の健

康）に関する県の相談窓口 - 埼玉県 より抜粋（2025 年 12 月監査時点）） 
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（出典：県ウェブサイト shishunkiiroukikanrisuto.pdf より抜粋  

（2025 年 12 月監査時点）） 
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（出典：県ウェブサイト妊娠と薬に関する相談窓口 - 埼玉県より抜粋 

（2025 年 12 月監査時点）） 
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なお、2026 年 1月 14 日において、上記ウェブサイトは更新され、窓口の一覧をまとめ

た以下の記載が追加となっている。 
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（出典：県ウェブサイト不妊治療・不育症・プレコンセプションケア（思春期の健

康）に関する県の相談窓口 - 埼玉県 より抜粋（2026 年 1 月 27 日時点）） 

 

 

(Ｄ)不妊・不育症検査費助成事業について 

不妊・不育症検査費助成事業は、県単独予算事業であり、市町村を実施主体として、

不妊検査及び不育症検査の費用の一部補助を行っている。助成費は 35 歳未満の場合

は 30,000 円、35 歳以上の場合は 20,000 円が上限となっている。 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について    （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 169,725 159,556 162,326 117,266 100,642 

決算額 143,432 149,581 98,260 82,419 111,491 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

 母子保健担当 

 担当の職員１名（一般）と副担当の１名（一般）の２名で実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 少子化対策基本法、成育基本法に基づき事業を実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

20～30 代の女性の痩せの割合（％） 令和６年度目標 27％ 令和５年度実績 27.3％ 

低出生体重児の割合低下（％） 令和６年度目標 9.2％ 令和４年度実績 9.2％ 

不妊検査助成を受けた方のうち 35歳未満の割合（％）令和６年度目標 77％  

令和４年度実績 63％ 
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（７）監査人総括（評価） 

新ウェルカムベイビープロジェクト事業においては、希望する方が妊娠・出産を実現

できるよう若いうちから妊娠・出産や自身の健康に関する正しい知識を持ち、自身の健

康管理を意識する「プレコンセプションケア」の推進を図るため、普及啓発事業を実施

している。この事業においては、中学生・高校生・大学生、将来妊娠を考えるカップル、

不妊・不育で悩む夫婦の３つのステージに区分し、それぞれのステージに合わせた支援

事業を実施している。また、県単独予算事業として、将来妊娠を考える若いカップル向

け等に対して、県民向け公開講座を実施している。 

さらに、不妊や不育症に関する相談窓口を複数設けるとともに、市町村を実施主体と

して、不妊検査及び不育症検査費用の一部補助も実施している。これにより、治療を希

望する者が適切な時期に医療につながることができ、経済的・心理的負担の軽減に一定

の効果を上げているものと認められる。 

 

一方で、いくつかの課題も発見された。例えば、相談支援事業については、埼玉県ウ

ェブサイト上に複数の相談窓口が掲載されているものの、相談窓口が多く、利用者にと

って相談先の選択が分かりにくい状況にある。 

また、プレコンセプションケア普及啓発事業における県民向け公開講座については、

参加者アンケートでは高い満足度が示されている一方で、参加者数が定員を大きく下回

っており、改善の余地があると考えられる。 

さらに、ウェルカムベイビープロジェクト事業においては、プレコンセプションケア

の推進を通じ、妊娠を望む人が妊娠・出産を実現できるように支援することを目的とし

ているが、プレコンセプションケアによる知識啓発や健康管理のみならず、妊娠・出産

を両立することができる社会環境の整備や子育てを行うための経済的基盤の確保も不

可欠となるため、新ウェルカムベイビープロジェクト事業のみならず、埼玉県が一体と

なって、子育て環境の整備や経済的支援等を実施し、こどもを望む人が安心して妊娠・

出産・子育てを行えるように、子育てに関する各部との連携体制をより一層強化すべき

である。 

新ウェルカムベイビープロジェクト事業においては、男女ともにこどもを持つ前から、

妊娠・出産に関する正しい知識を持ち、妊娠を希望する人が妊娠・出産を実現できるよ

うに、また、望まない妊娠を防ぎ、心身を健康に保てるように、今後も課題を踏まえつ

つ、より効果的な事業運営が図られることを期待する。 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 
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【意見８５】プレコンセプションケアの認知度を向上させ、若い世代に対するプレコン

セプションケアの普及活動に取り組むべきである 

国は「プレコンセプションケア普及啓発事業の５か年計画」（令和７年５月 22 日）に

おいて、若年層に対するプレコンセプションケアの概念の浸透を重点施策と位置付け、

５年後に認知度 80％以上を目標としている。 

国の５か年計画によれば、プレコンセプションケアとは、「性別を問わず、適切な時

期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来

設計）や将来の健康を考えて健康管理を行う」という概念であるが、その言葉や内容に

関する認知度は１割にも満たないほど低い。 

県では、新ウェルカムベイビープロジェクトにおいて、プレコンセプションケア普及

啓発事業に取り組んでいるが、若い世代でプレコンセプションケアの概念について認知

する人が増えることは重要であると考える。 

 したがって、埼玉県においても、国の計画を踏まえ、プレコンセプションケアの普

及啓発活動に引き続き取り組み、プレコンセプションケアの認知度の向上に繋がるよう

な指標を設定することが望ましいと考える。 

 

【意見８６】プレコンセプションケア普及啓発事業の成果として、若年層が妊娠や出産

の正しい知識を身に付けているか、また、望まない妊娠の防止につながっているかを把

握できるよう、事業効果を測定するための指標を設定するべきである 

プレコンセプションケア普及啓発事業は、若年層の望まない妊娠を防ぐため、妊娠や

出産に関する正しい知識や適切な健康管理の重要性の普及啓発を目的としている。しか

しながら当該普及啓発の効果測定のための具体的な指標が設定されていないため、事業

成果の把握や改善につなげることが困難と考えられる。そのため、当該普及啓発活動の

成果として、若年層が妊娠や出産の正しい知識を身に付けているか、また、若い世代の

望まない妊娠の防止につながっているかといった点を把握できるよう、事業効果を測定

するための指標を設定すべきであると考える。 

 

 

【意見８７】相談支援事業において、利用者が相談内容に応じて適切な窓口にアクセス
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できるようにウェブサイト上の情報を整理し分かりやすく提示すべきである 

相談支援事業においては、埼玉県のウェブサイトに、プレコンセプション相談センタ

ー埼玉 ぷれたま、不妊専門相談センター、不妊症・不育症等ピアサポートセンター「ふ

わり」、県保健所、思春期の性に関する相談・指導のできる医療機関、妊娠と薬相談支

援の相談窓口の記載がある。相談窓口が多く、利用者がどの窓口に相談すべきかが判断

しづらい状況となっている。特に、不妊専門相談センター、プレコンセプション相談セ

ンター埼玉 ぷれたま、不妊症・不育症等ピアサポートセンター ふわりは、いずれも相

談内容に 「不妊」に関連する記載があることから、不妊で悩む利用者がどの窓口を利用

すべきか迷う可能性が高い。したがって、相談例の掲載といった工夫により等、利用者

が相談内容に応じて適切な窓口にアクセスできるよう、県ウェブサイトに掲載する情報

を整理し、分かりやすく提示することが望ましいと考える。 

 

【意見８８】思春期の性に関する相談については、相談可能な医療機関の数が適切かど

うかの検証も含め相談しやすい体制の整備や相談窓口の周知を行い、思春期の性に関

する相談体制の充実を図るべきである 

相談支援事業においては、思春期の性に関して適切な診察や助言が可能な医療機関と

して、15 の医療機関が埼玉県のウェブサイトに掲載されている。しかしながら、県内の

人口規模や思春期における性の悩みの重要性を踏まえると、相談先としての医療機関数

が十分であるかについては、必ずしも明らかではない。この点について担当課に確認し

たところ、ウェブサイトに掲載している 15 の医療機関は、産婦人科医会において協議・

選定された医療機関の中で、思春期外来として埼玉県ウェブサイトへの掲載に協力した

ものとのことであった。また、思春期の性に関する相談窓口としては、「プレコンセプ

ションケア相談センター埼玉ぷれたま」が設置されており、居住市町村にかかわらず電

話相談が可能であること、さらに、性や健康に関する相談は個別性が高く、プライバシ

ーへの配慮が求められることから、複数の相談手法の確保が重要であり、必ずしも医療

機関の受診を必要とするような相談に限るものではないとの説明があった。加えて、ぷ

れたまにおいては、相談内容に応じて地域の医療機関等を紹介するなど、関係機関と連

携した相談支援を行っているとのことである。 

県のウェブサイトを頼りに、思春期の性に関して相談を希望する場合、地理的に遠方

の医療機関を受診することは、思春期の若年層にとって心理的・物理的な負担となる可

能性があるため、相談しやすい体制の整備および県の相談窓口やカウンセリングセンタ

ー、医療機関の思春期外来など相談先の周知を進め、相談支援体制の一層の充実を図る

ことが望まれる。 
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【意見８９】不妊・不育症検査費助成事業については、令和７年度においては埼玉県内

の全ての市町村で実施しているが、当制度の維持に向けて埼玉県として、引き続き支援

を行うべきである 

不妊・不育症検査費助成事業について、不妊症の検査費用の助成制度は埼玉県内の全

ての市町村が実施している一方で、不育症検査費用の助成制度は、監査対象の令和６年

度では、嵐山町のみ未実施であった。これについて、担当課の確認によれば、令和７年

度から嵐山町でも不育症検査費用の助成を開始し、令和７年度においては、全ての市町

村で不妊症・不育症検査費用の助成制度が実施されているとのことであった。不育症は

適切な検査と治療が重要であり、早期の検査支援は当事者にとって心理的・経済的負担

の軽減につながる。したがって、埼玉県としては、引き続き埼玉県内の全ての市町村で

の実施が維持されるように支援を行い、制度実施の環境を整備していくことが望ましい。 

 

【意見９０】プレコンセプションケア普及啓発事業の県民向け公開講座については、幅

広い広報やコンテンツの検討、他の成功事例の研究等、参加人数を増加させるための取

組を実施すべきである 

プレコンセプションケア普及啓発事業における県民向け公開講座は、令和７年度より

実施されており、将来の妊娠・出産を見据えた健康管理に関する知識を広く県民に提供

する貴重な機会である。参加者へのアンケート結果によれば、全員が「参考になった」

と回答しており、将来妊娠を考えるカップルにとって有意義なものとなっていると考え

られる。当該講座は県では各種媒体で広く県民に周知しているところである。 

しかしながら、現状では講座の定員 100 名に対して実参加者数は 12 名と少なく、普

及啓発効果が十分に達成されているとは言い難い状況となっている。県民向け公開講座

は、将来妊娠を考える若いカップルを対象としているため、そのような若年層が認知し、

興味を持って参加できるようなものにする必要がある。したがって、各種媒体への幅広

い発信や、対象者が興味を持てるようなコンテンツの検討、他の成功事例の研究等を行

い、公開講座の参加者数を増加させ、より多くの県民がプレコンセプションケアに関す

る知識を得る機会の拡大につなげるべきである。 

 

【意見９１】プレコンセプションケア普及啓発事業においては、女性だけでなく、男性

も性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け健康管理が行えるように、男性向けの

啓発活動を適切に強化し事業を取り組むべきである 

プレコンセプションケアにおいては、男女間で妊娠や出産に関する知識に差が存在す

ることが指摘されている。一般に、女性は妊娠・出産の機会を通じ、基礎知識を得やす

い環境にあるのに対し、男性は性に関する自身の健康管理への関心が低く、情報へのア

クセスの機会が少ない傾向にある。また、男性においては、加齢や生活習慣による生殖
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機能の低下等の理解が十分とはいえず、不妊は女性側の問題と誤解するケースも見受け

られる。このような理解不足は、不妊の予防や早期の健康管理を妨げ、結果として当事

者の心理的・身体的・経済的負担を増大させるおそれがある。したがって、プレコンセ

プションケア普及啓発事業においては、性や妊娠・出産に関する健康管理を男女双方の

課題として捉え、男性においても性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け健康管

理が行えるように、男性向けの啓発活動を適切に強化し事業を取り組むべきであると考

える。 

 

【意見９２】埼玉県は、プレコンセプションケア普及啓発事業を引き続き強化していく

とともに、県が一体となって、子育て環境の整備や経済的支援等を実施し、こどもを望

む人が安心して妊娠・出産・子育てを行えるように、子育てに関する各部との連携体制

をより一層強化すべきである 

新ウェルカムベイビープロジェクト事業においては、プレコンセプションケアの推進

を通じ、若い世代に対する性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、妊娠を望む

人が妊娠・出産を実現できるように支援することを目的としているが、実際の妊娠適齢

期である 20 代や 30 代においては、学業や仕事の多忙期と重なるため、プレコンセプシ

ョンケアによる知識啓発や健康管理だけでは十分とは言えない。学業や仕事と妊娠・出

産を両立することができる社会環境の整備も重要となる。 

また、子育てやこどもの教育に対しては金銭的負担も大きいことから、十分な子育て

を行うための経済的基盤の確保も不可欠となる。 

このように、こどもを望む人が実際にこどもを妊娠・出産し子育てを行っていくため

には、新ウェルカムベイビープロジェクト事業のみならず、労働政策、教育施策、経済

的支援施策等との連携が必要となる。 

したがって、埼玉県は、プレコンセプションケア普及啓発事業により若い世代に性や

妊娠・出産に関する正しい知識や健康管理の啓発活動を引き続き強化していくとともに、

県が一体となって、子育て環境の整備や経済的支援等を実施し、こどもを望む人が安心

して妊娠・出産・子育てを行えるように、子育てに関する各部との連携体制をより一層

強化すべきであると考える。 
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３１．多様な働き方推進事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） 

（１）目的 

誰もがいきいきと働ける職場環境づくりを促進するとともに、仕事と生活の両立に

ついて社会的気運の醸成を図ることを目的に実施している。 

 

（２）概要  

事業内容 働きたい人が自ら望む働き方で働き続けられる職場環境づくり

を促すため、テレワークや短時間勤務など多様な働き方を実践

している企業を県が認定 

当初予算額 35,400千円 

決算額 25,406千円 

事業計画 多様な働き方実践企業の認定（年６回） 

認定企業数 4,250 社（令和６年度末） 

事業効果 働きやすい環境が整った企業が増加する 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 40,586 36,338 37,227 22,598 35,400 

決算額 24,489 22,631 22,056 15,122 25,406 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

 主幹１名（担当内統括）、主査１名（主に認定事務全般）、担当１名（主にオンラ

イン関係と認定事務）、会計年度１名（その他認定事務）のほか認定企業の新規開

拓・更新管理の専担職員として会計年度３名で実施している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（第３条）、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（第４条）、その他労働関連法 

  これら法令に定められた地方公共団体の責務として、適切に実施している。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 認定企業数 4,250 社（令和６年度末、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略 

ＫＰＩ） 

  令和６年度末の認定企業数は 4.203社、達成率は 98.9％ 
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（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額（千円） 主な内容 

１ 委託料 20,530 多様な働き方実践企業認定制度

に係るオンラインシステム構築

業務、令和６年度高校生向け多

様な働き方実践企業職場体験ツ

アー事業、令和６年度多様な働

き方実践企業ＷＥＢ広報業務委

託、他 

２ 消耗品費 2,651 多様な働き方実践企業シンボル

マーク入りボールペンの作成、

認定楯（アクリルフレーム）、

多様な働き方実践企業シンボル

マーク入りトートバッグの作

成、他 

３ 旅費 744 費用弁償、他 

４ 運搬料及び送料 601 資料等送付代  

５ 郵便料 574 切手・レターパック代 

６ 印刷製本費 211 多様な働き方実践企業認定制度

チラシの印刷、他 

７ その他 95  

８ 合計 25,406  

No.１～４の主な内容の評価については、（７）（Ｆ）に記載。 

 

（Ｂ）事業の概要 

（a）多様な働き方実践企業推進事業 

   働きたい人が自らの働き方で働き続けられる社会の構築を目指し、多様な

働き方を実践している企業を認定する制度である。 

 沿革としては、平成 24 年度に、女性活躍推進と男女が共に生き生きと働け

る社会づくりを目的に創設し、その後働き方改革関連法の施行やコロナ禍に

おけるテレワークの定着など社会情勢の変化に伴い制度をアップデートして

いる。令和７年度からは、従来の「働きやすさ」に加え、多様な人材の活躍
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促進、働きがい、ＤＸの推進による生産性向上などの項目を加えて制度実施

している。 

現在、約 4,200社が認定を受けている。認定の有効期限は５年間で５年ご

とに更新が必要となる。更新時は新規認定と同様に手続きが必要であり、更

新しない企業もあるため、企業への働き掛けを行う必要があり、事務負担が

大きい。この事務に対応するため、会計年度任用職員３人を配置している。 

 

県では、埼玉版働き方改革ポータルサイトを作成し、県民、県内企業に周知してい

るところである。 

（出典：県ウェブサイト働き方改革ポータルサイトより引用 （令和８年２月

22 日現在）） 
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（ 

 

（出典：県ウェブサイト働き方改革ポータルサイトより引用 （令和８年２月

22 日現在）） 
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（出典：県ウェブサイト 多様な働き方実践企業検索サイトより引用（令和８年

２月 22日現在）） 

 

 

（b）多様な働き方実践企業の認定基準 

認定基準（令和７年４月１日以降申請分） 

Ⅰ．次の①～⑤の認定項目のうち、２項目以上に該当する企業等を「多様な働

き方実践企業」として認定する。 

① 仕事と育児・介護の両立を支援する環境を整備している 

② 柔軟な働き方が選択できる環境を整備している 

③ 誰もが活躍できる環境を整備している 

④ 従業員のキャリアアップ・スキルアップに積極的に取り組んでいる 

⑤ ＤＸを推進している 

 

Ⅱ．Ⅰ．に該当する以外に、下記を満たしていること。  
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（ⅰ）育児・介護休業法を遵守した就業規則を整備していること（従業員 10人

以上の場合）。 

なお、育児・介護休業法の遵守状況については、チェックリストで確認して

いる。 

 しかし、当該チェックリストは、令和７年 11月の監査時点では、同法の令和

４年改正の内容となっており、令和７年４月１日及び同年 10 月１日の改正（施

行）が反映されていない。これは、年度途中での認定要件の変更は混乱をきた

す恐れがあるためであり、令和８年度認定（受付）分からは、最新の令和７年

10 月改正（施行）の内容にて就業規則の法令遵守状況をチェックすることとし

ている。 

なお、個別の認定項目における「育児・介護休業法の定めを上回る」の判断

については、認定日現在において有効な法令の規定に基づいて行っている。  

 

育児・介護休業法の改正で、就業規則に影響を及ぼすものは、次の通り。 

令和７年 

４月１日 

施行 

・子の看護休暇の見直し（名称変更：「子の看護等休暇」） 

（第 16条の２） 

施行前までの「小学校就学の始期に達するまで」から「小学

校第 3学年修了まで」に拡大され、取得事由として、施行前ま

での「病気・けがをした子の看護」や「予防接種・健康診断の

受診」に加え、以下の事由が追加された。 

・感染症等に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式、卒園式への

参加 

・所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大（第 16条の８） 

残業免除などの請求が可能となる労働者の子の範囲が拡大さ

れ、対象となる子の範囲は、施行前の「3歳未満の子」から「小

学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者に拡大さ

れた。 

・短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加（第 23 条第 2

項） 

３歳未満の子を養育する労働者に対し、テレワークを代替措置

として認める。 

令和７年 

10月１日 

施行 

・３歳以上小学校就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方

の実現（第 23条の３） 

事業主による措置の義務化（以下の５つの選択肢から２つ以

上を講じ、労働者が選択・利用できるようにする） 

①始業時刻等の変更（フレックスタイム制、時差出勤等） 
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②テレワーク等（月 10労働日以上、原則時間単位での利用も

可） 

③短時間勤務制度（原則として１日６時間） 

④養育両立支援休暇の付与（年 10日以上） 

⑤保育施設の設置運営等 

 

(ⅱ)次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）及び女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）に基づき、一般事

業主行動計画を策定し公表すること及び同計画を厚生労働省都道府県労働局に

届出をするとともに実践していること（従業員 101 人以上の場合）。  

   ただし、市町村においては、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第

120号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律

第 64号）に基づき、特定事業主行動計画を策定し公表するとともに、同計画を

実践していること。 

 

Ⅲ．プライム企業の認定 

 認定項目５項目のうち４項目以上に該当し、かつプライム企業認定項目（実

績項目）７項目のうち４項目以上に該当する場合、「プライム企業」として認定

している。 

 

多様な働き方実践企業 認定項目 

① 仕事と育児・介護の両立を支援する環境を整備している 

次のアからシのうち２つ以上の制度等を導入していること。 

ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成 3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）に定める年齢を上回る育児休業制度（「子が１歳（および一定

の場合には子が２歳）に達するまで」を上回る育児休業制度があ

る。） 

イ 育児・介護休業法に定める日数又は回数を上回る介護休業制度 

（「通算 93 日、３回まで分割可」を上回る介護休業制度がある。） 

ウ 育児・介護休業法に定める年齢又は時間を上回る育児のための短時

間勤務制度(「３歳未満の子、1日６時間」を上回る育児のための短

時間勤務制度がある。) 

エ 妻出産時や学校行事参加のための特別休暇などの休暇制度 

オ 託児環境の整備 

カ 男性従業員の育児休業等取得促進のための取組 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



365 

 

キ 介護離職防止のための取組 

ク 出産退職者、介護離職者等の復職・再雇用制度 

ケ 有給での子の看護休暇又は介護休暇制度 

コ くるみん認定（厚生労働省） 

サ （従業員 100人以下の企業等対象）次世代育成支援対策推進法（平

成 15年法律第 120 号）に基づき、一般事業主行動計画を策定し公表

すること及び同計画を厚生労働省都道府県労働局に届出をするとと

もに実践していること 

シ 過去 5か年において、育児・介護休業法で定める育児・介護に係る

制度の利用実績があること 

 

 令和７年第１

回 

令和７年第２

回 

令和７第３

回 

計 

認定項目の 

企業数 

30社中 23社 

 

180 社中 159 社 100 社中 81

社 

310 社中 263 社

84.8% 

（出典：埼玉県ウェブサイト） （②以降、及び、多様な働き方実践企業 プライ

ム企業認定も同じ） 

 

②柔軟な働き方が選択できる環境を整備している 

次のアからコのうち２つ以上の制度等を導入していること。 

ア テレワーク制度 

イ フレックスタイム制度 

ウ 始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰下げる制度 

エ 限定正社員制度 

オ 副業・兼業 

カ 選択的週休 3日制 

キ 時間単位の有給休暇制度 

ク 長時間労働是正のための取組 

ケ 年次有給休暇取得促進のための取組 

コ フリーアドレス、フリースペースの導入 

 

 令和７年 

第１回 

令和７年 

第２回 

令和７年 

第３回 

計 

認定項目の 

企業数 

30社中 23社 

 

180 社中 112 社 100 社中 83社 310 社中 218 社

70.3% 
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③誰もが活躍できる環境を整備している 

次のアからオのうち２つ以上の制度等を導入していること。 

ア 女性活躍の促進に向けた取組 

イ パートタイム労働者等から正社員への転換制度 

ウ 仕事と病気治療の両立を支援するための取組 

エ 日本語学習支援など外国人従業員が働きやすい職場環境整備 

オ その他の取組（次の①～④の項目の宣言等を行っている。 

①埼玉県シニア活躍推進宣言企業 

②埼玉県アライチャレンジ企業 

③埼玉県障害者雇用優良事業所又は、もにす認定（厚生労働省）を

受けている事業主 

④埼玉県健康経営実践事業所又は健康経営優良法人等（経済産業

省）） 

 

 令和７年第１

回 

令和７年第２

回 

令和７年第３

回 

計 

認定項目の 

企業数 

30社中 19社 

 

180 社中 141 社 100 社中 68

社 

310 社中 228 社

73.5% 

 

④従業員のキャリアアップ・スキルアップに積極的に取り組んでいる 

次のアからオのうち２つ以上の制度等を導入していること。 

ア 研修受講・資格取得にかかる費用の補助 

イ 自己啓発のための短時間勤務・休暇制度 

ウ 従業員等のキャリアアップ・スキルアップのための研修制度等 

エ 会社全体で従業員等をサポートする制度（①～⑤から具体的な取組

を選択。①メンター制度 ②ブラザーシスター制度  ③業務以外での

社内コミュニティ（社内部活動）など ④従業員の奨学金の返還を支

援する制度 ⑤その他） 

オ その他の取組（①～⑤から具体的な取組を選択。 

① 人事評価制度を運用し、目標設定や評価結果に対してフィードバ

ックの機会を設けて いる。 

② 従業員から配置転換の希望を取る制度がある。 

③ 採用ホームページ等で入社後のキャリアマップや生涯年収等を公

開している。 

④ 従業員満足度調査（ES 調査）を実施している。 ⑤ その他 等） 
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 令和７年第１

回 

令和７年第２

回 

令和７年第３

回 

計 

認定項目の 

企業数 

30社中 29社 

 

180 社中 111 社 100 社中 83

社 

310 社中 223 社

71.9% 

⑤ ＤＸを推進している。 

次のアからウのうち２つ以上の制度等を導入していること。 

ア デジタル化に向けた意思決定及び体制の整備 

イ デジタルツールの活用による柔軟な働き方の推進 

ウ デジタルツールの活用による業務効率化の推進 

 

 令和７年第１

回 

令和７年第２

回 

令和７年第３

回 

計 

認定項目の 

企業数 

30社中 24社 

 

180 社中 101 社 100 社中 79

社 

310 社中 204 社

65.8% 

 

多様な働き方実践企業 プライム企業認定 

上記の認定項目 5項目のうち 4項目以上に該当し、下記のプライム企業認定項目

（実績項目）7項目のうち 4項目以上に該当する場合「プライム企業」として認定

する。 

 認定項目の企業数(令和７年度) 

第 1

回 

７社 

第２

回 

32社 

第３

回 

25 社 

計 

64 社 

① 男性従業員の育児休業の取得が定

着している 

男性の従業員等で、その養育する

子に、育児・介護休業法における

育児休業（出生時育児休業を含

む。）を取得した者の割合が県の目

標を上回る 

（令和７年度 県の目標 44.8％） 

４社 

 

17社 12 社 33 社

51.6% 

② 介護休業した従業員が現に働き続

けている 

１社 

 

11社 ９社 21 社

32.8% 
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過去 5か年において、介護休業し

た従業員等で復帰した者が 50％以

上である 

③ 残業時間の縮減に努めている 

年間の 1人当たり月平均残業時間

が別に示す業種別平均を下回る 

４社 

 

22社 22 社 48 社

75.0% 

④ 年次有給休暇の取得促進に努めて

いる 

年次有給休暇の年間取得率が別に

示す業種別平均を上回る 

６社 

 

25社 19 社 50 社

78.1% 

⑤ 出産した女性従業員が現に働き続

けている 

過去 5か年において、出産した女

性の従業員等の仕事復帰 1年後の

継続就業率が 50％以上である 

４社 

 

24社 21 社 49 社

76.6% 

⑥ 女性管理職が活躍している 

管理職（課長相当職以上）のう

ち、女性の比率が国の目標を上回

る 

(令和７年度目標値 18％) 

６社 

 

20社 17 社 43 社

67.2% 

⑦ 従業員が長く働き続けている 

平均勤続年数が別に示す業種別平

均を上回る 

３社 

 

20社 14 社 37 社

57.8% 

 

（c）求職者へのＰＲ強化事業 

人手不足が深刻な状況下で、認定企業であることが求職者にとって魅力と

なり、雇用につながることを重視すると考えられることから、そこを重視し

て事業を行っている。 

令和６年度の取組として、高校生向けバスツアーを実施し認定企業を訪問

し、その企業の担当者と直接交流し、認定企業を就職先の候補の一つとして

紹介した。 また、マイナビなどの就職サイトにウェブ広告を出稿し、トップ

ページのバナー広告等が多くの求職者の目に触れるようにしていた。 

 令和７年度には、ウェブ広告は実施していないが、制度リニューアルに伴

いＰＲ動画を作成し、制度の説明を行うとともに、最高ランク「プライム企

業」の認定を受けた企業にモデルケースとして出演してもらい、制度の認知

度向上に取り組んでいる。 
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（Ｃ）目標と達成状況 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のＫＰＩとして設定されており、令和６年

度まで に 4,250社の認定企業数を目標としていた。令和６年度での実際の認定企業

数は 4,203 社で、達成割合は 98.9%であった。 

 令和７年度から第３期目の戦略になるが、令和 11 年度末の目標を 4,800 社とし

ており、今後５年間で約 600 社の認定企業数増加を目指している。 

 

第３期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標に係る関連計画等一覧表 

指標 

区分 

指標名 現状値 第３期戦略目標値 関連する主な

計画等 

ＫＰＩ 多様な働き方実

践企業の認定数 

3,977社（令和 

５年度末） 

延べ 4,800 社（令

和 11年度末） 

 

 （出典：埼玉県ウェブサイト） 

 

（Ｄ）短期的課題及び長期的課題 

認定企業ごとに、５年に一度更新時期が到来し、約 4,200社のうち毎年約 800 社

が更新対象となる。現状、更新辞退率が約 25%と高く推移しており、この更新辞退

が原因で、令和６年度は新規認定が増えても純増企業数が目標に届かない状況であ

る。そのため、更新辞退率を減らしていくことが重要であり短期的な課題となって

いる。 更新辞退の主な要因として、手続きの煩雑さが挙げられる。県は、その改善

のため、令和７年度に制度をリニューアルし、認定項目を９項目から５項目に簡素

化した。また、紙ベースの煩雑さを解消するため、オンラインシステムを導入し、

いつでもどこでも申請可能な体制を整備した。 

長期的な課題としては、認定企業を着実に増やすことが大事であり、これから先

５年間で 600社の認定企業数の純増を目標としているが、企業が自主的に認定の取

得を目指して働き方改革を進めることが理想であり、そのため、自主的に取り組み

たくなるような魅力的な認定制度にしていくことが必要と考えている。 

人材不足の中、認定取得が雇用につながること重視し、力を入れている。新しい

取組として、県主催の合同企業説明会に認定企業が優先参加できる仕組みを構築し

た。ハローワークと連携し、ハローワークを訪れる求職者へ、直接多様な働き方実

践企業の情報を提供する取組を行った。 

 

（Ｅ）他部署との連携状況 

各地域振興センターにおいて、産業労働担当の職員が、管轄区域内の企業に対し

て、新規の開拓や更新の手続きで協力している。（なお、南部及び南西部地域の企業
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対応は本庁が担当。）また、市町村は、多様な働き方実践企業認定制度の周知広報に

協力しており、ウェブサイトへの掲載や、市町村自体が制度に申請・参加すること

で連携している。 

 

（Ｆ）歳出の主な内容について 

（a）委託料 

（ア）認定制度オンラインシステム開発経費一式 

令和５年度に、行政・デジタル改革課が埼玉県事業者オンライン申請サー

ビスを構築した。このシステムは、申請者から一度入力された情報は二度入

力することを不要（ワンスオンリー）とし、申請手続プロセスの全てをデジ

タル化することで申請者が窓口に来庁することなく完結させるものである。

この申請システムを利用し「多様な働き方実践企業」認定制度のオンライン

申請の運用を開始した。 

  

本制度の申請システムの改修等に係る業者の選定は、雇用・人材戦略課で

行い、新たな機能の追加やシステム開発段階で生じる不具合対応など安定的

に運用するため、既存システム構築業者である株式会社ウフルと随意契約を

締結している。 

契約書、見積書及び業務完了報告書を閲覧した。 

Ⅰ．委託業務の名称 

  多様な働き方実践企業認定制度に係るオンラインシステム構築業務委託 

 Ⅱ．履行期間及び委託金額 

令和６年７月 16日から令和７年３月 31日まで 

 12,327,425 円 

    Ⅲ．受託者 

     株式会社ウフル 

    Ⅳ．業務の目的・概要 

 事業者認定制度のオンライン化をさらに加速することを目的とし、新た

に「多様な働き方実践企業認定制度」に関する手続を本システム上で 

アプリケーション化する。 

Ⅴ．評価 

見積書において、内容は、カミレスライセンス（注：カミレスは、金融機関

や行政機関での窓口手続きや郵送手続きにおける申請・承認プロセスを一気通

貫で実現する、電子申請サービスであり、プラットフォームに Salesforce を採

用している。カミレスのウェブサイトに、埼玉県の導入事例が紹介されてい

る。）、及び開発一式である。 
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 開発については、要件定義、申請様式作成、自動メール配信、一括メール

配信、メルマガ配信、テスト、受け入れテスト支援、マニュアル作成、等。 

業務完了報告書において、令和７年３月 31日に完了していることを確認し

た。 

また、成果物の１つであるシステムのマニュアル（県職員向け）を入手し

た。 

特に問題はなかった。 

  

（イ）高校生向け職場体験ツアー 

契約書、見積書を閲覧した。 

Ⅰ．委託業務の名称 

  令和６年度高校生向け多様な働き方実践企業職場体験ツアー事業業務委託 

 Ⅱ．履行期間及び委託金額 

契約締結日（令和６年５月 17 日）から令和６年 11月 29日まで 

 3,999,600 円 

Ⅲ．受託者 

     ヒューマンアカデミー株式会社 

Ⅳ．業務委託の内容 

① ツアーの企画及び実施 

② 事前ワークショップの開催及び事前学習資料の作成 

③ ツアー移動時間の企画 

④ ツアーの動画撮影及び編集 

⑤ ツアー結果のウェブページの作成 

 

Ⅴ．ツアー概要 

 ツアーの日 訪問先 

ツアー１ 令和６年８月５日

（月） 

マリンフード株式会社／狭山市 

株式会社角栄ホームズ／川越市 

ツアー２ 令和６年８月７日

（水） 

ワタキューセイモア株式会社／越谷市 

小原歯車工業株式会社／川口市 

ツアー３ 令和６年８月８日

（木） 

社会福祉法人花園福祉会  

花園第二こども園／深谷市 

株式会社トーウン／羽生市 

 

 参加者の声の例として、次のような話が掲載されている。 

・ふだん見ることのできない場所や体験をすることができて、自分の将来に 
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ついて考えるきっかけになりました。 

・いろいろな職業を調べているだけでは知りえないお話や実際に社員のかた 

にお話を聞けて、今まで見えてなかったものが見えるようになった。 

・今日の職業体験で様々な企業や待遇等について知ることが出来ました。 

・ふだん子どもと触れ合う機会がないのでとても良い体験でした。全然知ら 

ないことがわかりたくさんのことを学ぶことができました。 

・今日の 1日で充実した社会経験を少しでも積むことができ、将来に役立て 

たいと思いました。 

Ⅵ．評価 

    見積書において、内容は主にツアー３日の動画撮影費、バスレンタル費、 

ツアー添乗員（キャリアコンサルタント１名）謝金、事前ワークショップ登 

壇講師謝金、運営人件費、他である。 

ツアーの対象となる企業、及び、参加する高校生の選定方法について、産

業労働部雇用・人材戦略課に質問したところ、ツアー対象の企業の選定方法

は、プラチナ認定企業あてに希望を募り、応募のあった企業の中から、業種

や地域性のほか、若手社員との交流ができる企業を優先的に選定している。

高校生は記者発表による周知や学校へ案内し募集を行い、申込順に受け付け

て参加者を決定している、とのことだった。 

効果について質問したところ、このツアーは、多様な働き方実践企業を訪

問することで、県内にも働きやすい職場があることを知ってもらい、将来の

仕事選びのヒントとしてもらうほか、自らのキャリアについて考え将来の可

能性を探索するきっかけとしてもらうことを目的として実施している。ツア

ー参加者にアンケートを実施し、感想や意見などを確認しているが、概ね満

足していると考えている（大変満足 76％、やや満足 24％）。 

満足度の理由としては、「自分の将来について考えるきっかけになった」

「自分の中で、就職についてのイメージや、自分が将来就きたい職業の幅が

すごく広がった」などの感想をいただいている、との説明があった。 

特に問題はなかった。 

 

  （ウ）多様な働き方実践企業ＷＥＢ広報 

契約書、見積書を閲覧した。 

Ⅰ．委託業務の名称 

  令和６年度多様な働き方実践企業ＷＥＢ広報業務委託 

 Ⅱ．履行期間及び委託金額 

令和６年 11月 21日から令和７年３月 17日まで 

 2,992,000 円 
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Ⅲ．受託者 

     ＴＳＰ太陽株式会社 

Ⅳ．業務の概要 

働きやすい職場環境づくりに取り組む『多様な働き方実践企業』のう

ち、『埼玉県ＰＸ（パタニティ・トランスフォーメーション）大賞』を受賞

した企業の担当者等を対象に日頃の 取組等について座談会形式で取材す

る。取材した内容を元に記事を作成し、若年求職者が多く利用するウェブ

媒体に掲載する。また、当該ウェブ媒体閲覧後に読者に向けて多様な働き

方実践企業の認知度等のアンケート調査を実施し、報告書を提出する。概

要は、以下の通り。 

①『多様な働き方実践企業』の紹介ページの作成 

②多様な働き方実践企業（埼玉県 PX大賞受賞企業）へ座談会形式の取材

及び記事掲載 

③ウェブページ内に掲載する誘導枠としてのバナークリエイティブの制

作 

④ウェブページへのバナークリエイティブ及び『多様な働き方実践企

業』紹介ページ等の掲載 

⑤閲覧者向けのアンケート調査の実施 

⑥実施報告書の作成 

   Ⅴ．評価 

    特に問題はなかった。 
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【参考】(出典：県ウェブサイト「埼玉 PX 大賞 - 埼玉版働き方改革ポータルサイ

ト」)
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埼玉県ウェブサイト「埼玉 PX 大賞 - 埼玉版働き方改革ポータルサイト＞第 2回埼玉

PX大賞募集チラシ（PDF：1,094KB）」

 

 

（エ）検索サイト運営保守・補修費 

多様な働き方実践企業の認定企業を所在地等多様な条件で検索するほか、休暇

の取りやすさや制度等での自分の希望する働き方、を検索できるようにするもの

である。 

契約書を閲覧した。 

Ⅰ．委託業務の名称 

  令和６年度多様な働き方実践企業検索サイト運用・保守業務委託 
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 Ⅱ．履行期間及び委託金額 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 911,900 円 

Ⅲ．受託者 

 株式会社中野技術 

 Ⅳ．評価 

  特に問題はなかった。 

 

  （b）需用費における消耗品について 

    消耗品費に計上されている物品（多様な働き方実践企業シンボルマーク入り

ボールペンの作成、多様な働き方実践企業シンボルマーク入りトートバッグの

作成、認定楯（アクリルフレーム）の購入、多様な働き方実践企業認定企業交

付用 アルミプレートの作成）等の管理について、発注数の決定、在庫の把握

（台帳等）等、どのように行っているか、産業労働部雇用・人材戦略課に質問

したところ、発注数の決定については、認定の際に発送するグッズ等では、年

度で認定する企業数に合わせて決定し、制度の周知用に配付するグッズについ

ては、イベントでの配布数と在庫数を基に決定している。在庫の把握は、エク

セルで管理し大まかな入出庫の数を把握するとともに、約２か月に１度在庫に

間違いがないか現物を確認している、とのことだった。 

 

（c）運搬料及び送料、郵便料について 

スムーズな更新につなげるため、更新１年前の企業に通知を送付しており、

その中で直近の法改正の内容についてお知らせしている。 

当該通知「多様な働き方実践企業 更新１年前のご案内」を閲覧した。就業

規則改正ポイントを動画で解説するための動画閲覧用の二次元コードが掲載さ

れている。 

  

（Ｇ）評価 

 多様な働き方実践企業認定制度に認定される企業が増加することにより、働き

方改革を推進する企業が増加し、子育てや介護と仕事の両立が図られるような社

会を作っていくことに貢献しているという点で、評価できる。 

 

下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。  
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【意見９３】就業規則の育児・介護休業法の遵守状況のチェックリストについて、法改正の

施行に合わせて、タイムリーに見直すべきである 

 

多様な働き方実践企業認定制度における認定基準のⅡでは、育児・介護休業法を遵

守した就業規則の整備が求められている。遵守状況の確認には、下記のチェックリス

トを使用しているが、令和７年 11月現在、当該チェックリストは、同法の令和４年改

正時点の内容となっている。 

令和７年度には４月１日と 10月１日を施行日とする改正が予定されていたが、急遽

の適用や年度途中での変更は混乱をきたす恐れがあるため、令和８年度認定（受付）

分から、最新の令和７年 10月改正（施行）の内容で就業規則の法令遵守状況をチェッ

クすることとしている。 

就業規則の育児・介護休業法の遵守状況のチェックリストは、法改正の施行に合わ

せて、タイムリーに見直すべきである。 

 

令和７年改正（４月１日施行）の主なポイント 

・子の看護休暇の名称変更：「子の看護等休暇」へ変更 

・子の看護休暇の対象拡大：「小学校就学前」から「第３学年修了まで」へ変更 

・所定外労働時間の免除対象：「３歳未満の子」から「小学校就学前の子」へ変  

更 

・育児のための短時間勤務制度に「テレワークを代替措置として認める」規定 

を追加 

令和７年改正（10月１日施行）の主なポイント  

・「育児のための柔軟な働き方」を追加し 

「３歳以上小学校就学前の子を養育する従業員に対して、事業主は以下の５つ

の選択肢から２つ以上を講じ、従業員が選択・利用できるようにする。 

①始業時刻等の変更（フレックスタイム制、時差出勤等） 

②テレワーク等（月 10労働日以上、原則時間単位での利用も可） 

③短時間勤務制度（原則として１日６時間） 

④養育両立支援休暇の付与（年 10日以上） 

⑤保育施設の設置運営」 
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– 

厚生労働省のウェブサイトには、育児・介護休業法の令和７年度の改正内容が

周知されている。一方で、県の多様な働き方実践企業の申請案内のページにおい

て、「令和７年４月及び 10月の改正（施行）内容については、令和８年度以降の

認定申請から対応が必要となる予定です。」とあり、就業規則等の見直しを促すよ

うになっていない。こちらも、法改正の施行に合わせて、タイムリーに見直すこ

とが望ましい。 
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なお、産業労働部雇用・人材戦略課によると、認定は年６回行われており、年度

の途中でチェックリストを変更すると、申請の準備を進めていた企業にとっては再度

申請書を作成し直すことにつながるなど運用が難しくなるため、現状はこのやり方と

しているとのことであった。今後は、周知期間や法改正の内容とのバランスを検討し

ていく、とのことである。 

（出典：県ウェブサイト） 
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（出典：県ウェブサイト） 
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【意見９４】多様な働き方実践企業の認定数について、企業に継続して働きかけることに

より、純増となるようにすることが望ましい 

 

多様な働き方実践企業は、一度認定を受けると永続的に有効というわけではなく、 

５年ごとに更新が必要となる。更新時に、登録企業の 20～30％が辞退してしまう現状

があるため、継続して更新するように県が働き掛けをすることが重要であると考え

る。 

また、厚生労働省の調査(*)によると、若年正社員の転職希望理由（複数回答）の 

うち、「賃金の条件がよい会社にかわりたい」が 59.9％、「労働時間・休日・休暇の条

件がよい会社にかわりたい」が 50.0％と高い割合を占めており、若年層ではプライベ

ートを充実させたいというニーズが増加しており、多様な働き方が可能な企業が多数

存在し、若者が適正にマッチした企業を選択できる環境の整備が重要である。そのた

めにも、県が多様な働き方を推進する企業を支援し、登録企業の増加を図るべきであ

る。 

（＊）出典 （厚生労働省 令和５年若年者雇用実態調査の概況） 

 

【意見９５】令和７年の職場体験ツアーの動画が埼玉県ウェブサイトに掲載されていな

い。ツアーに参加できなかった高校生や、来年度の参加を検討している高校生のために

も、できるだけ早期に動画を掲載することが望ましい 

 

なお、令和６年の職場体験ツアーは県ウェブサイトに掲載されている。 

  上記は監査時点（令和７年 11月 30日現在）のものであるが、本意見を提示した

後、掲載が行われ、現在（令和８年２月 22 日時点）では下記のとおり、掲載されてい

る。 
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（出典：県ウェブサイト） 
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なお、過年度の職場体験ツアーに参加し、ツアーを経て就職した方や、多様な働き

方実践企業に就職した方へのインタビュー記事を掲載し、高校生に紹介することが望

まれる。 

 しかし、現状では、過年度の職場体験ツアーに参加した者のうち、就職を予定して

いる方は少なく、多くは進学している状況にある。将来的に自分に合った職業を探す

きっかけとして活用しているケースが多いものと推察される。 

 

【意見９６】多様な働き方実践企業の効果測定に当たり、評価指標として、多様な働き方実

践企業への新規就職者数や、高校卒業後３年以内の若年者の採用者人数などを設定するこ

とが望ましい 

 

多様な働き方推進事業の評価指標として、多様な働き方実践企業への新規就職者数

や、第２新卒など高校卒業後３年以内の者の採用者人数を把握することが望ましい。

新卒で入社しても、企業とのミスマッチにより短期間で退職し、改めて就職活動を行

う若者も多いからである。また、近年では経験者採用も増加していることから、経験

者の採用人数を把握することも有益と思われる。一つの指標だけでは効果の実態把握

に限界があるため、複数の指標を用いて多角的に分析することで、事業の効果の把握

や改善につながるものと考えられる。 

 

 

【意見９７】多様な働き方実践企業の認定を受けた企業に対し、登録情報の更新状況や毎

年の新卒高校生の採用者数や離職者数などの情報をシステムに反映してもらう仕組みを検

討することが望ましい。現行のオンラインシステムでは難しければ、「埼玉県企業ガイド」

へ登録してもらい、情報入力をしてもらうことが望ましい 

 

当事業の効果を正確に測定するためにも、令和７年度から導入されているオンライ

ンシステムを利用して、多様な働き方実践企業の認定を受けた企業に、登録情報の更

新の有無や毎年の新卒高校生の採用者数や離職者数などの情報を入力してもらうこと

を検討することが望ましい。 

現状のオンラインシステムは多様な働き方実践企業の申請受付を主な機能としてお

り、採用者数などの入力機能を追加することが難しい状況にある。 

  そこで、「埼玉県企業ガイド」への登録を多様な働き方実践企業として行うことによ

って、高校生や大学生の方の就職活動の参考にしてもらうということを考えていると

のこと。それゆえ、当該ガイドに登録してもらい、毎年の新卒高校生の採用者数など

を入力してもらうことが望ましい。 
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（参考）埼玉県企業ガイド 

 

（出典：県ウェブサイト） 

 

【意見９８】多様な働き方実践企業認定企業の紹介動画について、過年度のものなどアク

セスしにくい状況が見受けられるため、改善することが望ましい 

 

多様な働き方実践企業を紹介する「多様な働き方体験ツアー」のレポート動画につ

いて、YouTubeにアップロードされているが、関連企業のサイトから直接アクセスが

できないなど、アクセス方法が分かりにくい状況である。現状では、「多様な働き方体

験ツアー」レポートの令和７年度のページに掲載されている「その他」のリンクから

辿ることで過去の動画にアクセス可能となっている。 

多くの県民に視聴してもらえるよう、県のウェブサイトなどに動画のリンクを明示

的に掲載し、アクセスを簡便にすることが望ましい。 

 

【意見９９】認定企業の企業情報に変更が生じた場合は、企業より連絡があった際に速

やかに修正対応を行うことが望ましい 

 

YouTubeにアップロードされている多様な働き方実践企業の紹介動画の概要欄に掲 

載されている企業のウェブサイトのリンクをクリックしてもアクセスができないケ 
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ースがあった。全ての会社のリンク先を常時確認するのは現実的に困難であるた

め、掲載内容に変更があった場合には、県に連絡する体制を構築することを検討す 

るべきと考える。また、アクセスできない場合の代替手段として、企業名検索を促 

す案内文を掲載することも有益と考えられる。 
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３２．働きやすい職場環境づくり支援事業費（産業労働部雇用・人材戦略課） 

（１）目的 

 セミナーの開催やアドバイザー派遣を通じて、企業の働き方改革の取組を支援し、

働きやすい職場環境づくりを推進する。また、優れた取組を広く周知することによ

り、県内企業に働き方改革のノウハウを提供する。 

 

（２）概要  

事業内容 ・働き方改革セミナー事業 

・アドバイザー派遣事業 

・情報発信事業 

当初予算額 33,380千円 

決算額 33,705千円 

事業計画 ・働き方改革セミナーを６回実施する 

・アドバイザー派遣（伴走型支援コース 15社×５回、通常支

援コース 130社×２回）を実施する 

・働き方改革ポータルサイト及びテレワークポータルサイトを

運営する 

事業効果 ・企業の働き方改革の推進 

・誰もが働き続けられる社会の実現 

・働きやすい環境の整備 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について   （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 - 33,491 28,792 26,984 33,380 

決算額 - 32,284 28,309 26,565 33,705 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

３.０人（雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当） 

主幹１名（総括）、担当２名（セミナー・情報発信事業担当、アドバイザー派遣担

当） 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 当該事業は労働施策総合推進法 5条に基づき実施されている。 

 労働施策総合推進法は多様な事情をもつ労働者が安定して働ける社会の実現を目的

としており、第 5条では都道府県の責務が規定されているが、これに基づき適切に実

施している。 
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 （地方公共団体の施策） 

 第五条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関

する必要な施策を講ずるように努めなければならない。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

   

 指標 結果 

ロールモデルとなる取組事例企業数 15社 15 社 

アドバイザー派遣により働き方の見直

しや改善に取り組む企業の割合 
65％ 88％ 

  

 ロールモデルとなる取組事例企業については、働き方改革推進アドバイザー派遣制

度を利用した企業のうち 15社の事例を、リーフレット及び働き方改革ポータルサイト

で紹介した。  

 アドバイザー派遣により働き方の見直しや改善に取り組む企業の割合については、

令和６年度に制度を利用した企業に対し、その後の取組状況についてアンケートを実

施しており、集計の結果、88.4％であった。なお、令和５年度に同制度を利用した企

業に対し、令和６年度に行ったアンケートの結果は 72.2%であった。 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）令和６年度歳出の主な内容 

No. 項目 金額（千

円） 

主な内容 

１ 委託料 32,996 働き方改革セミナー開催業務委託、働き

方改革促進業務委託、ポータルサイト修

正業務委託 

２ 報償費 419 カスタマーハラスメント専門委員会に

かかる謝金 

３ 手数料 143 埼玉ＰＸ大賞ロゴマークの作成、他 

４ その他 147  

５ 合計 33,705  

No.１の主な内容の評価については、（７）（Ｆ）に記載。 

 

（Ｂ）事業の概要 

 セミナーの開催やアドバイザーの派遣を通じて、企業の働き方改革の取組を支援

し、働きやすい職場環境づくりを推進している。さらに、企業の優れた取組をポータ
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ルサイトにより広く周知することで、県内企業にノウハウを提供していくという枠組

みである。実施事業としては、働き方改革セミナー事業、アドバイザー派遣事業、そ

れを発信する情報発信事業がある。 

 

 

 

（Ｃ）目標と達成状況 

目標としては、セミナーの開催回数や、アドバイザー派遣の回数、企業数などを毎年

度目標として設定している。セミナーに関しては令和６年度は６回開催の目標に対し

て ６回開催している。 アドバイザー派遣については、145 社に対し計 340回の派遣

を目標としているところ、実績は 148社 348 回の派遣となっており、いずれも目標通

り達成している。  

 

(a)令和６年度の働き方改革セミナーの開催実績 

 開催日 テーマ 参加者数 

第 1 回 令和６年６月 26日 働き方改革 77 

第２回 令和６年７月 30日 男性育休 41 

第３回 令和６年９月 12日 テレワーク 66 

第４回 令和６年 10月 15日 働きがい 62 

第５回 令和６年 11月７日 仕事と介護の両立 46 

第６回 令和６年 12月５日 女性活躍 55 

 

（b）令和６年度の働き方改革セミナー（全６回）のアンケート結果  

（ア）勤務先の会社・組織 

①  勤務先の会社・組織の業種 

区分 割合 回答数 

製造業 30.0％ 61 

建設業 11.3％ 23 

サービス業 11.3％ 23 

運輸業 10.8％ 22 

卸売・小売業 10.3％ 21 

その他 26.1％ 53 

 

 

② 勤務先の会社・組織の規模 

区分 割合 回答数 
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1～30人 31.0％ 63 

31～100人 26.1％ 53 

101～300人 27.1％ 55 

300 人以上 15.8％ 32 

 

 

③ セミナーに参加者の属性 

区分 割合 回答数 

企業の経営者 19.2％ 39 

企業の人事・労務担当者 63.1％ 128 

その他 12.8％ 26 

無回答 4.9％ 10 

 

（イ）参加のきっかけ 

① セミナーをどこで知ったか 

区分 割合 回答数 

埼玉県からの案内 55.5％ 117 

キャリア・マム（筆者注：業務委託

先）からの案内 

18.5％ 39 

埼玉県ウェブサイト 17.5％ 37 

その他 8.5％ 18 

 

 

②セミナーへの参加目的 

 主な回答（自由記述の抜粋） 

第 1 回（働き方改革） 人事労務等への知識を深めるため、事例や情報収

集のため 

第２回（男性育休） 育児休業取得促進のため、事例や情報収集のため 

第３回（テレワーク） テレワークのメリットを知るため、事例や情報収

集のため 

第４回（働きがい） 魅力的な組織づくりのため、事例や情報収集のた

め 

第５回（仕事と介護の

両立） 

社内制度拡充のため、事例や情報収集のため 
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第６回（女性活躍） 職員の採用や定着促進のヒントを得るため、事例

や情報収集のため 

 

（ウ）第一部講演について 

①セミナーへの参加目的 

区分 割合 回答数 

非常に参考になった 49.8％ 101 

やや参考になった 45.3％ 92 

あまり参考にならなかった 3.9％ ８ 

参考にならなかった・無回答 1.0％ ２ 

 

 

② 講義時間について 

区分 割合 回答数 

長かった 5.4％ 11 

適切であった 87.2％ 177 

短かった 7.4％ 15 

 

 

③ 講師の説明について 

区分 羽い合い 回答数 

とてもわかりやすかった 58.6％ 119 

ややわかりやすかった 36.0％ 73 

ややわかりにくかった 3.9％ ８ 

わかりにくかった・無回答 1.5％ ３ 

 

 

④ テキストについて 

区分 割合 回答数 

とてもわかりやすかった 48.3％ 98 

ややわかりやすかった 47.3％ 96 

ややわかりにくかった 3.9％ ８ 

無回答 0.5％ １ 
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（エ）事例発表・パネルディスカッションについて 

① 内容ついて 

区分 割合 回答数 

非常に参考になった 44.8％ 91 

やや参考になった 49.3％ 100 

あまり参考にならなかった 3.9％ ８ 

無回答 2.0％ ４ 

 

②  時間について 

区分 割合 回答数 

長かった 2.5％ ５ 

適切であった 86.7％ 176 

短かった 9.4％ 19 

無回答 1.5％ ３ 

 

③ 資料について 

区分 割合 回答数 

とてもわかりやすかった 47.3％ 96 

ややわかりやすかった 48.8％ 99 

ややわかりにくかった 2.0％ ４ 

無回答 2.0％ ４ 

 

 

（Ｄ）アドバイザー派遣実績の主な支援テーマ別の内訳 

 

 

主な派遣テーマ 

合計 通常支援 伴走型支援 

企業 

数 

派遣 

回数 

企業 

数 

派遣 

回数 

企業 

数 

派遣 

回数 

１ 長時間労働の解消・生産性向上 19 47 14 22 5 25 

２ テレワーク・モバイルワーク、

ＤＸの定着促進 

1 3 1 3 - - 

３ 同一労働同一賃金の実現 10 31 6 11 4 20 

４ 男性の育休取得促進 3 8 3 8 - - 

５ 仕事と育児・介護の両立支援 7 30 2 5 5 25 

６ 社員の年次有給休暇の取得 2 5 2 5 - - 
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７ 時差出勤制度・フレックスタイ

ム制度導入 

2 6 2 6 - - 

８ 労務管理、雇用管理 101 207 101 207 - - 

９ 女性の職域拡大の実現 2 10 0 0 2 10 

10 不明（未報告） 1 1 1 1 - - 

 計 148 348 132 268 16 80 

 

（Ｅ）短期的課題及び長期的課題 

雇用・人材戦略課によると、短期的な課題としては、セミナーやアドバイザー派遣

に関して目標を達成すること、及びポータルサイトの閲覧者数を増やすことが挙げら

れる。 

長期的課題としては、事業のアウトプット成果は出ているものの、それが企業の働

き方改革にどの程度寄与していかを、できるだけ数字で示す必要があるが、適切な寄

与度や関係指標を見つけ出すことが難しいことが挙げられる。なるべく客観的な数字

で企業の意識改革や取組の進み具合を把握できるようにする必要がある。アンケート

等を通じて、事業に参加した企業やアドバイザー派遣を受けた企業での効果測定は実

施しており、今後も継続して行っていく予定とのことである。 

 

 

（Ｆ）他部署や外部との連携状況 

事業の支援として、経済六団体（筆者注：一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会、埼

玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、一般社団法人 埼玉県経営者協会、埼

玉経済同友会、一般社団法人 埼玉中小企業家同友会）や市町村に周知や広報を依頼し

ている。 

 

 （Ｇ）「働き方改革推進アドバイザー派遣」追跡調査 

    

調査内容 「働き方改革推進アドバイザー派遣」追跡調査 

調査対象 令和６年度に「働き方改革推進アドバイザー派遣」を利用した企

業 148社（伴走 16 社、通常 132 社） 

回答数 43社（回答率 29.1％） 

調査方法 郵送による調査票配布、電子申請システムによる回答 

調査票発送 令和７年 10月１日 

回答期限  令和７年 10月 20日 

上記の結果、アドバイザー派遣を受け働き方の見直しや改善に関する取組を実施した

かという質問に対し、「取組を実施した」、あるいは「取り組んでいる」と回答した企業
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が９割近くに及んだ。具体的に取組を実施した内容として、有給休暇取得の促進、業務

の見直し、業務改善による効率化、長時間労働の是正、従業員が子育てや介護と仕事を

両立するための支援などが挙がっている。このように、アドバイザーの派遣を受けた企

業が実際に働き方改革を推進している状況が見て取れ、子育てをしやすい職場環境の整

備が進んでいることが確認できる。 

 

（Ｈ）歳出の主な内容の評価について 

（ａ）委託費 

（ア）働き方改革セミナー 

契約書及び見積書を閲覧した。 

 Ⅰ．委託業務の名称 

  働き方改革セミナー開催業務委託 

 Ⅱ．履行期間及び委託金額 

契約日（令和６年４月 10日）から令和７年３月 15日まで 

 10,351,000 円 

Ⅲ．受託者 

 株式会社キャリア・マム 

Ⅳ．業務委託の内容 

・働き方改革セミナー開催業務 

   ・ＷＥＢセミナーを６回実施する 

・効果的な広報の業務 

・県が実施する他の事業との連携 

・完了報告 

 Ⅴ.評価 

 ウェブセミナーにおいて、講師、ファシリテーター、パネリスト、個別相談

アドバイザーへの謝金、撮影機材・スタッフ、オンデマンド配信用動画編集、

等からなる。 

  広報において、DM発送、ウェブサイト構築・運用、等からなる。  

 特に問題はなかった。  
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【参考】出典：埼玉県ウェブサイト「働き方改革セミナー - 埼玉版働き方改革ポータ

ルサイト」）（令和７年度） 
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（イ）アドバイザー派遣 

契約書及び見積書を閲覧した。 

Ⅰ．委託業務の名称 

       働き方改革促進業務委託 

     Ⅱ．履行期間及び委託金額 

       契約日（令和６年４月 10日）から令和７年３月 15 日まで 

  21,655,000円 

Ⅲ．受託者 

  株式会社ＴＭＣ経営支援センター 

Ⅳ．業務委託の内容 

     （ⅰ）働き方改革促進業務 

・派遣企業の募集・開拓 

・企業ヒアリングの実施 

・申込受付 

・伴走型支援コースへの参加企業の選定 

・企業診断ツールの活用 

・アドバイザーの選定・派遣 

・アドバイザーの業務 

・伴走型支援コースによる優良事例企業の報告 

・進捗状況報告 

・働き方改革セミナーとの連携 

     （ⅱ）企業リストについて 

     （ⅲ）県が実施する他の事業との連携 

     （ⅳ）完了報告 

Ⅴ．評価 

       派遣先企業の選定方法について、産業労働部雇用・人材戦略課による

と、派遣を希望する企業等に対してヒアリングを実施し、派遣が必要と

認められる企業について申込を受け付けて、受付順としているとのこと

である。伴走型支援については、申込企業のうち、委託業者が集中コン

サルティングの実施が必要と判断した企業について、県が設定するテー

マに沿っているかを確認した上で、選定している。 

また、アドバイザーの派遣による改善内容について、どのように評価

をおこなっているか質問したところ、月に１回、委託業者から支援内容

等を記載した企業別報告書の提出を受け進捗や支援結果を確認してお

り、また、派遣を受けた企業へアンケート調査を実施し状況を確認して

いるとのことであった。令和６年度に派遣を受けた企業へのアンケート
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の結果では、回答のあった 44 社のうち 42社が「大変役に立った」「役に

立った」と回答している。さらに、令和５年度に派遣を受けた企業に対

し、令和６年度に行ったフォローアップ調査では、回答があった 36 社の

うち７割を超える企業が、「アドバイザーの助言を基に働き方改革に取り

組んだ、あるいは実施中」と回答しており、アドバイザー派遣を契機と

して働き方改革に取り組み、成果を得ている企業が一定数出ているもの

と評価できる。 

 

【参考】出典：埼玉県ウェブサイト「相談・アドバイザー派遣 - 埼玉県テレワークポ

ータルサイト」 

 

（ウ）ポータルサイト修正 

契約書及び見積書を閲覧した。 

   Ⅰ．委託業務の名称 

     埼玉県働き方改革ポータルサイト・埼玉県テレワークサイト修正業務委託 

   Ⅱ．履行期間及び委託金額 
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    令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

    1,190,000 円 

 Ⅲ．受託者 

  グローバルデザイン株式会社 

 Ⅳ．評価 

    特に問題はなかった。 

 

【参考】出典：埼玉県ウェブサイト「ホーム - 埼玉県テレワークポータルサイト」 

 

（Ｉ）評価 

働き方改革セミナー、アドバイザー派遣により、働きやすい職場環境づくりを支援す

る取組は、評価できる。 

 下記を除き、問題となる事項は発見されなかった。 

 

【意見１００】働き方改革セミナーについて、受講者数を増加させるため、評価指標とし

て、受講者数を設定することが望ましい 

令和６年度にセミナーを６回実施し、延べ受講生は約 360名、オンライン受講生は

約 1500名であった。オンライン受講生については１申込で複数名が視聴しているケー

スもあり、実際の受講者数は 1,500 名を大きく超えると考えられる。 
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 セミナーの実施に、1,000 万円を超える費用がかかっているため、さらに受講者の

増加が求められる。 

 今後は、研修雑誌などで宣伝し、目標受講者数を設定して、より多くの受講生に受

講してもらうことが有効性の観点から望ましい。 

 

【意見１０１】働き方改革推進アドバイザー派遣について、労務管理や雇用管理で具体的

にどのような支援をしたのか、多くの企業に共通して改善や支援を行った事項があれば、

その内容の概要を県ウェブサイトなどで示すことが望ましい 

令和６年度の働き方改革推進アドバイザー派遣実績によると、支援テーマとして最

も件数が多いのは労務管理や雇用管理である。具体的にどのような支援を行ったの

か、多くの企業で共通した改善や支援内容があれば、要点をまとめて示すことも有意

義であると考えられる。共通する支援内容を県のウェブサイト等で紹介することによ

る、より多くの企業の改善に役立つと考えられる。 
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３３．学校におけるヤングケアラー支援事業（教育局人権教育課） 

（１）目的 

 児童生徒及び教職員に対して、埼玉県ケアラー支援条例の趣旨に沿った理解増 

進を図るとともに適切な相談支援を受けられる環境を整備する。 

 

（２）概要  

事業内容 ・「ヤングケアラーの専門家」若しくは「元ヤングケアラー」

を講師として招聘し、講演会等の実施 

・指導資料等を活用したヤングケアラーに関する授業と学校の

実情に応じたヤングケアラー支援策をセットにした県立高校独

自のヤングケアラーサポートクラスの実施 

当初予算額 4,613千円 

決算額 3,867千円 

事業計画 ・市町村小・中学校を対象としたヤングケアラーサポートクラ

スを年間 16回実施する。 

・県立学校を対象とした自走式ヤングケアラーサポートクラス

を年間 50校実施する。 

事業効果 令和６年度 

実施後に理解が深まった児童生徒の割合 

小・中学校 81.7％ 高校 85.1％ 

 

ヤングケアラーとは、家族などの介護を無償で行っている 18歳未満の子供たちをい

う。少子高齢化や一世帯当たりの人数が減少している現代の社会においては、誰もが

ケアを担う可能性があるといわれている。そこで、学校の日頃の教育活動において児

童生徒に「ヤングケアラー」について教え、児童生徒が「ヤングケアラー」について

の理解を深められるようにすることや、ケアを担うことになった時に周囲に相談した

り、サービスを活用したりする力を身に付けておくことが重要であると考えられる。

当該事業の具体的な取組として、下記（Ａ）及び（Ｂ）の２つがある。 

 

（Ａ）ヤングケアラーサポートクラス 

 県は、教職員や児童生徒、保護者がヤンングケアラー（家族などの介護を無償で 

行っている 18歳未満の子供たち）に対する理解を深め、学校における相談支援を充 

実させるための出張授業「ヤングケアラーサポートクラス」を、県内小・中・高校 

等で実施している。 
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(a)実施内容 

（ア）児童生徒・教職員向け講演会等 

元ヤングケアラーによる体験談及び大学教員等による講演等 

（イ）学校における相談支援に関する教職員研修 

福祉・教育行政担当者を交えた校内研修 

（ウ）元ヤングケアラーとの交流相談会 

元ヤングケアラー等による児童生徒との交流相談会 

（b）実施実績 

児童生徒向け講演会 

 日時 学校名 対象 内容 

 

１ 

令和6年6月25

日(火) 

朝霞市立朝
霞第九小学
校 

第６学年（69名） 

保護者 

市こども未来課 

県社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

＊6月18日（火）15:30

～16:30事前打ち合わせ

を実施 

8:40～9:25 

 

２ 

令和6年7月4日

(木) 

横瀬町立横

瀬中学校 

第２学年（58名）  

ＰＴＡ役員 

ＳＳＷ 
健康子育て課 

・有識者・元ヤングケ

アラーによる講演 

14:35～15:25 

 

３ 

令和6年7月12

日(金) 

幸手市立長

倉小学校 

第５学年（71名）  

ＰＴＡ役員、保護者 

こども未来課 

民生児童委員 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

＊6月26日（水）14:30

～ 

15:30事前打ち合わせを

実施 

11:35～12:20 

 

４ 

令和6年7月16

日(火) 

飯能市立原

市場中学校 

全学年（91名）  

ＰＴＡ役員、保護者  

ＳＳＷ 

市職員(福祉・子供） 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

 11:00～12:10 

 

５ 

令和6年9月5日

(木) 

三郷市立鷹

野小学校 

第５・６学年（101名) 

ＰＴＡ役員、保護者、

市社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

＊8月20日（火）16:00

～17:00事前打ち合わせ

13:45～14:30 
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を実施 

 

６ 

令和6年9月18

日(水) 

川口市立東

中学校 

第１・３学年（380名) 

子育て相談課 

県社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・生徒間のグループワー
ク支援 8:45～10:45 

 

７ 

令和6年10月7

日(月) 

三芳町立三

芳東中学校 

全学年（354名）  

ＳＳＷ 

福祉課 

町社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

 

 

14:05～14:55 

 

８ 

令和6年11月5

日(火) 

松伏町立松

伏小学校 

第６学年（126名）  

ＰＴＡ役員、保護者 

ＳＳＷ 

すこやか子育て課 

町社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

・児童間のグループワー
ク支援 
＊10月9日（水）15:30
～16:30 
事前打ち合わせを実施 

13:45～15:25 

 

９ 

令和6年11月19

日(火) 

美里町立松

久小学校 

第６学年（29名） 

こども未来課 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

＊11月8日（金）15:30

～16:30 

事前打ち合わせを実施 

13:40～14:25 

 

10 

令和6年11月21

日(木) 

和光市立大

和中学校 

全学年（888名）  

ＰＴＡ役員、保護者 

学校運営協議会  

ＳＳＷ 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

 13:45～14:35 

 

11 

令和6年11月28

日(木) 

寄居町立鉢

形小学校 

第４～６学年（138名）

子育て支援課 

町社協 
民生児童委員 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

・児童間のグループワー
ク支援 
＊11月11日（月）9:00
～10:00 
事前打ち合わせを実施 

13:20～15:05 

 
令和6年12月17

日(火) 

越生町立越

生中学校 

第３学年（71名）  

ＰＴＡ役員、保護者 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 
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12 8:50～10:40 ＳＳＷ 

子育て支援課 

・生徒間のグループワー
ク支援 

 

 

 

13 

令和6年12月17 

日(火) 

ときがわ町

立都幾川中

学校 

全学年（101名） 

福祉課 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

14:25～15:15 

 

14 

令和6年12月18

日(水) 

日高市立高

根小中学校 

第７～９学年（230名） 

ＳＳＷ 

こども家庭センター 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・生徒間のグループワー
ク支援 

13:35～14:25 

 

15 

令和7年1月20

日(月) 

東松山市立

東中学校 

第２学年（159名） 

こども支援課 

市社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

 13:40～14:30 

 

16 

令和7年1月22

日(水) 

桶川市立桶

川小学校 

第６学年（117名）  

ＳＳＷ 

子ども未来課 

男女共同参画課 

市社協 

・有識者・元ヤングケア

ラーによる講演 

・寸劇 

＊12月23日（月）15:00

～16:00事前打ち合わせ

を実施 

13:35～14:20 

 

教職員等研修に関する助言 

 日時 学校名 

1  令和6年 7月 4日（木）15:45～16:15 横瀬町立横瀬中学校 

2  令和6年 7月12日 (金) 14:00～15:30 幸手市立長倉小学校 

3  令和6年 9月 5日 (木) 15:10～15:50 三郷市立鷹野小学校 

4 令和6年10月 7日 (月) 15:30～16:00 三芳町立三芳東中学校 

5  令和6年11月 5日 (火) 15:50～16:30 松伏町立松伏小学校 

6  令和6年11月19日 (火) 15:45～16:15 美里町立松久小学校 

7  令和6年11月21日 (木) 16:00～16:30 和光市立大和中学校 

8  令和6年11月28日 (木) 15:45～16:15 寄居町立鉢形小学校 

9 令和7年 1月20日 (月) 15:00～15:30 東松山市立東中学校 
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    相談交流会 

 日時 学校名 

1 令和6年 7月12日(金) 12:20～12:50 幸手市立長倉小学校 

2 令和6年12月17日(火) 10:50～11:20 越生町立越生中学校 

3 令和6年12月17日(火) 15:40～16:10 ときがわ町立都幾川中学校 

（出典：ヤングケアラーサポートクラス実施報告書） 

   

（c）児童生徒アンケート 

Ｑ１ 授業（講演）等を受ける前「ヤングケアラー」についてどのくらい知って 

いましたか。 

選択肢 人数 割合 

詳しく知っていた 246 10.1% 

言葉は聞いたことがあった 908 37.2% 

言葉も知らなかった 1,288 52.7% 

 

Ｑ２ 授業（講演）等を受けて、「ヤングケアラー」についてどのくらいわかり 

ましたか。 

選択肢 人数 割合 

新しいことを知ることができた 1,994 81.7% 

知っていることがほとんどだった 150 6.1% 

分かりにくかった 298 12.2% 

 

（d）教職員アンケート 

Ｑ１ 学校におけるヤングケアラー支援の説明の満足度 

選択肢 人数 割合 

参考になった 265 72.2% 

やや参考になった 96 26.2% 

どちらでもない ４ 1.1% 

あまり参考にならなかった ２ 0.5% 

参考にならなかった ０ 0.0% 

 

Ｑ２ ヤングケアラーの理解度 

選択肢 人数 割合 

深まった 264 71.9% 

やや深まった 97 26.4% 
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どちらでもない ３ 0.8% 

あまり深まらなかった ３ 0.8% 

深まらなかった ０ 0.0% 

 

Ｑ３ 説明と自身の取組について 

選択肢 人数 割合 

十分取り組んできている 39 10.6% 

これから取り組みたい 318 86.6% 

取り組もうとは思わない ６ 1.6% 

その他 ４ 1.1% 

 

Ｑ４ 説明と学校の支援体制について 

選択肢 人数 割合 

十分取り組んでいる 112 30.5% 

検討し見直したい 230 62.7% 

見直しは必要ない 14 3.8% 

その他 11 3.0% 

 

（Ｂ）自走式ヤングケアラーサポートクラス 

  県は、県立学校を対象とした自走式ヤングケアラーサポートクラスを実施 

しており、実施内容は上記（Ａ）に記載したものと同様である。 

 

（a）実施実績 
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(b)生徒アンケート（17,290 人） 

Ｑ１ 授業（講演）等を受ける前「ヤングケアラー」についてどのくらい知って 

いましたか。 

詳しく知っていた 13.6% 
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言葉は聞いたことがあった 59.8% 

言葉も知らなかった 26.6% 

 

Ｑ２ 授業（講演）等を受けて、「ヤングケアラーや家族のお世話」に関する理 

解度は変わりましたか。 

理解が深まった 85.1% 

特に変化はない 13.2% 

よくわからなかった 1.7% 

 

(c)教職員アンケート 

   Ｑ１ 学校におけるヤングケアラー支援の説明の満足度 

満足 26.1% 

やや満足 54.1% 

可も不可もなし 17.1% 

やや不満 2.7% 

不満 0% 

 

Ｑ２ ヤングケアラーの理解度（参加後） 

高い 21.9% 

やや高い 63.2% 

普通 14.9% 

やや低い 0% 

低い 0% 

 

Ｑ３ 説明と自身の取組について 

十分取り組んでいる 14.9% 

これから取組みたい 71.7% 

取り組もうと思わない 10.9% 

その他 2.5% 

 

Ｑ４ 説明と学校の支援体制について 

十分取り組んでいる 25% 

検討し見直したい 60% 

見直しは必要ない 8.3% 

その他 6.9% 
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（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について    （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 ― 1,439 2,925 5,582 4,613 

決算額 ― 1,332 2,898 3,484 3,867 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

 企画・支援担当の主査級の職員２名で実施している。１名の職員が市町村向けのヤ

ングケアラーサポートクラスの業務、もう１名が県立高校向けの自走式ヤングケアラ

ーサポートクラスの業務を担当している。また、副課長級の職員１名が全体の統括及

び進捗管理を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 埼玉県ケアラー支援条例及び埼玉県ケアラー支援計画（第２期）に基づき、事業を

実施している。また、当該事業は、埼玉県ケアラー支援計画の基本目標の一つである

「ケアラーを支えるための広報啓発の推進」において、ケアラーに関する啓発活動の

取組として位置付け、適切に対応しており、これらの規定に抵触するような事象は生

じていない。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 目標とそして、ヤングケアラーの相談や支援を行う公立小中高校の割合を 60.0％と

して設定しているが、令和６年度の実績は、小学校 28.5％、中学校 50.6％、高校

54.0％となっており、中学校及び高校は目標に近いが、小学校は目標の約半分にとど

まっている。目標の値が過度に高いとは考えられないため、目標に達していない原因

を十分に分析し、改善に努める必要がある。 

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

県はヤングケアラーへの支援対策として様々な措置を講じ、一定程度の効果は現

れていると考えられるが、潜在的なヤングケアラーも含め十分な支援が実施できて

いるとは言い難い状況である。ヤングケアラーへの支援対策は市町村が主体となっ

て行うべきものだが、ヤングケアラーの人数が十分に把握できていない状況であ

る。そのため、県は内部の関係部署間、市町村と連携し、ヤングケアラーの人数の

把握及び支援体制の構築を粘り強く行っていくことが求められる。 

 

（Ｂ）子育て支援の充実への貢献状況について 

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



410 

 

   当該事業は以下の目的に沿った子育て支援を実施することが期待されており、 

事業の実施は子育て支援に対する貢献は評価できると考えられる。 

 

（a）家庭内の負担軽減と子どもの健全育成 

ヤングケアラーは、家族の介護や世話を担うことで学業や友人関係に支障を

きたすことがあるが、当該支援事業により、子どもが本来の成長過程を過ごせ

るようになることが期待され、子育て支援の目的である「子どもの健やかな育

成」に直結する。 

 

 

（b）多機関連携による包括的支援 

厚生労働省やこども家庭庁は、ヤングケアラー支援を「子ども・子育て支援

法」の枠組みに明記し、福祉・教育・医療などの連携を強化している。これに

より、子育て支援事業がより実効性のあるものとなり、支援の漏れを防ぐこと

が期待されている。 

 

(c) 支援者・保護者への啓発と相談体制の強化 

ヤングケアラー支援を通じて、保護者や支援者が家庭内の課題に気づきや 

すくなり、早期介入が可能になる。 

 

（Ｃ）費用対効果について 

  令和６年度の予算額は 4,613千円、実績額は 3,867千円であり、執行率は約 

83.8％である。報償費の実績額が予算よりも少なくなっていると考えられるが、得 

られた効果に鑑みると、概ね予算が適切に活用されていると評価できる。 

 

（Ｄ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。    （単位：千円） 

節 支出命令額 説明 

報償費 965 自走式ヤングケアラーサポートクラス  

学校令達分（28 校） 

旅費 50 職員旅費 

需用費 19 啓発映画購入代 

需用費 80 自走式ヤングケアラーサポートクラス 

学校令達分（23 校） 

委託料 2,753 ヤングケアラーサポートクラス業務委託料 
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（Ｅ）各論点（委託事業、補助事業）について 

  児童生徒及び学校関係者等のヤングケアラーについての認知度の向上を図るとと 

もに、ヤングケアラーが福祉機関等との支援者と繋がる機会を提供すること、ま 

た、ヤングケアラーに対する福祉的支援の内容や手続並びに学校が行う支援等につい

ての学校関係者の理解を深めることを目的として、ヤングケアラーサポートクス（出

張授業）を実施しており、日本ケアラー連盟に業務委託している。当該委託業務の財

務の執行状況について関連書類を閲覧した結果、異常点は発見されなかった。 

 

【意見１０２】県は市町村ごとのヤングケアラーの人数を正確に把握できるようにす

るため、県内部の関係部署間、市町村との連携をさらに強化する必要がある 

 令和２年及び３年の厚生労働省の調査によれば、周囲に困りごとを相談できていな

いヤングケアラーの割合は、小学６年生で 76.1% 中学 2年生で 67.7% 高校２年生で

64.2％に上る。一方で、県や市町村は、周囲に困りごとを相談できていない小学、中

学、高校生のヤングケアラーの人数、さらにはヤングケアラー自体の人数を十分に把

握できていない。 

 その理由として、学校の教職員がヤングケアラーに該当する児童生徒の把握が困難

であることや、児童生徒自身がヤングケアラーである自覚がない場合があることが挙

げられる。このため、ヤングケアラーの正確な人数の把握は一定の困難が伴うが、県

内の複数の市町村ではヤングケアラーの人数を把握し公表した実績がある。 

 ヤングケアラーの人数の把握は、その有無によって支援の度合いは変わり得ると考

えられ、市町村によって支援状況が大きく異なっている可能性がある。よって、県は

市町村ごとの学校を含めたヤングケアラーの人数を正確に把握できるよう、県内部の

関係部署間、市町村との連携を強化していくことが必要である。 

 

【意見１０３】県は相談窓口を積極的に案内するなど、ヤングケアラーが相談しやすい

環境をさらに整えるべきである 

 県は各小中高校におけるヤングケアラーに関する相談や支援の件数を把握している

が、ヤングケアラーの中には、児童生徒同士の気遣い等から学校における相談や支援

を敬遠する児童生徒もいると考えられ、そのような児童生徒が県や市町村に相談する

ケースもあり得ると考えられる。そのため、県福祉部が設置している県の相談窓口

や、市町村の相談窓口を積極的に案内するなど、ヤングケアラーが相談しやすい環境

をさらに整えるべきと考える。 

 

【意見１０４】県は、各学校においてヤングケアラーの周知が十分に行われるような措

818aef40-b722-469d-9f7a-27ccaa5acba9



412 

 

置がとられているか確認すべきである 

県は、児童生徒がヤングケアラーを正しく理解できるよう「ヤングケアラーハンド

ブック」を児童生徒に対して冊子等で配布している。しかしながら、市町村で実施さ

れたヤングケアラーに関する講習会の児童生徒のアンケートでは、ヤングケアラーと

いう言葉を初めて知ったという児童生徒が多い結果となっており、ヤングケアラーの

周知はまだ不十分な面があると言わざるを得ない結果となっている。 

 よって、児童生徒自身がヤングケアラーに該当することに気付かない事態を防ぐた

めにも、ヤングケアラー自体の周知が十分行われるような措置を講じるべきである。

例えば、ヤングケアラーハンドブックは小学校４年生を対象として紙面で配布されて

いるが、その他の学年にも内容を周知することや、児童生徒が当該ハンドブックを読

まずに廃棄していないか、教員による当該ハンドブックの説明が実施されたか等を、

学校を通じて確認すべきである。 

 

【意見１０５】ヤングケアラーに関する研修当日にやむを得ず欠席した教職員に対し

ても、動画視聴等の研修を受けられる機会を確保するべきである 

県は、自走式ヤングケアラーサポートクラスにおいて、実施校や地域、生徒の実態

に合ったヤングケアラー支援の取組として、教職員向けの研修を実施している。しか

しながら、業務の都合等によりやむを得ず欠席した教職員が当該研修をあらためて受

講する機会が十分に確保されていない。そのため、このような教職員に対しても、県

職員が行う研修動画を作成・提供する等、動画視聴等の研修を受けられる機会を確保

するべきである。 
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３４．性の多様性を尊重した教育推進事業（教育局人権教育課）  

（１）目的 

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例の趣旨に沿った理解増進を図るほか、

児童生徒に寄り添った相談体制の整備を図る。 

 

（２）概要  

事業内容 ・性的指向・性自認に関して専門的な助言・指導を要する

学校への相談支援や理解促進等の取組への支援 

・オンライン上で、悩みを抱える生徒同士の交流会（オン

ラインサロン）の実施 

当初予算額 4,002千円 

決算額 4,000千円 

事業計画 ・市町村立中学校及び県立学校からの要請に応じて、委託

契約を結んだ外部専門機関から性的指向・性自認に関する

専門家を年間 30回派遣する。 

・性的指向・性自認に関する悩みを抱える中学生・高校生

のためのオンライン上での交流会を年間３回実施する。 

事業効果 令和６年度 

・生徒向け講演会 理解を深めたと回答した生徒の割合

88.3％ 

・オンラインサロン 満足したと回答した参加者の割合

100％ 

 

（Ａ）外部専門機関と連携した学校相談体制の充実 

市町村立中学校及び県立学校からの要請に応じて、外部専門機関から性的指向・

性自認に関して深い知識を持つ専門家を派遣し、学校における相談対応や性的マイ

ノリティの理解促進等の取組への支援を実施する。令和６年度は、以下のとおり研

修会及び講演会が開催されている。主な実施内容は、性の多様性についての基礎理

解、接し方、ワークショップ等について外部専門家による研修、講演などである。 
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実施した研修会及び講演会 

実施日 学校名 実施内容 対象 

令和６年７月 12日 

（金） 

上尾市教育委

員会 

研修会 市内小中学校長 

令和６年７月 17日 

（水） 

埼玉県立進修

館高等学校 

講演会 生徒 

令和６年７月 19日 

（金） 

埼玉県立熊谷

高等学校 

講演会 １年生生徒 

令和６年７月 22日 

（月） 

行田市教育委

員会 

研修会 市内小中学校 

教職員、保護者 

令和６年７月 25日 

（木） 

埼玉県立川越

特別支援学校 

研修会 教職員 

令和６年７月 29日 

（月） 

埼玉県立狭山

緑陽高等学校 

研修会 教職員 

令和６年８月５日 

（月） 

本庄市立本庄

東中学校 

研修会 教職員 

令和６年８月 20日 

（火） 

八潮市教育委

員会 

研修会 市内小中学校教

職員 

令和６年８月 26日 

（月） 

秩父市立吉田

中学校 

相談会 教職員 
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令和６年９月５日 

（木） 

鴻巣市教育委

員会 

研修会 人権教育主任 

市教委 

令和６年９月 10日 

（火） 

上尾市立東中

学校 

研修会 教育相談部会 

職員 

令和６年９月 25日 

（水） 

埼玉県立春日

部特別支援学

校宮代分校 

研修会 教職員 

令和６年 10月 10

日（木） 

埼玉県立新座

総合技術高等

学校 

研修会 教職員 

令和６年 10月 24

日（木） 

埼玉県立春日

部高等学校 

講演会 １、２学年生徒 

令和６年 10月 31

日（木） 

埼玉県立上尾

特別支援学校

上尾南分校 

講演会 ３年１組担任 

３年１組生徒 

令和６年 10月 31

日（木） 

埼玉県立上尾

特別支援学校

上尾南分校 

講演会 ３年２組担任 

３年２組生徒 

令和６年 11月 8日

（金） 

川口市立領家

中学校 

研修会 教職員 

令和６年 11月 12

日（火） 

埼玉県立浦和

西高等学校 

研修会 教職員 

令和６年 11月 21

日（木） 

埼玉県立大宮

高等学校 

講演会 １、３学年生徒 

教職員 

令和６年 11月 25

日（月） 

埼玉県立特別

支援学校大宮

ろう学園 

研修会 教職員 

令和６年 11月 26

日（火） 

狭山市教育委

員会 

研修会 市内小中学校教

職員 

令和６年 11月 27

日（水） 

埼玉県立川越

女子高等学校 

講演会 １学年生徒 

令和６年 12月３日

（火） 

本庄市立児玉

中学校 

研修会 教職員 

令和６年 12月６日

（金） 

加須市立騎西

中学校 

研修会 保護者 

教職員 
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令和６年 12月 20

日（金） 

埼玉県立桶川

西高等学校 

講演会 全校生徒 

令和７年１月 20日

（月） 

飯能市教育委

員会飯能市教

育センター 

研修会 飯能市校長研修

会 

市内小中学校校

長 

令和７年２月３日

（月） 

埼玉県立熊谷

女子高等学校 

講演会 ２学年生徒 

令和７年２月４日

（火） 

埼玉県立川越

高等学校 

講演会 １、２学年生徒 

教職員 

令和７年２月６日

（木） 

日高市立高根

小中学校 

研修会 教職員 

令和７年３月 19日

（水） 

埼玉県立松山

女子高等学校 

講演会 １、２学年教職

員 

（出典：令和６年度「LGBTQ に係る学校支援及びオンラインサロン」実施業務

委託実施報告書） 

 

（Ｂ）オンラインサロンの実施 

性的指向・性自認の悩みを家庭や学校に打ち明けることが困難な中学生・高校生

を対象に、オンライン上で、悩みを抱える生徒同士の交流会を実施する。 
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 オンラインサロンの実績 

日程 申込

者数 

高校生 中学生 

参加者 欠席者 参加者 欠席者 

令和６年８月 22日 (木) 13 名 10 名 ０名 ２名 １名 

令和６年 10月６日（日） 13 名 ７名 ３名 ３名 ０名 

令和６年 12月 26 日（木） 14 名 ７名 ４名 ２名 １名 

 

  オンラインサロンのアンケート結果 

 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について       （単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 ― 2,062 4,168 4,279 4,002 

決算額 ― 1,498 3,888 3,998 4,000 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

企画・支援担当の主査級の職員２名が当該事業を担当している。１名が、主に学校

への相談支援や理解促進等の取組への支援の業務を担当し、もう１名が主にオンライ

ンサロンの業務を担当している。 

また、副課長級の職員１名が、全体の統括及び進捗管理を担当している。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例に基づき事業を実施している。 

また、相談支援や理解促進等の取組への支援など、同条例の規定に基づき適切に対

応しており、これらに抵触するような事象は生じていない。 

条例を具体化したものとして県が公表している「埼玉県性の多様性を尊重した社会

づくり基本計画」は以下のとおりである。 
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（出典：埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画） 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画の指標  

性の多様性に関する理解増進の取組を実施した学校の割合 

100％（令和７年度末） 

実績値 令和６年度末 90.6％ 
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（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

性の多様性を尊重する社会をつくるためには、更なる事業遂行努力と時間が必要

と考えられるが、当該事業の実施によって着実に性の多様性を尊重しなくてはなら

ない意識は浸透してきていると考えられる。よって、下記に記載の意見事項を除

き、異常点は発見されておらず、県による適切な事業の遂行が実施されていると考

えられる。 

 

（Ｂ）子育て支援の充実への貢献状況について 

当該事業におけるオンラインサロンの実施や学校相談体制の充実を図ることによ

り、性の多様性に関する子供の理解が深まり、性的マイノリティの当事者である子

供やその保護者が、差別や偏見のない環境で安心して生活できるようになること

や、性の在り方に対する固定観念や押しつけが減ることによる子供の自己肯定感と

社会性の向上が期待されるため、当該事業の子育て支援の充実への貢献は高いと考

えられる。 

 

（Ｃ）費用対効果について 

令和６年度の予算額は 4,002 千円、実績額は 4,000 千円であり、執行率は約

99.9％である。当該事業の趣旨に鑑み、性の多様性を尊重する教育の充実や理解に

は専門的知識・経験を持つ外部機関の協力が不可欠と考えられ、概ね予算が適切に

活用されていると評価できる。 

 

（Ｄ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。          （単位：円） 

節 支出命令額 説明 

委託料 3,999,600 「ＬＧＢＴＱに係る学校支援及びオンラインサ

ロン」実施業務委託 

 

（Ｅ）各論点（委託事業、補助事業）について 

 「ＬＧＢＴＱに係る学校支援及びオンラインサロン」実施業務委託について、選

定から決定、委託費の支払いに係る資料を閲覧し、当該業務の財務の執行状況 

について異常点は発見されなかった。 
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【意見１０６】県は、教職員が生徒に対して研修内容のフィードバックを実施したか確

認すべきである 

当該事業として実施された教職員向けの研修は、性の多様性に関する教職員の理解

を深めるとともに、児童生徒から相談があった場合の対応力を向上させることを目的

としている。そのため、研修を受けた教職員及び生徒の理解度が高まることが重要で

あるが、県は研修を受けた教職員が生徒へフィードバックをしたかについては確認し

ていない。そのため、県は教職員に対してどの程度生徒に対してフィードバックをし

たかを確認し、仮に十分ではない場合には外部機関と協議の上、生徒に研修内容の趣

旨が浸透するように努める必要があると考える。さらに、実際に行われた研修の対象

は主に教職員向けに実施されているものが多かったが、生徒向けに実施されたものも

ある。生徒の理解度が深まることが教育上重要であると考えられることから、今後、

生徒の参加機会を増やすことができるように県は学校に働き掛けることが望ましいと

考える。 

 

【意見１０７】県は、他県の担当者等と交流するなどの機会を設け、取り入れられる有

益な取組の有無を確認すべきである 

当該事業の目的である性の多様性を尊重した教育の推進について、県は国や他県ウ

ェブサイト等の閲覧により情報収集に努めているが、取組を行っている他県や市町村

に対して具体的な調査や十分な協議は実施していない。そのため、他県の担当者と直

接交流するなどの機会をつくり、他県の取組状況を確認し、取り入れられる有益な取

組の有無を確認すべきと考える。 
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３５．人権教育推進事業（教育局人権教育課）  

（１）目的 

県全体の人権教育を推進するため、人権教育推進協議会を開催し、人権教育の推進

方策に関する事項について協議を行う。また、人権教育の定着を図るため、県内４地

区５会場において人権教育実践報告会を行う。さらに、学校教育、家庭、地域社会に

おける人権教育を推進するため、教職員対象の研修会を実施し、指導者の資質向上を

図るとともに、啓発資料の作成等を行う。 

 

（２）概要  

事業内容 ・県人権教育推進協議会の開催 

・人権教育実践報告会の開催 

・各地区人権教育推進協議会への補助 

・教職員等人権教育研修会の実施 

・人権教育指導資料としての人権作文集「はばたき」の作

成・配布 

・各種人権課題に関する出前講座の実施 

・市町村人権教育（社会教育）担当者研修会の実施 

・人権啓発映画の購入 

・市町村の人権教育指導者の養成等への補助 

当初予算額 4,567千円 

決算額 3,024千円 

事業計画 人権教育推進体制の充実、学校教育及び家庭、地域社会にお

ける人権教育を推進するための取組を行う。 

事業効果 令和６年度 

・埼玉県人権教育推進協議会 ２回開催 

・人権教育実践報告会を県内４地区５会場で開催 1,600名参

加 

・各地区人権教育推進協議会への補助 50,000円×８地区 

・教職員等人権教育研修会 

 公立小・中学校長及び人権教育担当者、公立高等学校・特

別支援学校長及び人権教育担当者、市町村人権教育（学校

教育）担当者を対象として各１回実施 

・人権作文集「はばたき」の作成・配布 2,950部 

・各種人権課題に関する出前講座 ９回実施  

・市町村人権教育（社会教育）担当者研修会 １回実施 

・人権啓発映画の購入 ５タイトル  
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・市町村の人権教育指導者の養成等への補助 100,000 円×３

市 

 

（Ａ）埼玉県人権教育推進協議会 

埼玉県人権教育推進協議会は、埼玉県の人権教育の推進方策に関する事項につい

て協議する附属機関に準ずる協議会である。令和６年度は以下のとおり開催されて

いる。    

項目 内容 

日時 第１回 令和６年７月 16 日（火）14:00～15:30 

第２回 令和７年２月６日（木）14:00～15:30  

場所 オンライン会議 

内容 第１回 令和６年度人権教育課事業概要について 

第２回 インターネットによる人権侵害に係る教育の推進について 

   ヤングケアラー支援の取組について 

 

   令和６年度 埼玉県人権教育推進協議会委員名簿 

氏 名 所 属 ・ 役 職 等 

阿左美 健司 埼玉県議会文教委員会委員長 

林 尚示 東京学芸大学教育学部総合教育科学系教育学講座教授 

橋本  久雄 埼玉県人権擁護委員連合会会長 

石川 薫 東京成徳大学深谷中学・高等学校長 

中根  將行 埼玉県市町村社会教育委員連絡協議会副会長 

渡辺  大輔 埼玉大学ダイバーシティ推進センター准教授 

上原  美子 埼玉県立大学保健医療福祉学部教授 

笠松  直美 ＮＰＯ法人地域教育ネットワーク代表理事 

相澤  靖子 埼玉県立越谷西特別支援学校長 

有賀  弘一 埼玉県立妻沼高等学校長 

大澤  紀子 鴻巣市立鴻巣北小学校長 

小野  知二 埼玉県高等学校教職員組合中央執行委員長 

宮嵜 晋 朝霞市立朝霞第三中学校教諭 

中澤  美奈子 埼玉県立東松山特別支援学校嵐山学園分校養護教

諭 

岩田 泉 桶川市教育委員会教育長 

宮崎  宣男 鳩山町教育委員会教育長 
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市川  広美 埼玉県児童福祉施設協議会副会長 

荻野  裕佳里 埼玉県家庭教育振興協議会理事 

加藤  英明 公募委員 

 

（Ｂ）人権教育実践報告会 

埼玉県人権教育実践報告会は、埼玉県人権教育研究協議会が主催する研究会で、

人権尊重の重要性を深く理解し、具体的な教育・啓発活動の実践について研究・協

議することを目的としている。対象者は、県公私立の保育所、幼稚園、認定こども

園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の教職員及び保護

者、市町村教育委員会、公民館等の職員である。令和６年度は以下のとおり開催さ

れている。 

項目 内容 

（南部） 

日時 令和６年７月 26日（金）12：45～16：30 

場所 草加市文化会館 

内容 １ 全体会（人権作文の発表 等） 

２ 分科会（報告内容を基に協議） 

① 同和問題（部落差別） 分科会 

② 子供 分科会 

③ 高齢者 分科会 

④ 障害のある人・様々な人権課題 分科会 

⑤ 女性 分科会 

⑥ 外国人 分科会 

参加人数 330名 

（西部） 

日時 令和６年７月 26日（金）13：30～16：30 

場所 入間市産業文化センター 

内容 １ 全体会（人権作文の発表 等） 

２ 分科会（報告内容を基に協議） 

① 女性・外国人 分科会 

  ② 子供 分科会 

③ 同和問題（部落差別） 分科会 

④ 高齢者・障害のある人 分科会 

⑤ 性的指向・性自認 様々な人権問題 分科会 

参加人数 458名 

日時 令和６年７月 26日（金）13：30～16：20 
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場所 熊谷市立江南総合文化会館「ピピア」 他 

内容 １ 全体会（人権作文の発表 等） 

２ 分科会（報告内容を基に協議） 

① 女性（男女平等） 分科会 

② 子供・インターネットによる人権侵害 分科会 

③ 高齢者 分科会 

④ 障害のある人 分科会 

⑤ 同和問題（部落差別） 分科会 

⑥ 外国人 分科会 

参加人数 310名 

（北部（秩父）） 

日時 令和６年７月 29日（月）13：15～16：15 

場所 小鹿野文化センター 

内容 １ 全体会（人権作文の発表 等） 

２ 分科会（報告内容を基に協議） 

① 女性（男女平等）・高齢者 分科会 

② 障害のある人・外国人 分科会 

③ 子供・同和問題（部落差別） 分科会 

参加人数 149名 

（東部） 

日時 令和６年７月 29日（月）13：00～15：45 

場所 加須文化・学習センター「パストラルかぞ」 

内容 １ 全体会（人権作文の発表 等） 

２ 分科会（報告内容を基に協議） 

① 障害のある人・子供 分科会 

② 同和問題（部落差別）・女性 分科会 

③ 外国人・高齢者 分科会 

④ インターネットによる人権侵害・子供 分科会 

参加人数 353名 

 

（Ｃ）各地区人権教育推進協議会運営補助 

県は、人権教育を推進するため、教育行政区単位に設立された地区人権教育推進

協議会に対し、その運営費の一部にあてるため、毎年度予算の範囲内において、補

助金を交付する。令和６年度は以下の８地区に対して補助金の交付が行われた。 

 交付先 交付金額 

北足立南部地区人権教育推進協議会 50,000 円 
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北足立北部地区人権教育推進協議会 50,000 円 

入間地区人権教育推進協議会 50,000 円 

比企地区人権教育推進協議会 50,000 円 

秩父地区人権教育推進協議会 50,000 円 

大里地区人権教育推進協議会 50,000 円 

北埼玉地区人権教育推進協議会 50,000 円 

埼葛地区人権教育推進協議会 50,000 円 

 

（Ｄ）教職員等人権教育研修 

人権が尊重される社会を実現するため、学校において教育活動全体を通じ、児童

生徒の発達の段階に応じた人権尊重の意識を高める教育の推進が求められている。

そこで、人権教育の現状と課題について理解を深め、学校における人権教育の推進

及び充実に資するとともに、教職員としての資質向上を図るため研修会を開催して

いる。教職員等研修のうち、令和６年度の公立小・中学校長等人権教育研修会につ

いては、以下のとおり開催されている。     

項目 内容 

開催方法 オンデマンド 

（「埼玉県限定公開セミナー動画チャンネル」） 

対象 県内公立小・中・義務教育学校長（さいたま市を除く） 

動画配信期間 令和６年５月 14日から６月 14日 

内容 ①挨拶（県立学校部副部長） 

②人権教育に係る事業説明・情報提供 

・個別の人権課題について 

「同和問題（部落差別）」 

「北朝鮮当局による拉致問題」 

「性的指向・性自認」 

「ケアラー・ヤングケアラー」 

・子供の権利擁護委員会について③講演「インターネット

による人権侵害」 

③講師 情報文化総合研究所 代表取締役 佐藤佳弘氏 

④アンケートの記入 

視聴者数 1,040名 

 

 

（Ｅ）人権教育指導資料集作成 
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人権教育のための主要な資料の一つとして人権作文集『はばたき』が作成・発刊

されている。 

項目 内容 

発行元 埼玉県教育委員会 

目的 児童生徒の人権意識の高揚を図り、身の回りの様々な人権侵

害や差別の問題に正しく対処できる児童生徒を育成するた

め。 

内容 県内の公立学校の児童生徒から募集した人権に関する作文の

中から、優秀作品を選定して掲載している。 

子供たちの豊かな感性と純粋な感覚で人権問題をとらえた内

容が特徴。 

活用方法 学校教育や社会教育の現場において、人権教育の指導資料と

して活用される。 

入手方法 埼玉県教育委員会のウェブサイト 埼玉県教育委員会 人権作

文集「はばたき」で最新号やバックナンバーの一部が公開さ

れている。 

作成 契約先である印刷業者が2,950部印刷し、各学校や市町村教育

委員会等へ配布している。 

 

（Ｆ）市町村人権教育指導研修事業補助 

市町村における人権教育の推進を図るため、県は人権に関する指導者の養成を行

う市町村に対し、補助金を交付している。令和６年度は、３市（羽生市等）に対し

100,000円ずつ交付された。 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について    （単位：千円） 

 令和２年

度 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 7,256 5,721 4,838 4,816 4,567 

決算額 2,765 2,773 3,117 3,457 3,024 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

総務・人権教育担当５名で当該事業を担当している。 

職位 主な担当業務 

主幹級職員 全体の統括及び進捗管理、県人権教育推進協議会 

主査級職員１ 団体・市町村への補助 

主査級職員２ 教職員等人権教育研修会、出前講座 
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主査級職員３ 人権教育実践報告会、教職員等人権教育研修会、 

人権作文集「はばたき」、出前講座 

主査級職員４ 市町村人権教育（社会教育）担当者研修会、 

人権啓発映画購入、出前講座 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条及び国が策定した「人権教

育・啓発に関する基本計画」等に基づき、当該事業に係る取組を実施しており、関係

法規等に抵触するような事象は生じていない。 

  

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

人権を尊重した教育の推進に係る施策目標（「第４期埼玉県教育振興基本計画」に掲 

載） 

→「人権感覚育成プログラム」を活用した参加型体験学習を実施した学校の割合 

    現状値（令和６年度）  86.2％（小学校 93.2％、中学校 89.3％、高校

49.7％） 

目標値（令和 10年度） 100.0％  

 

（７）監査人総括（評価） 

（Ａ）まとめ 

当該事業は、子育て支援の直接的な施策（経済的支援、保育所整備など）と並行

して、精神的・社会的側面から子育て家庭を支える環境づくりに大きく貢献してい

ると考えられる。よって、下記に記載の意見事項を除き、異常点は発見されておら

ず、県による適切な事業の遂行が実施されていると考えられる。 

 

（Ｂ）子育て支援の充実への貢献状況について 

人権教育を通じて、地域住民が多様な価値観を認め合い、互いの人権を尊重する 

意識を高めることで、子育て家庭が孤立せず、安心して子どもを育てられる地域社

会の形成を目指しており、子育て支援の重要な基盤となると考えられる。また、人

権教育は、児童生徒一人ひとりを大切にする教育を推進し、いじめや児童虐待の防

止対策とも密接に関連し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

配置など、課題を抱える子どもや家庭への支援体制の充実にも貢献していると考え

られる。 

 

（Ｃ）費用対効果について 

 令和６年度の予算額は 4,567千円、実績額は 3,024千円であり、執行率は 
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約 66.2％である。報償費の実績額が予算よりも少なくなっている主要因は、協議会 

の開催方法を現地開催からオンライン会議に変更し、会場使用料等の経費が削減さ 

れたことであり、得られた効果に鑑みると、概ね予算が適切に活用されていると評 

価できる。 

 

（Ｄ）収入、支出の主な内容について 

令和６年度の支出は以下のとおりである。        （単位：円） 

節 支出命令額 説明 

報償費 25,000 小・中学校長人権教育研修会講師謝金 

報償費 40,000 小・中・高・特人権教育担当者研修会講師謝金 

報償費 25,000 高等学校・特別支援学校等校長研修会講師謝金 

報償費 25,000 市町村人権教育（社会教育）担当者研修会講師謝金 

報償費 170,000 人権教育推進協議会委員謝金（２回分） 

報償費 162,925 人権教育実践報告会開催経費教育事務所令達分 

旅費 11,926 職員旅費 

需用費 3,506 教科書購入代 

需用費 361,494 人権作文集「はばたき」印刷代 

需用費 504,455 啓発映画購入代 

需用費 640,298 人権教育実践報告会開催経費教育事務所令達分 

役務費 10,000 男女平等教育推進委員会講師派遣費用 

役務費 107,000 人権教育実践報告会開催経費教育事務所令達分 

使賃料 237,020 人権教育実践報告会開催経費教育事務所令達分 

補助金 300,000 市町村指導者研修補助金 

補助金 400,000 地区人権教育推進協議会運営費補助金 

 

（Ｅ）各論点（委託事業、補助事業）について 

 ８地区に対して交付されている地区人権教育推進協議会運営費補助金、３市に対 

して交付されている市町村人権教育指導研修事業補助金について、申請から交付ま 

での一連の資料を閲覧するとともに、人権作文集『はばたき』の印刷に係る契約先 

の印刷業者の選定から決定、委託費の支払いに係る資料を閲覧し、当該業務の財務の 

執行状況について異常点は発見されなかった。 

     

 

【意見１０８】県は人権教育実践報告会の成果がフィードバックされ浸透するように
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周知の方法を検討すべきである 

人権教育実践報告会が４地区５会場で開催されており、県立の高等学校等の教職

員等が参加しているが、協議会において実践報告・意見交換をした後に学校にフィ

ードバックをしているかについて、県は確認を行っていない。当該実践報告会は、

学校において教職員及び児童生徒が、人権尊重の重要性を深く理解し、具体的な教

育・啓発活動の実践について研究・協議することを目的としており、その意義も非

常に重要であるため、学校において当該研究の成果がフィードバックされ浸透する

よう、県として周知の方法を検討することが必要と考えられる。 

 

【意見１０９】県は、各受講者の感想や要望を集約し、有益と考えられる情報にまとめ、

事後的に受講者にフィードバックすることで、意見交換と同様の効果が発揮されるよ

うに努めるべきである 

教職員等人権教育研修が小中学校長等に対して開催されているが、教職員の負担軽

減のためオンデマンド形式での視聴となっている。オンデマンド形式はいつでも視聴

可能であるが、研修参加者同士の意見交換などができない。そのため、研修の受講は

受け身になりがちになると考えられ、教職員同士による研修結果を受けた実践報告・

意見交換はされていない。研修の実践報告の機会や意見交換は教職員の意識向上のた

め非常に有益であるが、実際に対面式での開催は教職員の業務負担の観点から困難と

考えられる。そのため、県は、各受講者の感想や要望を集約し、有益と考えられる情

報にまとめ、事後的に受講者にフィードバックすることで、意見交換と同様の効果が

発揮されるように努めるべきである。 

 

【意見１１０】県は、人権教育の推進を県として定めた人権感覚育成プログラムの高校

での活用率が改善するように努めるべきである 

県は、子どもたちが人権への配慮が態度や行動に現れるような人権感覚を育成する

ことを主な目的として「人権感覚育成プログラム」を作成し、県内の学校教育の場で

活用している。また、県は、第４期埼玉県教育振興基本計画において、「人権感覚育成

プログラム」を活用した参加体験型学習を実施した学校の割合を、令和 10年度までに

100％にする施策指標を示している。しかしながら、当該プログラムの高校での活用率

が低く、これは、一部の高校において人権教育全体計画及び人権教育年間指導計画に

人権感覚育成プログラムの活用が明確に位置付けられていないことや、当該プログラ

ムの内容が多岐にわたっていることから、効果的な活用方法を学校がイメージできて

いない可能性が考えられるとのことである。そのため、当該プログラムの高校での活

用率を改善するために、当該プログラムが十分に位置付けられていない高校に対し、

直接働き掛けを行うとともに、教職員に対してシンプルかつ理解しやすい説明を行

い、当該プログラムを周知させていくことが必要と考えられる。なお、県は、令和７
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年度から「校種別人権感覚育成プログラム一覧表」や「校種別おすすめプログラム」

の資料を作成し、研修等で周知しているとのことである。 
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３６．共生社会の形成に向けた特別支援教育推進事業（教育局特別支援教育課・高校教

育指導課・義務教育指導課） 

（１）目的 

障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶインクルーシブ教育システムの実現を

追求するとともに、切れ目ない支援体制の構築を図り、一人一人の教育的ニーズに応

じた連続性のある多様な学びの場を整備する。 

 

（２）背景 

 特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取 

組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そ 

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必 

要な支援を行うものである（注１）。  

この特別支援教育の最も重要な考え方として、昭和 53年（1978年）イギリスの

「ウォーノック報告」において提言された「特別な教育的ニーズ」がある。この「特

別な教育的ニーズ」という考え方は、その後平成６年（1994 年）ユネスコとスペイン

政府共催で「特別な教育的ニーズに関する世界会議」が開催され、万人のための教育

を目指したサラマンカ声明への採択へとつながった。（注２） 

こうした流れの中で、2006 年に国連総会において採択された障害者の権利に関する 

条約の第 24条では「インクルーシブ教育システム」について規定された。 

「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精 

神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み

であり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域に

おいて初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供さ

れる等が必要とされている。 

我が国では平成 26年（2014 年）に同条約を批准し、「インクルーシブ教育システ 

ム」の構築に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に過ごすため

の条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪として取り組

んでいくこととしている。 

（注１） 定義は文部科学省ウェブサイトより引用（最終アクセス 令和７年 11 月

10日） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.htm#inpageLinks4 

（注２） 本節の参考文献は以下の通りである。 

三吉 和彦（2025）「研究ノート 特別支援教育の充実に関する一考察－

通常の学級におけるインクルーシブ教育－ 広島市立大学教育基盤セン

ター紀要 39-46  
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（３）概要  

（Ａ）概要一覧 

事業内容 障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶことを追求すると

ともに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整

備するため、小中高等学校への巡回支援や特別支援教育コーデ

ィネーターへの研修などを行う。 

当初予算額 38,869千円 

決算額 21,370千円 

事業計画 ① 特別支援学級、通級指導教室担当者への巡回指導 

② 外部人材を活用した高等学校への巡回支援 

高等学校に通う障害のある生徒への支援 

高等学校における通級による指導 

③ センター的機能の強化・充実 

④ 免許法認定講習の実施 

⑤ 支援籍学習の充実に向けたボランティアの育成 

事業効果 令和６年度 

① 専門員巡回支援訪問回数 747 回 

② 巡回支援員の派遣 26校 153回 

生活介助支援員 ６校 11名 一時的な支援 11 校 21名 

高等学校通級指導 ８校 

③ 特別支援教育コーディネーター向けの研修参加者 延べ 206 人 

④ 免許法認定講習受講者数 延べ 2,449 人 

⑤ ボランティア登録者数 583 人 

事業計画・内容についての解説 

（a）特別支援学級、通級指導教室担当者への巡回指導 

（ア） 趣旨 

 埼玉県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）が、市町村教育委員会か

らの要請に基づき、小中学校及び義務教育学校（以下「小中学校等」という。）

へ特別支援教育推進専門員による巡回指導を行うものである。 

（イ） 資格 

・特別支援教育において専門的な知識・経験を有する者 

・その他、県教育委員会が認めた者 

（ウ） 派遣内容 

・特別支援教育推進専門員は、小中学校等からの要請に応じて、小中学校等の特

別支援学級、通教指導教室を巡回し、担当教員の指導・育成にあたる。 
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・特別支援教育推進専門員は、小中学校等からの要請に応じて、小中学校等の管

理職や特別支援学級担任、通教指導教室担当者、特別支援教育コーディネーター

に校内支援体制の整備について助言を行う。 

・特別支援教育推進専門員は、市町村教育委員会や小中学校等からの要請に応じ

て、特別支援教育体制の推進に資する研修業務にあたる。 

・特別支援教育推進専門員は、必要に応じて県立特別支援学校の特別支援教育コ

ーディネーターと連携し、巡回支援の業務にあたる。 

Ⅰ.外部人材を活用した高等学校への巡回支援、高等学校に通う障害のある生 

徒への支援、高等学校に通う障害のある生徒への支援 

高等学校拠点校では、高等学校支援体制推進のため、以下の事業に取り組む

ものとする。  

・校内支援体制の整備に関すること 

・個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成に関すること 

・専門家による巡回支援の活用に関すること 

・発達障害や特別支援教育についての教職員の理解推進に関すること 

・研修会の開催に関すること  

・近隣校への情報の伝達に関すること  

Ⅱ.センター的機能の強化・充実 

      特別支援学校において、小中高等学校等からの要請に基づいて障害のある

児童生徒の教育に関し必要な助言や支援を行う「センター的機能」の強化・

充実を図るため、研修などをとおして特別支援学校の教職員の専門性を向上

させる。 

Ⅲ.支援籍について 

支援籍とは、障害のある児童生徒が必要な学習活動を行うために、在籍す 

る学校または学級以外に置く埼玉県独自の学籍である。 例えば、特別支援 

学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校に「支援籍」を置くことによ

り、同じ学校のクラスメイトとして一定程度の学習活動を行うことができ

る。また、小中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、特別支

援学級や特別支援学校に支援籍を置いて、障害の状態を改善するために必要

な指導を受けるケースもある。支援籍についての概要をまとめたものは次の

通りである。 
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（出典 埼玉県教育委員会 支援籍学習実践事例集より） 

 

（４）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 39,274 40,041 36,644 39,007 38,869 

決算額 19,850 21,782 22,215 23,840 21,370 

 

（５）当該事業に要する人員の状況 

○ 特別支援教育課  

【インクルーシブ教育システム推進担当】 

  主幹兼主任指導主事１名、指導主事１名、担当（一般）１名の計３名で実施して

いる。 

  研修等に係る事前準備等は指導主事が行い、主幹兼主任指導主事は統括を行って 

いる。当日は担当含めて３名で運営している。 

 【特別支援学校教育指導担当】 

  指導主事１名で実施している。 

  認定講習に係る業務を行っている。 

〇 高校教育指導課 

【教育課程担当】 

 主幹兼主任指導主事１名、指導主事３名の計４名で実施している。 
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 外部人材や学校との調整を指導主事が行い、主幹兼主任指導主事は統括を行って

いる。 

○ 義務教育指導課 

【学びの支援担当】 

 指導主事 1名で実施している。 

  会議、巡回日程、講師謝金に係る業務を行っている。 

 

（６）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 学校教育法第 74条に基づき、特別支援学校のセンター的機能を発揮するために必

要な特別支援学校の専門性向上を図っている。 

 障害者基本法第 16条に基づき、障害者が特性を踏まえた十分な教育が受けられる

ようにするため、必要な施策を行っている。 

 発達障害者支援法第８条に基づき、発達障害児が特性を踏まえた十分な教育が受

けられるようにするため、適切な支援体制の整備を行っている。 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第５条に基づき、合理的な配慮

を的確に行うため、関係職員に対する研修を実施している。 

 上記規定に基づき適切に対応しており、これらに抵触するような事象は生じてい

ない。 

 

（７）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

（Ａ）巡回支援を受けた教員数（小・中・高） 

・目標（令和７年度以降は計画値 以下同様） 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 

巡回支援を受けた教員数（人） 637 644 650 657 664 

・実績 

学校種 小中 高 合計 

巡回支援を受けた教員数（人） 692 153 845 
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（Ｂ）免許状保有率の向上（特別支援学校） 

・目標 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 

免許状保有率（％） 95％ 95％ 95％ 95％ 95％ 

・実績 

障害種 視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・虚弱 合計 

免許状保有率 44.4% 48.1% 82.1% 79.6% 80.0% 79.4% 

 

（Ｃ）支援籍学習実施者数 

・目標 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 

支援籍学習実施者数（人） 997 1,026  1,056  1,087  1,119  

・実績 

令和６年度： 964人 

 

（８）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見１１１】特別支援学校教諭免許状保有率について、早急に目標値である 95％を

達成するようにすることが望ましい 

 現状は特別支援学校の平均免許状保有率が79.4％に留まっている。特別支援学校教

諭免許状は特別支援教育の内容の質を担保するものであるため、早急に目標値である

95％の保有率を達成するようにすることが望ましい。 
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３７．いじめ・不登校対策相談事業（教育局生徒指導課）  

（１）目的  

 不登校・いじめ・成育環境の課題等に対応するため、スクールカウンセラー（Ｓ

Ｃ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）等の配置及び中学校相談員を配置する

市町村へ助成等を行い、教育相談体制を整備・充実する。  

  

（２）概要  

(Ａ）概要一覧 

事業内容 ・スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置 

・精神科医の配置 

・スチューデントサポーター派遣事業 

・高校相談員配置 

・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置 

・中学校配置相談員助成事業 

・いじめ防止対策推進法関係事業 

・多様な教育機会の確保に関する研究事業 

当初予算額 295,075,000 円 

決算額 286,737,648 円 

事業計画 ・教育相談体制の整備 

 ＳＣ、ＳＳＷ等を配置し、教育相談体制を整備する。ま

た、中学校相談員を配置する市町村に対し助成金を交付す

る。 

・多様な教育機会の確保に関する研究 

 県立戸田翔陽高校内に設置した不登校生徒支援教室「い

っぽ」にて、多様な教育機会の確保について研究する。 

事業効果  ＳＣ、ＳＳＷ等を学校に配置するとともに、大学生等を

身近な教育相談員として派遣することで、適切な生徒指導

に必要な相談体制を整備することができる。 

 また、多様な学びの場の充実に向けた教育活動の在り方

について研究を行い、その成果を市町村と共有すること

で、不登校児童生徒の学びの場が充実し、学びたいと思っ

た時に学べる環境が実現する。 
 

（Ｂ）令和６年度における実施状況 

（a）スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置 

（ア）目的 
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    不登校やいじめ、非行問題行動などの課題解決を図るため、児童生徒や保護者、

教職員に対し、専門的な知識・経験に基づいて、相談に応じ、適切に助言や援助

ができる埼玉県ＳＣを設置し、もって健全な児童生徒の育成を図る。 

（イ）配置状況 

      令和６年度 ◆：市町村立向け □：県立向け 

◆小学校 689校（さいたま市を除く全公立小学校） 

（月１回半日配置：113校、月１回１日配置：576 校） 

◆中学校 355校（さいたま市を除く全公立中学校） 

（週１日配置：130 校、 隔週１日配置：225校） 

□教育事務所 ４所（週５日配置） 

□県立総合教育センター ２所（週２日配置：本所、週１日配置：分室） 

□県立高校（全日制） 30校（隔週１日配置：30校） 

□県立高校（定時制） 10校 

（週１日配置：10校を拠点校として定時制全 23校へ派遣が可能） 

□オンライン相談対応 総合教育センター本所・きたうらわ相談室 

（週５日配置：県立学校からの相談に対応） 

 

(b)高校相談員配置 

（ア）目的 

      県立学校における教育相談体制の充実や、中途退学の未然防止を目的とし

て、生徒や保護者の相談への対応、学校生活の支援を図るために配置するも

の。 

（イ）配置状況 

      不登校の経験が有り、学校生活の適応に課題がある生徒（多部制定時制高

校）や、基礎学力の定着が不十分で、学習に課題を抱える生徒（再編整備校

のうち単位制高等学校）が多く入学することを想定した学校に配置している。 

      令和６年度は県立高校を対象に 10校に配置を行っている。 

 

(c)スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置 

（ア）目的 

      児童生徒の問題行動等の状況や背景には、児童生徒の心の問題とともに、

家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の問題が複雑

に絡み合っていると考えられる。このため、教育に関する知識に加え、社会

福祉等の専門的な知識や技能を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働

きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、課題を抱える

児童生徒に支援を行うＳＳＷを配置する。  
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（イ）配置状況 

令和６年度 計 95人配置 ◆：市町村立向け □：県立向け 

◆市町村教育委員会 59市町村（政令市・中核市除く） 76人 

□教育事務所 ４所 ４人 

□県立総合教育センター １所 １人 

□県立高校（全日制） 24校 ４人 

□県立高校（定時制） ８校 ８人 

（８校を拠点校として定時制全 23校へ派遣が可能） 

◆□ 生徒指導課（ＳＳＷスーパーバイザー） ２人 

 

(d)中学校配置相談員助成事業 

（ア）目的 

      いじめ・不登校などの問題行動の未然防止とその解消を図るため、中学校

の相談室に相談員を配置する市町村への助成を通じ、学校の教育相談体制を

支援するもの。 

（イ）助成金額 

      政令市を除く 62市町村の全中学校への配置に対して助成を行っている。 

・令和６年度助成実績額 276,844千円 

 

(e)多様な教育機会の確保に関する研究事業 

    戸田市教育委員会と連携した不登校生徒支援教室「いっぽ」の実証研究を行う。 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 286,304 294,159 293,911 295,857 295,075 

決算額 277,182 282,501 284,241 284,691 286,738 

 

（４）当該事業に要する人員の状況 

（Ａ）総務・不登校対策・中退防止担当 

 各事業につき、市町村立学校の業務を担当する主査級職員（指導主事）、県立学校

担当の業務を担当する主査級職員（指導主事）の２名で実施している。予算の執行・

令達・管理については主査級職員（行政）２名、一般職員（行政）２名で担当してい

る。 

  

（Ｂ）生徒指導・いじめ対策・非行防止担当 

 主査級職員主担当（指導主事）、主査級職員副担当（指導主事）の２名で実施して
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いる。主担当の職員が専門員や委員との調整、会議の運営等の業務を担当し、副担当

の職員が主担当の業務の補助を行っている。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

・いじめ防止対策推進法 

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 

・学校教育法施行規則 第六十五条の三、第六十五条の四 

同法の規定に基づき、適切に対応しており、これらに抵触するような事象は生じて

いない。 

・スクールカウンセラー等活用事業に関するＱ＆Ａ（文部科学省初等中等教育局児童

生徒課） 

・スクールソーシャルワーカー活用事業に関するＱ＆Ａ（文部科学省初等中等教育局

児童生徒課） 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

（Ａ）ＳＣについて 

・ＳＣの相談延べ件数 

いじめ・不登校 評価指標 相談件数（延べ） 

合計 115,300件 117,198件 

 

・ＳＣが関与したいじめ・不登校に関する相談の改善・解消率 

いじめ・不登校 評価指標 相談件数（実） 改善・解消件数 改善・解消率 

合計 82％ 4,898 4,208 85.9％ 

 

・小中学校に在籍する不登校児童生徒が学校内外の機関等で相談・指導を受けた割合 

 令和６年評価

指標 

令和５年 令和６年 

小・中学校 79％ 64.5％ 調査中 

 ※令和６年度の割合については令和７年 10月下旬に公表予定 

 

（Ｂ）ＳＳＷについて 

・ＳＳＷの相談延べ件数 

不登校・家庭環境の問題 相談件数（延べ） 

合計 26,211 件 

 

・ＳＳＷが関与した不登校・家庭環境の問題に関する相談の改善・解消率 
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不登校・家庭環

境の問題 

相談件数（実） 改善・解消件

数 

改善・解消率 

合計 5,091 1,230 24.2％ 

 

（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見１１２】ＳＣ関係者への理解促進活動が不十分であるため、各学校がスクールカ

ウンセラー（ＳＣ）の職務について十分な周知活動を行っているかどうか調査し、実態

を把握するとともに、周知活動の促進を行うことが望ましい 

 埼玉県では、スクールカウンセラー活用指針（以下「ＳＣ活用指針」という。）を

設けて、いじめ・不登校等の児童生徒が抱える問題の解決や軽減のために、「心の専

門家」として、教職員へのコンサルテーション、教職員研修における助言・援助、児

童生徒・保護者へのカウンセリング、いじめ防止対策推進法に係る学校におけるいじ

め防止等の対策に関する業務を行っている。ＳＣ活用指針では「２ 教職員 生徒・

保護者への周知」として、ＳＣの配置が決まり次第、できるだけ早い時期に生徒・保

護者に紹介する、全校集会等で紹介し相談日・相談方法等を知らせる、保護者に学校

通信等で相談日・相談方法等を周知する、などＳＣの受け入れ態勢に関する詳細な規

定が設けられている。 

しかし、県担当者に教職員・生徒・保護者への周知活動がどの程度行われているか

を確認したところ、基本的には関係者への文書による通知のみであり、実際に学年通

信への記載が行われているかどうかなど実態の把握が行われていない状況であった。 

なお、県内の一部の小中学校の学年通信・学校通信はネット上で閲覧可能であり、

監査人がサンプルで調査したところ、ＳＣの紹介に言及している通信は確認できなか

った。 

 ＳＣの認知度については、比較的近時の調査であっても半数以上の関係者が「知ら

なかった」あるいは「来ている認識がなかった」と回答している報告も存在し（注

１）、ＳＣの関係者への認知度の浸透は制度を適切に運用するための根幹となる事項

であるといえる。したがって、県は各学校がＳＣの職務について十分な周知活動を行

っているかどうか調査し、実態を把握するとともに、周知活動の促進を行うことが望

ましい。 

 

（注１）飯田香織（2024）「スクールカウンセラーの認知度とイメージから見る課題

や今後のあり方の検討～援助要請を出しにくい児童生徒の支援～」国際研究論業（大

阪国際大学）37（2）31～42 
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【意見１１３】スクールカウンセラー（ＳＣ）の受け入れ態勢がＳＣ活用指針に則って

いるかどうかの実態把握が不十分であるため、実態把握を行い、対応が不十分な学校に

は随時指導することが望ましい 

 ＳＣ活用指針では、県ＳＣの席を設けること、相談場所としての相談室等を確保す

ること、県ＳＣのロッカー、靴箱、駐車スペース等を確保することなど、ＳＣの受け

入れ態勢に関する詳細な規定が設けられている。 

この点について、県担当者にＳＣの活動場所の徹底が図られているかを確認したと

ころ、基本的には関係者への文書の通知がされているのみであり、ＳＣのための席や

適切な相談室が設けられているかなど実態の把握が行われていない状況であった。Ｓ

Ｃの席や相談室等の設置は、ＳＣが職務を円滑に遂行するために必要なものであるた

め、県でも実態を把握し対応が不十分な学校には随時指導することが望ましい。 

なお、今回の報告書ではＳＣの周知活動と受入れ態勢について言及したが、ＳＣ活

用指針の他の項目やＳＳＷの受入れに関しても同様の対応が必要である。ＳＣ活用指

針、ＳＳＷ活用ハンドブックを作成して終わりではなくて、作成した指針がルールに

従って実際に正しく運用されているか県としてもある程度確認していくことが望まし

い。 

 

【意見１１４】ＳＣの勤務体制について、学校で発生する生徒に係る様々な悩みに関し

て、継続的な問題対応や迅速な問題解決を図るためにも、先ずは小学校は月１回１日、

中学校は週１回に統一することが望ましい。将来的には週５日常時にＳＣが配置され

る「常駐型（あるいは常勤型）」の導入が望ましい 

 令和６年度におけるＳＣの配置について県担当者に確認したとこと以下の通りであ

った。 

配置先 設置数 勤務体制 

公立小学校 
576校 月１回１日 

113校 月１回半日 

公立中学校 
130校 週１回 

225校 隔週１日 

 配置状況にやや差が見られ、公立小学校の多くは月１回１日の配置が行われている

が、113校は月１回半日であった。公立中学校は130校が週１回の配置が行われている

が、225校は隔週１日という状況であった。よって、小学校は月１回１日、中学校は週

１回に統一することが望ましい。 

 また、埼玉県におけるＳＣの勤務体制は、月あるいは週に数日勤務する、全国的に

多い「一般形（常駐・常勤でない場合を指す。）」と呼ばれるものに該当するが、こ

の方法では継続的な問題対応や迅速な問題解決が困難であるとの指摘があり、そのた

め将来的には週５日常時にＳＣが配置される「常駐型（あるいは常勤型）」の導入が
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望ましい（注２）（注３）。 

 

（注２）石川悦子（2025）「常勤スクールカウンセラーに関する調査研究」こども教

育宝仙大学 紀要16（2025年３月）、飯田香織（2016）「常駐型スクールカウンセラ

ーの取組からの報告－学校現場で有効なＳＣ活動について考える。」生徒指導学研究 

15 

（注３）滋賀県や名古屋市において常駐型、常勤型の導入実績がある。 
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３８．ネットトラブルサイト監視事業（教育局生徒指導課） 

（１）目的  

 スマートフォン等インターネット端末を利用した不適切な行為やネットいじめ、ネ

ットトラブルに早期に対応することで、問題の深刻化を防ぐ仕組みを構築する。 

 

（２）概要  

（Ａ）概要一覧 

事業内容 ・ネット問題の早期発見・対応と未然防止 

 見えづらいインターネット上のトラブルを発見・早期

対応するため｢サイト監視｣の実施。｢ネットトラブル注意

報｣の発行、啓発動画の配信を通じ、児童生徒や保護者、

教員等への意識啓発を行う。 

当初予算額 4,000,000 円 

決算額 3,168,000 円 

事業計画 ・県立学校を対象としたサイト監視の実施。（通年） 

・サイト監視の情報等からネットトラブル注意報の発信。

（年 12回） 

事業効果  学校や保護者だけでは、目が行き届かないインターネ

ット上で発生するいじめやトラブルを監視し、発見し次

第、早期に対応することにより、問題の深刻化を防ぐこ

とで、子供たちが安心して学校生活や日常生活を送るこ

とができるようになる 

（Ｂ）県立学校に関する非公式サイト監視等業務委託 

委託期間：令和６年４月 25日から令和７年３月 31 日まで 

業務内容：県立学校に関する非公式サイトの問題のある書き込みの監視・報告 

         サイト運営者等への削除依頼の支援 

         サイトによる現状調査及び緊急調査の実施 

         ネットトラブル注意報の作成（年 12回） 

         生徒や保護者等啓発資料及び開設動画の作成 

選定方法：一般競争入札 

応札者数：２者 

 

（３）各年度における事業の当初予算額及び決算額について（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

決算額 3,719 3,663 3,996 3,432 3,168 
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（４）当該事業に要する人員の状況 

 生徒指導・いじめ対策・非行防止担当 

 主査級職員（指導主事）主担当１名と主査級職員（指導主事）副担当１名の２名で

実施している。主担当の職員が業者や各県立学校、市町村立学校、教育事務所等との

調整業務等を担当し、副担当の職員は緊急時の対応など、主担当が対応できない場合

に対応を行う。 

 

（５）関係する法規（ルール）とその遵守状況について 

 いじめ防止対策推進法 

 同法の規定等に基づき、適切に対応しており、これらに抵触するような事象は生じ

ていない。 

 

（６）令和６年度の評価指標とその達成状況について 

 ・問題のある書き込みの検出数 

いじめ・不登校 評価指標 検出数 

合計 600件 586件 

 

（７）監査人総括（評価） 

 下記の意見が検出された。 

 

【意見１１５】ネット監視パトロールの告知については紙やデータでの配布やウェブ

サイトへの掲載だけでは必ずしも十分でないため、教育委員会のＳＮＳ等を活用する

など、若年層に訴求力のある方法を採用することが望ましい 

 生徒・児童に対するネット監視パトロールの告知については、委託業者が「ネット

トラブル注意報」を毎月１回作成し、県ウェブサイトに掲載している。また、県は例

年２月末から３月初旬にかけて、高等学校入学許可候補者及び保護者に向けて、ネッ

ト監視パトロールに関する啓発資料（チラシ）を配布している(県立高校の入学者数と

教職員分を合わせて約47,480枚を配布)。 

 しかし、ネット監視パトロールの告知については、紙での配布だけでは必ずしも十

分でないため、教育委員会のＳＮＳ等を活用するなど、より若年層に訴求力がある方

法を採用することが望ましい。 
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【意見１１６】ネットトラブル監視事業のネットいじめへの対策としての有効性につ

いて、あらためて検討することが望ましい 

 ネットトラブル監視事業は、ネットいじめやネットトラブルに早期に対応すること

で問題の深刻化を防ぐ仕組みを構築すると謳っている。しかし、埼玉県においていじ

め認知件数は毎年大幅に増大しているにもかかわらず、ネットトラブル監視事業委託

者からの報告される「いじめ・誹謗中傷」の削除依頼数は、近年は十数件程度で推移

している。 

 ・いじめ認知件数：2019年、23,261件→2023年、36,031件 

 ・ネットトラブル監視事業「いじめ・誹謗中傷」認知件数：2019年、65件→2023

年、13件 

 また、「令和５年度 埼玉県公立学校における児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸問題に関する調査結果について」によれば、いじめ発見のきっかけにおい

てネットトラブル監視事業によって発見がされたという言及もない。 

 以上のことを総合的に判断すると、ネットトラブル監視事業のネットいじめに対す

る抑止力は極めて限定的であるといわざるを得ない。 

 ネット監視パトロールの存在自体がネットトラブルの抑止力となる可能性はある

が、それはネット監視パトロールによっていじめの発見の尾端がある程度発見できて

いることが前提である。しかし、現状ではネット監視パトロール自体の有効性が極め

て低い状況であり、これは大きな問題である。 

 したがって、ネットトラブル監視事業のネットいじめへの対策としての有効性につ

いて、あらためて検討を行うことが望ましい。 
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第６章 参考文献 

 

 

今回の監査に当たっては、下記の文献を参照し、報告書作成の参考とした。 

・令和６年版 こども白書  こども家庭庁 

・令和７年版 こども白書  こども家庭庁 

・フランスはどう少子化を克服したか 高橋順子著 新潮新書 

・少子化する世界 村上 芽著 日本経済新聞出版 

・未婚と少子化  

・続 少子化論 松田茂樹著 学文社 

・超少子化 異次元の処方箋 ＮＨＫスペシャル 

「私たちのこれから」取材班編  ポプラ新書 

・なぜ少子化は止められないのか 藤波 匠著 日経ＢＰ日本経済新聞出版 

・まちがいだらけの少子化対策 天野馨南子著 金融財政事情研究会 
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第７章 最後に 

 

 非常に限られた時間の中で、子育て支援の充実に関する事業の管理及び財務事務の執

行について監査を実施した。概ね適切に業務が遂行されている中で、改善を要するもの

はもちろん、今後の埼玉県での県民サービス向上、業務の効率化のために、意見できる

ところは積極的に意見を付させていただいた。監査人としては、子育て日本一の埼玉県

となっていただくことを切望している。 

何よりも、最初の勉強会、資料依頼、質問対応、現地調査対応、意見交換、報告書の

確認に至るまで監査にご協力いただいた埼玉県の関係部局の皆様に厚く御礼申し上げ

る。 

 本文は関係部局へのヒアリングや関係資料の閲覧などの結果を基に記載している。当

報告書が埼玉県関係者及び埼玉県民の子育てに役立つことを願っている。 
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